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本
稿
は
、
近
年
、
我
が
国
よ
り
も
む
し
ろ
諸
外
国
に
お
い
て
問
題
提
起
さ
れ
て
き
た
フ
リ
ン
ジ
＼
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
す
る
課
税
問
題
 
 

に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
概
念
は
多
義
的
で
あ
り
、
明
確
・
簡
明
な
定
義
を
与
え
る
の
が
難
し
い
複
雑
な
性
格
を
有
し
て
い
る
が
 
 

ゆ
え
に
、
従
来
は
、
そ
の
量
的
分
析
及
び
重
要
性
並
び
に
課
税
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
は
と
ん
ど
実
感
を
持
た
れ
な
い
で
断
片
的
に
 
 

考
慮
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
ほ
、
我
々
の
経
済
生
活
に
お
け
る
身
近
な
部
分
に
焦
点
を
あ
て
、
主
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
 
 

パ
諸
国
の
税
制
を
参
考
に
し
つ
つ
、
我
が
国
の
実
体
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
課
税
概
念
、
実
定
法
上
の
具
体
的
取
扱
い
等
の
内
容
を
比
 
 

較
研
究
し
、
今
後
の
我
が
国
に
お
け
る
現
行
税
制
の
運
用
上
又
は
税
制
上
の
改
革
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
 
 
 

一
間
題
の
提
起
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
「
経
済
的
利
益
」
、
「
現
物
給
与
」
、
「
付
加
給
付
」
等
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
一
般
 
 

的
に
は
、
給
与
所
得
者
が
本
来
の
賃
金
、
給
与
に
加
え
て
享
受
し
て
い
る
経
済
的
利
益
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
は
、
経
済
の
発
展
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
金
額
的
に
も
増
加
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
概
念
の
不
明
確
さ
や
 
 

多
種
多
様
な
発
生
形
態
ゆ
え
に
そ
の
措
捉
が
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
評
価
の
困
難
性
と
あ
い
ま
っ
て
、
我
が
国
の
み
な
ら
ず
、
諸
外
 
 

国
に
お
い
て
も
、
課
税
上
、
優
遇
的
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
供
与
す
る
側
に
お
 
 

二
三
一
 
 
 

第
一
章
 
序
 
 



二
三
二
 
 
 

い
て
は
、
損
金
算
入
が
許
容
さ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
を
享
受
す
る
側
に
お
い
て
ほ
、
一
般
的
に
課
税
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
 
 

あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
利
用
の
増
大
は
、
租
税
収
入
を
浸
食
し
、
必
然
的
に
課
税
の
不
公
平
を
も
た
 
 

ら
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 
 

二
 
本
稿
の
構
成
 
 

本
稿
に
お
い
て
は
、
諸
外
国
と
の
税
制
の
比
較
が
中
心
と
な
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
O
E
C
D
加
盟
二
三
ケ
国
の
課
税
の
状
況
を
通
観
 
 

し
、
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
課
税
体
系
（
課
税
概
念
及
び
実
定
法
上
の
取
扱
い
等
）
と
我
が
国
の
課
税
体
系
と
 
 

の
比
較
・
考
察
を
行
い
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
、
そ
の
範
囲
及
び
技
術
的
側
面
等
に
つ
い
て
も
併
 
 

せ
て
敷
節
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
以
上
の
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
税
制
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
、
諸
外
国
の
税
制
の
考
察
に
 
 

重
点
を
置
き
、
次
の
と
お
り
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

ま
ず
、
第
二
章
に
お
い
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
概
念
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
。
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
は
多
義
的
概
念
で
あ
る
の
で
、
そ
の
意
義
及
び
一
般
的
な
特
徴
を
示
す
と
と
も
に
、
発
生
形
態
を
明
ら
か
 
 

に
す
る
。
 
 
 

次
い
で
、
第
三
章
に
お
い
て
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
増
大
す
る
理
由
に
つ
い
て
従
業
員
側
、
事
業
主
側
、
課
税
当
局
側
の
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
言
及
し
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
給
付
規
模
の
確
認
を
マ
ク
ロ
的
に
行
い
、
課
税
ベ
ー
ス
の
浸
食
に
よ
る
 
 

課
税
漏
れ
 
（
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
）
 
の
実
態
に
迫
る
。
そ
れ
ら
の
実
態
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
増
大
に
よ
り
生
 
 
 



第
二
章
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
概
念
 
 
 

（
1
）
 
 
 

い
わ
ゆ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
（
F
r
i
n
g
e
謬
n
e
f
i
t
）
と
は
、
「
給
与
所
得
者
が
そ
の
本
来
の
給
与
に
加
え
て
、
事
業
主
か
ら
直
 
 

接
又
は
間
接
的
に
受
領
す
る
経
済
的
利
益
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
無
償
又
は
低
額
で
の
社
宅
、
食
事
、
カ
 
 

ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
あ
る
い
は
福
利
厚
生
施
設
の
提
供
、
記
念
品
等
の
贈
与
、
年
金
．
・
保
険
料
等
の
会
社
負
担
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
 
 

二
三
三
 
 
 

じ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
 
 
 

第
四
章
で
は
、
O
E
C
D
か
ら
一
九
八
八
年
に
発
行
さ
れ
た
報
告
書
ミ
↓
h
e
↓
a
臣
t
i
O
n
O
f
F
r
i
n
g
e
B
e
n
e
f
i
t
s
、
、
に
よ
り
加
盟
二
三
ケ
国
 
 

の
課
税
状
況
に
つ
い
て
通
観
す
る
。
 
 
 

第
五
章
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
課
税
体
系
（
課
税
概
念
及
び
実
定
法
上
の
取
扱
い
 
 

等
）
並
び
に
我
が
国
の
課
税
体
系
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
本
章
は
、
国
税
庁
税
務
大
学
校
研
究
部
に
お
い
て
、
平
成
五
年
二
月
二
 
 

八
日
か
ら
平
成
五
年
：
万
一
三
日
の
一
四
日
間
に
わ
た
り
、
税
務
大
学
校
校
長
 
川
 
信
雄
、
研
究
部
長
 
福
富
 
嘉
彦
、
研
究
部
教
育
 
 

官
 
糀
 
光
彦
の
三
名
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
課
税
の
実
態
調
査
と
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
大
蔵
省
、
イ
ギ
リ
 
 

ス
内
国
歳
入
庁
及
び
フ
ラ
ン
ス
租
税
総
局
等
に
赴
き
、
調
査
・
検
討
し
た
結
果
を
参
考
に
し
て
取
り
針
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
い
で
、
第
六
章
で
は
、
典
型
的
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
前
章
で
比
較
L
た
三
ケ
国
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
 
 
 

第
七
草
で
は
、
第
二
葺
か
ら
第
六
章
ま
で
の
考
察
を
務
ま
え
、
我
が
国
の
課
税
体
系
に
内
在
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
法
制
度
及
び
個
別
 
 

事
情
の
観
点
か
ら
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
 
 



t
一
三
四
 
 
 

従
業
員
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
大
別
す
れ
ば
、
現
物
の
支
給
、
金
銭
の
給
付
、
用
役
の
提
供
、
労
働
条
件
の
快
適
さ
等
幅
広
い
 
 

範
囲
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
」
と
い
う
用
語
ほ
、
税
制
以
外
の
他
の
 
 

分
野
で
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
内
容
に
つ
い
て
ほ
、
不
明
確
な
点
が
多
い
。
そ
こ
で
、
本
章
に
お
い
て
は
、
フ
 
 

リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
い
う
用
語
が
い
つ
頃
か
ら
使
わ
れ
だ
し
た
の
か
そ
の
ル
ー
ツ
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
そ
れ
を
直
訳
 
 

す
れ
ば
、
「
F
r
i
n
g
e
」
は
、
そ
も
そ
も
布
、
帯
、
肩
掛
け
の
房
の
ふ
ち
飾
り
の
こ
と
で
あ
り
、
周
辺
と
か
追
加
的
あ
る
い
は
付
加
的
と
い
う
 
 

意
味
を
併
せ
も
っ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
「
B
e
n
e
f
i
t
」
は
、
利
益
と
か
給
付
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
。
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
、
追
加
的
給
付
で
あ
る
と
か
付
加
 
 

給
付
と
翻
訳
さ
れ
る
所
以
は
そ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
他
に
も
、
経
済
的
利
益
、
現
金
外
給
付
、
現
物
給
与
、
付
随
的
給
付
、
 
 

付
帯
給
付
な
ど
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ
統
一
的
な
訳
語
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
も
敢
え
て
翻
訳
 
 

す
る
こ
と
を
避
け
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

そ
も
そ
も
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
労
働
法
の
分
野
で
使
用
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
り
、
「
フ
リ
ン
ジ
㌧
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
は
、
 
 

付
加
的
給
付
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
使
用
者
が
労
働
者
の
賃
金
に
上
積
み
し
て
支
給
す
る
性
格
の
給
与
な
ら
び
に
施
設
な
ど
を
い
う
」
と
 
 

（
2
）
 
定
義
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

第
一
節
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
意
義
及
び
特
徴
 
 



（
3
）
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
租
税
法
上
は
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
い
う
用
語
の
一
般
的
な
定
義
は
な
い
 

な
ぜ
な
ら
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
次
の
よ
う
に
明
確
、
簡
明
な
定
義
を
与
え
る
の
が
難
し
い
複
雑
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
 
 

か
ら
で
あ
る
。
 
 

1
 
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
、
事
業
主
が
相
当
の
金
銭
の
負
担
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
（
例
え
ば
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
提
供
等
）
、
一
方
 
 
 

で
は
、
は
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
く
費
用
を
必
要
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
 
（
輸
送
機
閑
に
従
事
す
る
者
の
無
料
の
輸
送
等
）
 
 

2
 
 従

業
員
へ
の
賃
金
支
払
に
加
え
て
提
供
さ
れ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
 
 

3
 
 従

業
員
の
全
て
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
の
者
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
年
特
定
の
者
（
取
締
役
等
の
高
級
従
業
員
）
 
に
多
く
 
 
 

利
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
 
 

4
 
 従

業
員
数
の
規
模
が
変
わ
る
ご
と
に
増
減
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
 
 

5
 
選
択
性
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
 

6
一
般
に
換
金
性
が
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
価
値
を
確
認
で
き
る
も
の
が
あ
る
こ
と
（
例
え
ば
、
航
空
会
社
が
提
供
す
る
 
 
 

航
空
券
で
、
旅
行
代
理
店
の
従
業
員
し
か
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
等
）
 
 

7
 
事
業
主
か
ら
従
業
員
へ
職
務
遂
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
提
供
さ
れ
る
も
の
で
、
事
業
主
及
び
従
業
員
の
双
方
に
利
益
が
あ
る
こ
と
 
 
 

（
例
え
ば
、
社
員
食
堂
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
施
設
、
社
宅
等
）
 
 
 

従
っ
て
、
実
際
に
は
、
異
な
っ
た
定
義
付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
定
義
は
、
非
常
に
広
範
で
あ
っ
た
り
、
狭
義
で
 
 

あ
っ
た
り
す
る
。
 
 

（
4
）
 
 
 

例
え
ば
、
一
九
八
八
年
の
O
E
C
D
の
報
告
書
で
は
、
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
現
在
又
は
将
来
に
お
け
る
現
金
若
し
く
ほ
現
 
 

二
三
五
 
 
 



二
三
六
 
 
 

物
に
よ
る
支
払
い
で
、
職
務
又
は
職
務
遂
行
上
発
生
す
る
も
の
の
う
ち
役
務
提
供
の
対
価
で
な
い
も
の
を
い
う
」
と
定
義
付
け
た
が
、
漠
 
 

然
と
し
て
い
て
わ
か
り
ず
ら
い
。
 
 
 

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
ド
マ
ン
（
「
a
n
d
m
a
n
）
が
も
う
少
し
具
体
的
に
、
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
賃
金
に
加
え
て
、
 
 

雇
用
条
件
、
よ
り
大
き
な
努
力
に
対
す
る
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
な
い
し
は
事
業
主
の
便
宜
と
し
て
、
あ
る
い
は
従
業
員
の
健
康
、
誠
意
及
び
 
 

（
5
）
 
 

能
率
の
増
進
と
し
て
支
払
わ
れ
る
財
貨
で
あ
る
」
と
定
義
付
け
て
い
る
。
こ
の
定
義
付
け
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
に
課
税
し
な
い
一
つ
の
論
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
N
－
n
B
（
N
a
t
i
O
n
a
〓
n
d
u
s
t
r
i
a
－
n
O
n
f
e
r
e
n
c
e
B
O
a
r
d
）
は
、
 
 

二
つ
の
両
極
端
な
定
義
付
け
を
行
っ
て
い
る
。
 
 
 

広
義
に
は
、
「
正
規
の
給
与
以
外
の
労
働
に
関
す
る
一
切
の
支
出
」
で
あ
る
と
し
、
通
常
は
労
働
条
件
の
一
部
と
し
て
み
な
さ
れ
る
冷
却
 
 

飲
料
水
の
よ
う
な
項
目
ま
で
も
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
一
に
含
め
て
い
る
。
一
方
、
よ
り
狭
義
に
ほ
、
「
正
親
の
賃
金
を
上
回
る
従
業
員
 
 

に
と
っ
て
現
金
価
値
が
あ
る
あ
ら
ゆ
る
支
出
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
現
金
価
値
と
は
、
従
業
員
が
フ
リ
ン
ジ
ー
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
 
 

現
金
に
換
金
で
き
る
か
ど
う
か
を
意
味
し
て
お
り
、
一
般
的
に
は
、
食
事
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
、
ほ
と
ん
ど
の
生
命
保
険
料
、
年
金
が
 
 

除
外
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
島
弘
氏
は
、
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
そ
の
意
味
及
び
内
容
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
 
 

も
、
「
金
銭
以
外
の
全
て
の
経
済
的
価
値
を
有
す
る
利
益
あ
る
い
は
利
得
で
あ
る
と
捉
え
、
給
与
所
得
に
関
し
て
い
え
ば
、
金
銭
以
外
に
よ
 
 

り
支
給
さ
れ
る
給
与
（
c
。
ヨ
p
e
n
S
a
t
首
n
p
a
i
d
。
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
c
a
s
h
）
あ
る
い
は
現
物
給
与
（
c
O
ヨ
p
e
n
S
a
甘
n
i
n
k
i
n
d
）
で
あ
る
」
と
 
 

（
6
）
 
 

称
し
て
お
り
、
中
里
実
氏
は
、
「
人
的
役
務
提
供
者
が
、
そ
の
人
的
役
務
提
供
の
直
接
の
対
価
以
外
に
サ
ー
ヴ
ィ
ス
受
領
者
か
ら
直
接
的
又
 
 

（
7
）
 
 

は
間
接
的
に
受
け
取
る
経
済
的
利
益
」
、
碓
井
光
明
氏
は
、
「
給
与
所
得
者
が
、
誰
か
ら
も
疑
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
本
来
の
給
与
に
加
え
 
 
 



（
8
）
 
 

て
、
給
与
所
得
者
の
立
場
に
お
い
て
受
け
て
い
る
経
済
的
利
益
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
捉
え
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
三
氏
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
よ
り
狭
義
に
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
。
い
わ
ゆ
る
経
済
的
な
側
面
か
ら
フ
リ
ン
ジ
・
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
捉
え
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
本
質
を
「
経
済
的
利
益
（
e
c
O
コ
○
ヨ
i
c
b
e
n
e
f
i
t
s
）
」
で
あ
る
と
観
念
し
て
い
る
と
 
 

い
え
る
。
つ
ま
り
、
広
義
に
解
し
た
場
合
の
 
「
正
親
の
給
与
以
外
の
労
働
に
関
す
る
一
切
の
支
出
」
を
「
経
済
的
価
値
」
と
い
う
特
別
の
 
 

フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
経
済
的
利
益
と
し
て
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
」
を
抽
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
葉
を
 
 

換
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
見
え
ざ
る
利
益
あ
る
い
は
利
得
（
i
n
く
i
s
i
b
－
e
b
e
コ
e
f
i
t
s
）
」
に
経
済
的
価
値
を
見
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

は
っ
き
り
と
目
に
み
え
る
 
「
経
済
的
利
益
と
し
て
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
」
 
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
 
 

だ
ろ
う
か
。
 
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
広
義
に
解
す
る
か
狭
義
に
解
す
る
か
は
と
も
か
く
、
そ
の
本
質
ほ
、
「
経
済
的
利
 
 

益
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
経
済
的
利
益
と
し
て
の
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
上
を
対
象
と
し
て
研
究
し
 
 

て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
」
と
い
う
用
語
が
、
我
が
国
の
税
制
上
、
使
用
さ
れ
だ
し
て
か
ら
未
だ
日
が
浅
い
が
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
そ
れ
 
 

は
ど
歴
史
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
上
が
世
に
問
わ
れ
た
の
は
、
一
九
入
○
年
代
の
世
界
的
な
税
制
改
革
の
 
 

嵐
の
中
で
議
論
さ
れ
た
の
が
、
初
め
て
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
諸
外
国
は
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
 
 

オ
ー
ス
土
フ
リ
ア
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
新
た
に
フ
リ
ン
ジ
＼
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
税
法
を
導
入
し
た
。
米
国
で
は
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
を
 
 

は
か
る
た
め
に
、
税
制
を
通
じ
て
供
与
さ
れ
る
特
定
の
所
得
源
で
あ
る
非
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
縮
減
を
行
っ
た
。
オ
ー
ス
ー
ラ
リ
 
 

二
三
七
 
 
 



（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

二
三
八
 
 
 

ア
に
関
し
て
は
、
畠
山
武
道
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
税
制
改
革
の
背
景
」
 
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
九
四
号
）
一
二
三
貢
、
一
二
四
貢
、
米
原
純
七
郎
「
オ
ー
 
 

ス
土
フ
リ
ア
の
現
物
給
与
税
」
 
（
地
方
税
四
三
－
二
、
一
九
九
二
二
コ
 
四
頁
－
一
四
頁
、
ア
メ
リ
カ
に
関
し
て
は
、
書
牟
田
勲
「
ア
メ
リ
カ
財
務
 
 

省
提
案
『
公
平
、
簡
素
、
経
済
成
長
の
た
め
の
税
制
改
革
』
の
概
要
㈹
」
 
（
旬
刊
経
理
情
報
N
P
舎
∽
）
五
七
貢
－
五
九
貢
、
畠
山
武
道
「
追
加
的
給
 
 

付
（
F
r
i
n
g
e
 
B
e
n
e
f
i
t
）
 
に
対
す
る
課
税
の
動
向
」
 
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
八
五
・
t
二
）
 
九
五
貢
－
九
九
頁
、
平
石
雄
一
郎
 
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
強
化
の
論
理
」
 
（
税
経
通
信
一
九
入
五
・
一
二
）
 
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

資
金
用
語
辞
典
、
産
業
労
働
調
査
所
四
五
一
貫
。
 
 
 

O
E
n
D
｝
↓
h
e
↓
a
誓
t
i
O
n
 
O
f
 
F
r
i
n
g
e
 
B
e
n
e
f
i
t
s
」
冨
0
0
．
p
．
」
．
 
 

－
b
i
d
．
．
p
．
↓
．
 
 
 

H
u
g
h
H
0
1
－
e
m
a
n
M
a
c
a
u
【
a
y
L
r
．
、
F
r
i
n
g
e
B
e
n
e
f
i
t
s
a
n
d
↓
h
e
i
r
F
e
d
e
邑
↓
a
㍍
↓
r
e
a
t
m
e
n
t
．
－
∽
諾
も
．
鼻
．
私
の
知
り
う
る
限
り
で
は
、
ア
 
 

メ
リ
カ
に
お
け
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
体
系
的
な
研
究
書
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
文
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

目
 
 
次
 
 

序
文
 
 

第
Ⅰ
部
 
 

l
 
 A

 
 

B
 
 

C
 
 

D
 
 

2
 
 A

 
 

B
 
 

C
 
 
 全

体
的
問
題
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
歴
史
的
成
長
と
量
的
重
要
性
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
定
義
 
 
 

形
態
と
量
に
つ
い
て
の
過
去
の
成
長
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
誕
生
と
成
長
の
理
由
 
 
 

将
来
の
成
長
の
見
込
み
 
 

公
財
政
に
お
い
て
生
じ
る
問
題
 
 
 

課
税
所
得
の
定
義
の
問
題
 
 

連
邦
所
得
税
の
フ
リ
ン
ジ
 
 

連
邦
所
得
税
の
フ
リ
ン
ジ
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
す
る
取
扱
い
の
歴
史
的
推
移
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
す
る
現
行
の
取
扱
い
 
 
 



D
 
 

E
 
 

3
 
 A

 
 

B
 
 

C
 
 

D
 
 

第
Ⅰ
部
 
 

4
 
 A

 
 

B
 
 

5
 
 A

 
 

B
 
 

C
 
 

D
 
 

6
 
 A

 
 

B
 
 

7
 
 A

 
 

B
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
か
ら
生
じ
る
問
題
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
与
え
ら
れ
た
税
優
遇
か
ら
生
じ
る
問
題
 
 

現
行
の
税
法
上
の
取
扱
い
の
経
済
的
影
響
 
 
 

影
響
排
除
の
目
的
 
 
 

資
金
の
配
分
に
対
す
る
影
響
 
 
 

労
働
の
流
動
性
に
対
す
る
影
響
 
 
 

循
環
的
安
定
に
対
す
る
影
響
 
 
 

個
々
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
税
法
上
の
取
扱
い
 
 

退
職
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
す
る
取
扱
い
 
 
 

年
金
計
画
 
 
 

利
潤
共
有
計
画
 
 

生
命
保
険
と
死
亡
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 
 

生
命
保
険
 
 
 

社
会
保
障
 
 
 

寡
婦
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 
 

種
々
の
死
亡
及
び
退
職
の
べ
ネ
フ
ィ
ッ
一
 
 

失
業
及
び
健
康
保
険
 
 
 

失
業
保
険
 
 
 

入
院
及
び
手
術
保
険
 
 

各
種
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 
 

序
論
 
 
 

食
事
 
 
 



既
に
み
て
き
た
と
お
り
、
「
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
は
何
か
」
と
い
う
定
義
付
け
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
フ
リ
 
 

ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
正
確
な
境
界
（
b
O
r
d
e
ユ
i
n
e
）
 
は
、
個
人
の
判
断
（
j
u
d
g
ヨ
e
n
t
）
、
創
造
（
i
ヨ
a
g
i
n
a
t
i
O
n
）
、
評
価
（
e
s
t
i
ヨ
a
t
・
 
 

i
O
n
）
 
に
よ
り
線
引
き
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
従
業
員
に
提
供
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

1
 
支
給
形
態
か
ら
の
分
類
 
 
 

じ
 
金
銭
形
態
に
よ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
（
例
え
ば
、
通
勤
費
、
学
資
金
、
祝
金
又
は
見
舞
金
等
の
贈
与
、
無
利
息
又
ほ
低
利
貸
付
、
住
 
 

宅
貸
付
の
利
子
補
給
、
生
命
保
険
料
若
し
く
は
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
費
用
の
負
担
等
）
 
 
 

第
二
節
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
形
態
 
 

二
四
〇
 
 

C
 
住
宅
 
 

D
 
従
業
員
に
対
す
る
医
療
施
設
 
 

E
 
他
の
各
種
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 

8
 
ま
と
め
と
結
論
 
 

（
6
）
 
石
島
弘
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
ー
現
物
給
与
の
検
討
を
中
心
と
し
て
ー
」
 
（
租
税
法
研
究
一
七
号
、
一
九
八
九
）
 
五
〇
頁
、
五
一
貫
。
 
 

（
7
）
 
中
里
実
「
所
得
の
構
成
要
素
と
し
て
の
消
費
－
市
場
価
格
の
把
捉
で
き
な
い
消
費
と
課
税
の
中
立
性
－
」
金
子
宏
編
『
所
得
課
税
の
研
究
』
（
有
 
 
 

斐
閣
、
一
九
九
一
）
 
三
七
頁
。
 
 

（
8
）
 
碓
井
光
明
「
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
問
題
」
金
子
宏
編
『
所
得
課
税
の
研
究
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
）
一
六
五
頁
、
一
六
六
頁
。
 
 



∽
 
現
物
形
態
に
よ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
（
例
え
ば
、
食
事
、
社
宅
、
制
服
、
永
年
勤
続
記
念
品
等
、
商
品
又
は
製
品
の
値
引
販
売
、
レ
 
 

ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
施
設
等
）
 
 

2
 
発
生
内
容
か
ら
の
分
類
 
 
 

m
 
物
品
そ
の
他
の
資
産
の
無
償
又
は
低
額
に
よ
る
譲
渡
に
よ
り
発
生
す
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
（
例
え
ば
、
食
事
、
有
価
証
券
、
商
品
又
 
 

は
製
品
、
制
服
そ
の
他
の
身
回
品
、
通
勤
定
期
券
、
永
年
勤
続
者
へ
の
記
念
品
等
）
 
 
 

∽
 
土
地
、
家
屋
、
金
銭
そ
の
他
の
資
産
の
無
償
又
ほ
低
価
に
よ
る
貸
付
け
に
よ
り
発
生
す
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 
 

㈱
 
福
利
厚
生
施
設
等
あ
る
い
ほ
サ
ー
ビ
ス
を
無
償
又
は
低
価
で
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
 
 
 

㈲
 
個
人
的
債
務
を
免
除
又
は
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
（
寄
宿
舎
の
電
気
料
等
、
生
命
保
険
料
又
は
損
害
保
 
 
 

険
料
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
又
は
社
交
団
体
の
入
会
金
等
）
 
 

（
1
）
 
 

3
 
受
益
者
の
立
場
か
ら
の
分
類
 
 

（
2
）
 
 
 

∽
 
受
領
と
と
も
に
消
費
さ
れ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
（
例
え
ば
、
食
料
等
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
現
物
支
給
、
労
働
条
件
（
w
O
r
k
i
n
g
 
 

（
3
）
 
 
 

C
O
n
d
i
t
i
O
コ
）
、
尊
敬
・
社
会
的
信
用
そ
の
他
に
よ
る
心
理
的
満
足
（
p
r
e
s
t
i
g
e
）
 
 
 

∽
 
受
領
時
に
貯
蓄
可
能
な
（
将
来
消
費
さ
れ
る
）
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
（
資
産
の
無
償
譲
渡
、
適
格
退
職
年
金
の
掛
金
・
保
険
料
等
）
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
定
義
付
け
等
に
つ
い
て
議
論
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
フ
リ
ン
ジ
・
～
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
具
体
的
に
リ
ス
ト
 
 

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
解
決
の
糸
口
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
取
組
み
は
未
だ
な
さ
 
 

（
4
）
 
プ
す
る
こ
と
に
よ
り
把
捉
す
る
こ
と
は
解
決
へ
の
近
道
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
、
こ
こ
に
箱
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

れ
て
い
な
い
。
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
ど
う
い
う
も
の
が
該
当
す
る
の
か
を
、
概
念
と
し
て
で
は
な
く
実
際
に
リ
ス
ト
ア
ッ
 
 

二
四
一
 
 
 



二
四
二
 
 

ア
モ
ス
・
タ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
 
（
A
m
O
S
T
u
c
k
S
c
h
0
0
－
）
の
C
．
W
．
S
a
r
g
e
n
t
教
授
は
、
非
常
に
広
範
な
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
を
し
て
い
 
 

（
5
）
 
 

る
。
次
の
と
お
り
、
個
人
の
賃
金
を
補
う
も
の
と
し
て
、
約
六
〇
の
項
目
に
分
類
し
て
い
る
 

剣
劇
叫
劇
圃
則
引
」
到
引
例
叫
ゴ
圃
封
 
 

1
 
労
働
し
て
い
な
い
時
間
に
対
す
る
支
払
 
 
 

休
暇
、
祭
日
、
昼
食
時
間
、
病
気
及
び
出
産
休
暇
、
工
場
で
の
医
療
時
間
、
個
人
の
届
け
出
欠
勤
時
間
、
例
え
ば
、
①
家
族
の
死
 
 
 

亡
、
②
買
い
物
時
間
、
③
工
場
外
で
の
医
療
及
び
歯
科
治
療
時
間
、
陪
審
員
と
し
て
の
義
務
時
間
、
投
票
時
間
、
ウ
ェ
ッ
ト
時
間
（
悪
 
 
 

天
候
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
時
間
）
、
証
人
と
し
て
の
時
間
 
 

2
 
特
別
の
活
動
又
は
業
績
に
対
す
る
金
銭
報
賞
金
 
 
 

記
念
品
、
工
場
の
整
理
整
頓
に
対
す
る
賞
与
、
サ
ー
ビ
ス
賞
与
及
び
賞
品
、
品
質
向
上
に
対
す
る
賞
与
、
安
全
性
、
経
費
の
節
減
、
 
 
 

モ
ラ
ー
ル
並
び
に
そ
の
他
の
課
題
に
関
連
す
る
従
業
員
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
お
け
る
賞
金
品
、
提
案
制
度
の
賞
品
等
 
 

3
 
 従
業
員
に
対
す
る
間
接
的
若
し
く
は
規
則
的
又
は
特
別
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
対
す
る
賞
与
、
寄
贈
品
、
利
益
分
配
 
 
 

現
行
の
利
益
分
配
支
払
（
退
職
所
得
の
規
定
に
関
連
し
な
い
も
の
）
、
持
株
制
度
の
分
担
額
、
株
式
購
入
制
度
の
分
担
額
、
時
価
よ
り
 
 
 

低
額
で
の
会
社
株
式
の
売
却
、
ク
リ
ス
マ
ス
又
は
年
末
の
賞
与
、
離
職
手
当
（
解
雇
、
離
職
、
毎
期
の
支
払
）
、
レ
イ
オ
フ
に
伴
う
支
払
 
 
 

又
は
手
当
、
軍
へ
の
就
任
に
対
す
る
賞
与
、
兵
役
者
保
障
手
当
、
失
業
手
当
並
び
に
労
働
者
災
害
保
障
に
対
す
る
追
加
支
払
、
家
族
手
 
 
 

当
、
教
育
費
補
助
あ
る
い
は
授
業
料
又
は
費
用
の
支
払
（
従
業
員
の
仕
事
に
直
接
関
連
し
な
い
場
合
）
、
従
業
員
の
子
女
に
対
す
る
大
学
 
 
 

の
奨
学
金
 
 

4
 
 従
業
員
の
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
又
は
偶
発
事
件
に
対
し
て
、
従
業
員
に
安
全
又
は
財
政
上
の
保
護
を
与
え
る
た
め
の
支
払
 
 
 



①
 
法
的
に
要
求
さ
れ
た
支
払
 
 
 

i
 
高
齢
者
及
び
生
存
保
険
、
‖
n
 
失
業
保
険
、
…
m
 
労
働
者
災
害
保
障
、
．
Ⅳ
 
州
の
身
体
傷
害
保
険
 
 

②
 
他
の
保
護
を
与
え
る
た
め
の
支
払
 
 
 

1
 
死
亡
、
‥
n
 
業
務
外
の
事
故
、
病
気
及
び
手
足
の
切
断
、
…
u
 
入
院
費
用
、
．
Ⅳ
 
医
務
衛
生
費
、
Ⅴ
 
手
術
費
用
、
．
Ⅵ
 
退
職
 
 
 

（
年
金
又
は
繰
延
利
益
分
配
制
度
）
 
 

③
 
従
業
員
の
福
利
基
金
分
担
金
 
 

④
 
従
業
員
に
対
す
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
制
度
に
お
い
て
発
生
す
る
一
般
管
理
費
 
 
 

従
業
員
が
主
と
し
て
享
受
す
る
施
設
又
は
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

信
用
風
合
施
設
、
食
物
の
サ
ー
ビ
ス
、
従
業
員
割
引
、
従
業
員
と
そ
の
扶
養
家
族
が
割
引
又
は
無
償
で
利
用
で
き
る
音
楽
練
習
、
ゴ
 
 

ル
フ
指
導
、
並
び
に
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
、
菜
園
、
低
価
額
で
提
供
さ
れ
た
保
養
施
設
及
び
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
施
設
並
び
に
病
院
施
 
 

設
、
住
宅
貸
付
 
 
 

ま
た
、
A
I
n
（
A
s
O
n
i
a
t
e
d
l
n
d
u
s
t
r
i
e
s
O
f
n
－
e
邑
a
n
d
）
ほ
、
一
九
五
三
年
の
調
査
に
お
い
て
次
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
 
 

（
6
）
 
 

リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
し
て
い
る
 

ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
の
関
連
産
業
の
調
査
に
お
け
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 
 

調
査
に
よ
っ
て
当
初
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 
 

交
渉
及
び
苦
情
処
理
時
間
、
賞
与
、
キ
ャ
フ
ェ
テ
リ
ア
、
信
用
阻
合
、
贈
与
及
び
他
の
賞
品
、
祭
日
、
保
険
（
生
命
、
入
院
、
医
療
 
 

傷
害
、
病
気
、
事
故
を
含
む
）
、
老
齢
及
び
生
存
保
険
、
失
業
手
当
、
労
働
者
災
害
保
障
、
昼
食
時
間
、
陪
審
員
、
州
軍
に
対
す
る
支
 
 

二
四
三
 
 
 



二
四
四
 
 
 

払
、
年
金
、
利
益
分
配
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
活
動
、
休
息
時
間
、
退
職
金
、
休
暇
、
洗
面
時
間
、
福
利
基
金
（
金
銭
、
花
等
）
、
そ
の
 
 
 

他
 
 

2
 
そ
の
後
追
加
さ
れ
た
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 
 

記
念
日
の
贈
呈
晶
、
売
店
、
清
掃
時
間
、
コ
ー
ヒ
ー
及
び
ミ
ル
ク
、
家
族
の
死
亡
に
対
す
る
弔
慰
金
、
診
療
所
、
段
取
り
時
間
、
祭
 
 
 

旦
附
の
早
仕
舞
、
電
気
料
金
の
割
引
、
従
業
員
割
引
、
従
業
員
教
育
、
従
業
員
新
聞
、
従
業
員
救
済
、
眼
鏡
、
救
急
施
設
、
手
袋
、
所
 
 
 

得
税
の
サ
ー
ビ
ス
、
教
化
及
び
訓
練
、
洗
濯
、
昼
食
ワ
ゴ
ン
の
訪
問
に
失
わ
れ
た
時
間
、
医
療
、
軍
か
ら
の
賜
金
、
軍
か
ら
の
家
族
手
 
 
 

当
、
無
利
子
の
貸
付
、
業
務
外
の
廃
疾
手
当
、
駐
車
設
備
、
年
1
回
の
健
康
診
断
、
割
引
購
入
、
安
全
靴
、
安
全
生
活
用
品
、
永
年
勤
 
 
 

続
賞
与
、
シ
ャ
ワ
ー
、
有
給
病
気
休
暇
制
度
、
提
案
に
よ
る
嘗
m
、
許
容
さ
れ
る
遅
刻
時
間
、
制
服
、
作
業
着
 
 
 

N
H
C
B
（
↓
h
2
N
a
t
i
O
コ
a
＝
n
d
u
s
t
－
i
a
－
C
O
n
f
2
－
2
n
C
e
B
O
a
－
d
）
も
ま
た
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
三
五
の
分
類
を
し
て
 
 
 
（
7
）
 
 
 

い
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
調
査
対
象
九
社
の
意
見
を
示
し
て
い
る
。
 
 

1
 
九
社
全
て
は
、
次
の
も
の
が
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
 
 
 

有
給
の
祭
日
、
休
暇
、
夏
季
の
兵
役
休
暇
、
陪
審
員
の
義
務
、
年
金
、
グ
ル
ー
プ
生
命
保
険
、
入
院
、
グ
ル
ー
プ
健
康
及
び
災
害
保
 
 

険
、
医
療
及
び
手
術
費
保
険
、
連
邦
老
齢
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
（
事
業
主
の
負
担
）
、
失
業
保
険
、
労
働
者
災
害
保
険
、
州
の
身
体
傷
害
保
険
 
 

2
 
九
社
全
て
は
、
次
の
も
の
を
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
み
な
し
て
い
る
。
 
 
 

有
給
病
気
休
暇
、
家
族
が
死
亡
し
た
場
合
の
有
給
届
け
出
欠
勤
、
利
益
分
配
、
有
給
の
洗
面
時
間
 
 

3
 
会
社
の
殆
ど
は
、
次
の
も
の
を
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
含
め
て
い
る
。
 
 
 



4
 
 
 

土
曜
、
日
曜
、
六
日
目
、
七
日
目
、
祭
日
労
働
に
対
す
る
割
増
手
当
、
有
給
の
休
養
時
間
、
退
職
手
当
、
キ
ャ
フ
ェ
テ
リ
ア
の
損
 
 

失
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
計
画
、
ク
リ
ス
マ
ス
ボ
ー
ナ
ス
 
 
 

会
社
は
、
次
の
も
の
を
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
た
。
 
 
 

超
過
勤
務
手
当
（
プ
レ
ミ
ア
ム
分
の
み
）
、
交
替
勤
務
の
場
合
の
差
別
賃
率
、
出
頭
手
当
、
在
職
期
限
賞
与
、
教
育
費
補
助
 
 
 

会
社
の
殆
ど
は
、
次
の
も
の
を
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
 
 
 

苦
情
処
理
手
当
、
交
渉
時
間
、
信
用
取
合
、
在
職
期
限
贈
与
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
安
全
着
、
提
案
に
対
す
る
賞
品
 
 
 

中
里
実
・
前
掲
書
三
入
貢
。
 
 
 

w
O
r
k
i
n
g
c
O
n
d
i
t
i
O
n
に
は
、
エ
ア
コ
ソ
付
の
オ
フ
ィ
ス
と
い
っ
た
労
働
環
境
の
他
に
、
仕
事
そ
れ
自
体
の
困
難
さ
（
責
任
の
重
さ
）
等
も
含
ま
れ
 
 

る
（
容
易
な
仕
事
ほ
ど
、
w
O
r
k
i
n
g
n
O
n
d
i
t
i
O
n
が
良
い
）
。
こ
の
点
に
閲
し
、
中
里
実
氏
は
次
の
よ
う
な
論
文
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
中
里
実
 
 

・
前
掲
書
四
〇
貢
。
 
 

「
彼
ら
〔
従
業
員
〕
は
、
ま
た
、
空
調
や
レ
コ
ー
ド
音
楽
と
い
っ
た
、
一
般
に
は
雇
用
に
付
随
す
る
条
件
と
み
な
さ
れ
る
快
適
さ
（
a
ヨ
e
コ
i
t
i
e
s
）
か
 
 
 

ら
、
利
益
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
」
R
i
c
h
a
r
d
 
G
0
0
d
e
J
n
d
i
く
i
d
u
a
〓
n
c
O
m
e
T
a
H
〓
A
（
r
e
ま
s
e
d
 
e
d
」
当
の
）
．
 
 

「
報
酬
を
雇
用
条
件
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
明
確
な
線
引
き
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
．
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
人
が
エ
ア
 
 
 

コ
ソ
の
効
い
た
オ
フ
ィ
ス
で
働
い
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
は
、
従
業
員
が
報
酬
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
同
 
 
 

意
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
雇
用
者
が
、
サ
ウ
ナ
や
、
ス
カ
ッ
シ
ュ
の
コ
ー
ー
や
、
衣
食
住
の
す
べ
て
を
提
供
す
る
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
特
 
 
 

に
優
れ
た
労
働
条
件
は
、
報
酬
に
か
な
り
類
似
の
も
の
に
見
え
は
じ
め
る
。
極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
、
運
転
手
付
き
の
自
動
車
や
、
五
〇
ド
ル
の
 
 
 

マ
テ
ィ
ー
ニ
・
ラ
ン
チ
や
、
毎
月
の
カ
ク
テ
ル
・
パ
ー
テ
ィ
ー
や
、
会
社
の
飛
行
機
で
の
個
人
的
旅
行
は
、
行
政
的
に
可
能
で
さ
え
あ
れ
ば
、
報
 
 
 

酬
と
し
て
課
税
す
べ
き
高
度
の
消
費
要
素
性
を
有
し
て
い
る
。
」
E
m
i
－
M
．
S
u
n
－
e
y
J
r
．
、
E
ヨ
p
－
O
y
e
e
 
B
e
n
e
f
i
t
s
 
a
n
d
ゴ
岩
S
f
e
r
 
 

二
四
五
 
 
 



第
三
章
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
巡
る
諸
問
題
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
ト
の
提
供
が
増
大
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
問
題
は
、
そ
れ
が
課
税
上
優
遇
的
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
 
 

ょ
っ
て
課
税
ベ
ー
ス
が
浸
食
さ
れ
、
必
然
的
に
課
税
の
不
公
平
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
所
得
税
の
税
率
を
 
 

引
き
上
げ
さ
せ
る
潜
在
的
な
要
因
に
も
な
ろ
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
な
お
一
層
賃
金
や
給
料
に
代
え
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
 
 

利
用
す
る
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
 
 
 

二
四
六
 
 

P
a
y
m
e
n
t
s
】
i
n
n
O
m
p
－
e
h
2
n
S
i
く
e
H
n
c
O
ヨ
2
T
a
誓
t
i
O
n
声
岩
（
J
O
S
e
p
h
A
．
P
e
c
h
m
a
n
e
d
」
当
」
）
．
 
 

（
3
）
 
中
里
実
氏
は
、
「
実
際
に
は
非
課
税
と
さ
れ
る
も
の
の
、
理
論
的
に
は
所
得
に
含
ま
れ
る
」
と
述
べ
て
お
り
（
中
里
実
・
前
掲
書
四
一
貫
）
、
次
の
 
 

よ
う
な
引
用
を
し
て
い
る
。
 
 
 

「
人
が
働
く
の
は
、
妻
や
子
や
友
人
や
隣
人
か
ら
の
尊
敬
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
り
、
慣
習
と
生
睦
の
諸
期
待
に
よ
り
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
心
理
的
 
 
 

ニ
ー
ズ
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
り
1
、
ま
た
、
彼
が
、
社
会
的
諸
関
係
の
網
の
目
へ
の
参
加
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
ス
ト
ッ
ク
、
 
 

教
訓
、
及
び
逸
話
を
補
充
す
る
た
め
で
あ
る
。
」
P
．
B
．
T
O
W
n
S
e
n
d
㍉
h
e
D
i
f
f
i
c
u
－
t
i
e
s
O
f
芽
g
a
t
i
く
e
I
n
c
O
m
e
↓
a
x
∵
n
S
O
C
i
a
－
S
e
r
く
i
c
e
s
 
 

f
O
r
 
A
≡
P
a
r
t
 
F
O
u
r
岩
∞
（
－
∽
の
0
0
）
．
 
 

（
4
）
 
H
u
g
h
H
O
u
e
ヨ
a
n
M
a
c
a
u
官
こ
r
、
O
P
．
C
F
も
．
∽
 
 

（
5
）
 
∩
・
W
・
S
a
r
g
e
n
t
∴
F
r
i
n
g
e
－
這
e
n
e
f
i
t
s
‥
D
。
W
e
K
n
O
W
E
n
O
u
g
h
A
b
O
u
t
T
h
e
m
二
H
a
n
O
く
e
r
．
N
e
w
H
a
ヨ
P
S
h
i
r
e
‥
A
m
O
S
↓
u
c
k
 
 
 

S
c
h
0
0
－
O
f
B
u
s
i
n
e
s
s
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
O
n
∴
∽
諾
）
p
p
∵
忘
－
－
∽
．
 
 

（
6
）
 
A
s
O
C
i
a
t
e
d
I
n
d
u
s
t
－
i
2
S
O
f
n
－
2
互
a
n
d
、
E
m
p
－
O
y
e
e
B
e
n
e
f
i
t
S
u
r
く
e
y
（
F
e
b
r
u
讐
y
－
↓
L
冨
e
 
 

（
7
）
 
H
u
g
h
H
O
－
－
e
m
a
n
M
a
c
a
u
－
a
y
L
r
も
p
．
C
i
t
t
も
．
の
 
 



第
一
節
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
増
大
す
る
理
由
 
 
 

本
節
で
は
、
な
ぜ
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
提
供
が
増
大
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
 
 
 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
O
E
C
D
の
報
告
書
で
は
、
事
業
主
、
従
業
員
、
課
税
当
局
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
次
の
と
お
り
指
摘
し
て
 
 

（
1
）
 
 

い
る
。
 
 

（
2
）
 
 

一
従
業
員
側
の
理
由
 
 

従
業
員
が
、
報
酬
の
う
ち
の
一
部
分
を
現
金
で
は
な
く
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
を
望
む
の
は
、
次
の
よ
う
 
 

な
理
由
に
よ
る
。
 
 

1
 
所
得
税
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
 
 

2
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
課
税
さ
れ
な
い
か
あ
る
い
は
課
税
上
優
遇
取
扱
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
ト
ー
タ
ル
の
報
酬
額
に
対
 
 
 

す
る
平
均
又
は
限
界
税
率
を
減
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
 
 

3
 
社
会
保
障
税
（
社
会
保
険
料
）
 
の
軽
減
に
な
る
こ
と
 
 
 

こ
れ
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
が
従
業
員
の
社
会
保
険
料
の
計
算
の
基
礎
に
含
め
ら
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
仮
に
含
め
ら
れ
 
 
 

る
と
し
て
も
過
小
評
価
さ
れ
れ
ば
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
報
酬
の
割
合
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
業
員
の
実
際
の
 
 

二
四
七
 
 
 

そ
こ
で
、
本
章
に
お
い
て
は
、
フ
リ
ン
ジ
＼
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 



二
四
八
 
 
 

支
払
額
を
減
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

労
働
又
は
私
生
活
を
楽
に
す
る
こ
と
 
 
 

例
え
ば
、
職
場
に
近
接
し
た
居
住
設
備
の
提
供
、
会
社
が
提
供
す
る
カ
ン
パ
ニ
ー
カ
ー
の
利
用
、
大
都
市
に
お
い
て
無
償
で
使
用
で
 
 

き
る
駐
車
場
施
設
の
提
供
、
事
業
主
建
物
内
の
給
食
施
設
な
ど
は
、
従
業
員
に
対
し
て
よ
り
快
適
な
環
境
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

地
位
の
誇
示
に
よ
り
心
理
的
な
満
足
感
が
得
ら
れ
る
こ
と
 
 
 

例
え
ば
、
会
社
内
に
お
け
る
役
員
専
用
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
お
け
る
食
事
で
あ
る
と
か
、
社
交
界
に
お
け
る
お
抱
え
運
転
主
付
の
車
な
 
 

ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
 
 

（
3
）
 
 

二
 
幸
業
主
側
の
理
由
 
 
 

事
業
主
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
積
極
的
に
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
提
供
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

労
働
費
用
の
全
般
的
な
引
き
下
げ
に
な
る
こ
と
 
 
 

報
酬
の
全
般
的
な
支
払
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
報
酬
の
一
部
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
少
な
く
な
る
。
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
課
税
上
優
遇
取
扱
い
さ
れ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
現
金
で
支
払
わ
れ
る
場
合
よ
り
も
J
り
少
な
い
支
出
 
 

で
同
等
の
税
引
後
報
酬
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

加
え
て
事
業
主
が
、
例
え
ば
、
大
量
注
文
割
引
又
は
同
業
者
割
引
な
ど
に
よ
り
、
市
場
価
格
よ
り
も
よ
り
低
い
価
格
で
フ
リ
ン
ジ
・
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
節
約
が
可
能
に
な
る
。
 
 
 

社
会
保
険
料
の
引
き
下
げ
に
な
る
こ
と
 
 
 



4
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
、
事
業
主
の
社
会
保
険
料
計
算
の
基
礎
か
ら
除
外
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
優
遇
取
扱
い
を
受
け
る
場
 
 

合
に
は
、
従
業
員
と
同
様
、
事
業
主
が
支
払
う
社
会
保
険
料
の
水
準
を
減
じ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

柔
軟
な
賃
金
構
造
を
保
て
る
こ
と
 
 
 

例
え
ば
、
成
績
優
秀
又
は
特
定
の
職
種
の
従
業
員
に
対
す
る
報
奨
の
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
新
規
従
業
員
の
確
保
の
た
め
に
利
用
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

労
働
者
の
引
き
止
め
措
置
と
な
る
こ
と
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
従
業
員
を
会
社
に
隷
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

生
産
性
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
 
 
 

例
え
ば
、
従
業
員
が
従
業
員
持
株
制
度
に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
性
の
向
上
に
刺
激
が
与
え
ら
れ
る
。
 
 
 

従
業
員
の
期
待
と
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

多
く
の
国
文
は
産
業
に
と
っ
て
、
カ
ン
パ
ニ
ー
カ
ー
の
提
供
や
利
用
可
能
な
そ
の
他
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
従
業
員
の
 
 

総
合
的
な
報
酬
の
一
部
分
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
も
し
事
業
主
が
そ
の
よ
う
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
提
供
し
な
い
 
 

な
ら
ば
、
競
争
力
が
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

（
4
）
 
以
上
が
O
E
C
D
の
報
告
書
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
が
、
畠
山
武
道
氏
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
 
 
 

企
業
の
営
業
収
益
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
 
 
 

例
え
ば
、
カ
ン
パ
ニ
ー
カ
ー
の
利
用
に
よ
る
売
上
の
増
大
な
ど
。
 
 
 

勤
労
者
を
差
別
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
様
々
の
労
務
管
理
に
利
用
で
き
る
こ
と
 
 

二
四
九
 
 
 



二
五
〇
 
 
 

3
 
さ
ら
に
は
、
社
会
全
体
か
ら
み
て
も
、
追
加
的
給
付
に
よ
る
便
益
の
供
与
は
、
政
府
が
供
給
す
る
以
上
に
よ
り
多
様
な
便
益
を
提
供
 
 
 

で
き
る
。
ま
た
、
決
定
磯
閑
を
通
し
て
高
所
得
者
は
ど
多
く
の
便
益
を
享
受
で
き
る
点
も
、
そ
の
公
然
た
る
影
の
動
機
に
な
っ
て
い
 
 
 

る
。
 
 
 

ま
た
、
本
間
正
明
、
跡
田
直
澄
両
氏
は
、
企
業
が
賃
金
で
は
な
く
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
で
従
業
員
に
報
い
る
理
由
と
し
て
、
次
 
 

（
5
）
 
 

の
四
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
 

1
 
賃
金
で
あ
れ
ば
、
好
・
不
況
に
よ
り
調
整
が
困
難
で
あ
る
が
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
容
易
で
あ
る
こ
 
 
 

と
 
 

2
 
賃
金
は
退
職
金
な
ど
に
跳
ね
反
る
が
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
ほ
こ
れ
が
な
い
こ
と
 
 

3
 
横
並
び
意
識
の
強
い
我
が
国
の
賃
金
決
定
シ
ス
テ
ム
で
は
、
突
出
し
た
賃
上
げ
は
批
判
の
対
象
に
な
る
こ
と
 
 

4
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
化
は
企
業
に
と
っ
て
損
金
算
入
の
対
象
に
な
り
う
る
と
同
時
に
、
従
業
員
に
と
っ
て
は
所
得
税
の
対
象
 
 
 

に
な
ら
な
い
と
い
う
税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
 
 

（
6
）
 
 
 

三
 
課
税
当
局
側
の
理
由
 
 

課
税
当
局
が
特
定
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
課
税
上
優
遇
取
扱
い
を
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
 
 

1
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
提
供
が
政
策
目
標
と
一
致
し
て
い
る
限
り
、
政
府
は
そ
の
遂
行
を
促
進
す
る
た
め
に
租
税
の
歳
出
を
 
 
 

進
ん
で
提
供
し
ょ
う
と
す
る
。
例
え
ば
、
多
く
の
国
で
は
従
業
員
持
珠
制
度
に
対
し
て
税
の
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
を
与
え
て
い
る
し
、
い
 
 
 

く
つ
か
の
国
で
ほ
、
公
的
社
会
保
障
制
度
の
補
完
と
し
て
私
的
年
金
、
健
康
保
険
制
度
へ
事
業
主
が
拠
出
を
す
る
場
合
に
、
そ
の
よ
う
 
 
 



2
 
 

4
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 
 

な
制
度
に
対
し
て
税
制
上
の
恩
典
を
進
ん
で
与
え
て
い
る
。
 
 
 

担
税
力
が
な
い
と
み
な
さ
れ
る
特
定
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
場
合
 
 
 

も
し
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
か
従
業
員
の
労
働
条
件
の
一
部
を
構
成
す
る
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
（
例
え
ば
、
共
用
の
売
店
 
 

又
は
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
施
設
な
ど
）
、
そ
の
よ
う
な
給
付
を
従
業
員
の
課
税
所
得
の
一
部
と
は
み
な
し
に
く
い
。
 
 
 

特
定
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
課
税
す
る
こ
と
の
非
現
実
性
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
へ
の
課
税
が
多
大
な
行
政
費
用
を
伴
う
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
課
税
 
 

ベ
ー
ス
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
 
 
 

特
定
の
産
業
を
保
護
す
る
た
め
に
非
課
税
と
す
る
こ
と
 
 
 

そ
れ
は
、
特
定
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
課
税
す
る
と
、
特
定
の
産
業
に
不
利
益
を
被
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
 
 

動
車
産
業
を
保
護
し
ょ
う
と
す
る
国
は
、
生
産
が
減
少
し
多
く
の
失
業
者
が
発
生
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
に
 
 

対
し
て
完
全
に
課
税
す
る
こ
と
を
嫌
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
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本
節
で
は
、
課
税
ベ
ー
ス
が
ど
の
程
度
浸
食
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
リ
ン
ジ
＼
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
 
 

ト
の
規
模
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
検
証
は
、
今
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
そ
の
実
態
を
把
捉
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
 
 

が
、
本
節
に
お
い
て
は
、
各
種
の
統
計
資
料
を
参
考
に
し
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

第
一
款
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
給
付
の
実
態
 
 

労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
労
働
費
用
と
は
、
「
使
用
者
が
労
働
者
を
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
一
切
の
費
用
」
の
う
ち
「
労
働
 
 

者
の
所
得
と
み
な
し
得
る
も
の
」
を
い
い
、
具
体
的
に
は
、
現
金
給
与
、
退
職
金
等
の
費
用
、
法
定
福
利
費
（
厚
生
年
金
、
健
康
保
険
、
 
 

労
働
保
険
料
の
う
ち
事
業
主
負
担
額
）
、
法
定
外
福
利
厚
生
費
（
事
業
主
独
自
あ
る
い
は
労
使
協
定
に
よ
る
福
利
厚
生
施
策
の
一
環
と
し
 
 

て
の
事
業
主
負
担
額
で
、
社
宅
に
関
す
る
費
用
、
食
事
、
医
療
・
保
健
に
関
す
る
費
用
、
文
化
・
体
育
・
娯
楽
に
関
す
る
費
用
、
慶
弔
見
 
 

舞
等
の
費
用
）
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
主
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
法
定
福
利
費
と
 
 

法
定
外
福
利
厚
生
費
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
労
働
費
用
に
占
め
る
そ
れ
ら
の
費
用
の
割
合
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
給
付
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
。
 
 
 

第
二
節
 
課
税
ベ
ー
ス
の
浸
食
 
 

（
5
）
 
本
間
正
明
、
跡
田
直
澄
「
従
業
員
を
企
業
に
隷
属
さ
せ
る
も
の
は
何
か
」
（
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
こ
芦
∽
」
〇
六
二
貢
。
 
 

（
6
）
 
O
E
n
D
、
O
p
．
C
i
t
．
．
p
」
料
．
 
 



一
諸
外
国
の
支
給
実
態
 
 
 

一
九
入
四
年
の
統
計
（
た
だ
し
、
日
本
は
一
九
八
五
年
、
ア
メ
リ
カ
は
一
九
八
八
年
）
 
に
よ
れ
ば
、
労
働
費
用
総
額
に
占
め
る
法
定
福
 
 

利
費
及
び
法
定
外
福
利
厚
生
費
（
以
下
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
給
付
額
」
と
呼
ぶ
）
 
の
割
合
は
、
日
本
一
〇
・
七
％
、
ア
メ
リ
カ
 
 

二
七
・
三
％
、
イ
ギ
リ
ス
一
四
二
二
％
、
ド
イ
ツ
一
六
％
、
フ
ラ
ン
ス
二
三
・
七
％
と
な
っ
て
お
り
、
我
が
国
は
諸
外
国
に
比
べ
、
低
い
 
 

比
率
と
な
っ
て
い
る
 
（
参
考
資
料
1
参
願
）
。
 
 

1
 
法
定
福
利
費
 
 
 

労
働
費
用
総
額
に
占
め
る
法
定
福
利
費
の
割
合
を
み
る
と
、
日
本
七
二
ハ
％
、
ア
メ
リ
カ
八
・
入
％
、
イ
ギ
リ
ス
七
・
七
％
と
ほ
ぼ
同
 
 

程
度
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
・
九
％
、
一
九
・
七
％
と
な
っ
て
お
り
、
約
二
倍
以
上
の
高
い
比
率
と
 
 

な
っ
て
い
る
。
 
 
 

法
定
福
利
費
の
割
合
の
推
移
を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
及
び
日
本
は
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
横
ば
い
で
あ
り
、
 
 

イ
ギ
リ
ス
で
ほ
、
一
九
八
一
年
ま
で
は
増
加
憤
向
に
あ
っ
た
が
、
一
九
八
四
年
に
は
一
転
し
て
減
少
し
て
い
る
。
 
 

2
 
法
定
外
福
利
厚
生
費
 
 
 

労
働
費
用
給
額
に
占
め
る
法
定
外
福
利
厚
生
費
の
割
合
を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
一
入
・
五
％
と
最
も
比
率
が
高
く
、
次
い
で
フ
ラ
ン
ス
 
 

四
・
〇
％
、
日
本
三
・
一
％
、
ド
イ
ツ
〇
・
一
％
と
な
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
は
極
め
て
低
い
比
率
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
有
給
休
暇
三
七
・
八
％
、
保
険
三
〇
・
三
％
が
高
い
比
率
を
占
め
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
 
 

失
業
保
険
の
割
合
が
三
八
・
〇
％
と
高
い
比
率
を
占
め
て
お
り
、
両
国
と
も
公
的
社
会
保
険
制
度
を
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
 
 

二
五
t
ニ
 
 
 



二
五
四
 
 
 

が
わ
か
る
。
一
方
、
日
本
で
は
、
私
的
保
険
制
度
へ
の
拠
出
割
合
は
四
・
五
％
と
低
く
、
住
居
四
一
・
三
％
、
食
費
に
関
す
る
費
用
一
五
 
 

・
四
％
、
文
化
・
体
育
・
娯
楽
に
関
す
る
費
用
二
・
九
％
が
高
い
割
合
と
な
っ
て
お
り
、
労
働
者
の
生
活
面
を
補
完
す
る
拠
出
が
多
い
 
 

こ
と
が
わ
か
る
（
参
考
資
料
2
参
照
）
。
こ
の
点
は
、
我
が
国
と
欧
米
諸
国
の
相
違
点
と
し
て
、
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
 
 

二
 
我
が
国
の
支
給
実
態
 
 
 

1
 
概
 
要
 
 

一
九
八
八
年
に
お
け
る
一
人
当
た
り
一
ケ
月
平
均
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
給
付
額
ほ
、
四
二
、
三
七
入
門
で
あ
る
。
労
働
費
用
 
 

総
額
に
占
め
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ッ
ト
給
付
額
の
割
合
は
、
 

向
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
法
定
外
福
利
厚
生
費
の
減
少
（
〇
・
四
％
）
 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ
る
法
定
福
利
費
の
割
合
 
 

が
一
・
七
％
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
 
（
参
考
資
料
3
参
照
）
。
 
 

∽
 
法
定
福
利
費
 
 
 

法
定
福
利
費
の
一
人
当
た
り
一
ケ
月
平
均
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
給
付
額
は
三
二
 
三
三
〇
円
で
あ
り
、
そ
の
構
成
割
合
の
 
 
 

う
ち
、
主
た
る
も
の
は
、
厚
生
年
金
保
険
料
四
五
・
五
％
、
健
康
保
険
料
三
四
・
六
％
、
労
働
保
険
料
一
入
・
四
％
と
な
っ
て
お
り
、
 
 

一
九
八
〇
年
と
比
べ
る
と
厚
生
年
金
保
険
料
の
伸
び
が
著
し
い
 
（
参
考
資
料
4
参
照
）
。
 
 

∽
 
法
定
外
福
利
厚
生
費
 
 
 

法
定
外
福
利
厚
生
費
の
一
人
当
た
り
一
ケ
月
平
均
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
給
付
額
は
t
一
、
〇
四
入
門
で
あ
る
。
法
定
外
福
 
 
 

利
厚
生
費
の
構
成
割
合
で
み
る
と
、
住
居
に
関
す
る
費
用
が
三
八
・
四
％
と
最
も
比
率
が
高
く
、
次
い
で
食
事
に
関
す
る
費
用
一
二
 
 
 



九
％
、
文
化
・
体
育
・
娯
楽
に
関
す
る
費
用
二
・
四
％
、
医
療
・
保
健
に
関
す
る
費
用
一
〇
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
（
参
考
資
料
6
 
 
 

参
照
）
。
 
 

2
 
産
業
別
格
差
 
 
 

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業
や
鉱
業
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
他
の
産
業
よ
り
も
多
い
。
こ
れ
は
、
電
気
・
ガ
ス
・
熱
 
 

供
給
・
水
道
業
で
ほ
、
退
職
金
等
の
費
用
、
法
定
外
福
利
厚
生
費
が
、
鉱
業
で
は
、
退
職
金
等
の
費
用
、
法
定
福
利
費
が
産
業
平
均
よ
り
 
 

も
高
い
た
め
で
あ
る
。
一
方
、
卸
売
・
小
売
業
、
飲
食
店
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
に
つ
い
て
ほ
、
産
業
平
均
を
下
回
っ
て
い
る
（
参
考
資
料
7
 
 

参
照
）
。
 
 

3
 
企
業
規
模
別
格
差
 
 
 

常
用
労
働
者
五
〇
〇
〇
人
以
上
の
企
業
を
一
〇
〇
と
し
た
指
数
で
、
三
〇
～
九
九
人
の
企
業
と
の
水
準
を
比
較
す
る
と
、
労
働
費
用
総
 
 

額
の
格
差
一
〇
〇
対
五
入
・
五
に
比
べ
、
現
金
給
与
は
一
〇
〇
対
六
二
・
七
に
、
法
定
福
利
費
は
一
〇
〇
対
七
〇
・
五
に
縮
小
す
る
が
、
 
 

法
定
外
福
利
厚
生
費
は
一
〇
〇
対
二
五
・
七
に
増
大
し
て
い
る
（
参
考
資
料
3
、
8
参
照
）
。
法
定
外
福
利
厚
生
費
の
主
要
な
項
目
に
つ
い
 
 

て
同
様
の
比
較
を
す
る
と
、
住
居
に
関
す
る
費
用
の
格
差
は
一
〇
〇
対
八
・
四
（
参
考
資
料
1
0
、
1
1
参
照
）
、
医
療
・
保
健
に
関
す
る
費
用
 
 

ほ
一
〇
〇
対
四
二
二
、
財
産
形
成
貯
蓄
奨
励
金
費
用
は
t
0
0
対
四
・
九
と
著
し
い
格
差
が
生
じ
て
い
る
が
、
食
事
に
関
す
る
費
用
、
文
 
 

化
・
体
育
・
娯
楽
に
関
す
る
費
用
、
慶
弔
見
舞
費
用
に
関
し
て
も
、
か
な
り
の
格
差
が
生
じ
て
い
る
。
一
方
、
私
的
保
険
費
用
、
労
災
付
 
 

加
給
付
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
逆
格
差
と
な
っ
て
い
る
（
参
考
資
料
9
、
ほ
、
1
3
参
照
）
。
 
 
 



二
五
六
 
 

三
 
ま
と
め
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
構
成
割
合
で
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
ド
イ
ツ
の
E
C
諸
国
で
は
、
我
が
国
と
比
べ
法
定
 
 

の
社
会
保
障
拠
出
金
の
割
合
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
法
定
外
福
利
厚
生
費
の
割
合
は
我
が
国
も
E
C
諸
国
も
大
差
な
い
が
、
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
E
C
諸
国
に
お
い
て
は
退
職
金
 
 

や
失
業
保
険
等
の
拠
出
が
多
い
の
に
対
し
、
我
が
国
に
お
い
て
ほ
私
的
保
険
の
拠
出
ほ
少
な
く
、
む
し
ろ
住
居
、
食
費
、
文
化
・
体
育
・
 
 

娯
楽
な
ど
の
生
活
に
密
着
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
積
極
的
に
行
っ
て
お
り
、
E
C
諸
国
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
1
）
 
 
 

こ
の
よ
う
な
日
本
的
な
福
利
厚
生
の
側
面
は
、
終
身
雇
用
、
年
功
序
列
、
企
業
別
組
合
と
並
ぶ
「
日
本
的
経
営
」
の
一
特
徴
で
あ
り
、
 
 

従
業
員
と
企
業
と
の
共
同
体
意
識
の
醸
成
を
通
じ
て
企
業
へ
の
帰
属
意
識
を
向
上
さ
せ
、
さ
ら
に
労
働
意
欲
の
維
持
・
向
上
の
た
め
に
、
 
 

賃
金
の
み
な
ら
ず
生
活
全
般
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
フ
リ
ン
ジ
㌧
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
提
供
が
積
極
的
に
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
、
い
わ
ば
 
 

歴
史
的
な
所
産
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
宮
島
洋
「
企
業
福
祉
と
税
制
」
 
（
財
団
法
人
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
一
四
頁
。
 
 

第
二
款
 
課
税
漏
れ
の
実
態
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
利
用
に
よ
っ
て
、
ど
の
程
度
税
収
が
減
少
す
る
か
に
つ
い
て
の
推
計
ほ
定
期
的
に
試
算
さ
れ
て
は
い
な
 
 
 



オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
ほ
、
高
額
所
得
者
ほ
ど
多
く
提
供
さ
れ
て
お
り
、
経
営
者
に
対
し
て
は
報
酬
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
、
全
 
 
 

体
の
報
酬
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

政
府
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
税
の
導
入
に
よ
り
得
ら
れ
る
税
収
額
を
一
年
間
で
A
＄
七
億
五
千
万
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
見
 
 
 

積
も
っ
て
い
る
（
こ
れ
は
、
一
九
八
六
～
一
九
八
七
年
の
P
A
Y
E
の
税
収
見
積
り
の
二
・
五
五
％
で
あ
る
）
。
 
 

ベ
ル
ギ
ー
 
 
 

一
九
八
四
年
と
一
九
八
五
年
に
施
行
さ
れ
た
↓
h
e
n
O
n
S
e
i
－
S
u
p
e
r
i
e
u
r
d
e
s
F
i
n
a
n
c
e
s
ご
で
は
、
徹
底
的
な
税
の
支
出
の
再
調
査
 
 
 

と
可
能
な
限
り
そ
れ
ぞ
れ
の
支
出
に
つ
い
て
予
算
上
の
評
価
が
な
さ
れ
た
。
特
別
に
優
遇
さ
れ
た
利
率
で
事
業
主
が
従
業
員
に
対
し
て
 
 

設
定
し
た
抵
当
権
担
保
ロ
ー
ン
の
場
合
に
ほ
、
B
F
七
億
五
千
万
の
歳
入
不
足
が
確
定
し
た
（
こ
れ
ほ
、
所
得
税
収
入
の
〇
・
〇
八
％
 
 

二
五
七
 
 
 

い
。
推
計
額
の
試
算
は
、
推
計
方
法
に
つ
い
て
の
概
念
的
及
び
実
務
的
な
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
限
り
、
困
難
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
な
試
 
 

算
方
法
と
し
て
ほ
、
減
収
額
（
特
別
な
規
定
の
存
在
の
た
め
に
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
税
収
額
）
、
増
収
額
（
税
負
担
の
軽
減
措
置
が
廃
止
 
 

さ
れ
た
な
ら
ば
、
期
待
さ
れ
う
る
税
収
の
増
加
額
）
、
支
出
相
当
額
（
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
直
接
的
な
支
出
 
 

（
1
）
 
 

禦
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
積
り
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
 
 
 

一
諸
外
国
の
課
税
漏
れ
の
実
態
 
 
 

一
九
八
八
年
の
O
E
C
D
報
告
で
は
、
い
く
つ
か
の
加
盟
国
に
つ
い
て
そ
の
課
税
漏
れ
の
実
態
を
要
約
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
 
 

（
2
）
 
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 



二
五
入
 
 

に
あ
た
る
）
。
 
 

カ
ナ
ダ
 
 

ス
チ
ー
ブ
ン
ソ
ソ
と
ケ
ロ
ッ
グ
に
よ
る
研
究
で
は
、
現
物
に
よ
る
非
強
制
的
な
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
は
従
業
員
の
総
所
得
の
一
％
に
当
た
 
 
 

り
、
年
金
・
福
祉
制
度
に
よ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
一
〇
％
に
当
た
る
と
し
て
い
る
。
 
 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
 
 
 

特
定
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
、
特
に
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
、
昼
食
、
生
命
・
医
療
保
険
は
、
多
く
の
経
営
者
及
び
管
理
者
に
 
 
 

よ
っ
て
受
領
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
程
度
の
規
模
で
あ
る
か
有
効
な
数
字
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
の
分
野
に
お
い
て
 
 
 

フ
ラ
ン
ス
 
 
 

役
に
立
つ
統
計
数
字
は
な
い
け
れ
ど
も
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
課
税
取
扱
い
に
関
連
し
た
歳
入
の
損
失
額
は
、
か
な
り
大
 
 
 

き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
 
 
 

一
九
八
四
課
税
年
度
に
お
い
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
ト
の
課
税
総
額
は
M
E
一
二
億
八
千
t
一
百
万
（
課
税
さ
れ
る
所
得
の
○
 
 

・
七
％
）
 
で
あ
っ
た
。
非
課
税
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
総
額
は
わ
か
ら
な
い
。
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
受
領
者
の
所
得
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
増
大
し
て
い
る
。
加
え
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 
 

の
提
供
を
受
け
て
い
る
賃
金
接
待
者
の
割
合
が
一
九
八
〇
年
と
t
九
入
四
年
の
間
に
お
い
て
は
毎
年
微
増
し
て
き
た
。
一
般
的
に
は
、
 
 
 

こ
れ
ら
の
推
計
が
、
市
場
価
格
よ
り
低
い
評
価
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
課
税
記
録
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
特
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
 
 
 

で
あ
る
。
 
 



ポ
ル
ト
ガ
ル
 
 
 

食
事
の
補
助
を
除
い
て
、
賃
金
稜
得
者
は
相
対
的
に
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
は
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
 
 
 

る
。
所
得
階
級
ご
と
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
分
布
に
つ
い
て
入
手
し
う
る
情
報
は
な
い
。
 
 

イ
ギ
リ
ス
 
 

「
所
得
」
と
 
「
福
祉
」
の
分
配
に
関
し
て
、
王
立
委
員
会
（
R
O
y
a
】
C
O
ヨ
i
s
s
i
O
n
）
は
、
一
九
八
七
年
に
お
い
て
最
も
高
い
水
準
に
あ
 
 

二
五
九
 
 
 

ノ
ル
ウ
ェ
ー
 
 
 

一
九
八
一
年
に
設
立
さ
れ
た
委
員
会
は
、
事
業
主
提
供
の
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
、
居
住
設
備
、
住
宅
援
助
以
外
の
現
物
に
よ
る
ベ
ネ
 
 
 

フ
ィ
ッ
ト
は
、
お
よ
そ
N
k
r
一
億
相
当
で
あ
る
と
見
積
っ
た
。
 
 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
 
 
 

税
制
改
革
に
関
す
る
特
別
部
会
は
、
大
部
分
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
税
の
網
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
九
八
〇
／
八
一
 
 

年
ベ
ー
ス
で
税
引
後
N
Z
＄
二
億
一
千
万
ま
で
歳
入
が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
と
見
頃
も
っ
た
 
（
所
得
税
の
三
二
一
二
％
相
当
）
。
そ
の
 
 

う
ち
、
N
Z
＄
一
億
五
千
万
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
課
税
に
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
立
法
上
の
導
入
 
 
 

の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
簡
便
性
の
た
め
で
あ
っ
た
。
執
行
二
年
目
に
お
い
て
ほ
（
一
九
八
七
年
三
月
三
一
日
課
税
年
度
）
、
徴
収
さ
れ
 
 

た
歳
入
総
額
は
N
Z
＄
一
億
六
千
六
百
万
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
N
Z
＄
一
億
七
千
七
百
万
に
つ
い
て
ほ
、
事
業
主
提
供
の
カ
ン
パ
 
 

ニ
ー
・
カ
ー
へ
の
課
税
か
ら
、
そ
し
て
N
Z
＄
三
千
三
百
万
に
つ
い
て
は
低
利
の
貸
付
へ
の
課
税
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
 
 

報
酬
の
一
部
と
し
て
金
銭
に
よ
ら
な
い
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
利
用
は
広
が
っ
て
お
り
、
多
く
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
課
税
を
免
れ
て
い
る
。
 
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
課
税
当
局
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
し
、
課
税
額
を
決
定
す
る
た
め
の
評
価
基
準
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 



二
六
〇
 
 
 

る
高
級
幹
部
に
事
業
主
が
与
え
た
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
費
用
は
、
報
酬
総
額
の
約
三
六
％
を
占
め
る
こ
と
を
示
す
統
計
を
表
 
 

し
た
。
 
 
 

こ
の
割
合
は
、
こ
こ
五
年
間
で
二
〇
〇
％
以
上
の
割
合
で
上
昇
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
低
級
の
経
営
幹
部
に
お
い
て
は
、
そ
の
上
 
 

昇
は
は
ん
の
五
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
 
 

一
九
八
三
／
八
四
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
受
領
者
約
一
三
五
万
人
に
つ
い
て
、
八
五
万
人
は
カ
ン
パ
 
 

ニ
ー
・
カ
ー
を
所
有
し
、
そ
の
う
ち
五
〇
万
人
は
、
さ
ら
に
事
業
主
か
ら
燃
料
を
捷
供
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
約
五
三
万
人
は
、
事
業
 
 

主
に
よ
っ
て
全
部
あ
る
い
は
一
部
に
つ
い
て
個
人
の
医
療
保
険
料
が
負
担
さ
れ
て
い
た
。
家
計
調
査
の
結
果
か
ら
大
雑
把
に
推
測
で
き
 
 

る
こ
と
ほ
、
£
八
、
五
〇
〇
以
下
の
所
得
で
あ
る
四
〇
万
人
以
上
の
従
業
員
が
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
を
所
有
し
、
お
そ
ら
く
二
七
万
五
 
 

千
人
は
個
人
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ざ
っ
と
イ
ギ
リ
ス
の
す
べ
て
の
従
業
員
の
六
％
（
役
員
を
含
む
）
は
、
 
 

カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
を
所
有
し
て
お
り
、
四
％
は
、
完
全
又
は
部
分
的
に
事
業
主
が
支
払
っ
た
個
人
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
。
 
 

一
九
八
三
／
入
四
に
お
い
て
は
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
、
燃
料
、
及
び
個
人
の
医
療
保
険
料
が
、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
総
課
税
評
価
額
 
 

の
七
五
％
の
割
合
を
占
め
た
。
他
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
有
利
な
ロ
ー
ン
、
保
証
人
、
教
育
費
の
補
助
、
交
際
費
、
 
 

交
通
費
、
生
活
費
、
及
び
一
般
経
費
で
あ
る
。
 
 
 

高
額
所
得
従
業
員
は
、
一
九
八
三
／
入
四
に
お
い
て
、
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
す
べ
て
の
受
領
者
の
は
ぼ
七
五
％
を
占
 
 

め
た
。
し
か
し
、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
総
課
税
評
価
額
の
五
五
％
だ
け
を
受
領
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
取
締
役
は
受
領
者
の
二
五
％
 
 

を
占
め
た
が
、
課
税
評
価
額
の
四
五
％
を
受
領
し
た
。
取
締
役
及
び
高
額
所
得
従
業
員
の
双
方
に
お
い
て
、
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
の
受
領
者
の
半
数
以
上
は
、
年
に
£
一
五
、
0
0
0
以
下
の
所
得
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
総
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
 
 
 



ト
の
評
価
額
の
半
分
以
上
は
、
年
に
£
一
五
、
0
0
0
を
超
え
る
高
額
所
得
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
平
均
的
な
課
 
 
 

税
評
価
額
は
、
高
額
所
得
従
業
員
の
場
合
、
年
間
所
得
£
一
五
、
0
0
0
以
下
で
は
£
三
入
○
で
あ
る
が
、
年
間
所
得
£
五
〇
、
0
0
 
 
 

0
以
上
で
は
£
三
、
三
七
五
ま
で
増
加
す
る
。
取
締
役
の
平
均
的
な
課
税
評
価
額
ほ
、
年
間
所
得
£
一
五
、
0
0
0
未
満
で
は
約
£
七
 
 
 

八
〇
で
あ
る
が
、
年
間
所
得
£
五
〇
、
0
0
0
以
上
で
は
£
三
、
四
三
〇
ま
で
増
加
す
る
。
ま
た
、
一
九
入
三
／
八
四
に
お
い
て
、
会
 
 
 

社
の
取
締
役
以
外
の
年
間
所
得
£
八
、
五
〇
〇
未
満
の
従
業
員
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
た
特
定
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
税
額
控
除
 
 
 

の
結
果
、
約
£
八
千
万
の
歳
入
が
失
わ
れ
た
と
見
債
も
ら
れ
て
い
る
 
（
所
得
税
収
入
の
〇
・
一
七
％
）
。
 
 

公
認
の
年
金
制
度
に
対
す
る
事
業
主
の
支
給
を
従
業
員
の
課
税
所
得
の
一
部
と
し
て
み
な
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
歳
入
の
 
 
 

見
積
額
は
、
一
九
八
五
／
八
六
年
に
お
い
て
は
£
二
三
億
に
、
一
九
八
六
／
八
七
年
に
お
い
て
ほ
£
二
二
億
に
達
し
て
い
る
 
（
所
得
税
 
 
 

収
入
の
約
四
・
五
％
を
占
め
る
）
。
 
 

渕
■
固
 
 
 

一
九
入
六
財
政
年
度
に
お
い
て
見
積
も
ら
れ
た
歳
入
損
失
は
、
次
の
と
お
り
報
告
さ
れ
た
。
 
 

①
 
健
康
保
険
雇
用
者
負
担
拠
出
金
の
非
課
税
 
 

②
 
年
金
掛
金
及
び
年
金
給
付
の
非
課
税
 
 

③
 
団
体
生
命
保
険
掛
金
の
非
課
税
 
 

④
 
食
堂
や
宿
舎
（
軍
事
用
を
除
く
）
 
の
非
課
税
 
 

⑤
 
扶
養
手
当
の
非
課
税
 
 

⑥
 
軍
人
に
対
す
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
非
課
税
 
 

＄
二
三
七
億
 
 

＄
五
五
一
億
 
 

＄
二
二
億
 
 

＄
入
・
七
億
 
 

＄
〇
二
一
億
 
 

＄
二
一
億
 
 
 



こ
れ
ら
す
べ
て
の
非
課
税
規
定
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
歳
入
は
、
所
得
税
収
入
の
ほ
ぼ
一
七
二
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

■
 
 
 

印
刻
 
 
 

残
念
な
が
ら
、
l
九
八
八
年
の
O
E
C
D
報
告
に
は
、
我
が
国
の
実
態
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
今
の
と
こ
ろ
全
般
的
な
 
 

（
4
）
 
 
 

課
税
漏
れ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
 
 

二
 
ま
と
め
 
 

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
資
料
か
ら
、
何
ら
か
の
結
論
め
い
た
も
の
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
税
収
及
び
税
負
担
の
 
 

分
配
に
対
す
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
影
響
は
、
国
家
間
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
異
な
っ
た
種
類
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
間
に
よ
っ
て
 
 

も
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
値
は
多
く
の
一
般
的
な
潮
流
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
 
 
 

①
 
健
康
保
険
雇
用
者
負
担
拠
出
金
の
非
課
税
 
 

②
 
年
金
掛
金
及
び
年
金
給
付
の
非
課
税
 
 

③
 
団
体
生
命
保
険
掛
金
の
非
課
税
 
 

二
六
二
 
 

こ
れ
ら
す
べ
て
の
非
課
税
規
定
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
歳
入
ほ
、
所
得
税
収
入
の
は
ぼ
一
入
％
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

米
国
商
業
会
議
所
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
し
て
定
期
的
に
広
範
囲
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
一
九
八
三
年
の
調
査
に
 
 

ょ
れ
ば
、
す
べ
て
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
係
る
支
出
（
休
暇
の
付
与
の
よ
う
な
無
形
の
も
の
も
含
む
）
は
、
報
酬
総
額
の
約
二
≡
％
を
構
 
 

成
し
、
年
に
＄
五
五
〇
億
を
占
め
る
。
 
 

（
3
）
 
 
 

G
A
O
の
最
近
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
二
財
政
年
度
に
お
い
て
見
積
も
ら
れ
た
歳
入
の
損
失
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

＄
三
三
五
億
 
 

＄
五
〇
〇
億
 
 

＄
 
二
九
億
 
 



第
三
節
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
増
大
に
よ
り
生
じ
る
諸
問
題
 
 
 

本
節
に
お
い
て
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
増
大
に
よ
り
生
じ
る
諸
問
題
の
さ
ま
ぎ
ま
な
側
面
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
す
 
 

る
。
 
 

二
六
三
 
 
 

一
番
目
と
し
て
、
従
業
員
に
対
す
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
提
供
は
、
今
や
多
く
の
国
で
増
大
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

二
番
目
と
し
て
、
各
種
の
統
計
数
値
は
、
高
所
得
階
層
で
よ
り
多
く
の
フ
リ
ン
ジ
＼
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
 
 

し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

三
番
目
と
し
て
、
多
く
の
国
に
お
い
て
は
、
課
税
上
優
遇
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
費
用
は
、
非
課
税
を
含
み
か
な
り
の
も
の
と
な
っ
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
O
E
n
D
、
O
p
．
C
i
t
．
、
p
」
0
0
．
 
 

（
2
）
 
O
E
n
D
．
〇
p
．
C
F
－
p
p
．
N
O
－
N
∽
．
 
 

（
3
）
 
G
e
n
e
邑
A
c
c
O
u
n
t
i
n
g
O
f
f
i
c
e
．
こ
れ
は
、
我
が
国
の
会
計
検
査
院
に
該
当
す
る
。
 
 

（
4
）
 
沼
田
道
孝
「
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
課
税
の
研
究
1
そ
の
実
態
の
解
明
と
税
制
上
の
改
革
提
案
－
」
（
税
研
別
冊
九
二
、
第
一
六
回
、
財
団
 
 
 

法
人
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
五
六
真
に
よ
れ
ば
、
社
宅
の
提
供
に
よ
る
フ
リ
ソ
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
一
に
つ
い
て
、
世
帯
用
住
宅
で
約
一
兆
円
が
 
 
 

課
税
ベ
ー
ス
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
税
額
で
は
約
二
千
億
円
が
課
税
漏
れ
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
試
算
を
し
て
い
る
。
 
 



二
六
四
 
 

一
公
平
性
の
問
題
 
 

公
平
性
が
、
租
税
政
策
が
標
模
す
る
望
ま
し
い
目
標
で
あ
る
こ
と
は
、
広
く
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
 
 

に
、
所
得
を
担
税
力
の
指
標
と
し
て
考
え
た
場
合
、
同
等
の
担
税
力
を
有
す
る
納
税
者
ほ
同
額
の
税
金
を
支
払
う
べ
き
で
あ
り
、
担
税
力
 
 

の
相
違
す
る
納
税
者
は
、
担
税
力
の
大
き
な
者
が
よ
り
多
額
の
税
金
を
支
払
う
こ
と
が
公
平
性
の
原
点
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
 
 

経
済
的
に
同
価
値
の
報
酬
を
受
領
す
る
給
与
所
得
者
は
、
報
酬
の
取
合
せ
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
同
額
の
税
金
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
課
税
上
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
主
か
ら
現
金
で
報
酬
を
受
領
す
る
よ
り
も
フ
 
 

リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
で
受
領
す
る
方
が
給
与
所
得
者
に
有
利
に
働
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
水
平
的
公
平
は
著
し
く
侵
害
さ
れ
る
こ
 
 

と
と
な
る
。
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
利
用
の
増
加
は
、
享
受
で
き
る
人
と
享
受
で
き
な
い
人
と
の
間
の
格
差
、
す
な
わ
ち
、
フ
リ
 
 

ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
を
享
受
し
や
す
い
大
企
業
に
従
事
す
る
人
と
中
小
企
業
に
従
事
す
る
人
の
間
の
格
差
を
ま
す
ま
す
拡
大
さ
せ
る
こ
 
 

と
に
な
る
。
 
 
 

ま
た
、
取
締
役
等
の
高
級
従
業
員
の
方
が
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
よ
り
多
く
享
受
で
き
る
機
会
を
有
す
る
の
で
、
そ
れ
以
外
 
 

の
一
般
従
業
員
と
の
間
に
ク
ロ
ヨ
ソ
問
題
と
同
様
の
現
象
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
企
業
規
模
間
の
格
差
及
び
役
職
間
の
格
差
だ
け
で
な
く
、
職
種
間
の
格
差
、
労
働
観
合
の
有
無
に
ょ
る
格
差
 
 

も
生
じ
て
お
り
、
公
平
性
は
か
な
り
歪
め
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
フ
リ
ソ
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
、
卜
の
増
加
は
、
税
負
担
の
垂
直
的
公
平
を
も
侵
害
す
る
。
垂
直
的
公
平
は
、
納
税
者
の
平
均
税
率
は
 
 

所
得
が
増
加
す
れ
ば
上
が
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
般
に
、
高
級
従
業
員
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
占
め
る
割
合
を
大
 
 
 



き
く
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
が
適
切
に
課
税
さ
れ
な
い
と
累
進
性
が
損
な
わ
れ
、
税
負
担
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

高
級
従
業
員
に
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
偏
在
し
、
課
税
上
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
累
進
税
率
の
適
用
が
回
避
さ
れ
る
こ
 
 

と
に
な
り
、
そ
れ
以
外
の
一
般
の
従
業
員
に
と
っ
て
税
負
担
は
逆
進
的
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
 
 
 

従
っ
て
、
納
税
者
間
の
水
平
的
公
平
及
び
垂
直
的
公
平
を
最
大
限
確
保
す
る
た
め
に
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
完
全
に
措
捉
 
 

し
、
課
税
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
 
 

二
 
資
源
の
配
分
の
間
遠
 
 

特
定
の
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
が
、
現
実
の
要
求
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
必
要
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
リ
ン
ジ
・
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
提
供
 
 

さ
れ
る
場
合
に
は
、
生
産
高
と
価
格
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
フ
リ
ン
ジ
＼
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
と
し
て
、
典
型
的
に
供
給
さ
れ
る
特
定
の
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
課
税
上
の
優
遇
措
置
 
 

は
、
過
剰
消
費
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
過
剰
消
費
は
、
消
費
の
パ
タ
ー
ン
を
歪
め
、
そ
の
よ
う
な
財
貨
等
の
価
格
 
 

は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
消
費
す
る
従
業
員
の
需
要
が
価
格
弾
力
性
を
失
う
場
合
に
限
り
、
上
昇
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

三
 
中
立
性
の
問
題
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
す
る
課
税
上
の
優
遇
措
置
は
、
必
然
的
に
、
金
銭
給
与
よ
り
も
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
提
供
 
 

を
増
加
さ
せ
る
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
と
な
る
。
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
割
合
が
、
特
定
の
職
種
に
偏
っ
て
い
る
場
合
に
ほ
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
す
る
課
税
上
の
 
 

t
一
六
五
 
 
 



二
六
六
 
 
 

優
遇
措
置
が
、
従
業
員
の
職
業
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
労
働
市
場
に
お
け
る
移
動
性
に
つ
い
て
、
弾
力
性
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
り
か
 
 

ね
な
い
。
 
 

四
 
国
際
的
問
題
 
 

他
方
の
国
に
お
い
て
、
同
じ
業
界
で
経
営
し
て
い
る
会
社
と
競
合
関
係
に
あ
る
一
方
の
国
の
会
社
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
 
 

対
す
る
税
制
上
の
取
扱
い
に
よ
っ
て
影
響
を
及
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
課
税
さ
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
優
遇
的
な
評
価
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
事
業
主
の
全
体
的
な
 
 

費
用
を
減
少
さ
せ
、
競
争
上
有
利
な
状
況
を
会
社
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
事
業
主
に
対
し
て
、
法
人
税
の
基
礎
か
ら
特
定
の
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
を
提
供
す
る
た
め
の
費
用
を
控
除
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
か
、
あ
る
い
ほ
事
業
主
の
側
に
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
課
税
 
 

す
る
国
々
（
オ
ー
ス
土
フ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
 
に
お
い
て
は
、
フ
リ
ン
ジ
■
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
提
供
し
続
け
る
会
社
の
競
争
的
 
 

な
立
場
は
、
逆
の
影
響
（
不
利
な
影
響
）
 
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
国
で
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
影
響
は
、
租
税
が
事
業
主
と
従
業
員
の
間
で
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
る
か
に
 
 

ょ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
 
 
 

他
方
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
税
制
上
の
取
扱
い
は
、
現
金
報
酬
か
ら
分
離
さ
れ
た
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
 
 

受
領
す
る
た
め
の
「
最
適
の
管
轄
権
漁
り
」
を
刺
激
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
例
え
ば
、
納
税
者
は
、
フ
リ
ン
ジ
＼
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
課
税
 
 

さ
れ
る
べ
き
報
酬
と
な
ら
な
い
国
に
お
い
て
、
そ
れ
が
受
領
さ
れ
る
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
を
構
築
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 



フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
課
税
上
、
解
決
困
難
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
従
業
員
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
 
 

（
2
）
 
 

（
1
）
 
 

問
題
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
は
、
市
場
価
格
い
わ
ゆ
る
時
価
（
m
a
r
k
e
t
く
a
－
u
2
）
に
よ
る
が
、
そ
 
 

の
選
択
性
及
び
換
金
性
が
制
限
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
経
済
的
価
値
を
算
定
す
る
に
は
自
ず
か
ら
困
難
が
伴
う
。
 
 
 

例
え
ば
、
社
宅
等
で
、
も
っ
ぱ
ら
勤
務
用
と
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
身
分
不
相
応
な
立
派
な
豪
邸
が
提
供
さ
れ
た
場
合
、
 
 

こ
の
社
宅
に
相
当
の
賃
貸
料
（
時
価
）
を
見
積
も
っ
て
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
人
の
受
 
 

領
す
る
給
料
の
額
と
比
較
し
て
著
し
く
不
相
当
と
な
る
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
自
由
に
住
居
を
選
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
安
 
 

い
家
賃
の
家
に
居
住
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
供
さ
れ
た
社
宅
の
賃
貸
料
相
当
額
で
課
税
す
る
こ
と
に
は
、
間
 
 

二
六
七
 
 
 

五
 
租
税
回
避
の
問
題
 
 

課
税
上
、
優
遇
取
扱
い
さ
れ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
増
大
は
、
納
税
者
に
租
税
回
避
の
機
会
を
よ
り
多
く
与
え
る
こ
と
に
な
 
 

る
か
も
し
れ
な
い
。
事
業
主
又
は
従
業
員
に
そ
の
よ
う
な
フ
リ
ン
ジ
・
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
課
税
当
局
に
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
場
合
で
 
 

も
、
そ
の
報
告
を
怠
れ
ば
、
結
局
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
報
告
を
強
制
的
に
要
 
 

求
す
る
こ
と
に
は
自
ず
か
ら
限
界
が
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
通
常
の
場
合
、
課
税
当
局
に
多
大
な
負
担
を
強
い
る
こ
 
 

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

第
四
節
 
評
価
問
題
 
 



二
六
八
 
 

題
が
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
社
宅
の
提
供
に
よ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
の
評
価
は
、
そ
の
社
宅
の
賃
貸
料
相
当
額
で
は
な
 
 

く
、
社
宅
の
提
供
が
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
人
が
自
己
の
給
料
等
を
考
慮
し
て
借
り
る
で
あ
ろ
う
住
宅
の
賃
貸
料
で
あ
る
と
い
う
考
え
 
 

（
3
）
 
 

方
も
成
り
立
ち
う
る
。
有
償
で
な
ら
ば
獲
得
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
よ
う
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
や
む
を
得
ず
享
受
す
る
場
合
 
 

に
、
こ
れ
を
課
税
所
得
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
極
め
て
不
合
理
で
あ
る
。
S
i
ヨ
O
n
S
は
、
そ
の
所
以
に
つ
い
て
非
常
に
興
味
深
い
見
解
を
 
 

（
4
）
 
 

述
べ
て
い
る
 

「
同
様
の
困
難
な
問
題
は
現
物
に
よ
る
給
与
の
場
合
に
も
起
こ
り
得
る
。
－
 
我
々
は
、
普
通
の
軍
人
が
軍
隊
で
勤
務
す
る
場
合
と
、
 
 
 

皇
帝
の
侍
従
武
官
と
し
て
仕
え
る
場
合
の
相
対
性
的
所
得
（
r
e
－
a
t
i
く
e
i
n
c
O
ヨ
e
）
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
。
両
者
と
 
 
 

も
に
名
目
上
の
俸
給
ほ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
方
は
、
宮
殿
に
お
い
て
宿
舎
を
貸
与
さ
れ
、
宮
廷
の
食
卓
で
食
事
を
し
、
 
 

ハ
ン
チ
ン
グ
用
と
し
て
の
従
者
と
馬
を
付
け
て
も
ら
え
る
。
ま
た
、
彼
は
皇
子
の
お
伴
を
し
て
劇
場
や
オ
ペ
ラ
に
行
く
な
ど
、
自
分
 
 

で
ほ
一
銭
も
支
出
し
な
い
で
宮
廷
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
も
し
、
こ
の
場
合
、
侍
従
武
官
が
オ
ペ
ラ
も
嫌
い
、
ハ
ン
チ
ン
グ
も
嫌
い
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
話
は
面
倒
と
な
り
、
こ
 
 
 

の
間
題
の
解
決
は
明
ら
か
に
絶
望
的
で
あ
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
物
給
与
を
無
視
す
る
こ
と
も
適
当
で
は
な
い
。
し
 
 
 

か
し
ま
た
一
面
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
役
得
を
俸
給
の
一
種
と
し
て
所
得
に
包
含
せ
し
め
る
こ
と
ほ
、
い
ろ
い
ろ
の
活
動
の
中
で
快
 
 
 

楽
的
な
も
の
（
そ
れ
は
評
価
不
可
能
な
も
の
）
に
つ
い
て
ま
で
も
、
す
べ
て
こ
れ
を
所
得
と
し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
 
 
 

ぅ
結
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
侍
従
武
官
の
ぜ
い
た
く
な
生
活
に
対
し
て
、
こ
れ
を
所
得
と
み
な
す
こ
と
は
 
一
 
理
由
の
な
 
 

い
こ
と
で
あ
る
。
」
 
 
 

こ
の
よ
う
に
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
享
受
を
好
む
か
好
ま
ざ
る
か
と
い
う
よ
う
な
主
観
的
な
価
値
判
断
に
よ
っ
て
評
価
額
を
決
 
 
 



定
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
従
業
員
に
と
っ
て
の
価
値
で
評
価
す
る
こ
と
は
、
経
済
的
中
立
性
の
観
点
か
ら
も
っ
と
も
望
ま
し
い
と
す
 
 

（
5
）
 
 

る
見
解
も
あ
る
が
、
個
人
の
選
好
に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
画
一
的
な
い
し
は
統
一
的
な
評
価
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
 
 

と
な
ろ
う
。
 
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
過
大
に
評
価
す
れ
ば
、
納
税
者
に
対
し
て
租
税
制
度
に
対
す
る
不
信
の
念
を
抱
か
 
 

（
7
）
 
 

（
6
）
 
 

せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
他
方
、
評
価
の
安
全
性
の
観
点
か
ら
過
少
に
評
価
す
れ
ば
、
水
平
的
公
平
の
侵
害
及
び
歳
入
不
足
、
そ
し
て
同
 
 

様
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
享
受
し
え
な
い
納
税
者
に
不
信
の
念
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、
実
務
上
、
評
価
の
困
難
 
 

性
ゆ
え
に
特
定
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
し
て
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
が
慣
例
化
す
れ
ば
、
実
際
の
法
律
規
定
が
ど
う
で
あ
れ
、
 
 

課
税
さ
れ
な
い
こ
と
が
当
然
で
あ
る
よ
う
な
風
潮
を
生
む
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
 
 
 

O
E
C
D
の
報
告
書
で
は
、
次
の
四
通
り
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
分
析
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
各
国
と
も
こ
 
 

（
8
）
 
 

れ
ら
の
方
法
を
阻
み
合
わ
せ
て
使
用
し
て
お
り
、
納
税
者
の
選
択
も
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
々
の
方
法
に
よ
る
評
価
額
は
、
一
般
的
 
 

に
、
同
様
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。
 
 

1
 
 従
業
員
の
受
益
額
に
よ
る
評
価
方
法
（
く
a
－
亡
e
 
t
O
 
t
h
e
 
e
m
p
－
O
y
e
e
）
 
 
 

従
業
員
の
受
益
額
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
は
、
一
般
に
、
課
税
上
最
も
公
正
な
測
定
方
法
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
 
 

実
際
の
問
題
と
し
て
め
っ
た
に
用
い
ら
れ
な
い
。
従
業
員
の
受
益
額
に
よ
㌃
評
価
は
、
納
税
者
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
ベ
ネ
 
 

ば
、
暗
黙
の
う
ち
に
個
人
の
納
税
者
の
状
況
と
選
好
を
考
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
な
り
不
明
確
な
概
念
で
あ
り
 
 
 

フ
ィ
ッ
ト
に
対
し
て
自
発
的
に
支
払
う
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
額
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

例
え
ば
、
上
限
と
し
て
、
納
税
者
は
市
場
価
格
を
超
え
て
支
払
う
こ
と
ほ
な
い
だ
ろ
う
し
、
下
限
で
の
評
価
ほ
、
本
人
の
特
定
の
状
況
 
 

二
六
九
 
 
 



二
七
〇
 
 
 

が
考
慮
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
課
税
当
局
に
と
っ
て
時
間
が
か
か
り
、
手
間
の
か
か
る
仕
事
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
公
平
性
及
び
 
 

正
確
性
と
行
政
上
の
簡
便
性
の
間
で
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
が
成
立
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ど
う
い
う
評
価
額
を
査
定
評
価
額
 
 

に
置
き
換
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
納
税
者
に
挙
証
責
任
（
そ
れ
は
確
立
さ
れ
て
い
る
明
ら
か
な
先
例
が
な
い
の
で
費
用
と
時
間
の
か
か
る
 
 

訴
訟
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
）
を
負
わ
せ
、
評
価
額
を
仲
裁
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
問
題
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
 
 

2
 
事
業
主
の
提
供
コ
ス
ト
に
よ
る
評
価
方
法
（
↓
h
e
c
O
S
t
 
t
O
 
t
h
e
e
m
p
－
O
y
e
r
）
 
 
 

事
業
主
の
提
供
コ
ス
一
に
よ
る
評
価
は
、
商
品
購
入
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
会
計
学
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
通
常
は
極
め
て
容
 
 

易
に
確
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
業
員
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
と
事
業
主
が
そ
の
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
を
与
え
る
た
め
 
 

に
要
し
た
現
実
の
費
用
と
の
間
に
必
然
性
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
対
応
方
法
を
一
般
的
に
適
用
す
る
上
で
問
題
が
生
じ
る
。
実
際
に
、
 
 

従
業
員
が
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
大
な
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
享
受
す
る
と
し
て
も
、
事
業
主
に
は
費
用
が
か
か
 
 

ら
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
航
空
会
社
が
従
業
員
に
航
空
機
の
座
席
を
提
供
し
な
け
れ
ば
空
席
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
 
 

場
合
に
、
座
席
を
提
供
す
る
場
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
 
 

3
 
市
場
価
格
に
よ
る
評
価
方
法
（
M
a
r
k
e
t
く
a
－
u
e
）
 
 
 

市
場
価
格
に
よ
る
評
価
方
法
は
、
一
般
的
な
測
定
方
法
で
あ
る
。
従
業
員
の
受
益
額
に
よ
る
評
価
方
法
に
お
け
る
固
有
の
主
観
的
要
素
 
 

ほ
取
り
除
か
れ
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
に
対
し
て
不
公
平
感
を
与
え
、
ひ
い
て
は
不
確
実
性
が
増
幅
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
 
 

い
。
特
定
の
種
類
の
べ
ネ
フ
ィ
ッ
一
に
つ
い
て
は
、
市
場
が
な
い
か
若
し
く
は
同
一
性
が
な
い
の
で
、
合
理
的
に
み
て
類
似
の
市
場
が
存
 
 

在
し
な
い
。
例
え
ば
、
事
業
主
が
使
用
に
つ
い
て
制
約
を
課
し
て
い
る
よ
う
な
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
場
合
な
ど
が
該
当
す
る
。
そ
れ
ほ
 
 
 



ま
た
、
従
業
員
が
現
物
給
付
の
受
領
に
関
し
て
実
際
の
選
択
権
が
な
い
こ
と
や
、
自
由
に
市
場
に
参
加
し
え
な
い
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
 
 

る
。
市
場
に
お
い
て
商
品
を
購
入
す
る
ー
‡
を
選
択
す
る
な
ら
ば
、
従
業
員
が
負
担
す
る
費
用
で
評
価
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
商
品
を
売
 
 

却
し
た
場
合
の
売
却
価
格
で
評
価
す
べ
き
か
ど
う
か
に
関
し
て
も
疑
問
が
生
じ
る
。
市
場
で
の
購
入
又
は
売
却
価
格
の
相
違
は
、
必
要
と
 
 

さ
れ
る
取
引
費
用
を
考
慮
す
れ
ば
、
相
当
大
き
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

4
 
行
政
規
則
等
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
標
準
価
格
に
よ
る
評
価
方
法
（
S
t
a
n
d
a
r
d
く
a
－
u
e
）
 
 
 

標
準
価
格
に
よ
る
評
価
方
法
ほ
、
評
価
競
走
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
価
格
で
あ
る
。
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
個
人
使
用
と
か
、
居
住
設
 
 

備
、
食
事
、
そ
し
て
低
利
に
よ
る
貸
付
は
、
通
常
、
標
準
率
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
。
課
税
評
価
額
 
 

は
、
一
般
的
に
は
最
低
評
価
額
で
課
さ
れ
、
法
定
化
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
特
定
の
年
に
適
用
さ
れ
る
率
の
現
実
的
な
決
定
は
、
通
常
 
 

は
、
行
政
規
則
若
し
く
は
規
定
と
い
う
形
で
法
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
標
準
価
格
に
よ
る
評
価
方
法
は
、
他
の
評
価
方
法
の
欠
点
の
い
 
 

く
つ
か
を
克
服
し
、
課
税
当
局
に
過
度
の
行
政
費
用
が
か
か
ら
な
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
 
 

ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
標
準
価
格
に
よ
る
評
価
方
法
を
公
式
化
す
る
こ
と
は
、
実
行
上
不
可
能
で
あ
る
。
標
準
価
格
に
よ
る
評
価
方
法
 
 

ほ
、
一
般
的
に
は
、
市
場
価
格
に
よ
る
評
価
方
法
と
共
に
用
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
納
税
者
ほ
課
税
さ
れ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
標
 
 

準
価
格
に
よ
る
評
価
方
法
を
受
け
入
れ
る
か
、
あ
る
い
は
課
税
評
価
額
は
ど
れ
く
ら
い
で
あ
る
か
べ
き
か
に
つ
い
て
の
証
明
を
提
出
す
る
 
 

か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
納
税
者
が
市
場
価
格
が
標
準
価
格
よ
り
低
い
と
い
う
こ
と
を
立
証
で
き
る
な
ら
ば
、
標
準
価
格
が
市
 
 

場
価
格
よ
り
低
く
な
る
懐
向
が
あ
る
と
し
て
も
市
場
価
格
が
採
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

〔
注
〕
 
 
 



二
七
二
 
 
 

（
1
）
 
「
租
税
支
出
の
国
際
基
準
（
統
一
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」
 
で
は
、
そ
の
指
針
七
に
お
い
て
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
問
題
に
言
及
し
て
い
 
 

る
。
 
 

す
な
わ
ち
、
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
公
正
な
市
場
価
値
が
所
得
に
含
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
フ
リ
ン
ジ
㌧
ヘ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
額
は
一
国
の
各
地
方
間
で
も
相
当
異
な
る
よ
う
に
、
正
確
な
評
価
額
を
計
算
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 
 
 

そ
の
よ
う
な
実
施
上
の
問
題
に
遭
遇
し
た
場
合
に
ほ
、
公
正
な
市
場
価
額
に
代
わ
る
適
正
な
概
算
額
等
（
標
準
額
衰
）
の
採
用
並
び
に
従
業
員
に
対
 
 
 

す
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
非
課
税
と
し
、
か
つ
、
事
業
主
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
提
供
費
用
の
控
除
を
否
認
す
る
方
法
を
許
容
 
 

し
て
い
る
。
 
 

他
方
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
虎
供
が
雇
用
の
条
件
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
ほ
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
従
業
員
の
 
 
 

所
得
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

一
九
入
六
）
 
二
六
入
貢
－
二
七
二
貢
。
 
 

書
牟
田
勲
「
租
税
支
出
の
国
際
基
準
の
逐
条
的
研
究
－
個
人
所
得
税
関
係
」
中
川
一
郎
先
生
喜
寿
祝
賀
税
法
学
論
文
集
（
日
本
税
法
学
会
本
部
、
 
 

（
2
）
 
O
E
n
D
、
O
P
．
C
i
t
．
、
p
J
」
．
 
 

我
が
国
に
お
い
て
も
、
所
法
第
三
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
金
銭
以
外
の
物
又
は
権
利
そ
の
他
の
経
済
的
利
益
の
価
額
は
、
当
該
物
若
し
く
は
権
 
 
 

利
を
取
得
し
、
又
は
当
該
利
益
を
享
受
す
る
時
に
お
け
る
価
額
」
と
さ
れ
、
時
価
評
価
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
3
）
 
田
中
勝
次
郎
「
法
人
税
法
の
研
究
」
 
（
税
務
研
究
会
、
一
九
六
五
）
一
、
t
一
四
貢
。
 
 

（
4
）
 
H
e
n
r
y
S
i
m
O
n
S
、
P
e
r
s
O
n
a
〓
n
c
O
m
e
↓
a
H
a
t
i
O
n
∽
∽
（
－
∽
∽
0
0
）
．
 
 

（
5
）
 
中
里
実
・
前
掲
書
四
三
貢
。
 
 

（
6
）
 
小
林
宿
弘
氏
は
、
相
続
財
産
の
評
価
に
関
し
て
、
税
務
執
行
上
の
観
点
か
ら
、
「
 
－
 
あ
る
程
度
の
汎
用
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
 
 
 

れ
、
多
少
の
個
別
具
体
的
妥
当
性
を
犠
牲
に
し
て
も
画
一
的
、
統
一
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
を
満
足
す
 
 
 

る
よ
う
な
基
準
と
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
安
全
性
を
見
込
ん
で
基
準
を
作
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
評
価
の
水
準
は
、
個
別
的
に
み
る
と
 
 
 

市
場
価
格
に
比
し
て
低
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
 
ー
 
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
に
も
言
え
 
 

る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
小
林
栢
弘
「
相
続
税
法
の
時
価
評
価
と
負
担
付
贈
与
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
（
税
理
三
二
巻
一
四
号
〓
八
 
 
 



第
一
節
 
各
国
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
方
式
 
 

（
3
）
 
 
各
国
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
方
式
は
、
概
略
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

第
四
章
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
す
る
諸
外
国
の
課
税
の
状
況
 
 
 

（
1
）
 
 
 

給
与
制
度
に
お
け
る
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
利
用
の
急
速
な
増
大
は
、
租
税
収
入
を
浸
食
し
、
税
の
公
平
性
を
阻
害
す
る
ば
か
 
 

り
か
、
税
制
上
の
取
扱
い
の
差
異
に
よ
り
国
際
的
に
競
合
し
て
い
る
会
社
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
各
国
の
課
税
当
局
に
提
案
さ
れ
た
諸
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
O
E
C
D
は
、
「
フ
リ
ン
ジ
■
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
」
（
↓
h
e
T
a
x
a
t
i
O
コ
O
f
F
r
i
n
g
e
B
e
n
e
f
i
t
s
）
を
一
九
八
八
年
に
発
行
し
た
。
そ
の
報
告
書
に
お
い
て
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
い
う
言
葉
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
議
論
を
行
う
と
と
も
に
、
利
用
さ
れ
る
原
因
、
執
行
上
の
困
難
性
、
国
際
閑
 
 

（
2
）
 
係
、
さ
ら
に
は
参
加
国
に
よ
っ
て
今
後
検
討
さ
れ
う
る
法
制
上
、
執
行
上
の
変
革
等
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
 
 

貢
。
 
 

（
7
）
 
こ
の
点
に
閲
し
、
中
里
実
氏
は
、
「
金
銭
的
報
酬
が
課
税
さ
れ
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
非
課
税
で
あ
る
と
し
て
も
、
市
場
に
よ
る
調
整
 
 
 

の
結
果
、
水
平
的
不
公
平
の
問
題
は
解
消
さ
れ
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
比
率
が
高
ま
り
、
そ
の
た
め
に
所
得
税
の
課
 
 
 

税
が
納
税
者
の
職
業
選
択
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
非
中
立
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
中
里
実
・
前
掲
書
四
六
頁
。
 
 

（
8
）
 
O
E
n
D
も
p
．
C
i
t
．
．
p
」
甲
 
 



二
七
四
 
 

オ
ー
ス
土
フ
リ
ア
 
（
一
九
八
六
年
七
月
一
日
以
降
）
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
 
（
一
九
八
五
年
四
月
一
日
以
降
）
を
除
く
す
べ
て
の
加
盟
 
 

国
で
は
、
受
領
者
た
る
従
業
員
の
支
配
下
に
あ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
一
般
的
に
は
納
税
者
の
通
常
の
所
得
と
し
て
課
税
し
て
 
 

（
4
）
 
 

い
る
。
 
 
 

は
と
ん
ど
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
雇
用
の
対
価
と
し
て
の
報
酬
の
一
部
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
に
 
 

お
い
て
は
、
雇
用
の
見
返
り
と
し
て
納
税
者
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
た
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
課
税
所
得
に
含
め
て
い
る
。
ま
た
、
米
国
に
お
い
 
 

て
も
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
雇
用
の
対
価
と
し
て
所
得
の
t
部
に
含
め
て
い
る
が
、
そ
の
用
語
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

英
国
の
法
律
で
は
、
現
物
に
よ
る
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
供
与
を
含
ん
だ
と
こ
ろ
で
雇
用
の
対
価
と
し
て
め
報
酬
に
課
税
し
て
い
る
。
オ
ー
 
 

ス
土
フ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
一
九
八
六
年
六
月
三
〇
日
（
新
型
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
税
制
が
一
九
八
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
 
 

、
ボ
ー
ナ
ス
、
プ
 
 

に
な
っ
た
）
ま
で
の
関
連
規
定
に
お
い
て
、
供
与
及
び
授
与
さ
れ
た
す
べ
て
の
 
「
心
付
け
、
補
償
金
、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 

レ
ミ
ア
ム
」
は
、
納
税
者
の
何
ら
か
の
雇
用
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
た
サ
ー
ビ
ス
に
直
接
的
又
は
間
接
的
に
関
連
す
れ
ば
課
税
さ
れ
る
と
し
 
 

て
い
た
。
他
の
国
は
、
表
現
は
種
々
さ
ま
ざ
ま
違
う
け
れ
ど
も
同
様
の
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

い
く
つ
か
の
国
で
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
目
的
上
、
課
税
さ
れ
る
所
得
の
一
般
的
な
概
念
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
す
 
 

る
こ
と
を
要
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
ほ
、
裁
判
所
の
判
断
に
よ
り
一
般
所
得
条
項
に
お
い
て
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
 
 

ト
に
効
果
的
に
課
税
す
る
こ
と
を
課
税
当
局
に
認
め
て
き
て
い
る
し
、
大
多
数
の
国
に
お
い
て
ほ
、
法
律
、
規
則
、
そ
し
て
行
政
手
続
に
 
 

よ
っ
て
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
を
確
実
に
課
税
ベ
ー
ス
に
と
り
こ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
課
税
目
的
上
、
特
定
の
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
指
針
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
通
常
は
、
一
般
的
な
所
得
条
項
を
補
っ
て
い
 
 

る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
課
税
に
対
処
す
る
包
括
的
な
法
典
を
有
 
 
 



参
考
資
料
1
は
、
加
盟
国
に
お
い
て
広
範
に
利
用
さ
れ
て
い
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
課
税
上
の
取
扱
い
を
要
約
し
た
も
の
で
 
 

（
1
）
 
 

あ
り
、
こ
れ
ら
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
様
々
な
課
税
上
の
取
扱
い
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
 

二
七
五
 
 
 

第
二
節
一
般
的
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
・
ト
の
課
税
状
況
 
 

し
て
い
る
。
 
 
 

ベ
ル
ギ
ー
に
は
、
現
物
に
よ
る
す
べ
て
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
従
業
員
が
受
益
し
た
真
実
の
価
値
で
評
価
さ
れ
る
と
い
う
包
括
的
な
法
 
 

典
が
あ
る
。
た
だ
し
、
特
定
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
標
準
評
価
に
よ
る
。
 
 
 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
居
住
設
備
、
電
気
、
食
事
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
提
供
の
よ
う
な
特
定
の
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
 
 

ト
に
つ
い
て
は
、
N
B
T
（
N
a
t
i
O
n
a
－
B
O
a
r
d
O
f
↓
a
x
e
s
）
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
詳
細
な
通
達
に
よ
り
、
標
準
価
格
で
評
価
さ
れ
る
が
、
 
 

標
準
評
価
額
が
市
場
価
額
よ
り
も
高
い
場
合
は
、
市
場
価
額
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
↓
h
e
 
n
O
m
p
a
n
y
C
a
r
F
a
c
t
O
r
‥
T
E
S
↓
（
ゴ
a
n
s
p
O
r
t
か
E
n
く
i
r
O
n
m
e
n
t
 
S
t
u
d
i
e
s
）
一
九
八
四
を
参
照
の
こ
と
。
 
 

（
2
）
 
書
牟
田
 
勲
「
諸
外
国
の
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
一
課
税
の
現
状
」
税
経
通
信
四
五
巻
一
四
号
六
三
頁
は
、
簡
潔
に
各
国
の
状
況
に
つ
い
て
要
 
 

約
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

（
3
）
 
O
E
n
D
、
O
P
．
C
i
t
こ
p
p
．
N
〕
－
N
∽
．
 
 

（
4
）
 
オ
ー
ス
ー
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
を
提
供
し
た
事
業
主
に
対
し
て
課
税
を
行
っ
て
い
る
。
 
 



二
七
六
 
 

対
象
と
な
っ
て
い
る
加
盟
国
は
、
次
の
二
三
ケ
国
で
あ
る
。
 
 
 

①
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
②
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
③
ベ
ル
ギ
ー
、
④
カ
ナ
ダ
、
⑤
デ
ン
マ
ー
ク
、
⑥
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
⑦
フ
ラ
ン
ス
、
⑧
ド
 
 

イ
ツ
、
⑨
ギ
リ
シ
ャ
、
⑲
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
⑫
イ
タ
リ
ア
、
⑫
日
本
、
⑬
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
⑩
オ
ラ
ン
ダ
、
⑮
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
 
 

⑮
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
⑰
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
⑬
ス
ペ
イ
ン
、
⑲
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
、
⑳
ス
イ
ス
、
㊧
ト
ル
コ
、
⑳
イ
ギ
リ
ス
、
⑳
ア
メ
リ
カ
。
 
 
 

対
象
と
な
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
次
の
〓
種
類
で
あ
る
。
 
 
 

①
退
職
年
金
又
ほ
老
齢
年
金
へ
の
事
業
主
拠
出
金
（
公
的
制
度
及
び
私
的
制
度
）
、
②
医
療
保
険
、
③
歯
科
保
険
、
④
生
命
保
険
料
、
⑤
 
 

事
業
主
建
物
内
の
食
堂
施
設
、
⑥
食
券
、
⑦
娯
楽
施
設
、
⑧
居
住
設
備
、
⑨
贈
与
、
⑲
教
育
費
（
従
業
員
及
び
扶
養
親
族
）
、
⑫
自
動
車
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
課
税
の
対
象
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が
過
て
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
、
諸
外
国
と
我
が
国
の
取
扱
い
を
比
較
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

1
 
社
会
保
険
料
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

事
業
主
が
負
担
す
る
社
会
保
険
料
は
、
典
型
的
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
除
外
さ
 
 

れ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
事
業
主
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
法
定
社
会
保
険
料
の
負
担
ほ
、
従
業
員
の
課
税
 
 

ベ
ー
ス
か
ら
特
別
に
除
外
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
ほ
み
な
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
一
方
、
ポ
 
 

ル
ト
ガ
ル
の
よ
う
に
、
法
律
に
よ
っ
て
事
業
主
が
従
業
員
の
法
定
の
保
険
料
を
支
払
う
の
を
禁
じ
て
い
る
国
も
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
 
 

（
2
）
 
 

要
が
あ
る
 

〔
我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 



我
が
国
に
お
い
て
は
、
事
業
主
負
担
の
社
会
保
険
料
は
、
従
業
員
の
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
法
令
等
で
何
ら
規
定
さ
 
 

れ
て
お
ら
ず
、
被
保
険
者
た
る
従
業
員
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
を
事
業
主
が
支
払
っ
た
場
合
に
、
従
業
員
の
課
税
ベ
ー
ス
に
と
り
こ
ま
れ
 
 

（
3
）
 
 

る
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
 

2
 
年
金
掛
金
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 

（
4
）
 
 
 

事
業
主
が
負
担
す
る
年
金
掛
金
ほ
、
一
般
的
に
は
、
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
国
で
は
、
個
人
年
金
保
険
料
及
び
 
 

退
職
年
金
基
金
並
び
に
信
託
を
非
課
税
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
退
職
年
金
基
金
は
、
負
担
の
前
に
特
定
の
条
件
と
手
続
に
従
わ
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
い
く
つ
か
の
国
に
お
い
て
ほ
、
課
税
当
局
に
よ
る
承
認
と
認
可
が
そ
の
基
金
が
当
初
設
定
さ
れ
る
と
き
に
必
 
 

（
5
）
 
要
と
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
基
金
に
免
税
適
格
と
し
て
の
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。
 
 
 

大
多
数
の
国
で
は
、
従
業
員
の
退
職
に
伴
っ
て
発
生
す
る
年
金
支
払
は
、
そ
れ
ら
が
公
共
基
金
又
は
個
人
基
金
か
ら
支
払
わ
れ
る
か
ど
 
 

う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
従
業
員
の
課
税
所
得
に
合
せ
れ
る
。
ド
イ
ツ
は
法
定
年
金
保
険
ス
キ
ー
ム
か
ら
支
払
わ
れ
た
年
金
の
利
子
部
分
 
 

の
払
戻
（
あ
る
い
は
特
別
の
事
情
に
よ
り
従
業
員
が
強
制
的
な
年
金
保
険
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
な
い
場
合
、
同
等
の
個
人
ス
キ
ー
ム
）
 
 

が
、
退
職
時
の
受
取
人
の
年
齢
を
参
考
に
し
て
決
定
さ
れ
る
平
均
税
率
で
課
税
さ
れ
る
場
合
の
み
非
課
税
で
あ
る
。
ま
た
、
事
業
主
が
従
 
 

業
員
の
保
険
葵
約
を
締
結
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
生
命
保
険
会
社
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
年
金
に
つ
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
が
な
さ
 
 

（
6
）
 
 

れ
る
。
 
 
 

〔
我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
諸
外
国
と
同
様
に
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
従
業
員
が
負
担
す
べ
き
掛
金
を
事
業
主
が
支
払
っ
た
 
 

二
七
七
 
 
 



二
七
人
 
 

（
7
）
 
 

場
合
の
取
扱
い
ほ
、
社
会
保
険
料
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
 
 

3
 
医
療
・
歯
科
・
生
命
保
険
料
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

個
人
の
医
療
・
歯
科
・
生
命
保
険
料
の
場
合
、
そ
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
ス
キ
ー
ム
に
対
す
る
事
業
主
の
負
担
に
関
し
て
の
課
税
ほ
、
各
国
 
 

に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
業
員
に
対
し
て
基
金
か
ら
な
さ
れ
た
支
払
は
、
め
っ
た
に
課
税
さ
れ
な
い
。
医
 
 

療
・
病
気
及
び
事
故
支
払
の
場
合
に
は
、
そ
の
支
払
が
給
料
又
は
所
得
の
損
失
の
代
替
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
単
に
課
税
 
 

所
得
と
し
て
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
保
険
の
満
期
に
お
け
る
生
命
保
険
金
の
一
括
支
払
は
、
一
般
的
に
は
課
税
所
得
と
し
て
は
取
扱
わ
れ
 
 

（
8
）
 
 

な
い
。
 
 
 

〔
我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

我
が
国
に
お
い
て
ほ
、
事
業
主
が
従
業
員
の
掛
捨
て
の
生
命
保
険
料
を
負
担
し
た
場
合
、
役
員
の
み
を
対
象
と
す
る
場
合
を
除
き
課
税
 
 

（
9
）
 
 

さ
れ
な
い
。
満
期
保
険
金
等
の
償
還
が
あ
る
保
険
の
保
険
料
を
事
業
主
が
負
担
し
た
場
合
に
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
業
主
が
 
 

（
1
0
）
 
満
期
保
険
金
等
の
全
額
を
受
領
す
る
か
、
あ
る
い
は
従
業
員
の
退
職
手
当
等
に
充
当
さ
れ
る
場
合
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。
 
 
 

な
お
、
事
業
主
が
、
従
業
員
の
た
め
に
生
命
保
険
料
を
負
担
し
た
場
合
に
は
、
従
業
員
の
給
与
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
 
 

へ
‖
し
 
が
、
役
員
の
み
を
対
象
と
す
る
場
合
を
除
き
、
事
業
主
が
負
担
す
る
金
額
が
月
額
三
〇
〇
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
ほ
課
税
さ
れ
な
い
。
 
 

4
 
食
事
補
助
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

事
業
主
建
物
内
の
給
食
施
設
、
娯
楽
施
設
及
び
余
暇
施
設
ほ
、
一
定
の
基
準
で
無
差
別
に
事
業
主
が
す
べ
て
の
従
業
員
に
提
供
す
る
な
 
 
 



（
1
2
）
 
ら
ば
、
課
税
さ
れ
な
い
儒
向
に
あ
る
。
無
償
の
食
事
の
提
供
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ル
ク
セ
ン
ブ
 
 

ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
重
要
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
考
え
ら
れ
課
税
さ
れ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
 
 

ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
イ
ギ
リ
 
 

ス
の
よ
う
に
、
全
て
の
従
業
員
に
対
し
て
無
差
別
に
そ
の
よ
う
な
施
設
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
と
い
っ
た
制
限
が
設
け
ら
れ
て
非
課
税
と
さ
 
 

れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
よ
う
に
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
最
高
限
度
を
決
め
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ル
 
 

ギ
ー
や
カ
ナ
ダ
の
よ
う
に
、
従
業
員
が
合
理
的
な
費
用
負
担
を
要
す
る
国
も
あ
る
。
 
 
 

食
券
は
、
給
食
施
設
と
ほ
異
な
り
、
事
業
主
提
供
の
建
物
外
で
の
食
事
に
関
し
て
は
、
一
般
に
広
く
課
税
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
食
事
 
 

に
関
す
る
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
で
の
異
な
る
取
扱
い
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
敷
地
内
に
お
け
る
給
食
施
設
の
提
供
は
、
従
業
 
 

員
を
食
休
み
の
間
も
事
業
主
の
建
物
内
に
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
事
業
主
に
重
要
な
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
提
供
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
 
 

食
券
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
に
従
業
員
を
拘
束
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

〔
我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

事
業
主
が
従
業
員
に
支
給
す
る
食
事
に
つ
い
て
ほ
、
福
利
厚
生
的
な
性
格
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
業
員
が
食
事
の
価
額
の
五
〇
％
以
上
 
 

を
負
担
し
て
お
り
、
か
つ
、
従
業
員
に
支
給
し
た
食
事
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
負
担
し
た
金
額
が
月
額
三
、
五
〇
〇
円
以
下
で
あ
れ
ば
課
 
 

（
1
3
）
 
 

税
さ
れ
な
い
 

な
お
、
食
事
の
価
額
は
、
原
則
と
し
て
、
時
価
に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
事
業
主
内
の
施
設
等
に
お
い
て
支
給
す
る
食
事
に
 
 

つ
い
て
ま
で
材
料
等
の
直
接
費
だ
け
で
な
く
間
接
費
も
含
め
る
こ
と
ほ
、
実
務
上
極
め
て
困
難
で
あ
る
た
め
、
簡
便
的
な
計
算
と
し
て
直
 
 

二
七
九
 
 
 



二
八
〇
 
 
 

接
費
相
当
額
に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
飽
か
ら
購
入
し
て
支
給
す
る
食
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
購
入
価
額
 
 

が
時
価
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
食
事
に
係
る
直
接
費
相
当
額
も
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
購
入
価
額
に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
と
し
 
 

（
1
4
）
 
 

て
い
る
 

5
 
居
住
設
備
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

居
住
設
備
そ
し
て
家
屋
の
援
助
は
、
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
提
供
さ
れ
た
建
物
が
従
業
員
の
 
 

労
働
条
件
の
一
部
で
あ
る
場
合
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
、
あ
る
い
ほ
仕
事
の
場
所
が
特
に
遠
隔
地
で
あ
る
場
合
（
カ
ナ
ダ
）
に
は
、
い
く
つ
か
 
 

の
例
外
が
あ
る
。
ま
た
、
オ
ー
ス
土
フ
リ
ア
で
は
、
仕
事
の
場
所
が
遠
隔
地
で
不
便
な
場
所
で
あ
れ
ば
、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
に
お
い
 
 

（
1
5
）
 
 

て
か
な
り
の
減
額
を
し
て
い
る
 

〔
我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
社
宅
の
貸
与
を
受
け
る
者
が
役
員
で
あ
る
か
従
業
員
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
 
「
通
 
 

（
1
6
）
 
 

常
の
賃
貸
料
」
 
を
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
て
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
 

m
 
法
人
（
公
共
法
人
を
除
く
）
 
の
役
員
 
 
 

イ
 
自
己
所
有
社
宅
（
小
規
模
な
も
の
を
除
く
。
次
の
ロ
も
同
様
）
 
の
場
合
 
 

報
労
蒲
備
荒
 
 

舟
8
個
輌
8
期
師
 
 

8
圃
袖
崎
敵
襲
8
×
－
N
竣
（
斗
締
茫
半
白
恥
知
恵
－
○
訳
）
 
＋
8
圃
相
場
師
襲
8
×
 
 
 

梨
巣
箱
備
翁
 
 
 

舟
8
梢
輌
8
浮
甚
 
 



∽
 
従
業
員
及
び
公
共
法
人
 
 
 

そ
の
社
宅
の
大
小
を
問
わ
ず
、
か
つ
、
借
上
げ
社
宅
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
∽
の
ハ
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
。
 
 

な
お
、
従
業
員
及
び
公
共
法
人
等
の
役
員
か
ら
徴
収
し
た
賃
貸
料
の
金
額
が
、
「
通
常
の
賃
貸
料
」
相
当
額
の
五
〇
％
以
上
で
あ
る
と
き
は
 
 

課
税
さ
れ
な
い
。
 
 

6
 
低
利
子
又
は
無
利
子
貸
付
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

低
利
子
又
は
無
利
子
の
ロ
ー
ン
ほ
、
広
く
普
及
し
て
い
る
。
銀
行
、
金
融
会
社
、
保
険
会
社
の
よ
う
な
職
業
の
分
野
で
は
、
伝
統
的
に
 
 

家
屋
、
消
費
財
、
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
の
た
め
の
助
成
基
金
を
提
供
し
て
き
て
い
る
。
多
く
の
国
に
お
い
て
ほ
、
一
般
的
に
行
わ
れ
て
お
 
 

り
、
産
業
の
幅
広
い
範
囲
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
実
際
に
、
す
べ
て
の
加
盟
国
は
こ
れ
ら
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
課
税
し
て
い
る
。
た
だ
 
 

し
、
住
宅
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
例
外
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
住
宅
ロ
ー
ン
が
「
一
世
帯
家
屋
」
を
建
て
る
 
 

た
め
に
用
い
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
利
子
は
、
所
得
税
法
の
適
用
上
、
住
 
 

二
八
一
 
 
 

借
上
げ
社
宅
 
 

そ
の
借
上
げ
料
の
五
〇
％
相
当
額
と
そ
の
社
宅
に
つ
い
て
イ
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
の
い
ず
れ
か
多
い
金
額
 
 

役
員
に
貸
与
し
た
社
宅
の
う
ち
小
規
模
な
も
の
 
（
木
造
一
三
二
2
m
、
そ
の
他
九
九
2
m
以
下
の
も
の
）
 
 

舟
8
横
河
㊦
期
間
 
 

8
囲
純
増
敵
襲
8
×
－
N
衣
＋
－
N
コ
×
 
 

畢
襲
蒋
備
翁
 
 

期
間
8
謬
諦
執
部
 
舟
8
㊦
輌
8
浮
甚
 
 

u
．
〕
 
 

＋
8
圃
相
場
敵
襲
8
×
P
N
N
衣
 
 
 

粟
襲
蒲
備
鶉
 
 



二
八
二
 
 
 

居
の
所
有
者
に
お
い
て
控
除
で
き
る
し
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
市
況
の
変
化
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
ロ
ー
ン
に
対
す
る
参
考
利
 
 

子
率
を
定
義
し
て
お
り
、
課
税
さ
れ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
参
考
利
子
率
と
事
業
主
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
実
際
の
率
の
差
と
し
て
計
算
さ
 
 

れ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
評
価
の
困
難
性
は
こ
こ
で
も
つ
き
ま
と
う
。
結
果
と
し
て
は
、
も
た
ら
さ
れ
た
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
よ
り
過
少
に
課
税
さ
 
 

（
1
7
）
 
 

れ
る
こ
と
に
な
る
 

〔
我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
事
業
主
が
従
業
員
に
金
銭
を
無
利
息
又
ほ
低
金
利
で
貸
し
付
け
た
場
合
に
ほ
、
従
業
員
は
通
常
の
利
率
に
よ
り
 
 

（
1
8
）
 
 

計
算
し
た
利
息
の
額
又
は
そ
の
金
額
と
実
際
に
支
払
っ
て
い
る
利
息
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
に
課
税
さ
れ
る
が
、
災
害
・
疾
病
等
に
 
 

起
因
す
る
貸
付
の
場
合
に
は
、
担
税
力
を
考
慮
し
て
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
貸
付
に
よ
る
経
済
的
利
益
の
額
が
、
 
 

（
1
9
）
 
 

少
額
（
年
額
五
、
0
0
0
円
以
下
）
 
で
あ
る
場
合
に
は
課
税
さ
れ
な
い
 

（
2
0
）
 
 
 

ま
た
、
住
宅
貸
付
の
場
合
に
は
、
年
三
％
以
上
の
利
息
を
徴
収
し
て
い
れ
ば
課
税
さ
れ
な
い
特
例
が
あ
る
 

7
 
割
 
引
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

従
業
員
に
対
す
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
割
引
き
は
多
く
の
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
事
業
主
に
と
っ
て
費
用
が
か
か
ら
な
い
場
合
と
 
 

か
、
あ
る
い
は
値
引
き
の
割
合
が
大
切
な
顧
客
に
な
さ
れ
る
は
ど
大
き
く
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
課
税
し
な
い
傾
向
が
 
 

（
2
1
）
 
あ
る
。
 
 
 〔

我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 



事
業
主
が
従
業
員
に
対
し
、
自
己
の
取
り
扱
う
商
品
等
の
値
引
販
売
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
従
業
員
が
受
け
る
経
済
的
利
益
に
つ
 
 

（
2
2
）
 
 

い
て
は
、
そ
の
値
引
販
売
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
課
税
さ
れ
な
い
 

∽
 
値
引
販
売
に
係
る
価
額
が
、
事
業
主
の
取
得
価
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
通
常
他
に
販
売
す
る
価
額
に
比
し
著
し
く
低
い
価
額
（
通
 
 
 

常
他
に
販
売
す
る
価
額
の
お
お
む
ね
七
〇
％
未
満
）
で
な
い
こ
と
 
 

拗
 
値
引
率
が
、
従
業
員
の
全
部
に
つ
き
一
律
に
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
地
位
、
勤
続
年
数
等
に
応
じ
て
全
体
と
し
て
合
理
的
な
バ
ラ
ン
 
 
 

ス
が
保
た
れ
る
範
囲
内
の
格
差
を
設
け
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
 
 

㈲
 
値
引
販
売
を
す
る
商
品
等
の
数
量
は
、
一
般
の
消
費
者
が
自
己
の
家
事
の
た
め
に
通
常
消
費
す
る
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
 
 
 

る
こ
と
 
 

8
 
贈
 
与
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

従
業
員
に
対
す
る
贈
与
や
心
付
け
は
、
通
常
は
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
と
み
な
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
一
般
的
に
役
 
 

（
2
3
）
 
務
提
供
の
対
価
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
主
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
恩
情
の
程
度
と
あ
い
ま
っ
て
、
心
付
け
と
提
供
さ
れ
た
役
務
と
の
関
連
の
程
度
 
 

に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
課
税
さ
れ
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
。
贈
与
や
心
付
け
に
ど
う
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
 
 

（
飢
）
 
 

か
と
い
う
法
的
な
判
断
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
t
一
通
り
の
法
的
な
対
応
方
法
が
確
認
さ
れ
て
い
る
 

そ
の
第
一
番
目
ほ
、
事
業
主
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
贈
与
は
、
特
定
の
例
外
を
除
い
て
課
税
所
得
と
み
な
す
方
法
で
あ
る
。
 
 
 

二
番
目
の
方
法
は
、
私
利
私
欲
の
な
い
思
い
や
り
あ
る
い
は
個
人
的
な
敬
意
か
ら
な
さ
れ
た
譲
渡
と
み
な
し
て
、
受
取
っ
た
従
業
員
の
 
 

二
八
三
 
 
 



二
八
四
 
 
 

所
有
で
あ
る
と
し
て
課
税
さ
れ
な
い
も
の
と
み
な
す
方
法
で
あ
る
。
こ
の
二
番
目
の
方
法
に
お
け
る
実
務
上
の
問
題
は
、
事
業
主
の
意
思
 
 

を
ど
の
よ
う
に
し
て
認
定
す
る
か
で
あ
る
。
 
 
 

〔
我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

労
働
協
約
及
び
就
業
規
則
等
並
び
に
慣
習
等
に
よ
っ
て
事
業
主
か
ら
支
給
さ
れ
る
結
婚
祝
い
又
は
出
産
祝
い
等
の
た
め
の
金
品
は
、
事
 
 

業
主
か
ら
の
t
方
的
な
給
付
、
す
な
わ
ち
単
な
る
贈
与
で
は
な
く
、
従
業
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 
 

原
則
的
に
は
、
給
与
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
贈
答
は
、
広
く
世
間
一
般
に
行
わ
れ
 
 

（
2
5
）
 
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
会
常
識
に
照
ら
し
相
当
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
課
税
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
葬
祭
料
、
香
典
、
災
害
等
の
見
舞
金
に
つ
い
て
も
、
従
業
員
の
社
会
的
地
位
及
び
事
業
主
と
の
関
係
等
に
照
ら
し
、
社
会
通
念
 
 

（
2
6
）
 
 

上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
ほ
課
税
さ
れ
な
い
 

9
 
教
育
費
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

教
育
費
用
は
、
従
業
員
に
直
接
帰
属
す
る
も
の
と
扶
養
親
族
の
教
育
に
関
連
す
る
も
の
に
区
別
さ
れ
る
。
前
者
の
費
用
は
、
一
般
的
 
 

（
2
7
）
 
に
、
訓
練
が
事
業
主
に
関
連
す
る
と
き
、
あ
る
い
ほ
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
は
課
税
さ
れ
な
い
。
 
 
 

そ
の
費
用
が
職
務
に
関
連
性
が
な
い
場
合
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
日
本
、
ノ
ル
 
 

ウ
ェ
ー
で
は
、
従
業
員
に
対
す
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
従
業
員
の
扶
養
親
族
の
教
育
費
用
を
事
業
主
が
負
担
し
た
場
 
 

合
、
大
多
数
の
国
に
お
い
て
従
業
員
に
課
税
し
て
い
る
。
事
業
主
が
手
数
料
の
割
引
き
を
保
証
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
優
遇
し
た
料
 
 

金
で
従
業
員
の
親
族
に
教
育
設
備
を
提
供
す
る
教
育
団
体
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
従
業
員
に
帰
属
す
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
事
業
主
 
 
 



が
負
担
し
た
費
用
に
限
定
さ
れ
る
。
 
 
 

〔
我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 

（
2
8
）
 
 
 

我
が
国
の
場
合
は
、
従
業
員
又
は
こ
れ
ら
の
子
弟
に
学
資
金
等
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
品
は
、
原
則
と
し
て
、
課
税
さ
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
事
業
主
が
自
己
の
業
務
遂
行
上
の
必
要
に
基
づ
き
、
従
業
員
に
そ
の
職
務
遂
行
に
必
要
な
技
術
若
し
く
は
知
識
を
習
得
さ
 
 

せ
、
又
は
免
許
若
し
く
は
資
格
を
取
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
会
、
講
習
会
等
の
出
席
費
用
等
に
充
て
る
も
の
と
し
て
支
給
す
る
金
品
は
、
 
 

も
と
も
と
そ
の
者
の
職
務
内
容
の
質
的
向
上
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
使
途
、
金
額
等
か
ら
み
て
適
正
な
も
の
で
あ
る
 
 

（
2
9
）
 
 

場
合
ほ
課
税
さ
れ
な
い
 

ま
た
、
近
年
に
お
け
る
経
済
取
引
の
複
雑
化
等
に
よ
り
、
若
年
従
業
員
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
高
等
学
校
教
育
程
度
の
知
識
を
習
得
 
 

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
等
学
校
以
下
の
学
資
金
支
給
に
つ
い
て
は
、
費
用
と
し
て
適
正
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
従
業
員
の
親
族
 
 

（
3
0
）
 
 

を
対
象
と
す
る
場
合
を
除
き
課
税
さ
れ
な
い
 

1
0
 
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
 
 
 

〔
諸
外
国
の
取
扱
い
〕
 
 

（
3
1
）
 
 
 

事
業
主
が
提
供
し
た
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
は
、
す
べ
て
の
国
で
課
税
さ
れ
て
い
る
 

こ
れ
は
、
従
業
員
に
報
酬
を
与
え
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
利
用
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
、
並
び
に
各
国
の
潜
在
的
 
 

な
歳
入
不
足
か
ら
考
え
て
、
当
然
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
個
人
の
納
税
者
は
、
特
に
関
心
を
示
す
に
違
い
な
 
 

い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
課
税
当
局
は
、
そ
れ
ら
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
す
る
課
税
に
関
し
て
、
明
確
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
つ
く
る
必
要
が
あ
 
 

る
。
 
 

二
八
五
 
 
 



二
八
六
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
評
価
す
る
仕
観
み
ほ
、
各
国
に
よ
り
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
各
国
別
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
 
 

は
、
第
四
節
で
詳
述
す
る
。
 

〔
我
が
国
の
取
扱
い
〕
 
 
 

我
が
国
に
お
い
て
も
、
当
然
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
具
体
的
な
計
算
に
つ
い
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
明
示
が
な
い
た
め
、
課
税
 
 

さ
れ
て
い
る
例
は
少
な
い
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
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〇
E
n
D
、
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
N
∽
．
 
 
 

所
基
通
三
六
－
二
一
∽
に
よ
り
、
事
業
主
が
月
中
に
負
担
す
る
額
が
三
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
、
課
税
対
象
と
な
る
。
 
 
 

O
E
n
D
、
O
p
．
C
i
t
．
．
p
p
．
N
∽
1
N
P
 
 
 

ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
グ
ル
ー
プ
保
険
契
約
が
社
会
保
障
制
度
を
補
う
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
て
お
り
、
事
業
主
の
負
担
が
従
業
員
の
所
得
に
含
ま
 
 

れ
る
こ
と
に
な
る
。
丁
万
、
従
業
員
は
、
そ
の
負
担
額
の
総
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
 
 

に
お
け
る
事
業
主
の
負
担
額
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
従
業
員
一
人
当
た
り
年
に
S
C
b
四
、
0
0
0
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
D
M
二
〓
二
 
 

を
限
度
と
し
て
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
場
合
、
会
社
の
年
金
や
基
金
の
よ
う
な
事
業
主
が
提
供
し
た
年
金
ス
キ
ー
ム
か
ら
支
払
わ
れ
る
年
金
は
、
年
に
D
M
四
、
八
〇
〇
を
超
過
す
 
 

る
場
合
の
み
課
税
さ
れ
る
。
 
 
 

所
基
通
三
六
－
二
一
∽
。
 
 
 

O
E
C
D
、
O
p
．
C
i
t
．
－
P
．
N
P
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（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

W
仰
爪
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

所
基
通
三
六
－
三
一
。
 
 
 

所
基
通
三
六
1
三
一
（
注
）
。
 
 
 

所
基
通
三
六
－
三
二
拙
。
 
 
 

O
E
n
D
．
〇
p
．
C
i
t
．
－
p
．
N
の
．
 
 
 

所
基
通
三
六
－
三
八
の
二
。
 
 
 

所
基
通
三
六
－
三
入
。
 
 
 

O
E
n
D
、
O
p
．
C
i
t
．
、
p
．
N
∽
．
 
 
 

所
基
通
二
ニ
ハ
ー
四
〇
～
四
八
。
 
 
 

O
E
n
D
、
O
p
・
C
i
t
・
も
・
N
P
な
お
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
市
況
の
変
化
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
ロ
ー
ン
に
対
す
る
参
考
利
子
率
を
定
義
 
 

し
て
お
り
、
課
税
さ
れ
る
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
ト
は
、
参
考
利
子
率
と
事
業
主
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
実
際
の
率
の
差
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
 
 
 

所
基
通
三
六
－
一
五
㈹
。
 
 
 

所
基
通
三
六
－
二
八
、
三
六
－
四
九
。
 
 
 

措
置
法
第
二
九
条
、
措
置
令
第
一
九
の
二
条
。
 
 
 

O
E
n
D
－
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
N
の
．
 
 
 

所
基
通
三
六
－
二
三
 
 
 

〇
E
n
D
も
P
．
C
i
t
．
、
p
．
N
」
．
 
 
 

〇
E
n
D
．
〇
p
．
C
i
t
．
、
p
．
P
 
 
 

例
え
ば
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
退
職
、
記
念
日
、
結
婚
と
い
っ
た
特
別
な
場
合
に
な
さ
れ
た
贈
与
は
、
課
税
さ
れ
な
い
。
そ
の
贈
与
 
 

が
ま
ず
第
一
義
的
に
、
従
業
員
に
と
っ
て
本
質
的
に
個
人
的
な
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
商
業
的
な
価
値
が
な
い
も
の
と
い
う
よ
う
な
場
合
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
重
要
性
の
原
則
が
、
こ
の
よ
う
な
枠
の
範
囲
に
関
連
し
て
適
用
さ
れ
る
。
 
 
 

デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
特
別
の
出
来
事
（
記
念
日
、
退
職
）
の
場
合
に
従
業
員
に
支
払
わ
れ
た
お
祝
い
金
は
、
D
k
r
六
、
0
0
0
を
超
え
 
 

二
八
七
 
 
 



続
い
て
参
考
資
料
1
5
は
、
事
業
主
の
法
人
課
税
所
得
計
算
上
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
提
供
コ
ス
ト
の
損
金
算
入
の
可
否
に
つ
い
 
 

（
1
）
 
 

て
表
し
た
も
の
で
あ
る
 

は
と
ん
ど
の
国
は
、
従
業
員
に
対
す
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
提
供
コ
ス
ト
の
損
金
算
入
を
容
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
そ
 
 

（
2
）
 
 

の
よ
う
な
経
費
が
事
業
目
的
上
、
独
占
的
か
つ
合
法
的
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
 

一
方
、
各
国
の
執
行
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
一
様
で
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
一
錠
供
コ
ス
ー
の
損
金
 
 

算
入
は
、
合
理
的
な
経
費
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ヨ
ッ
ト
・
レ
ジ
ャ
ー
用
ボ
ー
ト
又
は
別
荘
に
関
し
て
の
費
用
は
、
控
除
で
き
 
 
 

第
三
節
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
提
供
コ
ス
ト
の
損
金
算
入
の
可
否
 
 

二
八
入
 
 

る
と
き
、
五
〇
％
の
率
で
特
別
の
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
い
て
い
の
場
合
に
は
、
そ
の
お
祝
い
金
は
、
受
領
者
が
他
の
特
 
 
 

別
の
所
得
を
有
し
て
い
な
い
な
ら
ば
課
税
さ
れ
な
い
。
 
 

（
2
5
）
 
所
基
通
二
八
－
五
。
 
 

（
2
6
）
 
所
基
通
九
－
二
三
。
 
 

（
2
7
）
 
O
E
n
D
．
〇
p
．
C
i
t
．
も
．
N
↓
．
 
 

（
2
8
）
 
所
基
通
九
－
二
八
。
 
 

（
2
9
）
 
所
基
通
九
－
一
五
。
 
 

（
3
0
）
 
所
基
通
九
－
一
六
。
 
 

（
3
1
）
 
O
E
n
D
－
O
p
．
C
i
t
．
、
p
．
N
」
．
 
 



第
四
節
 
評
価
方
法
 
 
 

（
1
）
 
 
参
考
資
料
1
6
ほ
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
方
法
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
い
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
い
て
は
、
控
除
の
可
否
は
、
公
共
性
が
あ
り
従
業
員
に
一
般
的
に
利
用
さ
れ
、
そ
し
て
特
定
の
職
員
や
家
族
の
 
 

構
成
員
に
個
人
的
な
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
与
え
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
よ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
ほ
、
そ
の
 
 

受
益
者
た
る
従
業
員
が
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
提
供
し
て
い
る
会
社
の
株
式
を
一
〇
％
以
上
保
有
す
る
株
主
で
あ
る
な
ら
ば
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
 
 

ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
控
除
は
否
認
さ
れ
る
。
オ
ー
ス
土
フ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
ク
ラ
ブ
の
会
費
に
関
連
す
る
経
費
と
出
張
に
同
伴
す
る
親
顆
に
 
 

関
し
て
負
担
し
た
費
用
は
控
除
で
き
な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
提
供
コ
ス
ト
の
損
金
算
入
を
否
認
す
れ
ば
、
特
定
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
乱
用
を
思
い
止
ま
ら
 
 

せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
非
課
税
事
業
主
と
課
税
事
業
主
間
に
新
た
な
差
別
を
生
む
こ
と
に
な
る
で
 
 

あ
ろ
う
。
 
 
 

O
E
n
D
－
O
P
t
 
C
i
t
．
．
p
p
．
∽
0
0
一
望
、
T
a
b
－
e
 
B
‥
D
E
D
U
n
↓
－
B
I
「
I
T
Y
 
U
N
D
E
R
 
T
H
E
 
n
O
R
P
O
R
A
T
I
O
N
↓
A
X
 
O
F
 
T
H
E
 
C
O
S
↓
O
F
 
 

n
E
R
↓
A
I
∠
F
R
l
∠
G
E
B
E
N
E
F
H
T
S
P
R
O
く
i
D
E
D
B
Y
↓
H
E
E
M
P
r
O
Y
E
R
、
q
．
く
．
 
 
 

以
下
の
記
述
は
、
O
E
n
D
も
p
．
C
i
t
．
－
P
p
．
N
↓
－
N
0
0
に
よ
っ
て
い
る
。
 
 



二
九
〇
 
 

（
2
）
 
 
 

大
多
数
の
国
は
評
価
の
一
般
的
な
べ
ー
ス
と
し
て
、
市
場
価
格
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
市
場
価
格
と
は
、
購
入
者
が
公
開
市
場
 
 

の
独
立
企
業
間
取
引
に
お
い
て
商
品
又
ほ
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
支
払
う
だ
ろ
う
金
額
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
及
び
イ
タ
 
 

リ
ア
に
お
け
る
一
般
的
な
基
準
ほ
、
事
業
主
が
提
供
し
た
コ
ス
一
に
よ
る
評
価
で
あ
る
。
市
場
価
格
は
、
低
所
得
従
業
員
の
場
合
に
適
用
 
 

さ
れ
る
が
、
そ
の
基
準
は
、
公
開
市
場
に
お
け
る
独
立
企
業
間
の
中
古
販
売
に
よ
り
従
業
員
が
受
け
取
る
金
額
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
 
 

も
ま
た
、
一
般
的
に
事
業
主
が
提
供
し
た
コ
ス
ー
を
基
礎
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
で
は
、
消
費
又
ほ
使
用
す
 
 

る
場
所
で
の
第
三
者
が
支
払
う
で
あ
ろ
う
平
均
的
な
小
売
価
格
を
採
用
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
土
フ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
フ
リ
ン
 
 

ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
税
法
は
、
市
場
価
格
又
は
事
業
主
が
提
供
す
る
コ
ス
ト
を
状
況
に
応
じ
て
適
用
し
て
お
り
、
定
型
的
な
方
法
で
フ
リ
 
 

ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
評
価
し
て
い
る
。
 
 
 

い
く
つ
か
の
国
で
は
、
従
業
員
の
受
益
額
に
よ
る
評
価
の
近
似
値
と
し
て
、
市
場
価
格
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
き
わ
め
て
わ
ず
 
 

か
の
国
で
は
あ
る
が
、
従
業
員
の
受
益
額
に
よ
る
評
価
概
念
を
一
般
的
な
評
価
の
基
準
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
 
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
測
定
の
尺
度
と
し
て
、
通
常
は
、
納
税
者
が
節
約
で
き
た
支
出
の
額
を
使
用
す
る
の
が
〓
麒
的
で
あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
 
 

ル
を
除
く
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
ほ
、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
得
る
た
め
に
従
業
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
実
際
の
支
払
は
、
課
税
額
を
減
少
さ
 
 

せ
る
。
 
 
 

ほ
と
ん
ど
の
国
は
、
通
常
の
評
価
方
法
以
外
に
特
別
の
評
価
規
定
を
有
し
て
い
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
種
類
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
 
 

て
は
、
標
準
評
価
法
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
迅
速
に
執
行
さ
れ
て
い
る
。
低
利
率
で
な
さ
れ
た
従
業
員
に
対
す
る
貸
付
は
、
 
 

し
ば
し
ば
、
市
場
価
格
と
連
動
し
て
設
定
さ
れ
た
参
考
利
率
と
比
較
さ
れ
、
通
常
は
、
そ
の
参
考
利
率
を
適
用
し
た
利
子
と
実
際
の
利
子
 
 

と
の
差
額
に
、
課
税
さ
れ
る
。
標
準
評
価
額
は
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
評
価
に
用
い
ら
れ
る
が
、
標
準
評
価
額
を
計
算
す
る
た
め
に
用
 
 
 



オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
 
 
 

納
税
者
は
、
二
通
り
の
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

第
一
蔭
は
年
間
の
自
動
者
の
総
費
用
に
対
す
る
個
人
の
使
用
割
合
に
よ
り
計
算
す
る
方
法
で
あ
り
、
第
二
法
は
法
定
の
一
定
方
式
に
よ
 
 

る
方
法
で
あ
る
。
第
二
法
に
お
け
る
課
税
評
価
額
は
、
そ
の
事
両
の
取
得
原
価
に
対
す
る
一
定
の
割
合
で
あ
り
、
課
税
年
度
に
走
行
し
た
 
 

給
血
数
に
応
じ
て
そ
の
割
合
が
変
わ
る
。
そ
の
場
合
、
従
業
員
の
負
担
額
は
、
課
税
評
価
額
か
ら
減
額
さ
れ
る
。
 
 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
 
 
 

評
価
は
、
連
邦
大
蔵
省
（
t
h
e
F
e
d
e
邑
M
i
n
i
s
t
e
r
O
f
F
i
n
a
n
c
e
）
の
法
令
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
標
準
評
価
額
を
基
に
な
さ
れ
る
。
そ
 
 

し
て
、
そ
の
法
令
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
課
税
当
局
（
t
h
e
A
u
s
t
r
i
a
n
↓
a
舛
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
訂
n
）
 
の
官
報
に
公
表
さ
れ
る
。
 
 

ベ
ル
ギ
ー
 
 
 

自
動
車
の
パ
ワ
ー
と
使
用
方
法
を
基
に
算
出
さ
れ
る
標
準
評
価
額
に
よ
る
。
 
 

カ
ナ
ダ
 
 
 

「
代
替
課
税
」
 
に
よ
り
課
税
さ
れ
る
。
 
 
 

ス
料
 
 

従
業
員
に
利
用
さ
れ
た
各
t
ニ
○
日
間
の
自
動
草
の
原
価
の
最
大
限
二
％
を
限
度
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
リ
ー
ス
の
場
合
は
、
リ
ー
 
 

の
二
／
三
が
課
税
さ
れ
る
。
各
三
〇
日
間
の
個
人
の
走
行
距
離
が
一
、
0
0
0
加
未
満
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
定
の
減
額
が
あ
る
。
従
業
員
 
が
主
に
自
動
車
の
販
売
に
従
事
す
る
な
ら
ば
、
割
合
は
一
％
又
は
〇
 

・
五
％
へ
特
別
に
減
額
さ
れ
る
。
ま
た
、
平
均
法
は
、
プ
ー
ル
さ
れ
 
 

た
自
動
車
の
原
価
を
決
定
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
。
 
 

二
九
一
 
 
 

（
3
）
 
 

い
ら
れ
る
方
式
は
、
次
の
と
お
り
国
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
 



フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
 
 
 

標
準
評
価
額
は
、
自
動
車
の
パ
ワ
ー
と
経
過
年
数
に
よ
っ
た
月
次
の
評
価
額
、
あ
る
い
は
自
動
車
の
パ
ワ
ー
と
経
過
年
数
に
使
用
方
法
 
 

に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
血
当
た
り
の
金
額
を
加
算
す
る
こ
と
に
よ
る
一
ケ
月
当
た
り
の
基
礎
評
価
額
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
。
 
 
 

そ
の
評
価
額
は
、
毎
年
、
所
得
及
び
資
本
税
法
一
九
七
四
の
二
〇
章
㈲
に
規
定
さ
れ
、
国
家
租
税
委
員
会
（
t
h
e
H
a
t
i
O
n
a
－
B
O
a
r
d
 
O
f
 
 

t
a
諾
S
）
 
に
よ
り
公
表
さ
れ
る
。
 
 

フ
ラ
ン
ス
 
 
 

実
際
の
評
価
額
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
事
業
主
が
実
際
に
支
払
っ
た
自
動
車
の
維
持
費
、
ガ
ソ
リ
ン
代
、
保
険
料
、
そ
し
て
 
 

従
業
員
の
個
人
使
用
に
対
応
す
る
減
価
償
却
費
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
。
従
業
員
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
正
確
な
資
料
が
な
い
場
合
に
 
 

は
、
課
税
当
局
は
エ
ソ
ジ
ン
の
排
気
量
と
走
行
キ
ロ
数
を
基
礎
と
し
た
自
動
車
費
用
の
標
準
率
を
参
考
に
し
て
評
価
す
る
。
 
 

ド
イ
ツ
 
 
 

評
価
額
は
、
従
業
員
が
所
有
し
て
い
る
も
の
と
同
じ
種
類
の
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
に
発
生
す
る
費
用
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
手
続
 
 

を
簡
素
化
す
る
た
め
に
、
個
人
の
運
転
に
帰
属
す
る
キ
ロ
数
に
D
M
〇
・
四
二
が
乗
じ
ら
れ
る
。
従
業
員
が
運
転
の
記
録
を
有
し
て
い
な
 
 

い
な
ら
ば
、
課
税
の
基
礎
は
、
自
動
車
の
購
入
価
格
に
つ
い
て
一
ケ
月
当
た
り
一
％
で
査
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

デ
ン
マ
ー
ク
 
 

一
九
八
五
年
以
降
、
標
準
評
価
法
を
適
用
し
て
い
る
。
従
業
員
は
、
個
人
使
用
走
行
血
 
（
通
勤
を
含
む
）
 
を
基
準
と
し
て
評
価
さ
れ
 
 

る
。
そ
の
評
価
額
は
、
自
動
車
の
再
取
得
価
値
と
年
に
走
行
し
た
距
離
（
一
〇
、
0
0
0
血
未
満
か
あ
る
い
は
t
 
O
、
0
0
0
血
以
上
 
 

か
）
 
に
基
づ
く
一
定
の
方
式
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
。
 
 



ア
イ
ル
ラ
ン
ド
 
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
現
金
等
価
額
に
対
し
て
、
課
税
さ
れ
る
。
こ
れ
ほ
、
当
初
の
市
場
価
格
に
対
す
る
割
合
で
あ
る
（
普
通
は
、
新
車
の
 
 

価
格
表
に
よ
る
）
。
そ
の
割
合
は
、
一
t
一
・
五
％
か
ら
二
〇
％
の
範
囲
で
変
わ
る
。
最
も
低
い
率
は
、
自
動
車
だ
け
が
提
供
さ
れ
る
と
き
適
 
 

用
さ
れ
、
最
も
高
い
率
は
、
事
業
主
が
す
べ
て
の
ラ
ン
ニ
ソ
グ
・
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
と
き
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
従
業
員
が
自
動
 
 

車
関
連
諸
費
用
を
負
担
す
る
場
合
に
は
、
減
額
さ
れ
る
。
通
常
の
場
合
、
減
額
は
高
度
の
営
業
利
用
の
場
合
に
適
用
さ
れ
、
年
に
一
〇
、
 
 

0
0
0
マ
イ
ル
以
上
一
一
、
0
0
0
マ
イ
ル
未
満
の
場
合
に
は
標
準
負
担
額
の
九
五
％
に
、
そ
し
て
、
そ
の
負
担
が
○
に
減
額
さ
れ
る
二
 
 

五
、
0
0
0
マ
イ
ル
ま
で
の
範
囲
で
配
分
さ
れ
る
。
 
 

イ
タ
リ
ア
 
 
 

事
業
主
の
提
供
コ
ス
ト
は
、
従
業
員
に
対
す
る
課
税
評
価
額
を
査
定
す
る
と
き
に
使
用
さ
れ
る
。
 
 

‖
・
－
・
．
．
‥
．
 
 
 

評
価
額
は
、
レ
ン
タ
ル
費
用
あ
る
い
は
自
動
車
の
利
用
に
際
し
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
と
同
額
が
基
礎
と
さ
れ
る
。
 
 

ギ
リ
シ
ャ
 
 
 

ギ
リ
シ
ャ
の
所
得
税
法
典
は
、
従
業
員
に
対
す
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
に
対
し
て
何
ら
特
別
な
規
定
を
有
し
て
い
な
 
 

。
 
 

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
 
 
 

通
常
の
市
場
価
格
 
－
 
従
業
員
が
該
当
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
を
得
る
た
め
に
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
額
に
よ
る
。
 
 

オ
ラ
ン
ダ
 
 
 



ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
 
 
 

毎
年
の
標
準
評
価
額
は
、
自
動
車
を
保
有
す
る
た
め
の
平
均
的
な
実
費
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
、
現
在
、
走
行
距
離
を
改
め
る
こ
と
が
 
 

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
納
税
者
が
毎
年
の
走
行
距
離
に
つ
い
て
個
人
使
用
目
的
以
外
の
使
用
部
分
を
証
明
し
な
い
場
合
ほ
、
一
〇
、
0
0
 
 
 

ポ
ル
ト
ガ
ル
 
 
 

個
人
使
用
目
的
の
た
め
に
自
動
車
の
使
用
を
す
る
場
合
の
従
業
員
の
受
益
額
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
課
税
当
局
が
、
従
業
員
に
よ
っ
て
 
 

申
告
さ
れ
た
評
価
額
を
受
け
入
れ
な
い
な
ら
ば
、
課
税
当
局
自
身
が
評
価
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

ス
ペ
イ
ン
 
 
 

評
価
額
は
、
自
動
車
の
リ
ー
ス
又
は
レ
ン
タ
ル
評
価
額
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
も
し
、
事
業
主
が
自
動
車
を
リ
ー
ス
す
る
な
ら
ば
、
 
 

現
実
に
支
払
わ
れ
た
レ
ン
タ
ル
料
、
あ
る
い
は
同
じ
種
類
の
自
動
車
の
通
常
の
市
場
レ
ン
タ
ル
料
で
あ
る
。
 
 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
 
 
 

負
担
額
の
基
礎
は
、
自
動
車
の
原
価
で
あ
る
。
リ
ー
ス
の
場
合
ほ
、
そ
の
リ
ー
ス
が
開
始
さ
れ
た
と
き
の
市
場
価
格
の
六
％
を
基
礎
と
 
 

す
る
。
そ
の
負
担
額
は
、
事
業
主
の
個
人
的
な
使
用
の
た
め
に
利
用
で
き
る
九
〇
日
間
の
う
ち
に
占
め
る
日
数
に
よ
り
、
原
価
の
六
％
を
 
 

配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
。
長
期
間
、
家
を
留
守
に
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
広
範
囲
な
営
業
出
張
、
長
距
離
電
話
、
そ
し
 
 

て
従
業
員
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
た
費
用
に
対
し
て
は
、
減
額
措
置
が
あ
る
。
 
 

ノ
ル
ウ
ェ
ー
 
 
 

原
則
と
し
て
、
標
準
率
が
適
用
さ
れ
る
。
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
現
金
等
価
額
と
し
て
、
新
車
の
評
価
額
の
二
〇
％
が
課
税
さ
れ
る
。
 
 



○
血
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

一
九
八
六
年
一
〇
月
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
政
府
の
法
案
で
は
、
自
動
車
の
使
用
に
つ
い
て
評
価
す
る
新
標
準
評
価
方
式
を
提
案
し
て
 
 

い
る
。
新
規
則
に
よ
れ
ば
、
自
由
に
使
用
で
き
る
自
動
車
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
′
、
直
近
モ
デ
ル
の
新
卒
価
格
の
 
 

二
二
％
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
年
以
上
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
自
動
車
に
お
い
て
は
、
そ
の
割
合
は
一
入
％
で
あ
る
。
も
し
特
 
 

定
の
モ
デ
ル
の
製
造
が
中
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
評
価
ほ
、
同
様
の
モ
デ
ル
の
新
車
価
格
の
査
定
評
価
に
基
づ
く
こ
と
と
な
る
。
代
替
す
べ
 
 

き
方
法
と
し
て
は
、
N
a
t
i
O
n
a
－
T
a
x
B
O
a
r
d
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
評
価
に
よ
っ
て
、
六
年
以
上
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
自
動
車
の
評
価
 
 

を
基
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
臨
時
の
設
備
の
当
初
の
原
価
が
、
S
k
r
二
〇
、
0
0
0
を
超
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
超
過
分
は
新
車
 
 

価
格
に
加
算
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
納
税
者
が
燃
料
費
を
負
担
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
割
合
は
、
一
入
％
と
t
四
％
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
四
％
減
 
 

ぜ
ら
れ
る
。
同
様
に
、
納
税
者
が
自
動
車
の
使
用
に
対
し
て
支
払
い
を
す
る
な
ら
ば
、
査
定
評
価
額
は
減
額
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
有
利
な
 
 

評
価
額
は
、
特
別
の
状
況
の
下
で
減
額
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
納
税
者
が
相
当
の
時
間
自
動
車
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
 
 

い
場
合
と
か
、
あ
る
い
は
個
人
的
な
使
用
を
か
な
り
妨
げ
る
設
備
や
備
品
が
自
動
車
に
装
着
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
 
 

ス
イ
ス
 
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
は
、
市
場
価
格
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
。
市
場
価
格
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
と
な
る
標
準
率
は
、
連
邦
及
び
 
 

州
の
課
税
当
局
に
よ
っ
て
共
同
で
編
集
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
率
は
、
取
得
の
年
の
自
動
車
の
定
価
表
価
格
、
総
走
 
 

行
距
離
、
個
人
旋
行
、
発
生
し
た
総
ラ
ン
ニ
ソ
グ
・
コ
ス
ト
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
る
。
 
 

ト
ル
コ
 
 
 

事
業
主
が
提
供
し
た
自
動
車
に
係
る
支
出
額
の
半
分
が
、
課
税
さ
れ
る
。
 
 

二
九
五
 
 
 



イ
ギ
リ
ス
 
 
 

自
動
車
の
指
数
化
さ
れ
た
評
価
額
は
、
経
過
年
数
、
当
初
の
市
場
価
格
、
そ
し
て
排
気
量
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
 
 

そ
れ
は
、
ど
の
程
度
実
際
に
個
人
使
用
さ
れ
る
か
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
燃
料
費
の
指
数
化
さ
れ
た
評
価
額
は
、
エ
ン
ジ
ン
の
能
力
に
 
 

ょ
っ
て
査
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
従
業
員
が
営
業
出
張
の
た
め
に
よ
り
優
先
的
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

れ
ば
、
指
数
化
さ
れ
た
評
価
額
は
、
減
額
さ
れ
る
。
 
 

－
 

渕
国
 

セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
は
、
毎
年
の
リ
ー
ス
評
価
を
参
考
に
し
て
決
定
さ
れ
る
。
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
評
価
額
に
は
、
燃
料
費
、
お
抱
え
 
 

運
転
手
そ
の
他
の
費
用
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
維
持
費
と
保
険
費
用
が
含
ま
れ
て
い
る
。
自
動
車
が
個
人
で
利
用
出
来
な
い
と
き
に
 
 

は
、
相
当
の
減
額
が
あ
る
。
特
別
の
規
定
は
、
個
人
使
用
が
通
勤
の
み
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
際
の
評
価
額
は
、
一
日
に
つ
き
三
 
 

ド
ル
で
あ
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
O
E
n
D
、
O
p
・
C
F
も
p
・
の
N
－
芦
↓
a
b
－
e
C
∵
く
A
r
U
A
T
H
O
N
O
F
n
E
R
T
A
H
N
F
R
－
N
G
E
B
E
N
E
F
I
T
S
I
N
M
R
M
B
E
R
n
O
U
N
↓
R
H
E
S
－
 
 

q
・
く
・
 
 

（
2
）
 
以
下
の
記
述
は
、
O
E
n
D
も
p
．
C
i
t
．
．
p
p
．
巴
1
∽
N
に
よ
っ
て
い
る
。
 
 

（
3
）
 
O
E
n
D
も
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
の
∽
－
芸
－
T
P
b
】
e
 
D
‥
T
H
E
↓
R
E
A
↓
M
E
N
↓
O
F
 
E
M
P
r
O
Y
E
R
I
P
R
O
≦
D
E
D
M
O
T
O
R
く
E
H
i
n
r
E
S
．
 
 
 



第
一
款
 
所
得
税
法
の
沿
革
及
び
課
税
概
念
の
変
遷
 
 

プ
ロ
イ
セ
ソ
の
所
得
税
法
は
、
一
入
四
八
年
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
経
て
、
一
入
五
一
年
に
階
級
税
及
び
階
級
別
所
得
税
と
し
て
成
立
 
 

（
1
）
 
 

し
た
。
こ
れ
は
、
一
入
九
一
年
の
、
、
、
ケ
ル
に
よ
る
近
代
的
所
得
税
法
の
原
型
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
入
九
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

所
得
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
は
、
「
所
得
源
泉
説
」
 
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
t
一
〇
年
所
得
税
法
で
は
、
「
所
得
源
泉
説
」
 
は
 
 

（
4
）
 
 

否
定
さ
れ
J
完
全
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
「
純
資
産
増
加
説
」
 
に
立
脚
し
た
課
税
方
式
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
際
の
所
得
概
念
の
本
質
 
 

ほ
、
「
所
得
源
泉
説
」
と
「
純
資
産
増
加
説
」
の
「
折
衷
説
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
二
五
年
、
一
九
三
四
年
の
所
得
 
 （

5
）
 
 

税
法
に
お
い
て
は
、
従
来
の
 
「
折
衷
説
」
が
基
本
的
に
引
き
継
が
れ
、
主
と
し
て
実
務
上
の
観
点
か
ら
所
得
概
念
が
構
成
さ
れ
て
い
た
 

そ
し
て
、
現
行
法
も
ま
た
、
所
得
概
念
の
一
般
的
な
定
義
を
断
念
し
て
お
り
、
所
得
概
念
は
、
単
に
課
税
総
所
得
金
額
を
算
定
す
る
こ
と
 
 

二
九
七
 
 
 

本
章
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
課
税
体
系
に
つ
い
て
、
そ
の
課
税
概
念
及
び
 
 

実
定
法
上
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
課
税
体
系
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 
 

第
一
節
 
ド
イ
ツ
の
課
税
体
系
 
 

第
五
章
 
諸
外
国
の
課
税
体
系
 
 



（
6
）
 
 

に
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
佐
藤
 
進
「
近
代
税
制
の
成
立
過
程
」
 
（
財
団
法
人
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
）
 
二
五
五
頁
、
二
五
六
真
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
経
済
及
び
 
 
 

社
会
状
況
の
後
進
性
の
故
に
、
身
分
階
級
的
な
区
分
に
基
づ
く
課
税
方
式
と
所
得
課
税
の
原
理
に
基
づ
く
課
税
方
式
と
の
折
衷
的
課
税
方
式
を
採
 
 
 

ら
ざ
る
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
階
級
税
及
び
階
級
別
所
得
税
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
書
二
八
三
貢
1
二
九
五
頁
参
照
の
こ
 
 

と
。
 
 

（
2
）
 
所
得
概
念
に
関
す
る
代
表
的
な
学
説
で
あ
り
、
主
と
し
て
、
フ
ィ
ス
テ
ィ
ン
グ
（
F
u
i
s
t
i
n
g
）
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
 
 
 

定
の
源
泉
（
Q
u
e
［
e
）
か
ら
生
じ
る
所
得
の
う
ち
、
反
復
性
・
洗
則
性
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
所
得
を
制
限
的
に
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
 
 
 

て
、
贈
与
物
、
と
み
く
じ
の
当
た
り
、
遺
産
、
資
産
の
譲
渡
の
対
価
等
は
、
所
得
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
金
子
宏
「
租
税
法
に
 
 
 

お
け
る
所
得
概
念
の
構
成
」
法
学
協
会
雑
誌
八
三
巻
九
二
〇
号
一
、
二
五
七
頁
以
下
、
吉
良
実
「
所
得
課
税
法
の
論
点
」
（
中
央
経
済
社
、
一
九
 
 
 

八
二
）
 
二
〇
六
貢
、
同
「
実
質
課
税
論
の
展
開
」
（
中
央
経
済
社
、
一
九
八
〇
）
一
九
二
貢
、
木
村
弘
之
亮
「
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
所
得
概
 
 
 

念
」
（
波
多
野
弘
先
生
還
暦
祝
賀
記
念
論
文
集
、
一
九
八
八
）
一
三
三
貢
以
下
、
小
松
芳
明
「
各
国
の
租
税
制
度
」
（
財
経
詳
報
社
、
一
九
八
〇
）
一
 
 
 

一
貫
、
忠
佐
市
「
課
税
所
得
の
概
念
論
・
計
算
論
」
 
（
財
団
法
人
大
蔵
財
務
協
会
、
一
九
入
○
）
一
七
頁
以
下
参
照
。
 
 

（
3
）
 
高
橋
誠
「
初
期
所
得
税
の
形
成
と
構
造
」
〔
『
経
済
志
林
』
、
二
六
の
〓
に
よ
れ
ば
、
こ
の
税
は
、
一
入
入
七
年
の
我
が
国
の
所
得
税
の
創
設
の
 
 
 

際
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
こ
れ
は
、
当
時
、
我
が
国
の
状
況
が
ド
イ
ツ
と
類
似
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

（
4
）
 
こ
れ
は
、
「
所
得
源
泉
説
」
に
相
対
時
す
る
学
説
で
あ
り
、
ゲ
オ
ル
ク
シ
ャ
ン
ツ
（
G
e
O
r
g
く
O
n
S
c
h
a
n
N
）
に
よ
り
体
系
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
 
 
 

あ
る
。
こ
れ
は
、
所
得
の
源
泉
に
か
か
わ
り
な
く
、
一
定
期
間
に
お
け
る
純
財
産
の
増
加
に
担
税
力
を
見
い
出
す
も
の
で
あ
り
、
所
得
を
包
括
的
に
 
 
 

解
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
一
時
の
所
得
あ
る
い
は
資
産
の
譲
渡
の
対
価
も
所
得
と
な
る
。
こ
の
学
説
に
つ
い
て
 
 
 

は
、
金
子
宏
・
前
掲
一
、
二
六
五
頁
以
下
、
善
良
実
・
前
掲
書
二
〇
七
貢
、
木
村
弘
之
亮
・
前
掲
善
一
三
〇
頁
以
下
、
小
松
芳
明
∴
前
掲
善
一
t
 
 

貢
、
息
佐
市
・
前
掲
善
一
七
頁
以
下
参
照
。
 
 
 



木
村
弘
之
亮
・
前
掲
書
一
四
六
文
、
一
四
七
頁
。
 
 

課
税
総
所
得
金
額
は
、
次
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
る
（
「
S
t
R
－
賀
ご
こ
）
。
 
 

1
 
所
得
の
種
類
ご
と
の
所
得
合
計
額
 
 

2
 
＋
追
加
課
税
額
（
所
得
税
法
第
一
〇
a
粂
）
 
 

3
 
＋
解
約
さ
れ
た
積
立
準
備
金
（
所
得
税
法
第
五
入
条
第
二
項
）
 
 

4
 
＋
加
算
額
（
所
得
税
法
第
二
a
条
第
三
項
第
三
段
、
第
四
項
、
対
外
投
資
法
第
二
粂
第
一
項
第
三
段
、
第
二
項
）
 
 

5
 
1
二
重
課
税
防
止
条
約
の
場
合
に
お
け
る
対
外
損
失
（
所
得
税
法
第
t
t
a
条
第
三
項
第
一
段
）
 
 

6
 
＝
所
得
の
合
計
額
 
 

7
 
－
高
齢
者
控
除
額
（
所
得
税
法
第
二
四
a
条
）
 
 

8
 
－
農
林
業
控
除
（
所
得
税
法
第
一
三
条
第
三
項
）
 
 

121110 9  19181716151413  

＝
所
得
の
総
額
（
所
得
税
法
第
二
粂
第
三
項
）
 
 

－
特
別
支
出
（
所
得
税
法
第
t
O
粂
、
第
一
〇
b
条
、
第
一
〇
C
条
）
 
 

－
異
常
負
担
（
所
得
税
法
第
三
三
条
、
第
三
三
C
条
）
 
 

－
居
住
目
的
に
利
用
さ
れ
る
住
居
、
建
物
及
び
文
化
財
的
建
築
物
並
び
に
保
護
価
値
を
有
す
る
文
化
財
の
租
税
優
遇
（
所
得
税
法
第
一
〇
 
 

e
粂
、
第
一
〇
b
条
、
第
五
二
条
第
t
〓
項
第
四
段
、
第
七
段
及
び
開
発
促
進
地
域
法
第
七
条
）
 
 

－
損
失
控
除
（
所
得
税
法
第
一
〇
d
条
、
第
二
a
条
第
三
項
第
二
段
）
 
 

＝
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
条
第
四
項
）
 
 

－
子
女
控
除
額
（
所
得
税
法
第
三
二
条
第
六
項
）
 
 

1
世
帯
控
除
額
（
所
得
税
法
第
三
二
条
第
七
項
）
 
 

－
税
率
表
額
（
所
得
税
法
第
三
二
条
第
八
項
）
 
 

－
所
得
税
法
第
四
六
条
第
三
項
、
所
得
税
施
行
令
第
七
〇
条
の
規
定
に
よ
る
苛
筋
調
整
 
 

課
税
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
条
第
五
項
）
 
 

二
九
九
 
 
 



三
〇
〇
 
 

第
一
一
款
 
課
税
所
得
 
 
 

（
1
）
 
 
居
住
納
税
義
務
者
は
、
次
の
七
つ
の
所
得
種
目
か
ら
生
じ
る
各
所
得
（
E
i
n
k
u
n
f
t
e
）
に
限
り
納
税
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

①
農
林
業
所
得
、
②
営
業
所
得
、
③
独
立
労
働
所
得
、
④
非
独
立
労
働
所
得
、
⑤
資
本
財
産
所
得
、
⑥
使
用
賃
貸
及
び
用
益
賃
貸
所
 
 

得
、
⑦
第
t
≡
条
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
所
得
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
所
得
税
法
第
一
九
条
第
一
項
で
は
、
非
独
立
労
働
は
、
「
1
 
公
的
及
び
私
的
勤
務
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
俸
給
、
賃
金
、
 
 

謝
礼
、
分
配
金
及
び
そ
の
他
の
収
入
金
並
び
に
利
益
 
2
 
休
職
手
当
、
退
職
手
当
、
寡
婦
手
当
、
遺
児
手
当
、
及
び
過
去
の
勤
務
に
基
 
 

づ
く
そ
の
他
の
収
入
金
及
び
利
得
 
そ
れ
が
継
続
的
収
入
金
で
あ
る
か
又
は
一
時
的
収
入
金
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
収
入
金
に
対
し
 
 

て
法
的
請
求
権
が
存
す
る
か
否
か
は
、
こ
れ
を
問
わ
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
ほ
、
こ
の
非
独
立
労
働
 
 

所
得
の
範
疇
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
2
）
 
 
課
税
所
得
は
、
非
独
立
労
働
に
係
る
収
入
金
衝
か
ら
次
の
必
要
経
費
を
控
除
し
て
算
定
さ
れ
る
が
、
非
独
立
労
働
所
得
に
つ
い
て
ほ
、
 
 

（
3
）
 
別
途
賃
金
税
が
源
泉
徴
収
に
よ
り
課
税
さ
れ
る
。
労
働
賃
金
に
は
、
雇
用
関
係
に
基
づ
い
て
従
業
員
に
流
入
す
る
す
べ
て
の
収
入
が
含
ま
 
 

（
4
）
 
れ
、
そ
の
名
目
、
形
式
は
問
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
金
銭
的
価
値
を
有
す
る
も
の
に
限
り
、
労
働
賃
金
 
 
 
 
 
 
（
5
）
 
 

に
含
ま
れ
る
。
 
 

m
 
必
要
経
費
の
概
算
控
除
 
 

（
6
）
 
 
必
要
経
費
に
つ
い
て
は
、
所
得
算
定
に
あ
た
り
、
D
M
二
、
0
0
0
の
概
算
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 

∽
 
必
要
経
費
の
実
額
控
除
 
 
 



②
 
 

③
 
 

④
 
 

⑤
 
 

⑥
 
 

⑦
 
 

⑧
 
 

実
際
の
必
要
経
費
が
、
概
算
控
除
D
M
二
、
0
0
0
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
証
明
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
額
に
よ
り
控
除
す
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
必
要
経
費
に
は
、
職
務
に
基
因
す
る
t
切
の
支
出
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
客
観
的
に
職
務
と
関
連
が
あ
り
、
か
つ
、
 
 

（
7
）
 
 

職
務
の
促
進
の
た
め
に
行
う
支
出
を
い
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
職
業
と
の
関
連
性
は
、
．
そ
の
支
出
が
、
従
業
員
の
収
入
に
 
 

（
8
）
 
 

対
応
し
た
活
動
と
経
済
的
関
連
が
あ
る
場
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
従
業
員
の
雇
主
の
顧
客
に
対
す
る
広
告
用
景
品
購
入
の
 
 

た
め
の
支
出
は
、
必
要
経
費
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
従
業
員
の
雇
主
の
売
上
を
増
し
、
か
つ
、
そ
れ
に
よ
り
そ
の
従
業
員
の
業
績
 
 

（
9
）
 
 

と
な
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
従
業
員
の
生
計
に
係
る
経
費
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
れ
を
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
 
 

（
1
0
）
 
 

し
、
例
外
と
し
て
、
職
務
と
の
関
連
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
控
除
で
き
る
 

以
上
の
観
点
か
ら
、
控
除
可
能
な
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 

（
1
1
 

①
 
道
具
、
制
服
、
本
及
び
雑
誌
な
ど
の
労
働
手
段
の
た
め
の
支
出
 
 

（
1
2
）
 
 

職
業
上
の
知
見
及
び
技
能
を
維
持
及
び
充
実
す
る
た
め
の
継
続
教
育
費
又
は
再
教
育
費
 
 

（
1
3
）
 
 

研
修
旅
行
又
は
専
門
家
会
議
へ
の
参
加
費
用
 
 

（
1
4
）
 
 

職
業
上
の
活
動
に
基
因
す
る
旅
費
 
 

（
1
5
）
 
 

宿
泊
費
及
び
兼
行
雑
費
 
 

（
1
6
）
 
 

移
転
費
 
 

（
1
7
）
 
 

二
重
家
計
の
場
合
に
や
む
を
得
ず
生
じ
る
超
過
支
出
 
 

（
柑
）
 
 

家
庭
の
作
業
室
の
費
用
 
 
 



一
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
根
拠
規
定
 
 

非
独
立
労
働
所
得
は
、
一
般
に
、
労
働
賃
金
と
称
さ
れ
、
「
雇
用
関
係
に
基
づ
い
て
従
業
員
に
流
入
す
る
す
べ
て
の
収
入
（
E
i
n
n
a
h
m
e
n
）
 
 

（
1
9
）
（
2
0
）
 
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
収
入
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
「
1
 
収
入
と
は
、
金
銭
又
は
金
銭
的
価
値
を
有
し
、
か
つ
、
第
 
 

二
条
第
一
項
第
四
号
な
い
し
第
七
号
の
各
規
定
に
定
め
る
い
ず
れ
か
町
所
得
と
し
て
、
納
税
義
務
者
に
流
入
す
る
一
切
の
財
貨
で
あ
る
 
 

2
 
金
銭
以
外
の
収
入
（
住
居
、
食
事
、
商
品
及
び
そ
の
他
の
現
物
収
入
）
ほ
、
そ
の
消
費
地
の
通
常
の
最
終
価
額
を
も
っ
て
こ
れ
を
計
 
 

上
す
る
。
従
業
員
の
受
け
る
現
物
給
付
の
価
額
が
、
社
会
保
障
基
本
法
第
四
編
第
一
七
粂
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
従
う
法
規
命
令
に
よ
 
 

り
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
価
額
を
基
準
と
す
る
。
そ
の
価
額
は
、
法
定
年
金
保
険
の
義
務
を
負
わ
な
い
従
業
員
に
対
し
て
も
定
 
 

め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
価
額
が
、
そ
の
現
物
給
付
に
対
し
て
明
ら
か
に
不
適
切
な
場
合
で
あ
る
。
州
の
上
級
税
務
署
は
、
連
 
 

邦
大
蔵
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
従
業
員
の
そ
の
他
の
現
物
給
付
に
対
し
平
均
価
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
 
3
 
雇
用
主
と
の
雇
用
関
 
 

係
に
基
づ
い
て
、
特
に
、
そ
の
従
業
員
の
た
め
に
製
作
、
販
売
、
調
達
さ
れ
た
も
の
で
ほ
な
く
、
か
つ
、
そ
の
収
入
が
第
四
〇
条
に
よ
り
 
 

一
括
し
て
課
税
さ
れ
な
い
商
品
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
価
額
と
し
て
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
 
 

ず
、
雇
主
又
ほ
そ
の
消
費
地
の
最
寄
に
居
住
す
る
購
買
者
が
、
そ
の
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
不
特
定
の
最
終
消
費
者
へ
通
常
の
取
引
に
お
 
 

い
て
提
供
す
る
傲
額
か
ら
四
％
減
額
し
た
最
終
価
額
が
適
用
さ
れ
る
。
従
業
員
か
ら
支
払
わ
れ
た
料
金
の
控
除
後
に
生
じ
た
利
益
は
、
非
 
 

課
税
で
あ
る
。
た
だ
し
、
雇
用
関
係
か
ら
の
そ
の
利
益
が
、
暦
年
内
に
お
い
て
総
額
D
M
二
、
四
〇
〇
を
越
え
な
い
場
合
に
限
る
も
の
と
 
 
 

第
三
款
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
実
定
法
上
の
取
扱
い
 
 



（
2
1
）
 
 

す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

本
条
項
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
、
収
入
は
、
「
有
償
の
収
入
」
、
す
な
わ
ち
金
銭
又
は
金
銭
で
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
（
経
済
的
価
値
 
 

を
有
し
て
い
る
）
物
及
び
権
利
で
あ
り
、
従
業
員
の
給
付
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
流
入
す
る
も
の
で
あ
る
と
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
 
 

す
な
わ
ち
、
そ
う
観
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
入
性
、
経
済
的
価
値
及
び
金
銭
評
価
の
可
能
性
が
、
課
税
所
得
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
 
 

し
て
認
識
で
き
る
。
 
 
 

流
入
性
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
例
え
ば
、
納
税
義
務
者
が
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
収
入
の
放
棄
や
債
務
の
免
除
、
資
産
の
値
上
が
 
 

（
2
2
）
 
 

り
に
よ
る
含
み
益
等
ほ
収
入
と
な
ら
な
い
反
面
、
公
序
良
俗
違
反
あ
る
い
ほ
違
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
は
、
収
入
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
 
 

（
2
3
）
 
 

一
方
、
経
済
的
価
値
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
例
え
ば
、
単
な
る
慰
楽
（
A
n
n
e
h
m
－
i
c
h
k
e
i
t
）
 
は
収
入
と
は
な
ら
な
い
が
、
帰
属
 
 

（
2
4
）
 
 

家
賃
、
債
務
の
利
息
免
除
、
無
利
息
貸
付
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
提
供
は
、
収
入
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 
 

E
S
t
G
－
∽
器
∽
N
（
－
）
．
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
獲
得
に
共
通
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
有
償
に
よ
る
使
用
、
給
付
の
 
 

取
引
（
U
ヨ
S
a
t
Z
く
O
n
 
r
e
i
s
t
u
n
g
e
n
）
、
市
場
取
引
へ
の
参
加
を
挙
げ
て
い
る
。
木
村
弘
之
亮
こ
別
掲
喜
一
五
七
貢
。
 
 
 

E
S
t
G
－
墨
ご
こ
（
N
）
N
．
 
 
 

E
S
t
G
－
∽
器
∽
∽
∞
（
－
）
．
「
S
t
R
－
冨
山
∽
－
O
A
こ
○
∽
．
 
 
 

な
お
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
賃
金
税
相
当
額
は
、
所
得
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
E
S
t
G
－
賀
こ
這
器
）
．
 
 
 

「
S
t
ロ
く
ー
∽
∽
u
∽
N
（
－
）
．
 
 

三
〇
三
 
 
 



（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

（
u
）
 
 

三
〇
四
 
 

「
S
t
R
－
∽
器
∽
ヨ
（
N
）
u
．
 
 

一
九
九
〇
年
1
月
一
日
以
降
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
概
算
控
除
D
M
五
入
四
、
従
業
員
控
除
D
M
四
八
〇
及
び
ク
リ
ス
マ
ス
控
除
D
M
 
 

六
〇
〇
が
統
合
・
増
額
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

一
九
八
〇
年
t
一
月
二
八
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
二
九
八
一
年
第
Ⅱ
部
三
六
入
貢
。
 
 

一
九
入
t
一
年
一
〇
月
一
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
I
一
九
八
三
年
第
Ⅰ
部
一
七
貢
。
 
 

一
九
入
四
年
一
月
一
三
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
H
第
Ⅱ
部
三
t
五
貢
。
 
 
 

「
S
t
R
－
諾
u
∽
∽
∽
．
 
 
 

E
S
t
G
－
∽
∽
∽
∽
器
）
P
r
S
t
R
－
岩
〕
∽
監
．
た
だ
し
、
も
っ
ぱ
ら
、
職
務
遂
行
に
利
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
一
九
八
一
年
一
〇
月
一
六
日
付
 
 

B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
－
第
Ⅰ
部
六
七
頁
。
労
働
手
段
の
取
得
費
及
び
製
造
費
は
、
支
出
年
度
に
お
い
て
、
全
額
必
要
経
費
と
し
て
控
除
す
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
労
働
手
段
に
つ
い
て
D
M
入
0
0
を
越
え
な
い
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
D
M
八
〇
〇
を
越
え
る
場
合
に
は
、
予
 
 

定
利
用
期
間
に
応
じ
て
、
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

「
S
t
R
岩
器
こ
二
芦
 
 
 

「
S
t
R
－
∽
∽
∽
∽
∽
P
た
だ
し
、
そ
の
兼
行
が
、
訪
問
先
国
の
地
理
、
経
済
及
び
そ
の
他
の
特
殊
性
に
関
す
る
一
般
的
な
情
報
並
び
に
経
済
教
育
に
 
 

利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
職
業
上
の
理
由
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
必
要
経
費
と
は
な
ら
な
い
。
一
九
八
一
年
t
 
O
月
二
三
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
H
 
 

一
九
八
二
年
第
Ⅰ
部
六
九
貢
、
一
九
九
一
年
三
月
二
七
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
－
第
Ⅰ
部
五
七
五
頁
。
 
 
 

例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
勘
案
さ
れ
る
。
 
 

1
 
職
業
上
の
支
出
と
認
め
ら
れ
る
要
素
 
 
 

①
 
参
加
者
グ
ル
ー
プ
が
一
様
で
あ
る
こ
と
 
 
 

②
 
個
人
的
な
興
味
に
対
し
て
は
殆
ど
余
地
を
残
さ
な
い
厳
し
く
、
か
つ
、
課
程
に
従
っ
た
編
成
 
 
 

③
 
参
加
者
の
職
業
上
の
必
要
性
と
条
件
に
合
わ
せ
て
調
整
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
 
 
 

④
 
勤
務
免
除
ま
た
は
特
別
休
暇
の
保
証
 
 
 

⑤
 
雇
主
の
補
給
金
 
 
 



2
 
職
業
上
の
支
出
と
認
め
ら
れ
な
い
要
素
 
 

①
 
観
光
を
優
先
し
た
訪
問
 
 

②
 
場
所
の
頻
繁
な
移
動
 
 

③
 
短
期
間
の
行
事
で
自
由
に
使
用
で
き
る
多
く
の
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
の
取
り
入
れ
 
 

④
 
配
偶
者
又
は
そ
の
他
の
近
親
者
の
同
伴
 
 

⑤
 
私
的
滞
在
と
の
関
連
性
 
 

⑥
 
例
え
ば
、
船
旅
な
ど
気
晴
し
と
な
る
費
用
が
か
か
る
輸
送
 
 

（
1
4
）
 
「
S
t
R
－
∽
器
∽
当
．
旅
費
に
は
、
交
通
費
（
同
∽
u
豊
、
食
費
超
過
支
出
（
同
∽
u
∽
）
、
宿
泊
費
及
び
旅
行
雑
費
（
同
∽
会
）
が
含
ま
れ
る
。
た
 
 
 

だ
し
、
衣
服
費
、
鞄
、
そ
の
他
の
旅
行
具
の
調
達
費
用
は
、
族
費
に
含
ま
れ
な
い
 
〓
九
八
六
年
七
月
四
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
l
第
Ⅰ
部
七
七
 
 
 

一
貫
）
。
な
お
、
職
務
関
連
で
あ
る
こ
と
の
理
由
、
そ
の
兼
行
期
間
及
び
兼
行
行
程
に
つ
い
て
従
業
員
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
適
切
 
 
 

な
資
料
、
例
え
ば
、
走
行
記
録
書
（
同
∽
三
三
）
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
領
収
書
、
ホ
テ
ル
勘
定
書
、
手
紙
等
を
利
用
し
て
証
明
若
し
く
は
疎
明
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
1
5
）
 
「
S
t
R
－
∽
∽
u
∽
会
（
－
）
～
寧
宿
泊
費
は
、
公
務
旅
行
、
職
務
上
の
巡
回
、
及
び
運
転
業
務
の
場
合
に
控
除
で
き
る
。
旅
行
雑
費
は
、
次
に
該
当
す
 
 

る
費
用
を
い
う
。
 
 

①
 
荷
物
の
輸
送
、
保
険
及
び
保
管
 
 

②
 
事
業
主
又
は
取
引
先
と
の
遠
距
離
電
話
及
び
通
信
 
 

③
 
道
路
利
用
及
び
駐
車
場
並
び
に
交
通
事
故
の
た
め
の
損
害
賠
償
給
付
 
 

④
 
労
働
災
害
を
補
償
す
る
災
害
保
険
 
 

（
1
6
）
 
「
S
t
R
－
∽
∽
〕
∽
芦
職
務
上
の
理
由
に
よ
り
、
住
居
変
更
し
た
場
合
に
要
し
た
費
用
を
い
う
。
実
際
の
移
転
費
は
、
特
に
そ
の
監
査
な
し
に
、
連
 
 
 

邦
移
転
費
法
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
最
高
額
ま
で
控
除
で
き
る
。
一
九
八
二
年
二
万
三
〇
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
H
第
Ⅰ
部
五
九
五
貢
、
一
九
九
〇
 
 
 

年
t
二
月
一
一
日
付
連
邦
移
転
法
。
 
 

（
1
7
）
 
E
S
t
G
 
l
冨
∽
∽
器
）
や
∽
．
「
S
t
R
－
∽
器
∽
夢
二
重
家
計
ほ
、
次
の
と
お
り
分
類
さ
れ
る
。
 
 

三
〇
五
 
 
 



三
〇
六
 
 

1
 
期
間
的
に
無
制
限
の
二
重
家
計
 
－
 
こ
れ
は
、
従
業
員
が
世
帯
（
家
庭
）
を
維
持
し
、
職
務
上
そ
れ
以
外
の
場
所
で
仕
事
に
従
事
し
、
か
つ
、
 
 

勤
務
地
に
第
二
住
居
を
有
す
る
場
合
を
い
う
。
 
 
 

2
 
時
間
的
に
制
限
さ
れ
る
二
重
家
計
－
卜
家
庭
を
持
た
な
い
従
業
員
に
つ
い
て
ほ
、
次
に
掲
げ
る
期
間
が
二
重
家
計
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

①
一
般
に
新
た
な
勤
務
地
で
の
活
動
開
始
後
二
週
間
 
 

②
 
要
員
交
替
業
務
に
伴
う
新
た
な
勤
務
地
で
の
活
動
開
始
後
三
ケ
月
間
 
 
 

そ
し
て
、
超
過
支
出
と
し
て
次
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

①
 
二
重
家
計
の
開
始
及
び
終
了
時
の
交
通
費
並
び
に
週
末
の
帰
郷
又
は
各
週
の
家
族
と
の
遠
距
離
電
話
費
用
 
 

②
 
食
費
超
過
支
出
 
 

③
 
第
二
住
居
の
た
め
の
支
出
 
 

（
1
8
）
 
L
S
t
R
－
∽
器
∽
会
．
 
 

（
1
9
）
 
L
S
t
D
く
一
芸
U
∽
N
（
－
）
－
（
N
）
．
な
お
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
「
S
t
R
－
岩
∽
∽
ヨ
（
望
に
お
い
て
、
労
働
賃
金
に
含
ま
れ
る
旨
規
定
さ
れ
て
 
 
 

い
る
。
た
だ
し
、
従
業
員
に
と
っ
て
金
銭
的
価
値
を
有
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
L
S
t
R
】
∽
∽
∽
∽
芦
∽
∽
N
．
 
 

（
2
0
）
 
波
多
野
弘
「
西
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
収
入
に
つ
い
て
∽
」
 
（
税
法
学
二
四
三
号
）
 
三
二
貢
－
三
五
貢
、
同
「
西
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
 
 
 

る
収
入
に
つ
い
て
∽
」
 
（
税
法
学
二
四
四
号
）
 
三
三
貢
－
三
六
貢
。
 
 

（
2
1
）
 
E
S
t
G
－
冨
∽
∽
0
0
（
－
）
－
（
N
）
」
∽
）
．
 
 

（
2
2
）
 
こ
れ
は
、
収
入
の
認
識
と
し
て
法
的
側
面
よ
り
も
経
済
的
側
面
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
財
産
流
入
の
原
因
た
る
 
 
 

行
為
が
、
法
律
上
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
と
は
無
関
係
に
、
経
済
的
な
観
点
か
ら
財
産
の
増
加
に
着
目
し
て
担
税
力
が
あ
る
と
判
断
す
る
も
の
で
 
 
 

あ
り
、
そ
の
行
為
が
適
法
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
違
法
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
と
い
う
考
え
方
に
則
し
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
 
 
 

関
す
る
文
献
と
し
て
、
中
川
一
郎
「
ド
イ
ツ
税
法
調
整
法
の
研
究
」
 
（
税
法
学
四
五
号
）
 
二
頁
、
金
子
宏
「
テ
ラ
銭
等
の
違
法
な
利
得
に
対
す
る
課
 
 
 

税
」
（
ジ
ュ
リ
ス
上
≡
六
号
）
 
三
三
頁
、
田
中
勝
次
郎
「
法
人
税
法
の
研
究
」
 
（
税
務
研
究
会
、
一
九
六
五
）
一
、
一
入
四
貢
が
あ
る
。
 
 

（
2
3
）
 
㌢
ッ
ト
マ
ン
は
、
収
入
と
し
て
認
識
し
な
い
理
由
と
し
て
、
受
領
者
に
客
観
的
な
資
産
の
増
加
が
生
じ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
∵
汲
多
野
弘
 
 
 

・
前
掲
「
西
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
収
入
に
つ
い
て
U
」
 
三
三
貢
。
 
 
 



（
聖
 
帰
属
家
賃
に
関
し
て
は
、
E
S
t
G
－
冨
〕
∽
N
二
N
）
に
お
い
て
、
「
自
己
所
有
家
屋
の
住
居
用
益
額
又
は
全
部
若
し
く
は
一
部
無
償
で
納
税
義
務
者
の
 
 
 

利
用
に
供
さ
れ
る
そ
の
他
の
附
属
空
間
及
び
庭
を
含
む
住
居
の
用
益
額
も
、
賃
貸
所
得
に
属
す
る
」
と
規
定
し
、
経
済
的
価
値
が
あ
る
も
の
と
し
て
 
 
 

認
識
し
て
い
る
。
 
 

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
六
二
年
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
六
五
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
家
賃
に
対
す
る
課
税
は
廃
止
さ
れ
て
お
り
、
我
が
国
 
 
 

に
お
い
て
も
、
昭
和
三
八
年
の
税
調
答
申
「
自
己
所
有
の
家
屋
等
の
使
用
に
よ
る
利
益
（
賃
貸
料
相
当
額
）
に
つ
い
て
は
、
消
費
さ
れ
た
用
役
の
所
 
 
 

得
な
い
し
消
費
で
き
る
（
あ
る
い
は
消
費
さ
れ
た
）
権
利
の
価
格
を
も
所
得
概
念
に
と
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
イ
 
 
 

ン
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ド
・
イ
ソ
カ
ム
と
し
て
課
税
所
得
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
所
得
概
念
に
こ
の
範
ち
ゅ
う
ま
で
と
り
入
れ
る
こ
と
は
、
 
 
 

あ
ま
り
に
も
多
く
の
対
象
を
包
括
し
過
ぎ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
限
界
が
明
確
を
欠
く
の
み
な
ら
ず
、
税
務
行
政
の
困
難
に
耐
え
え
な
い
と
認
 
 
 

め
ら
れ
る
の
で
、
適
当
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
」
に
よ
り
、
課
税
所
得
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岸
昌
三
「
帰
属
家
賃
の
課
税
問
題
」
（
追
手
 
 
 

門
経
済
論
集
一
一
刷
二
∃
．
U
）
一
貫
－
五
貢
で
は
、
公
平
の
観
点
か
ら
は
、
帰
属
家
賃
は
課
税
所
得
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
住
宅
 
 
 

政
策
の
見
地
、
政
治
的
問
題
及
び
税
務
行
政
上
の
困
難
性
か
ら
、
そ
の
課
税
所
得
性
に
対
す
る
消
極
的
な
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。
 
 

な
お
、
帰
属
所
得
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
金
子
宏
「
租
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
の
構
成
」
法
学
協
会
雑
誌
九
二
巻
九
号
一
、
〓
二
貢
以
 
 
 

下
、
R
．
グ
ー
ド
・
塩
崎
潤
訳
「
個
人
所
得
税
」
（
今
日
社
、
一
九
七
六
）
一
二
八
貢
－
三
天
真
、
田
中
勝
次
郎
・
前
掲
善
一
一
〇
二
貢
以
下
、
松
 
 
 

本
茂
郎
「
経
済
的
利
益
の
課
税
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
」
杉
村
孝
三
郎
先
生
古
稀
祝
賀
税
法
学
論
文
集
（
三
晃
社
、
t
九
七
〇
）
二
二
一
頁
－
 
 
 

二
二
六
頁
、
鈴
木
雅
博
「
課
税
単
位
と
イ
ン
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ド
・
イ
ン
カ
ム
 
（
帰
属
所
得
）
」
（
税
研
、
宏
」
）
五
入
貢
－
六
一
貫
が
あ
る
。
 
 

二
 
非
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 
 

非
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
 

①
 
労
働
条
件
を
改
善
す
る
た
め
の
給
付
 
－
 
例
え
ば
、
談
話
室
、
休
憩
室
の
提
供
、
事
業
所
シ
ャ
ワ
ー
、
浴
場
施
設
な
ど
 
 

（
2
）
 
 

②
 
従
業
員
慰
安
旋
行
、
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
、
記
念
祝
典
な
ど
の
企
業
行
事
に
お
い
て
通
常
要
す
る
費
用
 
 三

〇
七
 
 
 



④
 
 

⑤
 
 

⑥
 
 

⑦
 
 

⑧
 
 

⑨
 
 

⑲
 
 

⑫
 
 

⑫
 
 

⑬
 
 

⑩
 
 従

業
員
割
引
で
、
年
間
D
M
二
、
四
〇
〇
を
超
え
な
い
も
の
 
 

（
9
）
 
 
 

無
償
で
提
供
さ
れ
る
労
働
手
段
 
 

（
1
0
）
 
 
 

事
業
主
の
損
害
補
償
手
当
 
 

（
‖
）
 
 
 

立
替
金
に
対
す
る
補
償
 
 

（
1
2
）
 
 
 

ス
ー
ラ
イ
キ
及
び
ロ
ッ
ク
ア
ウ
十
援
助
 
 

（
1
3
）
 
 
 

従
業
員
の
将
来
保
障
の
た
め
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
支
出
金
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

Ⅰ
 
生
命
保
険
、
‥
1
1
 
法
定
年
金
保
険
の
任
意
保
険
、
…
m
 
従
業
員
の
職
業
グ
ル
ー
プ
の
公
法
上
の
保
険
制
度
又
は
扶
養
制
度
 
 
 

幼
稚
園
若
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
施
設
に
お
け
る
就
学
義
務
を
負
わ
な
い
従
業
員
の
子
女
の
収
容
及
び
介
護
の
た
め
の
雇
主
の
 
 

（
1
4
）
 
 

給
付
 
 
 

三
〇
八
 
 

個
人
的
な
出
来
事
の
機
会
に
提
供
さ
れ
る
も
の
で
、
会
社
の
交
際
に
お
い
て
通
常
交
換
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
被
用
者
に
と
っ
て
 
 

（
3
）
 
 

重
要
な
利
得
と
な
ら
な
い
心
付
け
 
－
 
例
え
ば
、
花
束
、
嗜
好
品
、
一
冊
の
本
、
一
枚
の
レ
コ
ー
ド
、
ワ
イ
ン
な
ど
 
（
た
だ
し
、
D
 
 

M
六
〇
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
）
 
 
 

無
償
又
は
低
料
金
で
、
従
業
員
に
毎
日
提
供
す
る
飲
み
物
 
－
 
例
え
ば
、
 
 
 

取
引
先
接
待
又
ほ
特
別
の
勤
務
形
態
（
長
時
間
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
）
 
 

（
6
）
 
 
 

主
と
し
て
、
事
業
主
の
企
業
利
益
の
為
に
な
さ
れ
る
健
康
診
断
 
 

（
7
）
 
 
 

従
業
員
の
職
務
能
力
を
向
上
さ
せ
る
企
業
内
の
継
続
教
育
及
び
再
教
育
 
 

（
8
）
 
 
 

業
務
上
必
要
な
住
居
と
勤
務
先
の
間
の
団
体
輸
送
 
 

（
4
）
 
コ
ー
ヒ
ー
、
お
茶
な
ど
 
 

（
5
）
 
 

の
場
合
に
提
供
さ
れ
る
食
事
 
 



〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 
 

従
業
員
の
工
具
の
事
業
所
内
で
の
利
用
の
た
め
の
補
償
金
 
－
 
工
具
手
当
（
た
だ
し
、
当
該
補
償
金
が
従
業
員
の
こ
れ
に
準
ず
る
 
 

（
1
5
）
 
 

費
用
を
明
ら
か
に
超
え
な
い
範
囲
に
限
る
）
 
 

（
1
6
）
 
 
 

従
業
員
の
婚
姻
又
は
子
女
の
出
産
時
に
お
け
る
雇
主
か
ら
の
支
出
金
 
 

（
1
7
）
 
 
 

無
償
又
は
低
利
貸
付
の
場
合
の
利
子
貯
蓄
並
び
に
事
業
主
の
利
子
補
給
金
 
 

「
S
t
R
－
冨
u
∽
ヨ
（
寧
 
 
 

「
S
t
R
－
冨
∽
∽
↓
N
．
企
業
行
事
の
場
合
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
五
年
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
l
第
Ⅰ
部
五
二
九
貢
、
五
三
二
頁
に
よ
 
 

り
、
事
業
主
の
経
営
上
の
利
害
関
係
に
よ
る
給
付
で
あ
る
と
し
て
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
S
t
R
－
∽
∽
U
∽
」
u
．
 
 
 

「
S
t
R
－
賀
ご
ニ
ー
（
乎
 
 
 

「
S
t
R
－
∽
∽
∽
∽
3
（
u
）
N
．
 
 
 

「
S
t
R
－
冨
∽
∽
↓
u
（
∽
）
〕
⊥
九
八
一
一
年
B
F
H
判
決
－
B
S
t
巴
一
九
入
三
年
第
Ⅰ
部
三
九
頁
。
 
 
 

「
S
t
R
－
∽
∽
∽
∽
遥
．
 
 
 

E
S
t
G
－
賀
ご
こ
（
〕
N
）
、
「
S
t
R
－
賀
ご
ニ
ー
．
団
体
輸
送
は
、
次
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
 
 

①
 
公
共
の
輸
送
機
関
が
な
い
か
、
若
し
く
は
極
端
に
長
時
間
か
か
る
場
合
。
 
 

②
 
就
業
場
所
が
絶
え
ず
変
わ
る
場
合
、
若
し
く
は
広
大
な
作
業
敷
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
動
員
さ
れ
る
場
合
。
 
 

③
 
作
業
の
進
行
が
、
輸
送
さ
れ
る
従
業
員
の
同
時
的
作
業
着
手
を
必
要
と
す
る
場
合
。
 
 
 

E
S
t
G
－
賀
ご
二
（
U
こ
．
な
お
、
典
型
的
な
制
服
の
給
付
に
関
し
て
は
、
「
S
t
R
－
冨
山
∽
N
O
を
参
照
。
 
 
 

ま
た
、
連
邦
国
防
軍
、
連
邦
国
境
警
備
隊
、
州
の
警
察
予
備
隊
、
州
・
市
町
村
の
行
政
警
察
及
び
職
業
消
防
隊
の
所
属
員
、
並
び
に
連
邦
・
州
・
 
 

市
町
村
の
刑
事
警
察
の
執
行
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
 
 

三
〇
九
 
 
 



（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
1
0
）
 
 

M
Ⅷ
爪
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

三
一
〇
 
 
 

①
 
公
給
制
服
の
価
額
 
 

②
 
制
服
着
用
又
は
着
用
準
備
の
義
務
を
負
う
者
の
制
服
、
並
び
に
刑
事
警
察
の
執
行
公
務
員
の
勤
務
上
必
要
な
衣
服
の
た
め
の
衣
服
補
助
金
又
 
 
 

は
損
耗
補
償
金
 
 

③
 
出
勤
時
に
無
償
で
支
給
さ
れ
る
給
食
の
価
額
又
は
食
費
手
当
 
 

④
 
無
料
診
療
、
無
料
入
院
、
治
療
手
段
の
無
料
使
用
、
並
び
に
隈
病
し
た
妻
及
び
扶
養
子
女
の
無
料
診
療
の
価
額
 
 

が
、
費
用
弁
償
的
な
観
点
か
ら
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

E
S
t
G
－
賀
ご
こ
（
芦
「
S
t
R
－
冨
∽
∽
の
．
 
 
 

「
S
t
R
－
冨
∽
∽
ヨ
（
∽
）
ソ
た
だ
し
、
事
業
主
が
法
的
な
義
務
を
負
う
場
合
に
限
る
。
 
 
 

「
S
t
R
－
∽
∽
〕
∽
N
N
．
た
だ
し
、
そ
の
立
替
が
、
企
業
利
益
の
た
め
の
み
に
支
出
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
九
九
〇
年
一
〇
月
二
四
日
B
F
H
判
決
1
B
S
t
B
二
九
九
一
年
第
Ⅰ
部
三
三
七
頁
。
 
 
 

E
S
t
G
－
賀
ご
こ
（
∽
N
）
－
「
S
t
R
－
∽
∽
∽
∽
N
史
こ
～
（
牟
 
 
 

そ
の
補
給
金
は
、
被
用
者
の
法
定
年
金
保
険
の
保
険
加
入
義
務
免
除
の
場
合
に
お
い
て
は
従
業
員
の
全
出
費
額
の
二
分
の
t
、
並
び
に
鉱
山
労
 
 

働
者
年
金
保
険
の
保
険
加
入
義
務
免
除
の
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
三
分
の
二
を
超
え
ず
、
か
つ
、
従
業
員
の
法
定
年
金
保
険
又
は
鉱
山
労
働
者
年
 
 

金
保
険
の
保
険
加
入
義
務
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
雇
主
負
担
金
分
と
し
て
支
払
う
こ
と
に
な
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
に
限
り
、
こ
れ
を
非
課
税
 
 

と
す
る
。
第
二
段
及
び
第
三
段
の
各
規
定
は
、
従
業
員
が
国
内
で
勤
務
に
従
事
せ
ず
、
か
つ
、
雇
主
が
国
内
に
お
い
て
法
定
年
金
保
険
の
負
担
金
を
 
 

給
付
し
な
い
と
き
は
、
年
金
金
庫
に
対
す
る
雇
主
の
負
担
金
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
 
 
 

E
S
t
G
－
∽
∽
u
∽
∽
（
N
芦
L
S
t
R
－
冨
∽
∽
N
－
P
こ
）
～
（
串
 
 
 

E
S
t
G
－
賀
ご
こ
（
u
O
）
、
「
S
t
R
－
∽
∽
u
∽
－
P
 
 
 

E
S
t
G
－
墨
ご
こ
（
－
芦
「
S
t
R
－
冨
u
∽
－
∽
（
－
）
～
（
寧
 
 
 

た
だ
し
、
各
支
出
金
の
額
が
D
M
七
〇
〇
を
超
え
な
い
範
囲
に
限
る
。
 
 
 

「
S
t
R
－
∽
器
∽
N
0
0
（
－
）
～
（
－
寧
 
 
 

た
だ
し
、
そ
の
貸
付
金
が
、
国
内
に
あ
る
建
物
に
お
い
て
自
己
利
用
住
居
の
建
築
及
び
取
得
と
関
連
性
が
あ
る
場
合
と
し
、
利
子
貯
蓄
及
び
利
子
 
 
 



フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
現
金
に
よ
る
賃
金
支
払
と
同
様
に
、
「
そ
の
消
費
地
の
通
常
の
最
終
価
額
」
で
評
価
さ
れ
る
。
無
償
に
 
 

よ
り
給
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
銭
価
額
を
基
準
と
す
る
。
 
 
 

通
常
の
最
終
価
額
よ
り
低
額
で
給
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
金
銭
的
価
値
と
実
際
の
価
値
と
の
差
額
 
 

（
2
）
 
 

に
課
税
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
金
銭
的
価
値
は
、
単
独
評
価
若
し
く
は
公
式
の
現
物
給
付
価
額
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
。
特
別
評
価
規
定
 
 

は
、
事
業
主
が
、
特
に
そ
の
従
業
員
の
需
要
に
応
え
る
た
め
に
製
作
、
販
売
若
し
く
ほ
調
達
し
た
も
の
で
は
な
い
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
 
 

（
3
）
 
 

給
付
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
 
 

（
4
）
 
 

2
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
単
独
評
価
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
一
に
対
し
て
公
式
の
現
物
給
付
価
額
が
指
定
さ
れ
ず
、
か
つ
、
特
別
評
価
規
定
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
な
い
フ
 
 

リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
所
得
税
法
第
八
条
第
二
項
第
一
段
の
規
定
に
よ
り
、
引
渡
の
時
点
に
お
け
る
そ
の
消
費
地
で
の
 
「
通
常
の
 
 

最
終
価
額
」
で
査
定
さ
れ
る
。
一
つ
の
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
 
「
通
常
の
最
終
価
額
」
は
、
一
般
に
、
最
終
消
費
者
が
取
引
を
行
う
場
合
 
 

三
一
一
 
 
 

価
 
 

三
 
評
 
 

（
1
）
 
 
 

通
 
則
 
 

補
給
金
の
合
計
額
が
一
暦
年
に
お
い
て
D
M
二
、
0
0
0
を
超
え
な
い
範
囲
に
限
る
。
利
子
貯
蓄
は
、
貸
付
金
に
対
す
る
利
率
が
四
％
を
下
回
る
範
 
 

囲
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
親
定
は
、
従
業
員
が
一
九
八
九
年
一
月
一
日
以
前
に
取
得
し
た
貸
付
金
に
つ
い
て
の
利
子
貯
蓄
及
び
利
子
補
給
金
に
対
し
、
一
九
八
九
年
 
 

度
か
ら
二
〇
〇
〇
年
度
ま
で
引
き
続
き
こ
れ
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
利
益
が
、
一
九
八
八
年
度
に
支
給
さ
れ
た
利
益
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
 
 



三
一
二
 
 

の
価
額
表
示
令
に
よ
り
表
示
さ
れ
る
価
額
で
あ
る
。
「
通
常
の
最
終
価
額
」
に
は
、
売
上
税
及
び
そ
の
他
の
価
額
構
成
要
素
を
含
む
が
、
値
 
 

引
き
は
認
め
ら
れ
な
い
。
事
業
主
が
、
不
特
定
多
数
の
最
終
消
費
者
に
対
し
、
比
較
可
能
な
条
件
の
下
で
評
価
さ
れ
る
商
品
又
は
サ
ー
ビ
 
 

ス
を
通
常
の
最
終
価
額
よ
り
も
低
い
価
額
で
提
供
し
た
場
合
に
は
、
妥
当
な
範
囲
に
お
い
て
そ
の
額
を
最
終
価
額
と
し
て
査
定
す
る
。
 
 
 

ま
た
、
価
額
決
定
の
規
準
と
な
る
の
は
、
事
業
主
が
従
業
員
に
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
提
供
す
る
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
 
 

ら
、
そ
の
場
所
に
お
い
て
同
種
の
財
貨
が
不
特
定
多
数
の
最
終
消
費
者
に
提
供
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
「
通
常
の
最
終
価
額
」
を
決
定
す
 
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
「
通
常
の
最
終
価
額
」
を
見
積
も
る
こ
と
と
な
る
。
 
 

（
5
）
 
 

3
 
公
式
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
価
額
 
 

（
6
）
 
 
 

公
式
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
価
額
は
、
現
物
給
与
法
、
航
海
及
び
漁
業
に
お
け
る
食
事
価
額
の
公
示
、
又
は
所
得
税
法
第
八
条
 
 

第
二
項
第
四
段
の
規
定
に
よ
る
州
上
級
財
務
官
庁
の
公
示
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
 
 
 

公
式
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
価
額
は
、
所
得
税
法
第
入
粂
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
公
式
の
フ
リ
ン
 
 

ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
価
額
が
指
定
さ
れ
て
い
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
し
て
、
例
外
な
く
適
用
さ
れ
る
。
現
物
給
与
法
に
よ
る
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
価
額
は
、
所
得
税
法
第
八
条
第
二
項
第
三
段
の
規
定
に
よ
り
、
法
定
年
金
保
険
の
義
務
を
負
わ
な
い
従
業
員
 
 

に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
価
額
が
明
ら
か
に
不
適
切
で
あ
る
場
合
は
除
か
れ
る
。
公
式
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 

価
額
ほ
、
労
働
協
約
、
事
業
所
内
の
協
定
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
す
る
労
働
契
約
に
お
い
て
、
公
式
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
価
額
と
異
な
る
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
公
式
の
フ
リ
ン
ジ
＼
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
価
 
 

（
7
）
 
額
ほ
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
、
現
金
報
酬
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
場
合
に
ほ
適
用
さ
れ
な
い
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
現
金
報
酬
が
課
税
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 



第
二
節
 
イ
ギ
リ
ス
の
課
税
体
系
 
 

一
所
得
税
法
の
特
徴
 
 

イ
ギ
リ
ス
は
、
「
所
得
税
の
祖
国
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
導
入
さ
れ
て
か
ら
の
長
い
歴
史
の
所
産
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 
 

が
、
そ
の
国
民
性
を
反
映
し
て
か
、
理
論
的
な
側
面
よ
り
も
現
実
的
あ
る
い
は
実
際
的
な
側
面
が
伝
統
的
に
重
視
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
 
 

て
、
租
税
理
論
に
裏
付
け
さ
れ
た
税
制
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
既
に
あ
る
制
度
の
不
備
欠
陥
を
是
正
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
形
式
よ
り
実
 
 

三
一
三
 
 
 

（   （   （   （   （   （   （   〔  

7 6 5 4 3 21注  ）    ）    ）    ）    ）  ＼＿ノ   ）    〕  第
一
款
 
所
得
税
法
の
沿
革
及
び
課
税
概
念
の
変
遷
 
 

E
S
t
G
－
笠
∽
∽
0
0
（
N
）
．
 
 

「
S
t
R
－
∽
∽
U
∽
〕
－
（
ご
．
 
 

E
S
t
G
－
∽
器
∽
∞
（
寧
 
 

「
S
t
R
－
∽
∽
∽
∽
∽
二
N
）
．
 
 

「
S
t
R
－
諾
∽
∽
〕
－
（
寧
 
 

S
a
c
h
B
e
z
く
ー
∽
∽
∽
．
 
 

一
九
六
二
年
三
月
一
六
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
I
第
Ⅲ
部
二
八
四
頁
。
 
 



三
一
四
 
 

質
的
な
効
果
を
狙
っ
た
税
制
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
入
世
紀
末
に
戦
時
の
臨
時
税
と
し
て
創
設
さ
れ
た
所
得
税
が
、
当
初
ほ
不
完
 
 

全
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
第
に
発
展
整
備
さ
れ
い
つ
の
ま
に
か
恒
久
税
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
租
税
制
度
の
 
 

中
枢
を
な
す
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
を
み
れ
ば
、
世
界
各
国
の
模
範
と
な
っ
た
こ
と
も
う
な
づ
け
よ
う
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
制
度
 
 

が
、
形
式
よ
り
も
実
質
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
情
勢
の
変
化
に
磯
敏
に
対
応
で
き
る
弾
力
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
 
 

い
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。
 
 

二
 
所
得
税
法
の
沿
革
 
 

イ
ギ
リ
ス
の
租
税
制
度
の
中
枢
を
な
し
て
い
る
の
ほ
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
所
得
税
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
七
九
八
年
に
ウ
ィ
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
リ
ア
ム
・
ピ
ッ
ト
（
W
i
ニ
i
a
ヨ
P
i
t
t
）
に
よ
り
、
戦
時
税
と
し
て
「
三
倍
税
」
が
創
設
さ
れ
、
翌
l
七
九
九
年
財
政
法
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
 
 

（
3
）
 
 

の
後
、
一
入
〇
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
翌
年
に
現
行
の
所
得
税
法
の
基
礎
と
な
る
一
入
〇
三
年
財
政
法
が
、
ア
デ
ィ
ソ
グ
ト
ン
 
 

（
4
）
 
（
H
2
n
－
y
A
d
d
i
n
g
t
O
n
）
に
よ
り
、
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
完
〇
五
年
、
六
年
の
改
正
を
経
て
、
一
入
一
六
年
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
終
 
 

結
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
以
降
二
〇
年
程
は
、
所
得
税
空
白
の
時
代
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
入
四
二
年
に
ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ー
ル
 
 

（
5
）
 
（
R
O
b
2
r
t
P
2
2
－
）
ほ
、
臨
時
税
と
し
て
で
は
な
く
、
恒
久
税
と
し
て
の
所
得
税
の
採
用
を
断
行
し
た
¢
そ
の
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
一
〇
 
 

〇
以
上
の
財
政
法
が
存
す
る
が
、
細
部
を
変
更
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
入
〇
三
年
財
政
法
に
お
け
る
所
得
の
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
分
頬
と
源
泉
 
 

課
税
制
度
に
つ
い
て
は
、
は
と
ん
ど
実
質
的
な
変
更
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
一
九
完
年
、
一
九
五
二
年
、
完
七
〇
年
、
一
 
 

（
6
）
 
九
八
八
年
の
四
度
に
わ
た
る
統
合
が
な
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
 
 
 



三
 
課
税
概
念
の
変
遷
 
 

（
7
）
 
 
 

イ
ギ
リ
ス
の
所
得
税
法
は
、
所
得
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
定
義
を
有
し
て
お
ら
ず
、
所
得
を
い
く
つ
か
の
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
（
S
c
h
e
d
u
吾
 
 

に
分
類
し
、
各
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
の
所
得
の
合
計
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
所
得
税
法
の
根
幹
を
な
す
「
所
 
 

（
8
）
 
 

得
源
泉
説
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
課
税
方
式
で
あ
り
、
各
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
り
課
税
所
得
と
課
税
さ
れ
な
い
所
得
と
を
限
界
づ
け
て
お
 
 

（
9
）
 
 

り
、
制
限
的
な
所
得
概
念
が
採
用
さ
れ
て
い
る
 

そ
の
よ
う
な
所
得
概
念
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
所
得
税
創
設
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
停
滞
的
な
農
業
社
会
で
あ
り
、
不
動
産
の
処
 
 

（
1
0
）
 
 

分
が
封
建
的
に
制
限
さ
れ
た
静
的
な
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
な
背
景
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
古
典
派
正
統
経
済
学
の
代
表
で
あ
る
 
 

W
岨
汎
 
 

リ
カ
ー
ド
の
 
「
資
本
に
課
税
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
理
論
が
根
強
か
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
 

そ
の
よ
う
な
所
得
概
念
に
よ
れ
ば
、
法
律
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
所
得
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
規
定
が
な
い
限
り
課
税
 
 

（
1
2
）
 
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
所
得
と
さ
れ
る
か
否
か
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
常
に
争
わ
れ
て
き
た
 

他
方
、
負
担
の
公
平
と
い
う
見
地
か
ら
、
「
所
得
源
泉
説
」
の
修
正
を
求
め
る
声
も
多
く
、
一
九
二
〇
年
、
一
九
五
五
年
の
王
立
委
員
会
 
 

の
勧
告
を
経
て
、
一
九
六
二
年
財
政
法
に
お
い
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
う
ち
投
機
的
な
短
期
譲
渡
所
得
に
対
す
る
課
税
が
断
行
さ
 
 

れ
、
さ
ら
に
一
九
六
五
年
財
政
法
に
お
い
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
対
し
全
面
的
に
課
税
す
る
措
置
が
立
法
化
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
 
 

（
1
3
）
 
 

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
課
税
所
得
概
念
に
画
期
的
な
変
換
が
な
さ
れ
、
実
質
的
に
所
得
概
念
が
拡
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 
 



三
〓
ハ
 
 

（
1
）
イ
ギ
リ
ス
は
、
当
時
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
率
い
る
フ
ラ
ン
ス
軍
と
交
警
で
あ
り
、
巨
額
の
薯
を
要
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
豊
ほ
、
主
と
し
 
 
て
、
弾
力
性
の
乏
し
い
地
租
、
関
税
、
消
費
税
な
ど
に
依
存
し
て
い
た
た
め
、
若
管
し
て
「
＝
蛋
（
1
ト
e
↑
－
i
p
－
2
A
s
s
2
S
S
皇
を
創
設
 
 
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
税
は
、
富
裕
階
層
を
対
象
と
し
た
 

も
の
で
雪
た
が
、
そ
の
本
質
は
、
磨
待
税
の
性
質
を
有
し
て
い
た
。
西
野
裏
一
 
 
「
童
話
外
国
の
所
得
税
制
の
最
近
の
動
向
㈱
」
（
税
経
通
信
元
入
二
年
こ
月
号
）
五
〇
吉
下
。
 
 

（
2
）
右
九
九
年
財
政
法
は
、
所
得
を
一
九
票
に
分
類
し
、
申
告
主
義
に
よ
る
総
合
課
税
制
度
を
標
苧
る
も
の
で
雪
た
。
 
（
3
）
戦
争
ゐ
中
断
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
が
、
納
税
 

者
の
す
べ
て
の
源
泉
か
ら
の
総
合
所
得
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
私
人
の
秘
密
を
 
 
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
非
難
を
茅
、
脱
税
等
に
 

よ
り
税
収
は
予
想
の
六
〇
％
程
度
し
か
あ
g
れ
な
か
っ
た
。
 
 

（
4
）
】
八
〇
三
年
財
政
法
は
、
従
来
の
申
告
主
義
に
基
づ
く
立
警
は
霊
的
に
異
な
り
、
現
在
ま
で
イ
ギ
リ
ス
所
得
税
制
度
の
誓
な
特
警
あ
 
 
る
分
類
主
義
（
S
c
h
2
d
亡
－
2
S
y
s
t
e
m
）
に
基
づ
 

く
源
泉
課
税
方
式
の
導
入
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
納
著
側
か
ら
の
不
評
と
徴
税
側
に
お
い
て
適
正
 
 
な
申
告
で
あ
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
構
が
存
し
な
か
っ
た
 

こ
と
に
よ
り
失
敗
に
終
わ
っ
た
嘉
九
年
の
財
政
法
の
欠
陥
を
是
正
す
る
 
た
め
に
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
5
）
ピ
ー
ル
の
所
得
税
ほ
、
さ
三
年
警
模
警
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
大
の
特
徴
ほ
、
低
所
得
者
に
対
す
る
優
遇
暮
で
あ
る
ご
れ
は
、
 
 
勤
労
所
得
及
び
事
業
所
待
に
限
ら
ず
、
低
額
所
得
に
対
す
 

る
免
慧
を
£
五
〇
か
ら
£
妄
に
引
き
上
誓
こ
と
で
あ
る
。
 
 

（
6
）
 
B
－
i
t
i
s
h
M
a
s
－
2
－
↑
a
X
G
u
i
d
ニ
琵
⊥
望
p
．
芦
 
 

（
7
）
「
利
潤
及
び
所
得
に
対
す
る
課
税
に
関
す
る
王
室
委
員
会
意
終
苦
」
（
亘
五
）
二
書
は
、
「
所
得
税
法
に
、
課
税
所
得
の
よ
う
な
き
わ
 
 
め
て
複
雑
な
対
象
を
掴
差
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
蜃
定
義
を
導
入
 

し
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
実
質
的
な
利
益
が
生
ま
れ
る
こ
と
ほ
な
い
で
 
 
ぁ
ろ
う
ご
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
金
子
宏
「
租
税
法
に
お
け
 

る
所
得
概
念
の
構
成
」
法
学
協
会
雑
誌
八
五
莞
号
二
云
○
貢
。
 
 

（
8
）
「
所
得
源
泉
説
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
経
済
的
な
産
物
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
所
得
税
は
、
一
入
世
紀
末
に
創
誉
 
 
れ
た
が
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
土
地
保
有
を
中
心
と
す
 

る
彙
経
警
基
警
し
て
お
り
、
穀
物
の
収
穫
に
よ
り
毎
年
の
所
得
が
も
た
ら
さ
れ
る
 
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
不
動
産
穿
を
封
建
的
に
制
約
す
 

る
E
n
t
a
i
－
2
d
2
S
－
a
－
2
S
と
呼
ば
れ
る
制
度
が
あ
り
、
不
動
産
を
自
由
に
処
分
 
 
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
箕
、
譲
渡
所
得
そ
の
他
の
】
時
的
収
 

入
は
、
所
得
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
 
 
毒
イ
ギ
リ
ス
と
対
比
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
現
行
の
連
邦
所
得
税
が
確
立
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
代
は
、
ま
さ
に
 
 
 



フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
に
基
づ
く
西
部
開
拓
時
代
で
あ
り
、
金
鉱
な
ど
の
鉱
物
資
源
あ
る
い
は
t
攫
千
金
の
油
田
を
ひ
た
す
ら
求
め
た
投
機
を
は
ら
 
 
 

む
開
拓
者
経
済
の
其
っ
直
中
に
あ
り
、
土
地
所
有
の
制
限
は
な
く
、
油
田
等
の
転
売
に
よ
る
利
益
獲
得
の
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
 
 
 

「
純
資
産
増
加
説
」
に
立
脚
し
た
包
括
的
な
所
得
概
念
を
基
盤
と
す
る
立
法
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
定
期
間
内
に
お
け
る
財
産
増
加
の
総
額
か
 
 
 

ら
、
そ
の
期
間
内
の
財
産
減
少
を
差
し
引
い
た
残
額
を
所
得
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
譲
渡
所
得
そ
の
他
の
一
時
的
収
入
ま
で
も
課
税
所
得
に
含
め
 
 

る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
9
）
 
す
な
わ
ち
、
法
定
の
源
泉
に
ょ
る
所
得
以
外
は
課
税
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
忠
佐
一
こ
別
掲
書
二
八
真
に
よ
れ
ば
、
「
果
実
と
樹
木
と
は
 
 
 

区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
果
実
に
は
課
税
さ
れ
る
が
、
樹
木
の
価
値
の
変
化
に
は
、
そ
の
樹
木
に
つ
い
て
事
業
と
し
て
の
売
買
の
場
合
以
 
 
 

外
に
は
課
税
さ
れ
な
い
、
と
。
私
た
ち
に
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
、
こ
う
し
た
樹
木
と
果
実
の
原
則
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
き
た
考
え
方
に
よ
っ
 
 
 

て
、
そ
の
樹
木
が
財
産
又
は
資
本
へ
の
連
想
を
う
み
、
そ
の
果
実
が
分
離
性
へ
の
連
想
を
う
ん
で
 
－
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
1
0
）
 
「
利
潤
及
び
所
得
に
対
す
る
課
税
に
関
す
る
王
室
委
員
会
最
終
報
告
」
 
二
入
貢
。
 
 

（
1
1
）
 
竹
内
謙
二
訳
「
リ
カ
ー
ド
 
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
（
千
倉
書
房
、
一
九
入
こ
一
五
〇
貢
－
t
五
二
貢
。
 
 

（
1
2
）
 
「
利
潤
及
び
所
得
に
対
す
る
課
税
に
関
す
る
王
室
委
員
会
最
終
報
告
」
 
二
六
貢
－
四
三
貴
。
 
 

判
例
上
、
所
得
と
さ
れ
る
か
否
か
の
解
釈
に
つ
い
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
①
年
々
回
帰
性
（
a
n
n
u
a
－
）
、
②
金
銭
転
換
可
能
性
、
が
あ
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
所
得
に
つ
い
て
は
、
適
法
か
違
法
か
は
問
わ
ず
、
孤
立
的
又
は
偶
発
的
な
性
質
を
持
つ
も
の
は
回
帰
性
の
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
る
 
 
 

し
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
ー
し
て
も
、
さ
ら
に
は
、
金
銭
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
忠
佐
一
 
 
 

・
前
掲
善
一
一
七
頁
、
M
a
r
t
i
n
く
．
「
O
W
r
y
（
－
∽
N
ご
A
．
∩
．
u
】
N
ニ
ー
↓
．
∩
．
N
芦
 
 

（
ほ
）
 
小
松
芳
明
・
前
掲
喜
一
二
貢
、
息
佐
l
 
∴
前
掲
書
二
九
貢
、
金
子
宏
・
前
掲
注
（
7
）
一
、
二
五
〓
見
参
照
。
 
 

第
二
款
 
課
税
所
得
 
 

（
2
）
 
 

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
現
在
、
所
得
を
五
つ
の
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
に
大
分
類
し
、
各
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
の
収
入
金
額
か
ら
必
要
経
費
を
控
除
し
て
 
 

三
一
七
 
 
 



三
一
入
 
 

墓
所
待
（
S
－
a
t
亡
－
○
－
y
i
n
c
O
ヨ
2
）
を
算
定
し
、
損
益
通
算
後
の
総
所
得
（
S
－
a
－
u
t
O
r
y
t
O
－
a
＝
n
n
O
ヨ
2
）
か
ら
人
的
控
除
（
P
e
r
s
O
n
巴
 
 

（
3
）
 
r
2
－
i
e
叫
s
）
等
を
行
い
課
税
所
得
（
↑
a
註
e
i
n
c
O
m
2
）
が
導
か
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
現
行
税
制
J
、
所
得
は
、
次
の
と
お
り
五
 
（
4
）
 
っ
の
シ
ュ
ジ
ュ
 

ー
ル
に
分
類
さ
れ
る
。
 
 

（
5
）
 
1
 
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
A
‥
・
連
合
王
国
内
の
土
地
か
ら
の
所
得
 
 

2
 
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
C
…
連
合
王
国
及
び
外
国
の
政
府
公
債
か
ら
の
利
子
所
得
 
 

3
 
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
D
⊥
ハ
種
類
（
c
a
芭
に
区
分
さ
れ
る
。
 
 
 

第
】
種
…
事
業
か
ら
の
所
得
、
第
二
種
…
専
門
職
又
は
そ
の
他
の
職
業
か
ら
の
所
得
、
第
三
種
…
利
子
、
年
金
及
び
そ
の
他
の
年
支
 
 

払
金
、
第
四
種
…
外
国
の
証
券
か
ら
の
所
得
で
、
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
C
で
課
警
れ
な
い
も
の
、
第
五
種
…
外
国
の
事
業
財
産
か
ら
の
所
 
得
、
第
六
 

種
…
他
の
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
で
課
警
れ
な
い
所
得
及
び
法
令
で
票
さ
れ
た
特
定
の
所
得
 
 

（
6
）
 
4
 
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
写
‥
給
与
所
得
で
、
次
の
三
種
類
に
区
分
さ
れ
る
。
 
 
 

第
一
種
…
通
常
の
居
住
者
の
国
内
給
与
所
得
、
第
二
種
…
通
常
で
な
い
居
住
者
及
び
非
居
住
者
の
国
内
給
与
所
得
、
第
三
種
‥
虐
住
 
 
 

着
の
外
国
源
泉
の
給
与
所
得
 
 

5
 
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
ざ
・
連
合
王
国
内
の
法
人
か
ら
の
配
当
及
び
分
配
金
 
 

第
三
款
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
実
定
法
上
の
取
扱
い
 
 
 

一
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
根
拠
規
定
 
 
 



イ
ギ
リ
ス
租
税
法
上
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
定
義
し
た
法
令
等
ほ
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
既
に
第
二
款
で
述
べ
 
 

た
と
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
包
括
的
な
所
得
概
念
が
存
し
な
い
の
で
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
そ
の
概
念
 
 

∧
7
）
 
 

は
、
具
体
的
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
判
例
に
お
け
る
積
み
重
ね
と
立
法
上
の
解
決
に
よ
り
醸
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
従
来
か
 
 

ら
な
さ
れ
て
き
た
資
本
的
収
入
（
非
課
税
）
と
所
得
的
収
入
（
課
税
）
と
の
間
の
区
分
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
明
確
に
位
置
付
け
ら
 
 

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
上
に
あ
る
も
の
が
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
給
与
所
得
と
し
て
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
E
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
E
で
課
税
さ
れ
 
 

（
9
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
の
は
、
役
職
（
○
買
c
e
）
若
し
く
は
雇
用
（
e
ヨ
p
す
m
e
n
t
）
か
ら
生
じ
る
報
酬
（
e
m
O
－
亡
m
e
n
t
）
及
び
年
金
で
あ
る
。
そ
し
て
、
報
酬
 
 

に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
性
質
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
俸
給
（
s
a
巨
i
e
s
）
、
手
数
料
（
f
e
e
s
）
、
賃
金
（
w
a
g
e
s
）
、
役
得
（
p
e
－
q
u
i
・
 
 

（
1
0
）
 
 

s
i
t
i
e
s
）
及
び
収
益
（
p
r
O
f
i
t
s
）
を
含
む
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
判
例
で
は
、
金
銭
転
換
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 
 

い
う
解
釈
論
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
従
業
員
が
受
領
し
た
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
金
銭
的
価
値
が
あ
る
か
否
 
 

か
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
金
銭
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
実
際
に
換
金
し
た
 
 

（
‖
し
 
 

か
ど
う
か
で
ほ
な
く
、
換
金
可
能
性
に
着
目
し
て
い
る
点
で
あ
る
 

（
1
2
）
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
東
京
大
学
の
碓
井
光
明
教
授
に
よ
れ
ば
、
判
例
の
解
釈
論
に
お
い
て
課
税
を
肯
定
す
る
と
い
う
結
論
は
同
一
で
あ
っ
 
 

て
も
、
金
銭
へ
の
転
換
可
能
性
に
関
す
る
考
え
方
ま
で
は
、
完
全
に
一
致
し
て
い
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
氏
の
論
文
に
お
 
 

け
る
次
の
諸
裁
判
官
の
判
示
か
ら
理
解
で
き
る
。
例
え
ば
、
リ
ー
デ
ィ
ソ
グ
ケ
ー
ス
と
さ
れ
て
い
る
T
2
n
n
a
n
t
く
・
S
ヨ
i
声
〕
T
・
C
」
∽
∞
 
 

こ
∞
∽
N
）
は
、
銀
行
の
施
設
を
管
理
す
る
任
務
を
負
っ
た
銀
行
の
支
店
の
支
配
人
が
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
銀
行
の
家
屋
内
に
居
 
 

住
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
賃
貸
料
相
当
額
が
課
税
所
得
に
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
が
、
本
事
件
に
 
 

t
≡
九
 
 
 



三
二
〇
 
 

お
い
て
、
ホ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
（
H
巴
s
b
u
－
y
）
卿
は
、
家
屋
の
単
な
る
占
有
の
み
で
ほ
、
課
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
そ
れ
 
 

自
身
の
性
質
か
ら
金
銭
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
に
つ
い
て
、
金
銭
と
同
様
に
扱
っ
て
よ
い
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
 
 

後
、
H
e
a
t
O
n
く
．
翌
】
－
会
T
．
∩
一
箪
二
石
室
事
件
に
お
い
て
、
モ
ー
リ
ス
（
M
O
r
r
i
s
）
卿
は
、
株
式
の
買
受
権
に
つ
い
て
譲
渡
不
可
能
 
 

（
1
3
）
 
で
は
あ
っ
て
も
、
買
受
権
の
行
使
に
よ
っ
て
株
式
を
取
得
し
、
そ
れ
を
譲
譲
渡
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
「
必
ず
し
も
金
銭
支
払
の
形
 
 

態
を
と
る
必
要
は
な
い
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
示
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
現
実
に
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
享
受
し
た
時
点
で
 
 

は
、
金
銭
転
換
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
将
来
の
あ
る
一
定
時
点
で
金
銭
転
換
可
能
性
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
ほ
課
税
 
 

さ
れ
る
点
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
デ
イ
ブ
ロ
ッ
ク
（
D
i
p
－
O
n
k
）
卿
は
、
「
金
銭
転
換
可
能
（
c
O
n
諾
r
t
i
b
訂
i
n
t
O
ヨ
O
n
e
y
）
」
な
る
文
言
は
、
制
定
法
の
中
に
存
在
し
 
 

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
事
実
関
係
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
例
え
ば
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
受
領
 
 

す
る
か
、
金
銭
で
受
領
す
る
か
選
択
可
能
な
場
合
に
ほ
、
そ
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
な
し
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
代
わ
 
 

り
に
金
銭
を
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
課
税
対
象
と
な
る
と
判
示
し
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
課
税
さ
れ
る
べ
き
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
従
業
員
と
特
定
の
従
業
員
（
必
要
経
費
控
除
前
の
 
 

給
与
と
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
合
計
額
が
、
年
間
£
入
、
五
〇
〇
以
上
の
従
業
員
、
又
は
役
員
を
い
う
。
通
常
、
P
〓
ロ
該
当
従
業
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

員
と
呼
ば
れ
る
）
と
で
相
違
し
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
規
定
に
よ
り
課
税
さ
れ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
諸
外
国
 
 

（
1
6
）
 

に
み
ら
れ
な
い
制
度
と
し
て
、
事
業
主
は
、
F
。
r
ヨ
P
〓
D
（
参
考
資
料
1
7
参
照
）
に
特
定
の
従
業
員
に
対
し
て
提
供
し
た
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
 
 

ネ
フ
ィ
ッ
ト
あ
る
い
は
支
払
っ
た
経
費
（
立
替
分
を
含
む
）
を
記
載
し
て
、
各
年
の
六
月
六
日
ま
で
に
税
務
署
へ
申
告
す
る
義
務
が
あ
 
 

る
。
 
 
 



ま
た
、
給
与
所
得
の
必
要
経
費
に
つ
い
て
ほ
、
「
…
…
職
務
遂
行
上
、
被
用
老
自
ら
の
報
酬
か
ら
、
必
要
や
む
を
得
ず
（
O
b
－
i
g
e
d
）
支
出
 
 

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
旅
費
又
は
馬
の
維
持
管
理
費
、
若
し
く
は
そ
の
他
完
全
に
（
w
h
O
寺
）
、
排
他
的
に
（
e
宍
旨
s
i
完
l
y
）
、
か
つ
不
可
避
 
 

（
1
7
）
 
 

的
に
 
（
n
e
n
e
s
s
a
r
i
－
y
）
支
出
し
た
費
用
は
、
報
酬
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
事
業
所
得
に
つ
い
て
 
 

（
1
8
）
 
 

ほ
、
「
…
…
事
業
目
的
の
た
め
に
 
（
f
O
r
t
h
e
 
p
u
r
p
O
S
e
S
 
O
f
t
h
e
 
t
r
a
d
e
）
完
全
に
、
排
他
的
な
費
用
…
…
」
と
規
定
さ
れ
、
「
や
む
を
え
 
 

ず
」
で
あ
る
と
か
、
「
不
可
避
的
に
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
な
い
。
必
要
経
費
と
し
て
控
除
が
可
能
な
経
費
に
つ
い
て
ほ
、
い
っ
た
ん
 
 

み
な
し
給
与
と
し
て
所
得
に
加
算
さ
れ
、
そ
の
後
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
業
所
得
よ
り
も
か
な
り
そ
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
た
も
 
 

の
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

判
例
に
よ
れ
ば
、
必
要
経
費
と
し
て
控
除
さ
れ
る
た
め
に
は
、
職
務
遂
行
上
不
可
避
的
に
支
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
単
に
 
 

職
務
を
遂
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
費
用
で
あ
る
と
か
、
職
務
を
よ
り
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
の
費
用
は
控
除
で
き
な
い
と
さ
れ
 
 

て
い
る
。
ま
た
、
職
務
の
内
容
に
照
ら
し
客
観
的
に
必
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
定
の
従
業
員
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
 
 

（
1
9
）
 
 

ほ
、
控
除
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
必
要
経
費
と
し
て
控
除
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
次
の
費
用
が
あ
る
。
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
3
）
 
 
 

（
2
0
）
 
 

①
通
勤
費
、
②
接
待
交
際
費
、
③
研
修
教
育
費
、
④
労
働
組
合
費
、
⑤
教
養
費
、
⑥
求
職
に
要
す
る
費
用
、
⑦
夫
婦
共
稼
ぎ
の
場
合
の
 
 

家
政
婦
費
用
、
⑧
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
勤
務
時
間
そ
の
他
特
別
の
連
絡
の
た
め
の
電
話
料
金
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
い
っ
た
ん
み
な
し
給
与
と
し
て
所
得
に
加
算
さ
れ
て
も
、
結
果
と
し
て
控
除
さ
れ
れ
ば
加
算
前
と
同
様
で
あ
る
こ
と
 
 

（
2
4
）
 
 

か
ら
、
事
業
主
が
申
請
す
れ
ば
、
税
務
署
か
ら
そ
の
記
載
に
つ
い
て
省
略
す
る
許
可
（
d
i
s
p
e
コ
S
a
t
i
O
n
）
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
申
 
 

告
が
、
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
ほ
、
£
三
〇
〇
を
超
え
な
い
範
囲
内
（
提
出
の
な
い
状
態
が
継
続
し
た
場
合
に
は
、
一
日
に
 
 

（
2
5
）
 
 

つ
き
£
六
〇
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
追
徴
さ
れ
る
）
 
で
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
、
申
告
書
の
記
載
に
誤
り
が
あ
る
場
合
に
は
、
£
三
、
0
0
〇
 
 

三
二
一
 
 
 



三
二
二
 
 

（
2
6
）
 
 

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
課
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
 

な
お
、
報
告
す
べ
き
項
目
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

A
 
給
 
与
 
 
 

当
該
課
税
年
度
中
（
前
年
四
月
六
日
か
ら
当
年
四
月
五
日
ま
で
）
に
支
払
わ
れ
た
も
の
。
な
お
、
F
A
－
双
岩
河
∴
岩
－
会
に
よ
り
、
従
来
 
 

の
発
生
主
義
に
よ
る
申
告
か
ら
現
金
主
義
に
よ
る
申
告
に
取
扱
い
が
変
更
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
八
八
／
一
九
入
九
課
税
年
度
以
降
、
 
 

適
用
さ
れ
る
。
 
 
 

B
 
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
及
び
ガ
ソ
リ
ン
代
 
 
 

①
 
各
従
業
員
に
提
供
さ
れ
た
車
両
の
明
細
。
な
お
、
「
プ
ー
ル
カ
ー
」
（
従
業
員
が
車
両
を
共
有
す
る
場
合
）
に
つ
い
て
は
、
み
な
し
 
 

給
与
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
 
 
 

②
 
各
従
業
員
が
私
用
し
て
い
る
場
合
の
ガ
ソ
リ
ン
代
。
 
 
 

③
 
各
従
業
員
の
自
家
用
車
両
の
維
持
費
等
。
 
 
 

C
 
低
利
貸
付
金
 
 

貸
付
金
額
、
貸
出
日
、
返
済
状
況
等
の
明
細
。
 
 
 

D
 
そ
の
他
の
経
費
等
 
 
 

①
 
医
療
・
歯
科
治
療
費
又
は
保
険
料
、
②
渡
し
切
り
経
費
、
③
旅
費
交
通
費
、
④
私
用
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
土
フ
ッ
ク
、
⑤
交
際
 
 

費
、
⑥
私
用
の
電
話
代
、
⑦
自
動
亭
電
話
、
⑧
会
費
、
⑨
無
償
又
は
割
引
き
に
よ
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
⑲
商
品
券
（
く
O
u
C
h
・
 
 

e
r
）
及
び
ク
レ
ジ
ツ
ー
カ
ー
ド
、
⑪
車
両
、
不
動
産
等
の
提
供
又
は
譲
渡
等
、
⑫
託
児
施
設
の
提
供
、
⑬
教
育
費
の
補
助
、
⑳
家
賃
の
補
助
 
 
 



又
は
社
宅
の
提
供
、
⑮
従
業
員
負
担
の
所
得
税
、
⑬
そ
の
他
の
経
費
（
休
暇
、
社
会
保
険
料
補
助
等
）
。
 
 
 

従
っ
て
、
右
記
の
F
O
r
ヨ
P
〓
D
に
記
載
さ
れ
る
内
容
そ
の
も
の
が
、
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
 
 

の
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
課
税
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
 
 
 

前
記
の
う
ち
、
特
に
、
⑳
に
つ
い
て
ほ
、
例
え
ば
、
灯
台
の
看
守
の
よ
う
に
業
務
の
性
質
上
、
事
業
主
が
提
供
し
た
居
住
設
備
で
職
務
 
 

を
遂
行
せ
ざ
る
え
な
い
な
ら
ば
、
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
例
外
規
定
も
あ
る
。
こ
の
取
扱
い
は
、
一
般
に
「
代
理
占
有
（
－
2
p
r
e
S
e
n
t
a
t
i
く
e
 
 

（
2
7
）
 
 

O
C
n
u
p
a
t
i
O
n
）
」
基
準
と
呼
ば
れ
て
い
る
 

二
 
非
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 

シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
E
に
お
い
て
、
課
税
さ
れ
な
い
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
．
概
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

①
 
事
業
主
建
物
内
の
給
食
施
設
、
売
店
で
の
無
償
の
食
事
の
提
供
若
し
く
は
食
費
の
補
助
、
あ
る
い
は
食
事
を
す
る
た
め
の
チ
ケ
ッ
 
 
 

ー
若
し
く
ほ
ト
ー
ク
ン
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
合
理
的
な
範
囲
内
で
、
事
業
主
建
物
内
の
給
食
施
設
・
売
店
で
あ
る
か
 
 
 

ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
従
業
員
に
対
し
提
供
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
提
供
さ
れ
な
い
従
業
員
に
対
し
て
食
事
券
（
ヨ
e
a
T
 
 

（
2
8
）
 
 
 

く
O
u
C
h
e
r
s
）
が
交
付
さ
れ
る
場
合
 
 

（
2
9
）
 
 
 

②
 
食
事
券
は
、
譲
渡
不
能
で
あ
り
、
食
事
に
の
み
利
用
さ
れ
、
一
営
業
日
あ
た
り
一
五
ペ
ン
ス
以
内
で
あ
る
こ
と
 
 
 

③
 
退
職
又
は
死
亡
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
恩
給
（
p
e
n
s
i
O
n
）
、
年
金
（
a
n
n
u
i
t
y
）
、
一
時
支
給
金
（
－
u
m
p
s
u
m
）
、
褒
賞
金
（
g
－
a
t
u
i
t
y
）
 
 

（
3
0
）
 
 

及
び
そ
の
他
類
似
の
支
給
金
 
 

（
3
1
）
 
 
 

④
 
連
合
王
国
外
で
の
業
務
遂
行
中
に
、
病
気
又
は
怪
我
を
し
た
場
合
の
通
常
必
要
な
医
療
費
及
び
医
療
保
険
費
用
 
 

三
二
三
 
 
 



三
二
四
 
 

（
3
2
）
 
⑤
 
同
一
グ
ル
ー
プ
内
の
二
以
上
の
会
社
を
兼
任
し
て
い
る
取
締
役
の
特
定
の
旅
費
 
 

⑥
 
ス
ト
ラ
イ
キ
又
は
他
の
労
働
争
議
に
よ
り
公
共
交
通
機
関
が
利
用
不
能
に
な
っ
た
場
合
の
特
別
に
要
し
た
旅
費
、
宿
泊
代
、
食
事
 
 
 
（
3
3
）
 
 
 

代
等
 
 

（
3
4
）
 
⑦
 
教
育
訓
練
費
用
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
 
 

（
3
5
）
 
⑧
 
永
年
表
彰
に
伴
う
物
品
の
供
与
 
 

（
3
6
）
 
⑨
 
勤
務
場
所
内
外
で
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
 
 

（
3
7
）
 
⑳
 
贈
答
の
う
ち
、
次
に
該
当
す
る
も
の
 
 
 

i
 
商
品
あ
る
い
は
商
品
に
の
み
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
商
品
券
及
び
ト
ー
ク
ン
 
 
 

‖
1
1
 
贈
答
老
ほ
、
事
業
主
又
は
事
業
主
に
関
連
す
る
者
で
な
い
こ
と
 
 

…
m
 
贈
答
品
は
、
事
業
主
又
は
事
業
主
に
関
連
あ
る
者
が
調
達
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
 
 

・
Ⅳ
 
贈
答
品
の
価
額
は
、
．
二
〇
〇
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
従
業
員
又
は
家
族
構
成
員
に
対
し
て
同
一
の
贈
答
老
に
よ
っ
て
な
さ
れ
 
 

た
贈
答
品
の
総
額
が
、
一
課
税
年
度
中
に
£
一
〇
〇
以
下
で
あ
る
こ
と
 
 

（
3
8
）
 
 

⑪
 
通
勤
費
の
う
ち
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
 
 
 

i
 
た
ま
た
ま
深
夜
勤
務
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
（
競
則
的
で
な
い
こ
と
）
 
 
 

〃
n
 
帰
宅
時
間
ま
で
に
公
共
交
通
機
関
が
終
了
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
そ
の
状
況
に
お
い
て
合
理
的
で
な
い
 
 

こ
と
 
 

⑫
 
毎
年
催
さ
れ
る
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
若
し
く
は
同
様
の
デ
ィ
ナ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
の
費
用
で
、
全
従
業
員
が
対
象
で
あ
り
、
一
 
 
 



（
3
9
）
 
 

人
当
た
り
£
五
〇
以
下
で
あ
る
こ
と
 
 

（
4
0
）
 
 
 

⑬
 
石
炭
の
無
料
支
給
に
代
え
て
炭
鉱
夫
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
現
金
手
当
 
 

三
 
評
 
価
 
 

（
4
1
）
 
 
原
則
と
し
て
、
フ
リ
ン
ジ
㌧
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
は
、
事
業
主
の
提
供
コ
ス
ト
で
評
価
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
 
 

（
4
2
）
 
他
か
ら
購
入
し
た
転
売
可
能
な
商
品
又
は
資
産
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
の
い
ず
れ
か
大
き
い
額
が
評
価
額
と
な
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
二
つ
以
上
の
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
に
帰
属
す
る
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
経
費
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
分
類
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

M
i
t
c
h
e
u
 
a
n
d
 
E
d
O
n
く
．
R
O
S
S
－
】
冨
N
 
A
．
C
．
0
0
ー
料
こ
∽
巴
u
A
ニ
E
．
R
．
念
．
 
 

（
2
）
 
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ
 
「
海
外
税
務
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
 
（
税
務
研
究
会
出
版
局
、
一
九
九
一
）
 
二
〇
六
貢
、
小
松
芳
明
・
前
掲
書
二
六
三
、
二
六
四
 
 

頁
。
 
 

（
3
）
 
B
r
i
t
i
s
h
M
a
s
t
e
r
↓
a
H
G
u
i
d
e
－
∽
器
－
－
双
岩
．
p
p
．
芦
芦
な
お
、
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
B
で
は
、
山
林
か
ら
の
所
得
に
課
税
し
て
い
た
が
、
一
九
八
 
 
 

八
／
一
九
入
九
課
税
年
度
以
降
廃
止
さ
れ
た
。
F
A
－
∽
0
0
0
0
こ
．
芦
S
c
F
甲
 
 

（
4
）
 
イ
ギ
リ
ス
の
正
式
な
名
称
は
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
・
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
 
（
U
n
i
t
e
d
 
K
i
n
g
d
O
m
 
O
f
 
G
r
e
a
t
 
B
r
i
t
a
i
n
 
a
n
d
 
 
 

N
O
r
t
h
e
r
n
 
H
r
e
－
a
n
d
）
 
で
あ
り
、
略
し
て
連
合
王
国
（
U
n
i
t
e
d
 
K
i
n
g
d
O
ヨ
）
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
連
合
王
国
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
－
n
g
F
n
d
）
、
 
 

ウ
ェ
ー
ル
ズ
 
（
W
a
－
e
s
）
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
 
（
S
c
O
t
t
－
a
n
d
）
 
（
こ
の
三
地
域
が
グ
レ
・
・
l
「
ブ
リ
テ
ソ
と
呼
ば
れ
る
）
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
 
（
N
O
r
t
h
・
 
 
 

e
r
n
H
r
e
－
a
コ
d
）
及
び
そ
の
周
辺
諸
島
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
マ
ン
島
 
（
t
h
e
 
i
s
－
e
 
O
f
 
M
a
n
）
 
及
び
チ
ャ
ネ
ル
諸
島
（
t
h
e
 
n
h
a
n
n
e
－
 
 
 

I
s
一
a
n
d
s
）
 
は
、
行
政
上
広
汎
な
自
治
権
を
有
し
て
お
り
、
連
合
王
国
に
は
含
ま
れ
な
い
。
 
 

（
5
）
 
H
C
↓
A
－
∽
0
0
0
0
．
s
」
稟
－
）
い
F
A
－
∽
0
0
∽
－
S
．
u
の
．
 
 

三
二
五
 
 
 

①
商
品
又
は
資
産
の
中
古
価
額
、
②
事
業
主
の
提
供
コ
ス
ト
 
（
購
入
、
選
択
、
検
査
、
保
管
、
ア
フ
タ
ー
コ
ス
ト
費
用
を
含
む
）
。
 
 

ト
が
 
 



（（（（（  
13121110 9  ）     ）     ）     ）     ）  

三
二
六
 
 
 

（
6
）
 
リ
ー
デ
ィ
ソ
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
、
G
r
e
a
t
 
W
e
s
t
e
r
n
 
R
a
i
－
w
a
y
n
O
く
B
a
t
e
二
－
∽
N
N
）
N
 
A
C
－
が
あ
る
。
 
 

（
7
）
 
宮
谷
俊
胤
「
英
国
税
法
に
お
け
る
利
益
∽
」
 
（
税
法
学
t
一
四
三
号
）
一
五
頁
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
一
九
二
〇
年
以
降
、
納
税
者
 
 
 

と
税
務
当
局
又
は
議
会
は
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
を
展
開
し
て
お
り
、
納
税
者
の
方
で
、
あ
る
工
夫
（
d
e
5
．
C
e
）
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
一
般
に
普
及
す
る
 
 
 

が
、
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
せ
ん
が
た
め
に
立
法
さ
れ
、
更
に
は
よ
り
一
層
手
の
こ
ん
だ
工
夫
が
な
さ
れ
、
更
に
規
制
立
法
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
 
 

て
き
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
留
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
個
別
具
体
的
立
法
を
媒
介
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
文
言
に
よ
っ
て
い
 
 

る
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

（
8
）
 
雇
用
契
約
が
実
質
的
に
存
す
る
か
ど
う
か
は
、
事
実
関
係
を
総
合
勘
案
し
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
指
揮
 
 
 

命
令
下
に
あ
る
か
ど
う
か
、
他
の
第
三
者
に
仕
事
を
委
任
で
き
る
か
ど
う
か
、
危
険
負
担
は
ど
う
か
、
所
得
税
及
び
国
民
保
険
税
（
∠
a
t
i
O
n
a
－
 
 
 

I
n
s
u
r
a
n
c
e
 
c
O
n
t
r
i
b
u
t
i
O
n
S
）
 
は
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
か
、
道
具
及
び
設
備
は
提
供
さ
れ
て
い
る
か
、
仕
事
時
間
は
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
等
が
勘
 
 

奏
さ
れ
る
。
 
 
 

B
r
i
t
i
s
h
 
M
a
s
t
e
r
↓
a
X
 
G
u
i
d
e
－
∽
∽
〕
1
－
∽
∽
A
．
p
p
」
－
∽
L
－
の
．
 
 
 

1
∩
↓
A
－
冨
0
0
｝
S
．
－
甲
 
 

－
C
↓
A
－
∽
0
0
∞
－
S
J
U
二
こ
．
 
 
 

B
r
i
t
i
s
h
 
M
a
s
t
e
r
 
T
a
x
 
G
u
i
d
e
－
冨
∽
－
－
∽
∽
料
．
p
－
N
∽
．
 
 
 

碓
井
光
明
∴
前
掲
幸
一
八
七
貢
以
下
。
 
 
 

A
b
b
O
t
t
く
．
P
h
i
】
b
i
n
、
∽
∽
↓
．
∩
．
0
0
N
（
－
警
○
）
∧
．
 
 
 

同
様
に
、
W
i
l
k
i
n
s
ヂ
R
O
g
e
r
S
O
n
－
∽
∽
T
．
C
．
u
怠
（
－
∽
讐
）
で
は
、
洋
服
の
供
与
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
取
得
す
る
校
会
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
 
 

い
が
、
取
得
し
た
洋
服
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
て
い
る
。
 
 
 

H
C
↓
A
－
冨
0
0
こ
∴
笥
（
こ
（
b
）
・
た
だ
し
、
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
例
外
と
し
て
該
当
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
H
n
T
A
－
∽
声
s
∴
買
こ
（
芦
s
．
 
 

－
冨
（
岩
）
（
〓
）
．
 
 
 

H
C
T
A
－
冨
0
0
．
s
．
－
∽
u
－
－
の
0
0
．
 
 
 

H
n
T
A
－
冨
0
0
．
s
∴
∽
－
↓
M
A
－
讐
岩
S
－
∽
u
か
O
f
－
讐
∽
（
R
e
g
u
－
a
t
i
O
n
∽
こ
．
 
 
 



（
1
7
）
 
 

（
1
8
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
3
）
 
 

（
2
4
）
 
 

（
2
5
）
 
 

（
2
6
）
 
 

（
2
7
）
 
 

（
2
8
）
 
 

（
2
9
）
 
 

（
3
0
）
 
 

（
3
1
）
 
 

（
3
2
）
 
 

（
3
3
）
 
 

（
3
4
）
 
 

（
3
5
）
 
 
 

H
C
↓
A
－
∽
0
0
0
0
、
S
」
∽
0
0
（
こ
．
 
 
 

I
n
↓
A
－
冨
0
0
．
s
．
」
史
a
）
．
 
 
 

注
解
所
得
税
法
研
究
会
編
「
注
解
所
得
税
法
」
（
会
計
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
一
九
七
六
二
ニ
ー
五
一
貫
。
 
 
 

R
i
c
k
e
t
t
s
く
．
n
O
－
q
h
O
u
n
．
A
．
n
」
∴
－
○
↓
－
∩
ニ
ー
0
0
）
 
 

H
n
↓
A
－
∽
声
s
．
∽
∃
（
こ
．
交
際
費
は
、
原
則
と
し
て
、
会
社
に
お
い
て
も
個
人
に
お
い
て
も
費
用
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
会
社
の
 
 

税
務
計
算
に
お
い
て
損
金
算
入
が
否
認
さ
れ
た
交
際
費
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
み
な
し
給
与
と
し
た
上
で
、
－
∩
↓
A
－
冨
0
0
ー
S
」
買
－
）
の
基
準
に
該
 
 

当
す
れ
ば
、
必
要
経
費
と
し
て
控
除
さ
れ
る
。
 
 
 

H
u
m
b
－
e
s
く
．
B
r
0
0
k
s
．
畠
T
．
C
．
讐
戸
 
 
 

H
P
m
e
r
t
O
n
く
．
〇
く
e
r
y
－
∽
∽
↓
．
∩
．
詔
．
 
 
 

i
n
T
A
－
悪
声
s
」
浣
．
 
 
 

I
n
↓
A
－
冨
∞
－
S
．
冨
（
こ
．
↓
M
A
－
当
P
 
 
 

：
∩
↓
A
－
冨
0
0
ー
S
．
冨
（
N
）
－
↓
M
A
－
当
P
 
 
 

I
n
↓
A
－
∽
0
0
0
0
－
S
」
㌫
（
莫
a
）
－
↓
e
n
n
岩
t
く
．
S
m
i
声
∽
T
．
C
」
∽
0
0
（
－
0
0
∽
N
）
・
 
 
 

た
だ
し
、
ホ
テ
ル
、
仕
出
し
業
者
、
外
食
産
業
に
お
い
て
、
一
般
の
顧
客
の
利
用
時
間
帯
に
レ
ス
土
フ
ソ
等
で
提
供
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
 
 

適
用
さ
れ
な
い
。
－
n
T
A
－
冨
∞
こ
∴
∽
器
）
－
E
S
C
A
声
 
 
 

E
S
n
 
A
N
．
 
 
 

1
n
T
A
】
∽
0
0
0
0
こ
」
∽
芸
）
、
甥
n
A
記
・
 
 
 

H
n
↓
A
－
∽
0
0
0
0
、
S
．
－
∽
∽
（
の
）
．
 
 
 

E
S
n
 
A
サ
 
 
 

E
S
n
 
A
∽
∞
．
 
 
 

E
S
n
 
A
の
∽
．
 
 
 

た
だ
し
、
二
〇
年
以
上
勤
務
の
場
合
は
、
一
年
当
た
り
£
二
〇
ま
で
は
非
課
税
。
 
 

三
二
七
 
 
 



第
一
款
 
所
得
税
法
の
沿
革
及
び
課
税
概
念
の
変
遷
 
 

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
租
税
制
度
の
中
心
を
な
し
て
い
た
の
は
間
接
税
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
増
税
は
、
世
界
市
場
に
お
け
る
地
位
の
低
下
 
 

だ
け
で
な
く
、
工
業
生
産
力
の
停
滞
を
招
い
た
た
め
、
そ
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
 
 

の
イ
ギ
リ
ス
及
び
ド
イ
ツ
で
の
所
得
税
の
採
用
に
も
刺
激
さ
れ
て
、
一
入
入
七
年
か
ら
一
九
〇
七
年
の
カ
イ
ヨ
ー
（
「
○
訂
n
a
i
ニ
a
u
x
）
法
 
 

案
の
出
現
に
至
る
ま
で
、
所
得
税
を
巡
る
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
た
。
そ
の
間
に
提
案
さ
れ
た
所
得
税
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
 
 
 

第
三
節
 
フ
ラ
ン
ス
の
課
税
体
系
 
 

E
S
n
 
A
N
N
．
 
 

（
3
6
）
 
H
n
↓
A
－
∽
0
0
∞
－
S
．
島
－
F
．
A
」
冨
0
0
．
 
 

（
3
7
）
 
E
S
n
A
ヨ
．
 
 

（
3
8
）
 
E
S
n
A
票
．
 
 

（
3
9
）
 
E
S
C
 
A
3
B
．
 
 

（
4
0
）
 
E
S
n
A
P
 
 

（
4
1
）
 
i
n
↓
A
－
∽
∞
0
0
ー
S
．
〓
器
（
－
）
（
N
）
．
 
 

（
讐
 
E
宍
e
p
t
i
O
n
S
e
c
t
i
O
n
－
∽
－
S
t
a
t
e
ヨ
e
n
t
O
f
P
r
a
c
t
i
c
e
∽
＼
∞
∽
．
 
 



①
 
従
来
の
収
益
税
の
基
本
的
な
性
格
（
外
形
標
準
や
比
例
税
率
）
を
受
け
継
い
だ
も
の
に
、
所
得
税
の
名
を
冠
し
た
も
の
 
 
 

②
 
イ
ギ
リ
ス
の
分
類
所
得
税
的
な
も
の
 
 
 

③
 
プ
ロ
イ
セ
ン
の
総
合
所
得
税
的
な
も
の
 
 
 

④
 
資
本
税
若
し
く
は
資
本
税
と
所
得
税
の
混
合
形
態
 
 
 

そ
し
て
、
一
九
〇
七
年
二
月
、
蔵
相
カ
√
ヨ
一
に
よ
り
画
期
的
な
所
得
税
法
案
が
提
出
さ
れ
る
。
こ
の
法
案
の
特
徴
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
 
 

（
3
）
 
 

（
2
）
 
 

分
類
所
得
税
と
プ
ロ
シ
ア
の
総
合
所
得
税
を
折
衷
し
た
二
重
構
造
型
の
所
得
税
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
激
し
い
論
争
を
経
た
後
、
一
 
 

九
一
四
年
七
月
に
総
合
所
得
税
を
骨
子
と
す
る
一
般
所
得
税
（
i
ヨ
p
望
g
爪
n
爪
邑
s
u
r
訂
r
e
諾
n
u
）
が
、
一
九
一
七
年
七
月
に
は
分
類
所
得
 
 

税
を
骨
子
と
す
る
諸
所
得
税
（
i
m
p
讐
s
u
r
 
d
i
く
e
r
S
e
S
 
n
a
t
e
g
O
r
i
e
s
d
e
 
r
e
く
e
n
u
S
）
が
成
立
し
た
。
 
 
 

こ
の
所
得
税
制
度
の
主
な
特
徴
と
し
て
は
、
農
業
利
潤
、
賃
金
・
俸
給
が
新
た
に
課
税
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
強
制
的
で
あ
っ
 
 

た
所
得
の
申
告
が
任
意
的
な
も
の
に
改
め
ら
れ
、
申
告
し
た
者
だ
け
に
査
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
大
幅
な
扶
養
 
 

控
除
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
等
、
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
一
般
所
得
税
及
び
諸
所
得
税
は
一
九
四
入
年
一
二
月
に
廃
止
さ
れ
、
比
例
税
で
あ
る
単
一
税
と
累
進
付
加
税
が
新
た
に
採
用
 
 

さ
れ
た
。
比
例
税
は
、
商
工
業
収
益
、
農
林
業
収
益
、
俸
給
、
賃
金
、
手
当
、
報
酬
、
恩
給
及
び
終
身
年
金
、
自
由
職
業
収
益
及
び
こ
れ
 
 

に
準
ず
る
所
得
、
不
動
産
所
得
、
動
産
資
本
所
得
に
対
し
て
一
入
％
の
標
準
税
率
で
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
累
進
付
加
税
は
、
納
税
義
 
 

務
者
の
純
所
得
総
額
に
対
し
て
累
進
税
率
で
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

一
九
五
九
年
t
斉
に
は
、
戦
後
一
四
年
間
の
フ
ラ
ン
ス
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
、
特
に
E
E
C
の
発
足
に
対
処
す
る
た
め
の
租
税
制
 
 

度
を
検
討
す
る
た
め
税
制
調
査
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
報
告
に
基
づ
き
同
年
一
二
月
、
大
規
模
な
税
制
改
正
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
 
 

三
二
九
 
 
 



三
三
〇
 
 
 

従
来
の
比
例
税
及
び
累
進
付
加
税
が
廃
止
さ
れ
、
個
人
所
得
に
対
す
る
単
一
年
税
た
る
個
人
所
得
税
（
i
ヨ
p
讐
 
s
u
r
 
r
e
く
e
n
u
 
d
e
s
 
 

（
4
）
 
 

p
e
r
s
O
コ
コ
e
S
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
）
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

な
お
、
そ
の
際
に
個
人
所
得
税
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
補
充
税
が
創
設
さ
れ
た
が
、
一
九
七
一
年
一
月
の
廃
止
に
伴
い
、
従
来
の
個
 
 

（
5
）
 
 

人
所
得
税
と
い
う
名
称
は
、
所
得
税
（
i
m
p
望
s
u
二
e
 
r
e
く
e
n
u
）
 
に
改
め
ら
れ
た
。
 
 
 

そ
し
て
、
一
九
七
七
年
一
月
に
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
対
し
て
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
課
税
ベ
ー
ス
が
拡
張
さ
れ
た
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
森
恒
夫
「
フ
ラ
ン
ス
資
本
主
義
と
租
税
」
一
入
九
頁
1
t
九
二
頁
。
 
 

（
2
）
 
森
恒
夫
こ
別
掲
善
一
九
入
貢
で
、
次
の
三
点
が
理
由
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

①
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
富
や
所
得
の
分
布
状
況
か
ら
、
従
来
以
上
の
税
収
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
シ
ア
型
の
総
合
累
進
所
得
税
に
よ
る
よ
 
 

り
も
、
イ
ギ
リ
ス
型
の
分
類
所
得
税
を
採
用
し
、
か
つ
、
免
税
点
を
低
く
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

②
 
収
益
税
で
描
捉
さ
れ
な
か
っ
た
所
得
を
新
た
に
課
税
対
象
に
す
る
こ
と
に
 

負
担
の
不
公
平
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

③
 
免
税
点
を
低
く
す
る
こ
と
に
よ
り
大
衆
課
税
的
な
色
彩
が
色
濃
く
な
る
の
で
、
従
来
収
益
税
の
欠
陥
で
あ
っ
た
高
額
所
得
者
に
対
す
る
課
税
 
 

を
充
実
強
化
す
る
た
め
に
、
プ
ロ
シ
ア
塾
総
合
所
得
税
の
採
用
に
よ
り
補
完
税
と
し
て
課
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
小
松
芳
明
こ
別
掲
書
三
六
一
貫
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
最
も
早
く
民
主
主
義
に
移
行
し
た
フ
ラ
ン
ス
が
近
代
的
な
租
税
制
度
に
移
行
で
 
 
 

き
な
か
っ
た
の
は
、
政
情
不
安
が
継
続
し
た
こ
と
と
、
「
家
庭
は
城
郭
な
り
」
と
い
う
国
民
感
情
の
根
底
に
横
た
わ
る
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
 
 
 

重
視
す
る
立
場
並
び
に
自
由
を
尊
ぶ
精
神
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

一
方
、
森
恒
夫
・
前
掲
書
二
〇
六
頁
1
二
〇
入
貢
で
は
、
次
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る
。
 
 
 

①
 
巨
大
金
融
業
老
は
、
高
度
の
累
進
税
率
や
厳
格
な
申
告
義
務
を
伴
う
所
得
税
の
背
後
に
、
社
会
主
義
の
脅
威
を
感
じ
て
い
た
。
 
 
 



第
二
款
 
課
税
所
得
 
 

（
1
）
 
 
 

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ほ
、
所
得
に
対
す
る
一
般
的
定
義
が
法
律
に
明
定
さ
れ
て
い
な
い
 

（
2
）
 
 
 

所
得
税
は
、
毎
年
、
納
税
者
が
同
一
年
度
内
に
取
得
あ
る
い
は
処
分
す
る
利
益
又
は
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
課
税
所
得
 
 

ほ
、
各
所
得
種
目
ご
と
の
総
収
入
か
ら
、
所
得
の
取
得
及
び
そ
の
保
全
の
た
め
の
支
出
を
控
除
し
て
算
出
し
た
純
収
益
又
は
純
所
得
を
合
 
 

（
3
）
 
 

計
し
、
省
ら
に
諸
経
費
及
び
損
失
を
控
除
し
て
算
定
さ
れ
る
 

（
4
）
 
 
 

所
得
は
、
そ
の
源
泉
に
よ
り
、
次
の
七
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
 
 
 

①
不
動
産
所
得
、
②
商
工
業
収
益
、
③
農
林
業
収
益
、
④
給
与
所
得
、
⑤
自
由
職
業
収
益
、
⑥
動
産
資
本
所
得
、
⑦
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
 
 

イ
ン
 
 
 

②
 
多
数
の
小
農
民
は
、
所
得
税
こ
そ
は
自
由
の
侵
害
と
所
有
権
の
剥
奪
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
 
 
 

③
 
多
数
の
独
立
小
南
工
業
老
の
利
害
の
一
致
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
。
 
 
 

④
 
政
争
の
激
し
さ
、
内
閣
の
頻
繁
な
交
代
は
、
強
力
な
徴
税
権
力
を
前
提
と
す
る
所
得
税
の
実
現
に
と
っ
て
障
害
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
正
確
な
 
 

記
帳
、
申
告
、
査
定
を
伴
う
所
得
税
は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
慣
れ
な
い
農
民
や
小
南
工
業
老
に
対
し
て
は
、
適
用
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
厳
格
 
 

な
査
定
を
強
行
し
て
も
い
た
ず
ら
に
摩
擦
を
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
 
 

（
4
）
 
な
お
、
歳
入
面
の
要
語
か
ら
、
比
例
税
（
t
a
芳
C
O
m
p
－
e
m
取
n
t
a
i
r
e
）
も
、
一
九
六
五
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
一
時
的
に
課
さ
れ
て
い
た
。
 
 

（
5
）
 
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
日
本
と
異
な
り
、
租
税
一
般
法
（
n
O
d
e
G
爪
n
爪
r
a
こ
e
s
－
ヨ
p
望
）
に
国
税
、
地
方
税
そ
れ
ぞ
れ
の
実
体
法
規
及
び
手
続
法
規
の
 
 
 

す
べ
て
が
含
ま
れ
て
お
り
、
一
九
六
五
条
に
及
ん
で
い
る
（
一
九
九
二
年
七
月
四
日
現
在
）
。
 
 



一
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
根
拠
規
定
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
直
接
定
義
し
た
規
定
は
存
し
な
い
が
、
給
与
所
得
に
は
、
俸
給
（
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
）
、
手
当
 
 

（
i
コ
d
e
m
n
i
t
仰
s
）
、
報
酬
（
ぎ
。
－
u
m
2
n
t
S
）
、
賃
金
（
s
巴
a
－
i
芭
、
年
金
（
p
e
n
s
i
O
n
S
）
及
び
終
身
年
金
（
r
e
n
t
e
s
く
i
a
g
仰
r
e
s
）
が
含
ま
 
 

（
5
）
 
 

れ
る
。
そ
し
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
租
税
一
般
法
第
八
二
条
に
お
い
て
、
「
課
税
基
礎
を
決
定
す
る
に
は
、
俸
 
 

（
6
）
 
給
、
手
当
、
賃
金
等
に
加
え
て
、
当
事
者
に
支
給
さ
れ
る
全
て
の
現
金
給
与
又
は
現
物
給
与
の
純
総
額
が
含
ま
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
現
 
 

金
給
与
同
様
、
給
与
所
得
と
み
な
さ
れ
る
。
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
受
益
者
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
個
人
所
 
 

得
税
の
申
告
書
二
〇
四
二
号
（
参
考
資
料
1
8
）
の
該
当
欄
に
記
載
し
て
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
事
業
主
は
、
従
業
員
に
支
 
 

（
7
）
 
払
う
報
酬
に
つ
い
て
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
二
四
六
〇
号
申
告
書
の
特
別
欄
に
記
載
し
て
申
告
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

課
税
所
得
の
純
総
額
は
、
支
払
金
額
及
び
現
金
給
与
並
び
に
現
物
給
与
総
額
か
ら
①
社
会
保
険
料
、
②
国
民
公
職
予
備
金
庫
の
設
け
た
 
 

付
加
年
金
制
度
の
掛
金
、
③
被
用
者
が
義
務
と
し
て
加
入
し
て
い
る
付
加
年
金
保
障
機
関
に
対
し
て
支
払
う
社
会
保
険
料
及
び
掛
金
を
控
 
 

（
8
）
 
 

険
し
た
後
の
総
所
得
か
ら
、
職
業
上
の
必
要
経
費
相
当
部
分
を
控
除
し
て
算
定
さ
れ
る
。
 
 

1
 
必
要
経
費
控
除
 
 
 

m
 
概
算
控
除
 
 
 

総
所
得
か
ら
前
記
①
及
び
第
入
三
条
の
二
に
定
め
る
保
険
料
を
控
除
し
た
額
の
一
〇
％
相
当
額
（
一
九
九
一
課
税
年
度
に
お
い
て
 
 
 

第
三
款
 
フ
リ
ン
ジ
・
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
実
定
法
上
の
取
扱
い
 
 



は
、
F
二
、
0
0
0
を
下
回
っ
て
は
な
ら
ず
、
給
料
及
び
賃
金
の
総
額
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
控
除
限
度
額
は
F
六
 
 

（
9
）
 
 

入
、
九
六
〇
で
あ
る
）
を
概
算
経
費
と
し
て
控
除
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
特
定
の
職
業
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
、
モ
 
 

（
1
0
）
 
 

デ
ル
、
議
員
等
）
 
に
つ
い
て
は
、
付
加
控
除
（
五
～
四
〇
％
、
F
五
〇
、
0
0
0
を
限
度
）
 
が
概
算
経
費
控
除
に
加
え
て
適
用
さ
れ
 
 

る
。
 
 

こ
の
概
算
控
除
の
適
用
を
受
け
る
給
与
所
得
者
は
、
こ
の
総
所
得
に
会
社
か
ら
支
払
わ
れ
る
経
費
補
償
手
当
を
加
算
し
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
。
実
際
に
ほ
、
次
の
い
ず
れ
か
有
利
な
方
法
を
選
択
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

①
 
経
費
禰
償
手
当
を
含
む
総
所
得
に
t
 
O
％
の
概
算
経
費
控
除
及
び
付
加
控
除
を
適
用
す
る
。
 
 

②
 
経
費
補
償
手
当
を
含
ま
な
い
総
所
得
に
一
〇
％
の
概
算
経
費
控
除
の
み
適
用
す
る
。
 
 

切
 
実
額
経
費
控
除
 
 
 

前
述
の
概
算
経
費
控
除
よ
り
も
実
際
の
職
務
上
の
費
用
が
多
い
場
合
に
は
、
次
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
概
算
経
費
控
除
に
 
 

代
え
て
実
額
経
費
控
除
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
‖
）
 
 
 

な
お
、
こ
の
選
択
は
、
申
告
又
は
異
議
申
立
て
の
形
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
 

①
 
支
給
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
経
費
補
償
手
当
を
総
所
得
に
算
入
す
る
こ
と
 
 

②
 
経
費
の
明
細
を
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
 
 

③
 
そ
の
経
費
を
立
証
で
き
る
こ
と
 
 
 

な
お
、
立
証
が
事
実
上
不
可
能
な
場
合
で
も
、
そ
の
業
務
の
性
質
や
重
要
性
、
職
業
上
の
責
任
の
度
合
い
を
勘
案
し
て
、
妥
当
で
あ
 
 

る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
選
択
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

三
三
三
 
 
 



三
三
四
 
 

実
務
上
は
、
職
務
上
必
要
な
次
の
費
用
が
、
必
要
経
費
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

i
 
出
張
旅
費
、
転
勤
費
、
通
勤
費
 
 
 

‖
1
1
 
作
業
場
所
の
賃
貸
料
、
造
作
費
、
道
具
の
購
入
費
用
 
 

…
u
 
特
殊
な
業
務
に
必
要
と
さ
れ
る
被
服
費
 
 

．
Ⅳ
 
自
動
車
の
費
用
 
 
 

Ⅴ
 
書
籍
及
び
刊
行
物
 
 

．
Ⅵ
 
労
働
取
合
費
 
 
 

嶋
 
接
待
交
際
費
 
 

…
Ⅷ
 
家
賃
 
 

Ⅸ
 
研
究
費
・
資
格
取
得
費
 
 

（
〓
）
 
 

2
 
給
与
所
得
控
除
 
 
 

前
記
1
を
控
除
後
の
所
得
に
対
し
て
、
二
〇
％
控
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
前
記
1
の
控
除
後
の
所
得
が
F
六
二
六
、
0
0
0
（
一
九
九
 
 

一
課
税
年
度
）
 
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
過
分
に
は
控
除
が
認
め
ら
れ
な
い
。
 
 
 

ま
た
、
直
接
的
又
は
間
接
的
に
会
社
株
式
の
三
五
％
以
上
を
保
有
す
る
給
与
所
得
者
は
 
（
配
偶
者
の
保
有
分
は
、
間
接
的
に
保
有
し
て
 
 

．
 
 

い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
）
、
前
記
1
の
控
除
後
の
所
得
が
F
四
四
〇
、
0
0
0
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
過
分
に
は
控
除
が
認
め
ら
 
 

れ
な
い
。
 
 
 



二
 
非
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 

（
1
2
）
 
 

非
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

①
 
職
務
又
は
職
業
に
伴
う
諸
費
用
に
充
て
る
た
め
の
特
別
手
当
で
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
実
質
的
に
充
当
さ
れ
る
も
の
 
 

②
 
家
族
手
当
、
公
認
保
母
雇
用
家
族
向
け
援
助
・
在
宅
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
手
当
 
 

③
 
家
族
補
填
手
当
 
 

④
 
単
一
家
族
収
入
手
当
・
家
事
従
事
母
親
手
当
・
保
護
費
用
手
当
 
 

⑤
 
成
年
障
害
者
手
当
・
家
族
収
入
掃
捉
手
当
 
 

⑥
 
住
宅
手
当
、
個
別
的
住
宅
援
助
の
総
額
 
 

⑦
 
傷
病
軍
人
恩
給
 
 

⑧
 
レ
ジ
オ
ン
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
及
び
軍
功
賞
に
伴
う
俸
給
 
 

⑨
 
労
働
災
害
の
犠
牲
者
又
は
そ
の
権
利
所
有
者
に
対
し
て
給
付
さ
れ
る
補
償
一
時
金
、
給
付
金
及
び
終
身
年
金
 
 

⑲
 
援
助
・
保
障
に
関
す
る
法
律
及
び
デ
ク
レ
に
基
づ
い
て
、
そ
の
形
式
を
問
わ
ず
国
家
、
公
共
団
体
及
び
公
の
施
設
に
よ
っ
て
支
給
 
 
 

さ
れ
る
手
当
、
補
償
金
及
び
給
付
金
 
 

⑪
 
日
常
の
生
活
活
動
を
行
な
う
際
に
第
三
者
の
援
助
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
永
続
的
、
か
つ
、
全
面
的
な
労
働
不
能
を
犠
牲
者
に
も
 
 
 

た
ら
し
た
原
因
で
あ
る
肉
体
的
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
、
司
法
上
の
有
罪
判
決
に
し
た
が
っ
て
損
害
賠
償
の
代
わ
り
に
支
給
さ
れ
る
 
 
 

終
身
年
金
 
 

三
三
五
 
 
 



三
三
六
 
 
 

⑫
 
共
済
組
合
法
典
第
「
u
N
－
－
∽
条
の
規
定
の
範
囲
内
で
、
在
郷
軍
人
及
び
戦
争
犠
牲
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
共
済
年
金
 
 

⑬
 
協
力
機
関
又
は
技
術
援
助
機
閑
に
お
い
て
現
役
軍
務
を
果
た
し
て
い
る
社
員
に
対
し
て
、
国
民
役
務
法
典
第
「
－
宝
条
に
基
づ
い
 
 
 

て
支
給
さ
れ
る
生
活
・
設
備
・
住
宅
手
当
及
び
見
積
扶
養
手
当
 
 

⑩
 
株
式
の
無
償
割
当
局
保
険
法
典
第
「
∽
N
N
－
－
N
条
に
定
め
る
中
央
保
険
会
社
の
株
式
で
、
同
法
典
第
「
u
N
N
l
－
u
粂
及
び
第
「
 
 
 

〕
N
N
－
N
N
条
に
基
づ
い
て
国
営
保
険
会
社
職
員
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
無
償
割
当
、
回
国
営
航
空
エ
ン
ジ
ン
研
究
製
造
会
社
及
び
国
 
 
 

営
航
空
宇
宙
産
業
会
社
の
株
式
で
、
一
九
七
三
年
t
月
四
日
法
律
第
七
三
－
九
号
第
一
条
に
基
づ
い
て
当
該
職
員
の
た
め
に
行
な
わ
 
 
 

れ
る
無
償
割
当
 
 

⑮
 
二
〇
、
0
0
0
フ
ラ
ン
を
限
度
と
し
て
、
労
働
法
典
第
「
一
－
N
N
－
－
鼻
－
－
∽
粂
第
t
段
に
定
め
る
年
金
退
職
手
当
 
 

⑲
 
労
働
法
典
に
定
め
る
条
件
に
合
致
し
た
契
約
に
基
づ
い
て
雇
用
さ
れ
た
見
習
い
に
対
す
る
賃
金
は
、
そ
の
者
が
六
五
歳
未
満
で
あ
 
 
 

れ
ば
、
第
五
条
の
二
に
定
め
る
免
除
限
度
額
を
超
え
な
い
部
分
に
つ
い
て
所
得
税
を
免
除
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
ほ
、
個
別
課
税
の
対
 
 

（
1
3
）
 
 
 

象
と
な
っ
て
い
る
見
習
い
、
又
は
見
習
い
を
扶
養
し
て
い
る
納
税
者
に
適
用
さ
れ
る
。
 
 

⑰
 
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
課
税
住
所
を
有
す
る
着
で
、
か
つ
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
居
住
す
る
雇
用
者
に
よ
っ
て
海
外
へ
派
遣
さ
れ
る
フ
ラ
 
 
 

ン
ス
国
籍
の
暑
が
、
海
外
に
お
け
る
活
動
の
報
酬
と
し
て
受
け
取
る
給
料
及
び
賃
金
は
、
そ
の
者
が
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
国
に
お
 
 
 

い
て
対
象
と
な
る
当
該
報
酬
に
対
し
て
実
際
に
所
得
税
が
課
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
こ
の
所
得
税
の
額
が
同
一
の
課
税
基
礎
に
基
づ
け
 
 
 

ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
負
担
す
る
で
あ
ろ
う
所
得
税
の
少
な
く
と
も
三
分
の
二
に
相
当
す
る
こ
と
を
納
税
者
が
証
明
す
る
と
き
、
 
 

（
1
4
）
 
 
所
得
税
を
課
さ
れ
な
い
。
 
 

⑬
 
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
課
税
住
所
を
有
す
る
老
で
、
か
つ
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
居
住
す
る
雇
用
者
に
よ
っ
て
海
外
へ
派
遣
さ
れ
る
、
越
 
 
 



境
労
働
者
以
外
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
者
が
、
海
外
に
お
け
る
活
動
の
報
酬
と
し
て
受
け
取
る
給
料
及
び
賃
金
は
、
海
外
に
お
け
る
括
 
 

（
1
5
）
 
 
 
動
が
連
続
し
た
一
二
カ
月
の
う
ち
の
一
入
三
日
を
超
え
右
こ
と
を
証
明
さ
れ
れ
ば
、
所
得
税
を
課
さ
れ
な
い
。
 
 

こ
の
所
得
税
免
除
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
対
象
と
な
る
報
酬
が
海
外
に
お
け
る
次
の
活
動
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
 
 

る
。
 
 

i
 
建
設
現
場
又
は
取
立
現
場
、
工
場
設
備
、
そ
の
運
営
開
始
及
び
開
発
、
そ
れ
ら
と
関
連
し
た
探
鉱
及
び
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
 
 

‖
1
1
 
天
然
資
源
の
探
鉱
、
調
査
又
は
採
掘
 
 
 

当
事
者
が
こ
の
所
得
税
の
免
除
措
置
を
受
け
ら
れ
な
い
と
き
、
右
記
の
報
酬
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
 
 

そ
の
活
動
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
と
す
れ
ば
受
け
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
賃
金
総
額
を
限
度
と
す
る
。
 
 

三
 
評
 
価
 
 

従
業
員
が
実
際
に
金
銭
で
受
け
取
っ
た
総
額
が
、
社
会
保
険
制
度
の
保
険
料
（
c
O
n
t
i
s
a
t
i
O
n
S
）
を
算
定
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
限
度
 
 

額
を
超
え
て
い
な
い
と
き
は
、
給
与
所
得
者
に
対
す
る
同
制
度
の
適
用
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
評
価
方
法
に
よ
り
評
価
し
、
設
定
さ
れ
た
 
 

（
1
6
）
 
 

限
度
額
を
超
え
て
い
る
と
き
ほ
、
実
質
価
額
（
く
a
－
e
u
r
 
r
e
e
u
e
）
 
に
よ
り
評
価
す
る
。
 
 
 

実
質
価
額
を
決
定
す
る
方
法
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
よ
り
異
な
る
。
例
え
ば
、
事
業
主
が
製
造
し
た
製
品
の
場
合
に
は
、
 
 

実
質
価
額
は
製
造
原
価
相
当
額
と
な
り
、
販
売
価
額
と
は
な
ら
な
い
。
他
方
、
食
事
の
価
額
は
、
そ
の
地
域
に
お
い
て
同
様
の
食
事
を
す
 
 

る
の
に
要
す
る
額
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 



（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

藤
原
雄
三
「
フ
ラ
ン
ス
個
人
所
得
税
法
概
要
㈱
」
（
税
法
学
二
八
三
号
）
一
七
頁
⊥
九
貢
に
ょ
れ
ば
、
通
常
、
税
法
上
の
所
得
は
次
の
よ
う
に
 
 

観
念
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

①
 
課
税
所
得
は
、
納
税
者
が
従
事
す
る
職
業
、
経
営
の
態
様
、
業
種
に
よ
っ
て
、
ま
た
納
税
者
の
身
分
（
家
族
の
長
、
妻
又
は
子
）
に
よ
っ
て
異
 
 
 

な
る
内
容
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

②
 
課
税
所
得
は
、
継
続
的
な
利
益
で
あ
る
こ
と
ロ
従
っ
て
、
非
継
続
的
な
取
引
又
は
行
為
に
よ
る
利
益
は
、
所
得
を
構
成
し
な
い
こ
と
（
例
え
 
 
 

ば
、
家
具
、
絵
画
、
宝
石
、
証
券
の
売
却
、
賭
博
、
競
馬
、
宝
く
じ
等
）
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
非
継
続
的
な
取
引
又
は
行
為
が
営
利
を
目
的
と
し
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
営
業
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
実
際
に
 
 

は
、
課
税
所
得
に
該
当
す
る
か
否
か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

C
G
l
 
a
r
t
．
－
N
．
 
 
 

C
G
H
a
r
t
∴
U
㊤
～
㊤
．
小
松
・
前
掲
書
三
六
五
貢
。
 
 
 

C
G
－
P
r
t
．
－
．
 
 
 

n
G
l
 
a
r
t
．
↓
∽
．
 
 

n
G
H
a
r
t
．
0
0
N
．
 
 
 

併
せ
て
、
毎
年
一
月
中
に
、
そ
の
催
居
又
は
支
払
を
行
っ
た
建
物
若
し
く
ほ
事
務
所
が
あ
る
区
域
の
税
務
署
に
対
し
て
、
政
令
に
ょ
り
内
容
が
定
 
 

め
ら
れ
て
い
る
届
出
書
を
提
出
す
る
義
務
を
負
う
。
 
 
 

役
員
又
は
幹
部
職
貞
に
つ
い
て
は
、
こ
の
届
出
書
に
さ
ら
に
同
人
が
受
領
し
た
役
職
経
費
（
f
r
a
i
s
d
．
e
m
p
l
。
i
）
に
充
て
る
た
め
の
手
当
の
総
額
並
 
 

び
に
前
年
中
に
同
人
に
支
払
っ
た
交
際
費
、
出
張
費
及
び
そ
の
他
の
経
費
の
総
額
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
n
G
H
 
a
r
t
・
0
0
↓
－
く
O
i
r
 
 

仰
g
a
－
e
m
e
n
二
i
く
r
2
d
2
S
p
－
O
C
監
u
－
e
S
f
i
s
c
巴
e
s
も
ー
t
「
0
0
N
B
e
t
「
－
O
N
B
・
 
 
 

ま
た
、
課
税
対
象
と
な
る
報
酬
を
支
払
う
す
べ
て
の
個
人
及
び
法
人
は
、
そ
の
支
払
を
受
け
る
受
益
者
別
の
帳
簿
そ
の
他
支
払
を
記
録
す
る
た
 
 

め
の
書
類
又
は
特
別
な
帳
簿
に
、
①
支
払
の
日
付
、
種
類
及
び
金
額
、
②
受
益
者
が
申
告
す
る
被
扶
養
者
数
、
を
記
載
す
る
義
務
を
負
う
。
そ
し
 
 

て
、
租
税
検
査
官
の
要
求
が
あ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
n
G
I
a
r
t
・
0
0
の
・
く
O
i
r
厨
a
－
e
ヨ
e
n
二
i
喜
 
 
 



第
四
節
 
我
が
国
の
課
税
体
系
 
 

第
一
款
 
所
得
税
法
の
沿
革
及
び
課
税
概
念
の
変
遷
 
 

（
1
）
 
我
が
国
の
所
得
概
念
ほ
、
第
二
次
大
戦
後
、
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
転
換
を
遂
げ
た
。
 
 
 

d
e
s
 
p
r
O
C
註
u
r
e
s
 
f
i
s
c
巴
e
s
－
a
r
t
「
∞
N
B
 
e
t
「
－
O
N
B
．
 
 

（
8
）
 
n
G
－
a
r
t
．
0
0
U
◎
．
右
山
昌
一
郎
「
各
国
に
お
け
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
課
税
制
度
（
そ
の
五
）
」
 
（
税
研
、
0
0
0
0
」
－
）
 
三
六
頁
－
三
七
貢
。
 
 

（
9
）
 
共
稼
ぎ
夫
婦
の
場
合
に
は
、
こ
の
F
二
、
〇
六
〇
の
控
除
最
低
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
さ
れ
る
。
n
G
I
a
r
t
．
0
0
∽
◎
．
 
 

C
O
D
E
G
臥
N
瓢
R
A
r
D
E
S
H
M
P
ひ
↓
S
－
A
N
N
E
舛
E
ヨ
D
H
S
P
O
S
H
↓
l
O
N
S
R
E
く
E
↓
A
N
↓
「
A
F
O
R
M
E
D
〆
R
R
抑
丁
帥
a
r
t
∽
－
∽
A
．
 
 
 
特
定
の
職
種
（
七
二
職
種
）
に
対
す
る
概
算
控
除
率
は
、
五
％
か
ら
四
〇
％
ま
で
制
限
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
主
た
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
 
 

（
1
0
）
 
 

で
あ
る
。
 
 

俳
優
…
二
五
％
、
音
楽
家
…
二
〇
％
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
…
三
〇
％
、
オ
・
・
l
「
ク
チ
ュ
ー
ル
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
…
二
〇
％
、
同
モ
デ
ル
…
一
〇
％
、
国
会
 
 
 

従
業
員
…
二
〇
％
、
病
院
の
イ
ン
タ
ー
ン
…
二
〇
％
、
新
聞
記
者
、
編
集
者
、
評
論
家
…
三
〇
％
、
時
計
店
の
従
業
員
…
五
％
。
 
 

（
1
1
）
 
C
G
：
a
r
t
」
∽
0
0
㊥
a
．
 
 

（
1
2
）
 
C
G
－
a
r
t
．
0
0
】
．
 
 

（
1
3
）
 
n
G
H
 
a
r
t
．
∞
－
b
i
s
．
 
 

（
1
4
）
 
n
G
H
 
a
r
t
．
0
0
ー
A
I
．
 
 

（
1
5
）
 
C
G
H
 
a
r
t
．
∞
－
A
R
．
 
 

（
1
6
）
 
n
G
I
 
a
r
t
．
0
0
N
．
 
 



三
四
〇
 
 

（
2
）
 
 
 

我
が
国
で
は
、
明
治
二
〇
年
（
一
入
入
七
年
）
三
月
に
初
め
て
所
得
税
法
が
創
設
さ
れ
た
が
、
同
法
第
一
条
で
は
、
「
凡
ソ
人
民
ノ
資
産
 
 

（
3
）
 
 

又
ハ
営
業
其
他
ヨ
リ
生
ス
ル
所
得
」
が
課
税
所
得
と
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
同
法
第
t
ニ
条
第
三
で
は
、
非
課
税
所
得
と
し
て
 
「
営
利
ノ
事
 
 

（
4
）
 
 

業
二
属
セ
サ
ル
一
時
ノ
所
得
」
 
は
、
課
税
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
こ
の
所
得
税
法
の
草
案
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
既
に
所
得
税
法
を
 
 

（
5
）
 
施
行
し
て
い
る
諸
外
国
の
税
制
に
つ
い
て
の
調
査
・
検
討
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
も
プ
ロ
イ
セ
ソ
の
所
得
税
法
を
中
心
に
起
草
さ
れ
た
。
 
 

従
っ
て
、
そ
の
所
得
概
念
は
 
「
所
得
源
泉
説
」
 
に
基
づ
く
制
限
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
後
、
明
治
三
二
年
、
 
 

大
正
九
年
、
そ
し
て
昭
和
t
五
年
の
大
改
正
に
よ
り
、
所
得
税
ほ
我
が
国
の
租
税
制
度
の
中
心
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
一
五
年
の
 
 

（
6
）
 
 

大
改
正
で
は
、
分
類
所
得
税
と
総
合
所
得
税
を
併
用
す
る
二
本
建
て
の
制
度
が
新
た
に
採
用
さ
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
一
時
的
な
所
得
 
 

は
、
課
税
対
象
外
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
で
は
、
分
類
所
得
税
に
よ
っ
て
、
所
得
の
種
類
ご
と
の
異
な
る
担
税
力
に
着
目
し
て
課
税
す
る
 
 

と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、
資
産
性
の
強
い
所
得
に
は
高
税
率
、
低
い
免
税
点
を
適
用
す
る
一
方
で
、
勤
労
性
の
強
い
所
得
に
つ
い
て
 
 

（
7
）
 
 

は
、
低
税
率
、
高
額
の
控
除
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
勤
労
所
得
ほ
、
最
も
担
税
力
の
弱
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
総
 
 

合
所
得
税
に
ほ
、
分
類
所
得
税
が
達
し
え
な
い
所
得
の
多
寡
に
よ
る
担
税
力
の
相
違
に
応
じ
て
、
弾
力
的
に
課
税
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
 
 

（
8
）
 
 

ト
が
あ
っ
た
 

（
9
）
 
 
 

戦
前
は
、
以
上
の
よ
う
な
制
限
的
な
所
得
概
念
の
下
で
推
移
し
た
が
、
戦
後
、
昭
和
ニ
ー
年
の
改
正
を
経
て
、
昭
和
二
二
年
の
二
度
の
 
 

改
正
に
よ
り
、
従
来
の
分
類
及
び
総
合
所
得
税
併
用
の
二
本
建
て
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
近
代
的
な
一
本
建
て
の
総
合
累
進
所
得
税
制
度
 
 

（
1
0
）
 
 

へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
る
 

こ
の
改
正
で
は
、
所
得
を
九
種
類
（
利
子
、
配
当
、
臨
時
配
当
、
給
与
、
退
職
、
山
林
、
譲
渡
、
一
時
及
び
事
業
等
所
得
）
 
に
分
類
 
 

し
、
懸
賞
金
、
競
馬
の
賞
金
の
よ
う
な
純
粋
な
一
時
所
得
を
も
課
税
対
象
と
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
退
職
、
山
林
、
譲
渡
及
び
一
時
所
 
 
 



得
ほ
、
平
準
化
を
図
る
見
地
か
ら
、
二
分
の
一
課
税
と
さ
れ
て
い
た
。
 
 
 

こ
こ
に
、
所
得
概
念
は
、
「
所
得
源
泉
説
」
 
か
ら
「
純
資
産
増
加
説
」
 
へ
と
大
転
換
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
昭
和
二
五
年
の
シ
ャ
ウ
プ
改
正
に
よ
っ
て
、
雑
所
得
を
新
た
に
新
設
し
て
、
所
得
を
現
行
と
同
様
の
一
〇
種
類
（
利
子
、
配
 
 

当
、
不
動
産
、
事
業
、
給
与
、
退
職
、
山
林
、
譲
渡
、
一
時
及
び
雑
所
得
）
 
に
分
類
し
、
退
職
、
山
林
及
び
譲
渡
所
得
を
全
額
課
税
す
 
 

へ
‖
）
 
 

る
こ
と
に
よ
り
、
現
行
の
所
得
税
の
基
礎
と
な
る
包
括
的
所
得
税
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
で
は
、
平
準
化
方
式
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
 
 

に
五
年
間
の
平
均
化
方
式
が
採
用
さ
れ
、
総
合
累
進
所
得
税
制
度
が
一
層
強
化
さ
れ
た
。
 
 
 

そ
の
後
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
と
累
進
税
率
を
厳
格
に
適
用
す
る
包
括
的
所
得
税
は
、
次
第
に
な
し
崩
さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
 
 

ち
、
現
行
で
は
、
利
子
、
配
当
、
退
職
及
び
山
林
所
得
が
分
離
課
税
の
対
象
と
さ
れ
、
譲
渡
及
び
一
時
所
得
に
つ
い
て
は
、
二
分
の
一
課
 
 

税
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

注
解
所
得
税
法
研
究
会
・
前
掲
三
入
貢
－
四
一
貫
。
 
 
 

世
界
的
に
み
る
と
、
一
七
九
入
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
所
得
税
が
創
設
さ
れ
て
以
来
、
一
入
四
〇
年
ス
イ
ス
、
一
入
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ソ
、
一
入
六
一
 
 

年
ア
メ
リ
カ
、
一
入
六
四
年
イ
タ
リ
ア
、
一
入
入
四
年
セ
ル
ビ
ヤ
・
南
オ
ー
ス
ト
エ
フ
リ
ア
に
続
い
て
採
用
さ
れ
た
。
汐
見
三
郎
 
「
各
国
所
得
税
制
 
 

論
」
 
（
有
斐
閣
、
一
九
三
四
）
。
 
 
 

国
税
庁
税
務
大
学
校
研
究
部
編
「
租
税
資
料
叢
書
第
四
巻
 
明
治
前
期
所
得
税
法
法
令
類
集
」
 
（
㈱
じ
ん
の
う
、
一
九
八
八
）
一
貫
。
 
 
 

林
健
久
「
日
本
に
お
け
る
租
税
国
家
の
成
立
」
 
（
財
団
法
人
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
）
 
二
九
六
貢
以
下
。
所
得
税
法
採
用
の
理
由
と
し
 
 

て
、
同
法
提
出
の
際
に
添
付
さ
れ
た
「
所
得
税
法
之
議
」
に
は
、
次
の
三
つ
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
当
時
の
税
制
の
不
公
平
 
 

（
農
業
と
そ
の
他
の
事
業
及
び
富
裕
層
と
貧
困
層
と
の
不
均
衡
）
を
是
正
し
っ
つ
、
し
か
も
収
入
増
加
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
 
 

三
四
一
 
 
 



三
四
二
 
 

①
 
「
近
来
東
洋
諸
国
国
際
間
二
関
ス
ル
現
況
上
海
防
ノ
ー
事
ハ
最
モ
軽
忽
二
附
シ
難
ク
随
テ
其
経
費
ヲ
要
ス
ル
ノ
巨
多
」
 
の
財
源
確
保
の
た
め
 
 
 

②
 
北
海
道
水
産
税
の
軽
減
を
埋
め
あ
わ
せ
る
た
め
 
 
 

③
 
他
の
諸
税
に
つ
い
て
の
増
税
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
 
 

な
お
、
北
海
道
水
産
税
に
つ
い
て
は
、
西
野
敵
雄
「
北
海
道
水
産
税
史
－
北
海
道
租
税
史
（
一
）
－
」
税
務
大
学
校
論
叢
二
一
で
詳
細
に
検
討
さ
 
 

れ
て
い
る
。
 
 

（
4
）
 
林
健
久
・
前
掲
書
三
〇
一
貫
以
下
。
金
子
宏
「
租
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
の
構
成
」
法
学
協
会
雑
誌
八
五
巻
九
号
一
二
五
六
頁
以
下
。
 
 

（
5
）
 
分
類
所
得
税
と
は
、
所
得
を
そ
の
性
質
に
よ
り
六
種
類
（
不
動
産
、
配
当
利
子
、
事
業
、
勤
労
、
山
林
及
び
退
職
所
得
）
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 

に
つ
い
て
異
な
る
免
税
点
、
基
礎
控
除
及
び
比
例
税
率
に
基
づ
き
課
税
す
る
も
の
で
あ
り
、
総
合
所
得
税
と
は
、
各
種
の
所
得
を
総
合
し
て
一
定
額
 
 
 

を
超
え
る
部
分
に
対
し
て
、
超
過
累
進
税
率
に
よ
り
課
税
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

（
6
）
 
こ
の
税
制
は
、
諸
外
国
の
税
制
を
参
考
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
平
田
敬
一
郎
発
言
に
よ
る
。
「
戦
時
体
制
が
強
く
な
っ
て
き
た
の
で
…
・
 
 
 

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
一
番
弾
力
性
の
あ
る
税
制
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
イ
ギ
リ
ス
の
所
得
税
が
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
…
…
そ
れ
は
普
通
 
 
 

所
得
税
と
付
加
所
得
税
の
二
段
構
え
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
普
通
所
得
税
と
い
う
の
は
比
例
税
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
予
算
の
ニ
ー
ド
が
あ
る
た
び
 
 
 

ご
と
に
普
通
所
得
税
の
税
率
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
動
か
し
て
…
…
イ
ギ
リ
ス
の
は
フ
ラ
ッ
ト
な
税
率
で
す
が
、
所
得
の
種
類
に
よ
っ
て
差
別
を
つ
け
 
 
 

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
差
別
を
つ
け
る
シ
ス
テ
ム
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
税
制
と
フ
ラ
ン
ス
の
税
制
と
の
あ
い
の
こ
み
た
い
な
形
が
い
い
 
 
 

の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
で
、
結
局
、
分
類
所
得
税
と
総
合
所
得
税
の
二
本
建
て
の
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
…
…
」
平
田
敬
一
郎
・
忠
 
 
 

佐
一
・
泉
美
之
松
『
昭
和
税
制
の
回
顧
と
展
望
』
上
巻
七
七
頁
。
 
 

（
7
）
 
石
島
弘
「
税
負
担
の
公
平
性
」
 
（
税
理
、
く
0
1
N
∞
．
N
〇
．
卓
 
二
五
貢
 
 

（
8
）
 
新
た
に
譲
渡
所
得
と
し
て
、
「
不
動
産
、
不
動
産
上
ノ
権
利
、
船
舶
（
製
造
中
ノ
船
舶
ヲ
含
ム
）
 
又
ハ
鉱
業
若
ハ
砂
鉱
業
二
関
ス
ル
権
利
若
ハ
設
 
 
 

備
ノ
譲
渡
二
困
ル
所
得
」
 
に
限
り
、
課
税
所
得
と
さ
れ
た
。
 
 

（
9
）
 
大
蔵
省
財
政
史
室
編
「
昭
和
財
政
史
7
租
税
m
」
 
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
七
）
一
入
七
貢
。
 
 

（
1
0
）
 
し
か
し
な
が
ら
、
山
林
所
得
に
つ
い
て
は
既
に
課
税
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
一
三
年
に
は
退
職
所
得
も
課
税
さ
れ
て
い
た
の
で
、
実
質
的
に
は
、
必
 
 
 

ず
し
も
従
来
の
制
度
が
「
所
得
源
泉
説
」
に
よ
っ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
松
隈
秀
雄
監
修
・
日
本
租
税
研
究
協
会
「
戦
後
日
本
の
税
制
」
 
 
 



第
二
款
 
課
税
所
得
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
一
般
的
に
は
、
給
与
所
得
者
が
本
来
の
給
与
以
外
に
受
領
す
る
 
「
経
済
的
利
益
」
 
で
あ
る
と
い
え
 
 

る
。
従
っ
て
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
「
給
与
所
得
」
の
範
疇
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
課
税
所
得
は
、
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
給
与
所
 
 

（
1
）
 
 

得
控
除
額
を
差
し
引
い
て
計
算
さ
れ
る
が
、
特
定
支
出
の
合
計
額
が
給
与
所
得
控
除
額
を
超
え
る
と
き
ほ
、
給
与
所
得
控
除
額
に
代
え
て
 
 

（
2
）
 
特
定
支
出
の
合
計
額
を
控
除
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
3
）
 
 
 

特
定
支
出
と
は
、
例
え
ば
、
給
与
所
得
者
が
支
出
す
る
次
の
費
用
を
い
う
 

∽
通
勤
費
、
聞
転
居
費
、
㈱
研
修
費
、
㈲
資
格
取
得
費
、
㈲
帰
宅
族
費
。
 
 

三
四
三
 
 
 

（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
九
）
七
頁
。
 
 

（
1
1
）
 
こ
の
制
度
は
、
包
括
的
所
得
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
一
般
に
、
「
包
括
的
」
所
得
概
念
と
は
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
所
得
概
念
論
争
 
 
 

（
一
入
三
二
～
一
入
九
六
）
に
終
止
符
を
打
つ
形
で
提
唱
さ
れ
た
シ
ャ
ン
ツ
（
S
c
h
a
n
N
）
の
理
念
を
受
け
継
い
だ
ヘ
イ
グ
（
H
a
i
g
）
及
び
サ
イ
モ
ソ
 
 
 

ズ
（
S
i
m
O
n
S
）
の
「
純
資
産
増
加
説
」
的
な
所
得
概
念
を
い
う
。
シ
ャ
ン
ツ
は
、
所
得
を
「
一
経
済
体
に
お
け
る
一
定
期
間
の
純
財
産
の
増
加
」
で
 

あ
る
と
定
義
し
た
。
そ
し
て
、
ヘ
イ
グ
及
び
サ
イ
モ
ソ
ズ
は
、
所
得
を
 
 

W
N
）
 
 

十
 
 
（
W
】
 
 
－
 
 

Y
 
＝
 
 

選
 
管
墓
場
 
蟹
 
琴
 
 

c
 
 
 
 
＋
 
 
b
r
W
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蟄
せ
8
議
場
 
 
 
塘
恥
㊦
語
義
 
 

C
 
 

と
し
て
定
式
化
し
た
。
 
 



一
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
根
拠
規
定
 
 

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
「
経
済
的
利
益
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
経
済
的
利
益
」
と
い
う
 
 

文
言
は
、
昭
和
四
〇
年
の
全
文
改
正
の
際
、
所
得
税
法
第
三
六
条
第
一
項
の
収
入
金
額
の
項
で
、
「
…
…
そ
の
年
に
お
い
て
収
入
す
べ
き
金
 
 

額
（
金
銭
以
外
の
物
又
は
権
利
そ
の
他
経
済
的
な
利
益
を
も
っ
て
収
入
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
銭
以
外
の
物
又
は
権
利
そ
の
他
経
済
的
 
 

（
4
）
 
 

な
利
益
の
価
額
）
と
す
る
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
う
し
て
明
文
上
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
も
収
入
と
し
て
認
識
さ
れ
課
税
所
得
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
 
 

（
5
）
 
こ
こ
で
従
来
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
時
系
列
的
に
概
観
し
て
み
た
い
。
 
 
 

明
準
一
〇
年
の
所
得
税
法
（
明
治
二
〇
年
勅
令
五
号
）
第
二
条
第
一
で
は
、
「
…
…
利
子
、
株
式
ノ
利
益
配
当
金
、
官
私
ヨ
リ
受
ク
ル
俸
 
 

給
、
手
当
金
、
年
金
、
恩
給
金
及
割
賦
賞
与
金
ハ
直
二
其
金
額
ヲ
以
テ
所
得
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
大
正
t
五
年
の
所
 
 

得
税
法
（
大
正
一
五
年
法
法
律
八
号
）
第
一
四
条
五
で
は
、
第
三
種
所
得
と
し
て
、
「
俸
給
、
給
料
…
…
此
等
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
給
与
ハ
前
 
 

年
中
ノ
収
入
金
額
」
と
し
て
、
初
め
て
収
入
金
額
と
い
う
文
言
で
競
走
さ
れ
た
が
、
そ
の
収
入
金
額
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
規
定
 
 

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
戦
後
の
昭
和
二
二
年
の
所
得
税
法
の
全
文
改
正
（
昭
和
ニ
ー
年
法
律
二
七
号
）
に
お
い
て
、
現
行
法
の
基
本
 
 

と
な
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
第
一
〇
条
第
一
項
で
は
、
「
…
…
収
入
金
額
は
、
そ
の
収
入
す
べ
き
金
額
（
金
銭
以
外
の
物
 
 

又
ほ
権
利
を
以
て
収
入
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
物
又
は
権
利
の
価
額
…
…
」
と
親
定
さ
れ
、
収
入
金
額
に
『
金
銭
以
外
の
物
又
 
 
 

第
三
款
 
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
実
定
法
上
の
取
扱
い
 
 



は
権
利
』
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
「
所
得
税
法
に
関
す
る
基
本
通
達
（
昭
和
二
六
年
一
月
一
日
付
直
所
一
－
こ
」
 
 

の
二
〇
六
に
は
、
『
金
銭
以
外
の
物
又
は
権
利
』
と
し
て
、
農
産
物
（
果
物
を
含
む
）
の
収
穫
、
現
物
給
与
及
び
た
な
卸
商
品
の
消
費
又
は
 
 

（
6
）
 
 

贈
与
が
例
示
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
現
物
給
与
に
つ
い
て
も
、
九
項
目
が
例
示
さ
れ
て
い
た
 

と
こ
ろ
で
、
所
得
税
法
以
外
の
他
の
税
法
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
昭
和
三
四
年
の
法
人
税
法
施
行
規
則
第
一
〇
粂
の
三
第
 
 

三
項
で
は
、
「
…
…
報
酬
又
は
給
料
と
は
、
名
義
の
何
た
る
か
を
問
わ
ず
、
役
員
又
は
使
用
人
に
対
す
る
給
与
（
債
務
の
免
除
等
に
よ
る
経
 
 

済
的
な
利
益
を
含
む
）
 
で
、
賞
与
及
び
退
職
給
与
金
以
外
の
も
の
を
い
う
」
と
規
定
さ
れ
、
所
得
税
法
上
、
明
文
の
規
定
が
存
し
な
い
時
 
 

代
で
あ
っ
て
も
、
当
然
表
裏
一
体
の
関
係
で
課
税
対
象
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
 
 
 

具
体
的
に
は
、
「
改
正
法
人
税
法
（
昭
和
三
四
年
三
月
改
正
）
等
の
施
行
に
伴
う
法
人
税
の
取
扱
に
つ
い
て
（
昭
和
三
四
年
八
月
二
四
日
 
 

（
7
）
 
 

付
直
法
一
－
一
五
〇
）
」
 
の
二
九
で
、
一
二
項
目
が
例
示
さ
れ
て
い
た
。
 
 
 

昭
和
四
〇
年
の
改
正
ま
で
の
経
過
を
婁
々
辿
っ
て
き
た
が
、
『
経
済
的
な
利
益
』
な
る
文
言
が
明
文
に
規
定
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
従
来
 
 

か
ら
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
、
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
課
税
所
得
と
し
て
観
念
さ
れ
、
課
税
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
以
上
の
経
緯
に
よ
り
明
ら
 
 

（
8
）
 
 

か
で
あ
ろ
う
 

現
行
は
、
「
経
済
的
利
益
」
と
し
て
、
次
の
も
の
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 （

9
）
 
 
 

所
基
通
三
六
－
一
五
で
例
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
 

m
 
物
品
そ
の
他
の
資
産
を
無
償
又
は
低
い
価
額
に
よ
り
譲
渡
し
た
こ
と
に
よ
る
経
済
的
利
益
 
 

∽
 
土
地
、
家
屋
、
金
銭
そ
の
他
の
資
産
を
無
償
又
は
低
い
対
価
に
よ
り
貸
し
付
け
た
こ
と
に
よ
る
経
済
的
利
益
 
 

㈱
 
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
な
ど
∽
以
外
の
用
役
を
無
償
又
は
低
い
対
価
に
よ
り
提
供
し
た
こ
と
に
よ
る
経
済
的
利
益
 
 

三
四
五
 
 
 



三
四
六
 
 
 

㈲
 
個
人
的
債
務
を
免
除
又
は
負
担
し
た
こ
と
に
よ
る
経
済
的
利
益
 
 

二
 
非
課
税
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
金
銭
で
支
給
さ
れ
る
本
来
の
給
与
の
代
替
あ
る
い
は
追
加
的
な
性
質
を
有
す
る
反
面
、
金
銭
に
比
べ
 
 

選
択
性
及
び
換
金
性
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
従
業
員
に
対
す
る
福
利
厚
生
的
な
側
面
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
 
 

を
有
す
る
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か
ら
非
課
税
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
も
の
が
多
々
あ
る
。
そ
こ
 
 

（
1
0
）
 
で
、
そ
の
理
由
に
応
じ
て
非
課
税
と
さ
れ
る
フ
リ
シ
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
分
類
す
る
と
、
次
の
と
お
り
と
な
る
。
 
 

1
 
業
務
遂
行
上
の
費
用
弁
償
的
な
性
格
を
も
ち
、
当
然
に
非
課
税
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
 
 
 

費
用
弁
償
的
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
雇
用
関
係
に
基
づ
き
従
業
員
が
受
領
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
業
務
遂
行
上
必
 
 

要
な
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
る
の
で
、
給
与
所
得
者
に
と
っ
て
必
要
経
費
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
他
方
、
実
質
的
 
 

に
は
、
行
為
の
主
体
は
あ
く
ま
で
事
業
主
で
あ
り
従
業
員
で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
に
た
て
ば
、
そ
も
そ
も
従
業
員
の
収
入
と
し
て
認
識
 
 

す
る
必
要
が
な
い
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
、
給
与
所
得
者
に
ほ
、
必
要
経
費
の
概
算
控
除
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
と
し
て
給
与
所
得
 
 

W
珊
爪
 
 

控
除
額
が
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
費
用
弁
償
的
な
費
用
を
非
課
税
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
費
用
は
給
与
所
 
 

得
控
除
額
の
範
囲
に
属
さ
な
い
と
い
う
証
左
で
も
あ
ろ
う
。
 
 
 

以
下
、
費
用
弁
償
的
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
列
挙
す
る
。
 
 

（
1
2
）
 
 
 

①
 
次
に
掲
げ
る
旅
費
の
う
ち
、
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 
 

i
 
勤
務
す
る
場
所
を
離
れ
て
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
行
う
兼
行
 
 
 



‥
1
1
 
転
任
に
伴
う
転
居
の
た
め
に
行
う
旅
行
 
 

…
u
 
就
職
や
退
職
し
た
人
の
転
居
又
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
人
の
遺
族
が
転
居
の
た
め
に
行
う
旅
行
 
 

（
1
3
）
 
 

②
 
通
勤
手
当
等
の
う
ち
、
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 
 

（
1
4
）
 
 

③
 
従
業
員
に
支
給
さ
れ
る
交
際
費
等
で
、
業
務
の
た
め
に
使
用
し
た
事
績
が
明
ら
か
な
も
の
 
 

④
 
国
会
議
員
が
国
費
支
弁
で
秘
書
が
付
さ
れ
、
議
員
会
館
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
利
益
や
特
殊
乗
車
証
又
は
航
空
券
引
換
証
が
 
 

（
1
5
）
 
 
 

交
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
利
益
 
 

⑤
 
国
、
地
方
公
共
団
体
の
各
種
委
員
会
の
委
員
で
、
そ
の
委
員
と
し
て
旅
費
等
の
費
用
弁
償
を
受
け
な
い
も
の
が
支
給
を
受
け
る
少
 
 

（
1
6
）
 
 
 

額
の
謝
金
、
手
当
等
 
 

⑥
 
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
委
員
等
が
受
け
る
費
用
で
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
に
要
し
た
層
用
の
弁
償
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
 
 

（
1
7
）
 
 
 

も
の
 
 

⑦
 
非
常
勤
の
消
防
団
貞
に
対
す
る
出
動
回
数
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
出
動
手
当
及
び
出
動
回
数
に
関
係
な
く
支
給
さ
れ
る
少
額
の
 
 

（
1
8
）
 
 
 

報
酬
 
 

（
1
9
）
 
 

⑧
 
海
外
勤
務
者
に
対
す
る
在
外
手
当
 
 

川
 
給
与
所
得
者
の
職
務
の
性
質
上
若
し
く
は
業
務
の
遂
行
上
必
要
と
さ
れ
る
も
の
 
 
 

①
 
i
 
船
員
法
第
入
○
条
（
食
糧
の
支
給
）
等
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
食
料
、
‖
1
1
 
 

現
物
給
与
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
、
 
 

主
か
ら
支
給
さ
れ
る
制
服
そ
の
他
の
身
回
品
又
ほ
そ
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
利
益
、
…
山
 
国
家
公
務
員
宿
舎
法
第
一
二
条
 
 

三
四
七
 
 
 

そ
の
特
殊
性
か
ら
非
課
税
と
さ
れ
る
も
の
 
 

職
務
の
性
質
上
制
服
を
着
用
す
べ
き
者
が
事
業
 
 



三
四
八
 
 

（
無
料
宿
舎
）
 
に
よ
る
無
料
宿
舎
の
貸
与
そ
の
他
の
職
務
の
遂
行
上
居
住
場
所
の
制
約
を
受
け
る
者
が
家
庭
の
貸
与
を
受
け
る
こ
 
 

（
2
0
）
 
 

と
に
よ
る
利
益
 
 

（
2
1
）
 
 
 

②
 
以
上
に
準
ず
る
、
Ⅰ
 
船
員
法
第
八
〇
粂
の
適
用
の
な
い
漁
船
の
栗
鼠
貞
に
支
給
さ
れ
る
食
料
、
‖
n
 
制
服
に
準
ず
る
事
務
 
 

（
2
3
）
 
 
 

（
2
2
）
 
 

服
、
作
業
服
等
、
…
m
 
国
家
公
務
員
宿
舎
法
第
一
〇
条
（
公
邸
）
 
に
よ
る
公
邸
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
利
益
 
 

（
2
4
）
 
 
 

③
 
Ⅰ
 
残
業
又
は
宿
日
直
を
し
た
老
に
支
給
す
る
食
事
、
‥
1
1
 
鉱
山
の
掘
採
場
勤
務
者
に
支
給
す
る
燃
料
、
同
勤
務
者
の
保
健
衛
 
 

（
2
5
）
 
 
 

生
の
た
め
本
来
会
社
が
用
意
す
べ
き
厚
生
施
設
の
設
置
に
代
え
て
支
給
す
る
趣
旨
の
も
の
 
 

（
2
6
）
 
 
 

④
 
事
業
主
が
負
担
す
る
従
業
員
の
行
為
に
基
因
す
る
損
害
賠
償
金
等
で
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
も
の
 
 

（
2
7
）
 
 
 

⑤
 
事
業
主
が
従
業
員
に
対
し
て
修
学
あ
る
い
は
職
務
上
必
要
な
技
術
の
習
得
等
を
さ
せ
る
た
め
に
負
担
す
る
費
用
 
 

∽
 
個
人
に
対
す
る
利
益
の
帰
属
な
い
し
そ
の
程
度
が
不
明
確
な
も
の
 
 

（
2
8
）
 
 
 

①
 
寄
宿
舎
の
電
気
料
等
 
 
 

②
 
事
業
主
が
従
業
員
に
対
し
て
そ
の
営
業
に
属
す
る
用
役
（
例
え
ば
、
運
送
業
、
興
行
業
の
サ
ー
ビ
ス
等
）
を
無
償
又
は
低
価
で
 
 

（
2
9
）
 
 
 

提
供
す
る
こ
と
に
よ
る
利
益
、
事
業
主
が
運
営
費
等
を
負
担
す
る
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
に
よ
る
利
益
 
 

（
3
0
）
 
 
 

③
 
事
業
主
が
負
担
す
る
各
種
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
費
用
 
 
 

④
 
事
業
主
が
負
担
す
る
掛
捨
て
の
生
命
保
険
、
損
害
保
険
（
満
期
返
戻
金
等
が
事
業
主
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
損
害
保
険
を
含
 
 

（
3
1
）
 
 

む
）
 
の
保
険
料
等
 
 

（
3
2
）
 
 
 

⑤
 
事
業
主
が
業
務
上
の
必
要
に
基
づ
い
て
負
担
す
る
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
、
社
交
団
体
の
入
会
金
等
 
 

（
3
3
）
 
 
 

⑥
 
事
業
主
が
従
業
員
の
た
め
に
支
出
す
る
適
格
退
職
年
金
葵
約
等
に
基
づ
く
掛
金
等
 
 
 



刷
 
主
と
し
て
少
額
不
追
求
の
趣
旨
で
課
税
除
外
と
さ
れ
る
も
の
 
 

（
3
4
）
 
 
 

①
 
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
永
年
勤
続
者
の
記
念
品
、
創
業
記
念
品
等
 
 

（
3
5
）
 
 
 

②
 
従
業
員
に
対
す
る
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
自
己
の
商
品
、
製
品
等
の
値
引
販
売
 
 
 

③
 
従
業
員
に
対
す
る
金
銭
の
無
利
息
又
ほ
低
利
の
貸
付
に
よ
る
利
益
で
、
そ
の
貸
付
が
災
害
、
疾
病
等
に
基
因
す
る
も
の
及
び
そ
 
 

（
3
6
）
 
 

の
利
益
が
少
額
の
も
の
 
 

（
3
7
）
 
 
 

④
 
事
業
主
が
負
担
す
る
少
額
の
社
会
保
険
料
又
は
前
記
∽
④
以
外
の
生
命
保
険
、
損
害
保
険
の
少
額
の
保
険
料
等
 
 
 

⑤
 
前
記
m
又
は
∽
に
よ
り
課
税
除
外
と
さ
れ
る
も
の
を
除
き
、
事
業
主
が
従
業
員
に
対
し
て
支
給
す
る
食
事
（
食
券
の
支
給
を
含
 
 

（
3
8
）
 
 

む
）
 
の
費
用
で
、
少
額
の
も
の
 
（
受
給
者
が
そ
の
食
事
価
額
の
半
額
以
上
を
支
払
う
も
の
に
限
る
）
 
 

（
3
9
）
 
 
 

⑥
 
夜
間
勤
務
者
に
対
す
る
食
事
代
で
、
そ
の
支
給
額
が
一
回
に
つ
き
三
〇
〇
円
以
下
の
も
の
 
 

㈲
 
政
策
措
置
と
し
て
、
非
課
税
と
し
て
い
る
も
の
 
 
 

勤
労
者
の
持
家
促
進
の
た
め
の
助
成
措
置
と
し
て
、
従
業
員
が
勤
務
先
か
ら
有
利
な
条
件
で
自
己
の
居
住
用
住
宅
等
の
分
譲
又
は
住
 
 

（
4
0
）
 
 

宅
資
金
の
貸
付
を
受
け
た
場
合
の
経
済
的
利
益
 
 
 

勤
務
関
係
に
基
づ
い
て
受
領
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
臨
時
的
、
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
額
の
も
の
に
つ
い
て
非
課
税
 
 

と
さ
れ
る
も
の
 
 

（
4
1
）
 
 

①
 
少
額
の
宿
日
直
料
 
 

②
 
事
業
主
か
ら
支
給
さ
れ
る
結
婚
、
出
産
等
の
祝
金
品
等
、
葬
祭
料
、
香
典
、
災
害
等
の
見
舞
金
で
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
 
 

（
4
2
）
 
 
 

る
も
の
 
 

三
四
九
 
 
 



三
五
〇
 
 
 

4
 
生
活
保
障
そ
の
他
の
理
由
で
非
課
税
と
さ
れ
る
も
の
 
 
 

①
 
増
加
恩
給
及
び
傷
病
賜
金
そ
の
他
公
務
上
又
は
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
基
因
し
て
受
領
す
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
 
 

（
4
3
）
 
 

給
付
 
 

（
朗
）
 
 
 

②
 
外
国
の
公
務
員
、
国
際
機
閑
の
職
員
で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
給
与
 
 

三
 
評
 
価
 
 

金
銭
で
給
付
さ
れ
る
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
評
価
上
何
ら
問
題
は
存
し
な
い
が
、
「
物
又
は
権
利
そ
の
他
の
経
済
 
 

的
利
益
」
の
評
価
に
関
し
て
は
、
困
難
が
伴
う
。
現
行
法
令
上
は
、
所
得
税
法
第
三
六
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
金
銭
以
外
の
物
又
ほ
権
利
 
 

（
4
5
）
 
 

そ
の
他
経
済
的
な
利
益
の
価
額
は
、
当
該
物
若
し
く
ほ
権
利
を
取
得
し
、
又
は
当
該
利
益
を
享
受
す
る
時
に
お
け
る
価
額
」
と
規
定
し
て
 
 

（
4
6
）
 
 

お
り
、
原
則
と
し
て
、
時
価
に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
ほ
、
『
新
株
等
を
取
得
す
る
権
利
の
価
額
』
及
び
『
法
人
 
 

（
4
7
）
 
 

等
の
資
産
の
専
属
的
利
用
に
よ
る
経
済
的
利
益
の
額
』
 
に
つ
い
て
の
み
政
令
で
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
通
達
等
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

（     （   一へ   〔  

3 2 1注 ＼J  ヽ＿′ ＼＿■   〕  

所
法
第
二
入
条
第
二
項
。
 
 

所
法
第
五
七
粂
の
二
。
 
 

所
法
第
五
七
粂
の
二
目
、
所
令
第
一
六
七
条
の
二
「
 
所
親
第
三
六
条
の
五
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
こ
の
特
例
に
よ
り
申
告
し
て
い
る
者
は
、
例
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 



（
4
）
 
現
行
法
で
は
、
他
に
、
所
法
第
九
条
一
項
六
号
（
非
課
税
所
得
）
、
所
令
第
八
〇
条
一
項
（
特
別
の
経
済
的
な
利
益
で
借
地
権
の
設
定
等
に
よ
る
 
 
 

対
価
と
さ
れ
る
も
の
）
、
所
令
第
八
四
条
の
二
（
法
人
等
の
資
産
の
専
属
的
利
用
に
よ
る
経
済
的
利
益
の
額
）
、
所
令
第
一
七
五
条
（
借
地
権
等
の
設
 
 
 

定
を
し
た
土
地
の
底
地
の
取
得
費
等
）
、
所
令
第
二
八
一
条
一
項
四
号
、
六
号
（
国
内
に
源
泉
が
あ
る
所
得
）
 
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
5
）
 
武
田
昌
輔
監
修
「
D
Ⅱ
C
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
所
得
税
法
」
第
一
巻
、
第
二
巻
一
六
≡
頁
以
下
。
 
 

（
6
）
 
「
所
得
税
法
に
関
す
る
基
本
通
達
（
昭
和
二
六
年
1
月
一
日
付
直
所
一
－
一
）
」
 
の
二
一
〇
に
よ
り
例
示
さ
れ
た
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

一
通
勤
費
の
名
目
に
よ
り
金
銭
で
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
金
額
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
課
税
す
る
が
、
通
勤
用
の
定
期
乗
車
券
 
 

そ
の
も
の
を
交
付
す
る
場
合
は
、
月
額
三
五
〇
円
ま
で
の
部
分
は
、
課
税
し
な
い
。
 
 

二
 
国
会
議
員
に
交
付
さ
れ
る
鉄
道
無
賃
乗
車
証
の
よ
う
に
、
公
務
の
た
め
に
す
る
旅
行
の
放
資
に
代
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
課
税
し
 
 

な
い
。
 
 
 

三
 
国
家
公
務
員
の
た
め
の
公
邸
及
び
無
料
宿
舎
の
家
賃
相
当
額
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
課
税
し
な
い
。
 
 

四
 
船
室
に
居
住
す
る
船
舶
栗
鼠
貞
、
ホ
テ
ル
、
旋
館
等
の
住
込
の
女
中
そ
の
他
の
使
用
人
、
酒
類
製
造
業
者
の
家
屋
に
住
み
込
む
と
う
氏
、
鉱
山
 
 

経
営
者
の
家
屋
に
居
住
す
る
労
務
者
、
紡
績
工
場
の
工
場
寄
宿
舎
に
居
住
す
る
労
務
者
の
よ
う
な
も
の
が
家
賃
を
支
払
わ
な
い
と
き
に
お
い
て
、
 
 

も
っ
ぱ
ら
雇
用
主
の
必
要
に
よ
り
、
そ
の
場
所
に
居
住
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
課
税
し
な
い
。
 
 
 

五
 
四
の
場
合
に
お
い
て
、
雇
用
主
が
そ
の
被
用
老
に
対
し
、
食
事
の
全
部
又
は
二
部
を
無
料
で
供
す
る
場
合
に
お
け
る
給
与
所
得
の
計
算
に
つ
 
 

い
て
は
、
無
料
で
供
す
る
食
事
の
価
額
の
七
割
に
相
当
す
る
金
額
を
給
与
所
得
と
す
る
。
た
だ
し
、
船
舶
乗
組
員
以
外
の
老
に
つ
い
て
は
、
そ
の
 
 

七
割
相
当
額
が
月
額
五
〇
〇
円
に
満
た
な
い
と
き
は
課
税
し
な
い
も
の
と
し
、
船
舶
来
観
員
に
つ
い
て
は
、
船
員
法
第
八
〇
条
に
規
定
す
る
食
 
 
 

料
に
限
り
 

六
 
た
ま
た
ま
残
業
又
は
宿
直
を
す
る
被
用
者
に
支
給
す
る
食
事
に
つ
い
て
は
、
課
税
し
な
い
。
 
 
 

七
 
被
用
老
が
主
と
し
て
個
人
的
生
活
の
た
め
に
消
費
す
る
と
認
め
ら
れ
る
電
気
料
、
ガ
ス
料
、
水
道
料
等
を
雇
用
主
が
負
担
す
る
場
合
に
つ
い
 
 

て
は
、
給
与
と
し
て
課
税
す
る
。
た
だ
し
、
工
場
寄
宿
舎
の
よ
う
に
個
々
の
被
用
者
の
使
用
部
分
に
相
当
す
る
金
額
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
 
 

そ
の
明
ら
か
で
な
い
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
課
税
し
な
い
。
 
 

三
五
一
 
 
 



三
五
二
 
 

八
 
炭
鉱
等
の
鉱
山
経
営
者
が
、
山
元
に
お
い
て
、
そ
の
従
業
員
の
保
健
衛
生
の
た
め
社
会
通
念
上
行
う
べ
き
厚
生
施
設
と
し
て
の
暖
房
等
の
設
 
 

備
に
代
え
て
石
炭
等
を
使
用
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
石
炭
等
に
つ
い
て
は
、
課
税
し
な
い
。
 
 
 

九
 
警
察
職
員
、
消
防
職
員
、
刑
務
職
員
、
郵
便
集
配
人
、
税
関
職
員
、
守
衛
の
よ
う
に
職
務
上
制
服
の
着
用
を
要
す
る
者
に
交
付
さ
れ
る
制
服
 
 

は
、
課
税
し
な
い
。
 
 

（
7
）
 
こ
の
通
達
は
、
そ
の
後
、
昭
和
四
四
年
五
月
法
人
税
基
本
通
達
九
－
二
－
一
〇
（
債
務
の
免
除
に
よ
る
利
益
そ
の
他
の
経
済
的
利
益
）
に
引
き
継
 
 

が
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
 
 

（
8
）
 
西
野
裏
一
『
課
税
所
得
－
経
済
的
な
利
益
に
つ
い
て
－
』
（
税
経
通
信
、
二
五
巻
九
号
）
五
九
貢
以
下
に
よ
れ
ば
、
「
税
法
整
備
に
よ
り
所
得
税
法
 
 
 

第
二
二
ハ
条
に
「
経
済
的
な
利
益
」
と
い
う
言
葉
が
追
加
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
従
来
と
ら
れ
て
き
た
考
え
方
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
意
味
で
言
葉
 
 

の
整
理
が
行
わ
れ
た
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
確
認
的
に
競
走
さ
れ
た
印
象
を
受
け
る
。
今
野
寿
氏
 
 
 

も
、
創
設
規
定
で
は
な
く
、
確
認
成
定
で
あ
る
と
認
識
L
て
い
る
。
今
野
寿
「
現
物
給
与
と
そ
の
課
税
に
つ
い
て
」
税
経
通
信
二
三
巻
一
二
号
七
七
 
 
 

頁
－
七
入
貢
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
「
経
済
的
な
利
益
」
が
通
達
の
規
定
の
み
で
課
税
所
得
に
含
め
ら
れ
る
の
は
、
租
税
法
 
 
 

律
主
義
に
反
す
る
と
い
う
反
論
が
あ
る
。
松
本
茂
郎
「
『
経
済
的
利
益
』
の
課
税
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
」
（
杉
村
章
三
郎
先
生
古
稀
祝
賀
税
法
 
 
 

学
論
文
集
、
一
九
八
一
）
ニ
〇
三
貢
－
二
〇
四
貢
。
 
 

（
9
）
 
他
に
、
t
二
項
目
の
例
示
が
あ
る
。
法
基
通
九
－
二
－
一
〇
。
 
 

（
1
0
）
 
注
解
所
得
税
法
研
究
会
こ
別
掲
一
三
二
貢
以
下
。
 
 

（
1
1
）
 
給
与
所
得
控
除
の
性
格
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

・
1
 
業
務
上
必
要
な
経
費
の
概
算
的
な
控
除
 
 
 

‥
1
1
 
担
税
力
が
弱
い
こ
と
に
対
す
る
斜
酌
 
 
 

…
Ⅲ
 
給
与
所
得
は
、
源
泉
徴
収
に
よ
り
納
税
さ
れ
る
の
で
、
他
の
所
得
に
比
べ
、
相
対
的
に
描
捉
が
容
易
で
あ
る
こ
と
 
 
 

．
Ⅳ
 
源
泉
徴
収
に
よ
る
早
期
納
税
に
対
す
る
金
利
の
調
整
 
 

昭
和
三
五
年
一
二
月
 
税
制
調
査
会
第
一
次
答
申
。
 
 

（
1
2
）
 
所
法
第
九
条
第
一
項
四
号
、
所
基
通
九
1
三
。
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所
法
第
九
条
第
一
項
五
号
、
所
令
第
二
〇
粂
の
t
一
条
。
 
 

所
基
通
二
八
－
四
。
 
 

国
会
法
第
一
三
二
条
、
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
。
 
 

所
基
通
二
八
－
七
。
 
 

地
方
自
治
法
第
二
〇
三
条
第
一
項
、
三
項
。
 
 

所
基
通
二
九
－
九
。
 
 

所
法
第
九
条
第
t
項
七
号
、
所
令
第
二
二
条
。
 
 

所
法
第
九
条
第
一
項
六
号
、
所
令
第
二
一
条
。
 
 

所
基
通
九
－
七
。
 
 

所
基
通
九
－
八
。
 
 

所
基
通
九
1
t
 
O
。
 
 

所
基
通
三
六
－
二
四
。
 
 

所
基
道
三
六
－
二
五
。
 
 

所
基
通
三
六
－
三
三
。
 
 

所
基
通
九
－
一
四
、
一
五
。
 
 

所
基
通
三
六
－
二
六
。
 
 

所
基
通
三
六
－
二
九
。
 
 

所
基
道
三
六
し
三
〇
。
 
 

所
基
通
三
六
－
三
一
、
三
一
の
二
。
 
 

所
基
通
二
ニ
ハ
⊥
二
四
、
三
五
。
 
 

所
令
第
六
四
条
、
入
l
一
の
四
。
 
 

所
基
通
三
六
－
二
二
 
二
二
。
 
 
 



三
五
四
 
 
 

（
3
5
）
 
所
基
通
三
六
－
二
三
。
 
 

（
3
6
）
 
所
基
通
三
六
－
二
八
。
 
 

（
3
7
）
 
所
基
通
三
六
1
三
二
。
 
 

（
粥
）
 
所
基
通
三
六
－
三
入
の
二
。
 
 

（
3
9
）
 
昭
和
五
九
年
直
法
六
－
五
。
 
 

（
4
0
）
 
措
法
第
二
九
条
。
 
 

（
4
1
）
 
所
基
通
二
八
－
一
、
二
。
 
 

（
讐
 
所
基
通
九
－
二
三
、
所
基
通
二
八
－
五
。
 
 

（
4
3
）
 
所
法
第
九
条
第
一
項
三
号
イ
、
所
令
第
二
〇
条
。
 
 

（
剋
）
 
所
法
第
九
粂
第
一
項
八
号
、
所
基
通
九
－
t
二
。
 
 

（
4
5
）
 
こ
の
規
定
は
、
昭
和
二
五
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
く
所
得
税
法
の
改
正
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
七
二
号
）
の
際
の
旧
娩
則
（
昭
和
二
五
年
政
 
 
 

令
六
九
号
）
第
九
条
の
二
「
給
与
所
得
又
は
退
職
所
得
の
一
部
を
金
銭
以
外
の
物
又
は
権
利
で
収
入
す
べ
き
場
合
に
お
け
る
…
…
収
入
金
額
の
計
 
 
 

算
に
つ
い
て
は
、
当
該
物
又
は
権
利
の
収
入
の
時
に
お
け
る
価
額
に
よ
る
」
が
、
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
お
り
、
昭
和
四
〇
年
の
全
文
改
正
の
と
き
 
 

に
、
現
行
法
に
吸
収
さ
れ
た
。
 
 

（
4
6
）
 
所
令
第
入
四
。
 
 

（
4
7
）
 
所
令
第
八
四
条
の
二
。
 
 
 

第
六
章
 
典
型
的
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
各
国
比
較
 
 
 

杢
早
に
お
い
て
は
、
前
章
を
さ
ら
に
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
し
て
、
多
種
多
様
な
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
う
ち
典
型
的
な
も
の
を
抽
 
 
 



1
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
扱
い
 
 

（
1
）
 
 
 

食
事
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
う
ち
で
も
重
要
な
項
目
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
賃
金
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
従
 
 

（
2
）
 
 

釆
か
ら
、
価
値
の
計
算
で
争
い
が
生
じ
て
い
た
の
で
、
現
物
給
与
法
に
よ
る
公
的
現
物
給
付
基
準
（
d
e
r
a
m
t
－
i
c
h
e
s
a
c
h
b
e
z
u
g
s
w
e
r
t
）
 
 

（
3
）
 
 

を
設
定
し
、
従
来
の
取
扱
い
と
の
相
違
点
が
は
っ
き
り
認
識
で
き
る
よ
う
に
課
税
対
象
額
を
法
律
で
規
定
し
て
い
る
。
会
社
が
昼
食
を
提
 
 

（
4
）
 
 

供
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
一
日
当
た
り
D
M
四
・
二
〇
で
課
税
さ
れ
る
。
 
 
 

具
体
的
な
課
税
方
法
は
、
U
現
金
支
給
の
場
合
、
個
食
券
購
入
の
場
合
、
㈱
社
員
食
堂
に
て
無
償
又
ほ
低
料
金
で
食
事
が
提
供
さ
れ
る
 
 

場
合
、
と
で
取
扱
い
が
異
な
る
。
 
 
 

m
 
現
金
支
給
の
場
合
 
 

（
5
）
 
 

現
金
支
給
の
場
合
は
、
通
常
の
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
 
 
 

切
 
食
券
購
入
の
場
合
 
 
 

例
え
ば
、
従
業
員
が
D
M
六
の
価
値
の
食
券
を
購
入
す
る
場
合
に
は
、
公
的
現
物
給
付
基
準
で
あ
る
D
M
四
・
二
〇
を
支
払
え
ば
課
 
 
 

税
さ
れ
な
い
が
、
無
償
で
D
M
二
の
食
券
が
提
供
さ
れ
た
場
合
に
は
、
D
M
二
が
会
社
か
ら
受
け
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
 
 
 

て
課
税
対
象
に
な
る
。
 
 

三
五
五
 
 
 

出
し
、
各
国
別
の
個
別
具
体
的
な
取
扱
い
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
 
 

第
一
節
 
食
事
の
支
給
 
 



三
五
六
 
 

㈱
 
社
員
食
堂
に
て
無
償
又
は
低
料
金
で
食
事
が
提
供
さ
れ
る
場
合
 
 
 

①
 
無
償
で
食
事
が
提
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
一
人
に
対
し
一
回
当
た
り
D
M
四
ニ
ー
〇
と
い
う
公
的
現
物
給
付
基
準
が
適
用
さ
 
 

れ
、
会
社
か
ら
提
供
さ
れ
る
食
事
と
い
う
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
一
に
対
し
、
D
M
四
・
二
〇
の
み
な
し
給
与
を
得
た
と
み
な
 
 

さ
れ
課
税
さ
れ
る
。
 
 
 

②
 
低
料
金
で
食
事
が
提
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
D
M
四
ニ
ー
〇
の
食
事
代
に
対
し
て
一
人
当
た
り
D
M
二
・
五
〇
を
支
 
 

払
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
D
M
四
・
二
〇
と
D
M
二
・
五
〇
の
差
額
D
M
 
T
七
〇
が
課
税
対
象
と
な
る
。
 
 

こ
れ
ら
の
場
合
の
課
税
方
法
と
し
て
、
個
人
の
給
与
と
し
て
課
税
す
る
方
法
と
雇
用
者
が
二
五
％
の
税
率
で
一
括
し
て
税
金
を
 
 

（
6
）
 
 

負
担
す
る
方
法
が
あ
り
、
従
業
員
ほ
、
い
ず
れ
か
の
方
法
を
選
択
適
用
で
き
る
。
 
 

な
お
、
食
費
補
助
に
要
す
る
費
用
は
、
損
益
計
算
上
、
費
用
と
み
な
さ
れ
、
人
件
費
又
ほ
そ
の
他
の
企
業
費
用
（
s
O
n
S
t
i
g
e
 
 

b
e
t
r
i
e
b
－
i
n
h
e
 
a
u
f
w
e
n
d
u
n
g
e
n
）
と
し
て
記
帳
さ
れ
る
。
 
 

2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

会
社
が
従
業
員
に
対
し
て
、
社
内
の
施
設
又
は
食
堂
で
無
償
若
し
く
は
食
券
又
は
ト
ー
ク
ン
（
t
O
k
e
n
）
に
よ
る
補
助
に
よ
り
低
額
で
食
 
 

（
7
）
 
事
を
提
供
し
て
い
る
場
合
に
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
限
り
非
課
税
で
あ
る
。
 
 
 

①
 
食
事
が
合
理
的
な
基
準
で
提
供
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
次
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
 
 

（
8
）
 
 
 

②
 
す
べ
て
の
従
業
員
が
合
理
的
な
基
準
の
下
で
社
内
の
施
設
又
は
そ
の
他
の
場
所
で
、
無
償
又
は
補
助
に
よ
る
低
額
な
食
事
を
と
る
 
 

こ
と
が
で
き
る
こ
と
 
 
 

③
 
食
事
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
従
業
員
に
対
し
て
は
、
無
償
又
は
補
助
に
よ
る
低
額
の
食
券
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
 
 
 



（
1
0
）
 
き
る
。
 
 

ま
た
、
従
業
員
に
発
行
さ
れ
た
M
e
a
－
く
○
亡
C
h
e
r
s
は
、
次
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
一
営
業
日
当
た
り
一
五
ペ
ン
ス
ま
で
非
課
税
扱
い
と
 
 

（
9
）
 
 

な
る
。
 
 
 

①
 
M
e
巴
く
O
u
n
h
e
r
s
は
、
譲
渡
不
能
で
あ
り
、
か
つ
、
食
事
に
の
み
利
用
さ
れ
る
こ
と
 
 
 

②
 
す
べ
て
の
従
業
員
を
対
象
と
し
な
い
場
合
ほ
、
低
給
与
者
が
対
象
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
な
お
、
M
e
a
－
召
u
C
h
e
r
s
が
t
五
 
 

ペ
ン
ス
を
超
え
れ
ば
、
そ
の
超
え
る
部
分
が
課
税
さ
れ
る
。
 
 

3
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 

一
日
当
た
り
F
二
五
ま
で
の
食
事
補
助
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
扱
い
と
な
っ
て
お
り
、
法
人
税
法
上
も
損
金
計
上
を
行
う
こ
と
が
で
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
食
事
に
は
、
通
常
の
場
合
、
栄
養
と
な
る
す
べ
て
の
料
理
、
食
品
、
飲
み
物
が
含
ま
れ
る
。
 
 

一
九
七
五
年
三
月
ニ
ー
日
付
B
F
H
判
決
1
B
S
t
B
：
第
Ⅰ
部
四
八
六
貢
、
一
九
七
五
年
一
一
月
七
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
H
第
Ⅰ
部
五
〇
頁
。
 
 

（
2
）
 
く
e
r
O
r
d
n
u
n
g
（
現
物
給
付
令
）
第
一
条
∽
、
∽
。
こ
れ
は
、
一
九
九
三
暦
年
の
社
会
保
険
に
お
け
る
現
物
給
付
価
額
に
関
す
る
命
令
を
準
用
し
て
 
 

い
る
。
 
 

（
3
）
 
E
S
t
G
－
∽
∽
∽
∽
0
0
（
N
）
．
 
 

（
4
）
 
D
M
諾
○
×
P
N
－
小
娘
蒜
讐
望
洋
＝
－
Ⅲ
脹
詣
こ
㌫
軍
野
鶴
．
 
 

船
員
に
つ
い
て
は
宗
教
の
違
い
等
か
ら
食
事
の
噂
好
が
違
う
の
で
、
各
州
に
特
例
が
あ
る
。
ま
た
、
夜
勤
者
に
つ
い
て
は
、
出
前
を
と
る
場
合
、
 
 
 

一
回
の
食
事
が
D
M
六
〇
を
超
え
な
け
れ
ば
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
5
）
 
「
S
t
R
－
岩
∽
∽
巴
（
∽
）
．
 
 

三
五
七
 
 
 

W
珊
爪
 
 

な
お
、
深
夜
勤
務
者
に
夜
間
手
当
が
支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
業
務
上
必
要
で
あ
れ
ば
非
課
税
で
あ
る
 
 



本
節
で
は
、
会
社
所
有
の
保
養
所
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
、
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
、
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
等
の
福
利
厚
生
施
設
を
従
業
員
が
 
 

利
用
し
た
場
合
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
 
 

1
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

ド
イ
ツ
で
は
、
企
業
が
保
養
所
等
を
従
業
員
へ
の
福
利
厚
生
目
的
で
保
有
す
る
こ
と
は
、
現
在
で
は
一
般
的
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
 
 

る
。
ま
れ
に
、
そ
の
よ
う
な
保
養
所
等
を
所
有
し
、
そ
こ
で
従
業
員
が
余
暇
を
過
ご
す
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
類
似
の
施
 
 

（
1
）
 
 

設
の
使
用
料
や
宿
泊
料
に
よ
り
、
み
な
し
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 

ま
た
、
企
業
が
保
養
目
的
の
休
暇
を
と
る
従
業
員
に
保
養
補
助
金
を
与
え
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
全
額
給
与
 
 
 

第
二
節
 
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
 
 

三
五
入
 
 
 

（
6
）
 
E
S
t
G
－
冨
〕
∽
告
（
N
）
－
．
 
 

社
員
食
堂
の
場
合
、
個
々
の
被
用
者
に
対
し
二
括
税
を
課
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
社
員
食
堂
を
ま
と
め
て
課
税
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
 
 

（
7
）
 
H
C
T
A
－
冨
0
0
、
S
」
∽
∽
（
寧
 
 

（
8
）
 
た
だ
し
、
ホ
テ
ル
の
レ
ス
ー
ラ
ン
等
は
対
象
と
な
ら
な
い
。
H
n
T
A
－
冨
0
0
ー
S
」
∽
∽
（
寧
 
 

（
9
）
 
E
S
n
 
A
↓
N
．
 
 

（
1
0
）
 
n
G
H
P
r
t
．
0
0
N
（
－
芦
 
こ
の
取
扱
い
は
、
一
九
九
二
年
中
の
給
与
が
F
一
四
四
、
一
二
〇
以
下
の
従
業
員
に
適
用
が
あ
り
、
社
会
保
障
制
度
に
定
め
 
 
 

ら
れ
た
評
価
額
に
よ
っ
て
い
る
。
 
 

（
1
1
）
 
n
G
－
a
r
t
．
0
0
ー
≡
．
 
 



扱
い
と
な
り
課
税
さ
れ
る
。
こ
の
際
に
、
事
業
主
が
税
金
を
引
き
受
け
る
一
括
税
方
式
を
適
用
し
た
場
合
、
従
業
員
に
対
す
る
補
助
D
M
 
 

三
、
0
0
0
、
そ
の
配
偶
者
D
M
二
、
0
0
0
、
子
供
一
人
に
対
し
D
M
一
、
0
0
0
ま
で
二
五
％
の
一
括
税
率
で
課
税
し
、
税
金
の
負
 
 

（
2
）
 
 

担
を
事
業
主
に
転
嫁
す
る
こ
と
も
で
き
る
 

ゴ
ル
フ
場
の
プ
レ
ー
フ
ィ
ー
な
ど
の
利
用
料
は
、
も
と
も
と
課
税
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
メ
ン
バ
ー
に
な
る
場
合
の
入
会
金
、
年
会
 
 

（
3
）
 
 

費
、
供
託
金
な
ど
に
つ
い
て
は
最
近
の
G
F
Ⅱ
の
判
決
で
、
課
税
対
象
と
な
っ
た
 

t
方
、
会
社
内
に
保
有
し
て
い
る
運
動
場
、
サ
ッ
カ
ー
場
、
テ
ニ
ス
場
で
あ
れ
ば
、
特
に
問
題
は
な
く
、
非
課
税
で
あ
る
。
し
か
し
な
 
 

が
ら
、
社
外
に
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
借
り
て
い
る
場
合
（
金
銭
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
）
に
つ
い
て
は
、
G
F
H
の
判
決
で
課
税
さ
れ
る
こ
 
 

（
4
）
 
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

幼
稚
園
に
つ
い
て
も
、
従
来
は
非
課
税
扱
い
と
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
社
外
に
あ
る
幼
稚
園
施
設
に
つ
い
て
は
、
課
税
対
象
と
 
 

な
っ
て
い
る
。
 
 

2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

保
養
所
等
を
保
有
す
る
ケ
ー
ス
ほ
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
従
業
員
に
無
償
又
は
低
額
で
利
用
さ
せ
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
事
業
 
 

（
5
）
 
 

主
の
提
供
コ
ス
ー
で
課
税
さ
れ
る
。
 
 
 

ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
会
員
権
に
つ
い
て
は
、
個
人
名
で
所
有
し
て
い
れ
ば
、
入
会
金
等
は
課
税
対
象
と
な
る
が
、
法
人
会
員
の
場
合
は
、
 
 

接
待
交
際
に
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
税
務
当
局
と
の
折
衝
に
よ
り
個
人
の
課
税
対
象
と
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
。
 
 

（
6
）
 
 
 

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
、
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
等
は
、
す
べ
て
課
税
対
象
で
あ
る
。
 
 

3
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 

三
五
九
 
 
 



三
六
〇
 
 
 

市
場
価
格
と
実
質
使
用
価
格
の
差
額
に
課
税
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
二
つ
の
例
外
が
あ
る
。
 
 
 

m
 
企
業
阻
合
が
所
有
の
場
合
－
鼠
合
の
裁
定
料
金
が
低
い
場
合
で
も
、
課
税
さ
れ
な
い
。
 
 
 

∽
 
食
券
と
同
様
竺
九
九
二
年
中
の
給
与
が
里
四
四
、
一
二
〇
以
下
の
低
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
旅
行
ク
ー
ポ
ン
等
（
ホ
テ
ル
、
 
 

（
7
）
 
 
乗
り
物
、
観
劇
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
、
本
等
）
の
支
給
を
し
て
も
非
課
税
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
は
年
会
費
制
を
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
普
通
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
会
費
は
全
て
費
用
認
定
さ
れ
ず
、
加
入
し
 
 

て
い
る
特
定
の
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
会
費
分
を
所
得
に
算
入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
 
 

は
、
会
社
従
業
員
と
し
て
登
録
す
る
と
割
引
料
金
が
適
用
さ
れ
る
が
、
会
社
と
し
て
会
費
禰
助
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ク
ラ
ブ
側
 
 

が
P
R
O
M
O
T
－
O
N
の
た
め
、
割
引
料
金
を
適
用
し
て
い
る
為
で
あ
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 
 

「
S
t
R
－
∽
器
∽
u
－
（
∽
）
．
 
 

一
年
間
の
上
限
は
、
本
人
D
M
三
〇
〇
、
配
偶
者
D
M
二
〇
〇
、
子
供
D
M
一
〇
〇
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
E
S
t
G
－
冨
≡
○
（
N
）
∽
．
 
 
 

ド
イ
ツ
は
個
人
会
員
の
み
で
あ
り
、
業
務
関
連
性
に
か
か
わ
ら
ず
課
税
さ
れ
る
。
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
に
よ
っ
て
は
、
名
義
を
引
き
継
げ
な
い
と
こ
ろ
 
 

が
多
い
。
 
 
 

E
S
t
G
－
賀
ご
〓
．
 
 
 

H
n
T
A
－
∽
声
s
．
ご
蒜
（
こ
」
∩
↓
A
－
∽
声
s
」
∽
害
）
二
N
）
．
 
 

－
C
↓
A
－
冨
0
0
、
S
」
∽
犬
N
）
．
 
 
 

文
化
大
臣
が
対
象
領
域
を
拡
大
し
た
。
 
 
 



第
三
節
 
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
費
用
 
 

従
業
員
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
の
一
環
と
し
て
、
会
食
、
観
劇
会
、
旅
行
等
を
実
施
し
た
場
合
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
 
 

1
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
扱
い
 
 

（
1
）
 
 
 

社
内
行
事
、
例
え
ば
、
従
業
員
慰
安
旅
行
、
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
、
記
念
祝
典
な
ど
の
企
業
サ
イ
ド
で
の
行
事
を
実
施
し
た
場
合
 
 

（
2
）
 
 

に
は
、
通
常
の
社
内
行
事
で
あ
り
、
か
つ
、
通
常
要
す
る
費
用
の
範
囲
を
超
え
な
い
限
り
、
課
税
さ
れ
な
い
 （

4
）
 
 
 

（
3
）
 
 

通
常
の
社
内
行
事
と
ほ
、
宿
泊
無
し
の
一
日
限
り
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
年
間
二
回
を
超
え
な
い
も
の
を
い
う
。
通
常
要
す
る
費
用
 
 

（
5
）
 
 

に
は
、
飲
食
琴
 
た
ば
こ
、
菓
子
類
、
旅
費
、
文
化
的
行
事
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
入
場
券
、
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
の
ク
リ
ス
マ
ス
 
 

（
6
）
 
小
包
、
そ
の
他
の
舞
台
装
置
の
た
め
の
支
出
（
例
え
ば
、
部
屋
、
音
楽
、
芸
術
的
出
し
物
、
芸
人
）
で
そ
の
出
し
物
が
社
内
行
事
の
重
要
 
 

な
目
的
で
な
く
、
一
行
事
に
つ
き
一
人
当
た
り
D
M
二
〇
〇
を
超
え
な
け
れ
ば
、
非
強
制
的
な
福
利
厚
生
費
用
と
み
な
さ
れ
、
全
額
控
除
 
 

（
7
）
 
 

可
能
で
あ
る
 

な
お
、
そ
の
費
用
に
は
、
家
族
に
対
す
る
費
用
も
含
ま
れ
る
が
、
非
課
税
限
度
額
を
超
過
し
た
場
合
に
は
、
一
括
税
方
式
に
よ
り
二
 
 

五
％
の
税
率
で
事
業
主
が
課
税
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
限
度
額
を
超
過
し
た
場
合
は
、
超
過
額
で
な
く
、
全
額
が
課
税
対
象
と
な
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
一
回
目
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
の
と
き
一
人
に
つ
き
D
M
一
〇
〇
、
続
い
て
二
回
目
が
D
M
一
入
〇
、
三
回
目
が
D
M
五
〇
 
 

と
す
れ
ば
、
三
回
目
の
D
M
五
〇
全
額
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

ま
た
、
会
社
の
費
用
負
担
で
従
業
員
に
奨
励
し
て
ス
ポ
ー
ツ
を
さ
せ
る
場
合
、
団
体
競
技
（
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
サ
ッ
カ
ー
等
）
は
 
 

三
六
一
 
 
 



三
六
二
 
 
 

非
課
税
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
が
、
個
人
競
技
（
テ
ニ
ス
、
ゴ
ル
フ
、
乗
馬
等
）
は
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

原
則
と
し
て
課
税
対
象
で
あ
る
が
、
例
外
措
置
と
し
て
、
従
業
員
が
自
由
に
参
加
で
き
る
ク
リ
ス
マ
ス
・
パ
ー
テ
ィ
ー
ほ
一
人
当
た
り
 
 

五
〇
£
ま
で
非
課
税
で
あ
る
。
税
法
上
は
、
参
加
者
一
人
当
た
り
の
全
コ
ス
ト
が
£
五
〇
以
下
で
あ
れ
ば
非
課
税
扱
い
で
あ
る
が
、
£
五
 
 

（
8
）
 
 

○
を
超
え
る
と
全
額
課
税
対
象
と
な
る
 

3
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

企
業
組
合
主
催
の
兼
行
、
パ
ー
テ
ィ
ー
が
催
さ
れ
、
従
業
員
は
低
料
金
で
こ
れ
ら
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
の
費
用
を
 
 

企
業
観
合
が
負
担
す
れ
ば
、
個
人
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。
 
 
 

企
業
組
合
に
対
し
て
は
、
労
働
者
保
護
の
観
点
か
ら
企
業
が
拠
出
金
を
支
払
う
こ
と
が
法
定
さ
れ
て
お
り
、
最
低
限
で
も
、
運
営
費
と
 
 

し
て
総
支
払
賃
金
額
の
〇
二
一
％
を
拠
出
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
税
法
上
の
支
出
額
上
限
は
無
い
が
、
前
年
度
の
支
払
給
与
額
 
 

に
対
す
る
拠
出
割
合
（
フ
ラ
ン
ス
の
平
均
的
レ
ベ
ル
は
一
％
程
度
）
を
下
回
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 
 

（
1
）
 
社
内
行
事
に
は
、
次
の
よ
う
な
行
事
が
含
ま
れ
る
。
「
S
t
R
－
∽
∽
〕
∽
、
責
N
）
．
 
 

①
 
企
業
の
組
織
単
位
（
例
え
ば
、
課
単
位
）
で
実
施
さ
れ
る
も
の
。
た
だ
し
、
他
の
魁
織
単
位
も
同
等
の
行
事
を
実
施
す
る
こ
と
。
 
 

②
 
会
社
の
過
去
の
退
職
者
全
て
を
対
象
と
し
て
開
催
さ
れ
る
も
の
 
（
年
金
生
活
者
の
会
合
）
。
 
 
 

（
2
）
 
L
S
t
R
】
雲
〕
∽
↓
N
（
－
）
二
N
）
．
一
九
入
五
年
三
月
二
二
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
－
第
Ⅰ
部
五
二
九
貢
、
五
三
二
貫
。
 
 
 

（
3
）
一
九
八
七
年
二
月
六
日
付
B
F
H
判
決
I
B
S
t
B
H
第
1
部
三
五
五
貢
。
 
 
 



第
四
節
 
健
康
対
策
費
 
 

従
業
員
の
人
間
ド
ッ
ク
等
の
健
康
診
断
に
要
し
た
費
用
を
、
会
社
が
負
担
し
た
場
合
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
 
 

1
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

ド
イ
ツ
で
は
、
三
～
四
週
間
の
保
養
期
間
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
健
康
診
断
に
関
し
て
は
、
そ
の
期
間
に
各
人
が
受
診
す
べ
き
も
の
と
 
 

さ
れ
て
い
る
。
特
に
健
康
診
断
に
関
し
て
法
的
義
務
は
な
い
が
、
企
業
に
多
大
な
利
益
が
あ
る
場
合
に
は
、
課
税
さ
れ
な
い
取
扱
い
と
 
 

（
1
）
 
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
年
一
回
の
予
防
的
な
健
康
診
断
費
用
は
、
賃
金
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
取
 
 

り
扱
わ
れ
、
全
額
控
除
可
能
で
あ
る
。
 
 
 

会
社
幹
部
に
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
会
社
の
関
心
に
て
行
わ
れ
る
限
り
、
 
 

は
み
な
さ
れ
な
い
。
な
お
、
以
下
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
 
 

（     （     （     （     （  

8 7 6 5 4  ）     ）     ）     ）     ）  

①
 
健
康
診
断
の
対
象
、
そ
の
期
間
及
び
内
容
に
つ
き
事
業
主
が
決
定
し
て
い
る
こ
と
 
 

②
 
従
業
員
が
健
康
診
断
に
参
加
す
る
こ
と
を
事
業
主
が
半
ば
強
制
で
き
る
こ
と
 
 
 

一
九
八
六
年
二
月
六
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
H
第
Ⅱ
部
五
七
五
貢
。
 
 

一
九
八
六
年
二
月
二
一
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
I
第
Ⅰ
部
四
〇
六
頁
。
 
 

一
九
七
六
年
三
月
五
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
－
第
Ⅰ
部
三
九
二
貢
、
一
九
七
六
年
五
月
二
〇
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
：
第
Ⅱ
部
五
四
入
貢
。
 
 

一
九
九
二
年
五
月
二
五
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
I
第
Ⅰ
部
六
五
五
貢
。
 
 

E
S
C
 
A
、
岩
B
．
 
 

場  
A ロ  

㌣こ  

A フ三  

社  

の 関  
心  
が  

あ  
る  
と  
み 個  
な 人  
さ iこ  

ソ
ジ
＼
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
 
 



三
六
四
 
 

③
 
事
業
主
が
従
業
員
に
健
康
診
断
の
必
要
を
示
唆
す
る
状
況
に
あ
る
こ
と
 
 
 

④
 
幹
部
の
健
康
状
態
に
つ
き
客
観
的
か
つ
統
t
的
に
把
捉
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ
と
 
 

2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

原
則
と
し
て
、
健
康
診
断
（
問
診
、
血
圧
、
血
液
検
査
、
Ⅹ
線
、
心
電
図
等
）
 
は
非
課
税
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
医
療
行
為
は
 
 

（
3
）
 
 

課
税
さ
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
国
の
医
療
機
関
は
無
償
で
あ
る
。
 
 

3
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

法
律
上
、
会
社
は
年
l
回
社
員
全
員
の
健
康
診
断
を
実
施
し
、
就
業
上
健
康
に
問
題
が
な
い
か
ど
う
か
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
。
そ
の
場
合
、
会
社
が
費
用
を
全
額
負
担
し
て
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
費
用
ほ
、
法
律
上
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
は
み
な
さ
れ
 
 

ず
、
個
人
所
得
税
に
つ
い
て
も
非
課
税
扱
い
と
な
る
。
 
 
 

ま
た
、
嘱
託
医
を
置
く
こ
と
が
義
務
と
な
っ
て
い
る
が
、
嘱
託
医
の
診
断
は
無
料
で
あ
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
「
S
t
R
－
芝
U
∽
ヨ
（
U
）
U
二
九
入
二
年
以
降
、
こ
の
取
扱
い
に
よ
っ
て
い
る
。
 
 

（
2
）
一
九
入
二
年
九
月
一
七
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
i
第
Ⅱ
部
三
九
貫
。
 
 

（
3
）
 
H
C
↓
A
－
翌
年
∽
．
－
設
（
軍
 
 
 



第
五
節
 
社
宅
の
貸
与
等
 
 
 

従
業
員
に
無
償
又
は
低
廉
な
家
賃
で
、
社
宅
を
提
供
し
て
い
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
 
 

1
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

社
宅
の
課
税
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

∽
 
自
社
所
有
 
 
 

そ
の
住
宅
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
標
準
賃
貸
料
（
現
物
給
与
法
に
よ
る
公
的
現
物
給
付
基
準
に
よ
る
賃
貸
料
）
と
の
差
額
が
、
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
・
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
 
 

（
1
）
 
 
 

無
償
に
よ
る
住
居
の
提
供
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
D
M
五
九
〇
×
三
四
％
が
、
標
準
賃
貸
料
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
暖
房
及
び
照
明
 
 
 

に
つ
い
て
も
併
せ
て
提
供
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
D
M
五
九
〇
×
一
〇
％
、
D
M
五
九
〇
×
二
％
が
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
 
 
 

ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
 
 

（
2
）
 
 
 

一
方
、
標
準
賃
貸
料
が
適
用
さ
れ
な
い
住
宅
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
域
の
慣
例
家
賃
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
。
慣
例
家
賃
は
、
築
年
 
 
 

数
、
立
地
条
件
、
種
類
、
規
模
、
内
外
装
備
の
程
度
を
比
較
の
基
準
と
し
て
算
定
さ
れ
る
。
 
 
 

∽
 
借
上
げ
社
宅
 
 
 

実
際
に
支
払
う
賃
借
料
と
の
差
額
が
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
居
住
用
家
具
の
貸
与
に
つ
い
て
は
、
資
 
 
 

産
計
上
さ
れ
た
社
宅
家
具
の
減
価
償
却
費
と
こ
れ
に
対
応
す
る
付
加
価
値
税
額
の
合
計
額
が
、
課
税
対
象
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
 
 

三
六
五
 
 
 



三
六
六
 
 

年
の
一
～
六
月
に
家
具
等
を
購
入
し
た
場
合
は
一
年
間
の
減
価
償
却
費
キ
七
～
一
二
月
に
購
入
し
た
場
合
は
半
年
間
の
減
価
償
却
費
 
 
 

が
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
の
基
礎
に
な
る
。
 
 

2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

社
宅
の
課
税
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

∽
 
自
社
所
有
 
 

（
3
）
 
 
 

従
業
員
に
無
償
又
は
低
額
で
居
住
設
備
が
提
供
さ
れ
る
場
合
に
ほ
、
そ
の
居
住
設
備
の
価
値
額
に
基
づ
き
課
税
さ
れ
る
。
そ
の
場
 
 

（
4
）
 
 
 

今
居
住
設
備
の
価
値
額
は
、
会
社
所
有
住
宅
の
「
年
間
価
値
額
（
a
n
n
u
巴
邑
u
e
）
」
と
さ
れ
て
い
る
 

「
年
間
価
値
額
」
と
は
、
そ
の
住
宅
を
賃
貸
し
た
場
合
に
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
合
理
的
な
賃
貸
料
と
さ
れ
、
実
務
上
は
、
固
定
 
 
 

資
産
税
の
総
年
間
評
価
額
（
g
r
O
S
S
a
コ
n
u
a
－
く
a
－
u
e
）
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
総
年
間
評
価
額
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
が
 
 

（
5
）
 
 
 

過
去
か
ら
改
定
さ
れ
て
い
な
い
 

新
築
の
住
宅
で
、
そ
の
総
年
間
評
価
額
が
決
定
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
総
年
間
評
価
額
を
見
積
も
る
こ
と
に
 
 

（
6
）
 
 
 

な
る
。
な
お
、
固
定
資
産
税
の
総
年
間
評
価
額
の
相
場
隼
 
£
一
、
0
0
0
か
ら
£
二
、
0
0
0
程
度
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
と
お
り
、
総
年
間
評
価
額
が
実
勢
価
額
を
か
な
り
下
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
九
八
三
年
財
政
法
に
よ
り
、
一
九
八
四
年
 
 
 

四
月
六
日
以
降
に
つ
い
て
ほ
、
住
宅
購
入
価
格
（
印
紙
税
等
の
付
随
費
用
を
含
む
）
 
に
改
築
費
を
加
算
し
た
金
額
が
£
七
五
、
0
0
0
 
 

（
7
）
 
 
 

を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
過
部
分
に
一
定
の
率
を
乗
じ
た
金
額
を
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
課
税
し
て
い
る
 

算
式
で
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 



舟
8
粟
常
欄
陶
躁
討
8
南
彗
鳩
卒
8
 
 

（
前
曲
添
ゝ
壷
轟
＋
浮
湛
瑚
－
恥
謡
b
0
0
）
 
×
り
亡
∴
＼
℃
・
入
部
り
ゝ
ヾ
†
8
平
鹿
 
 

芦
珂
遍
放
ぎ
か
搾
補
彗
蘭
 
 

（
8
）
 
 
な
お
、
会
社
所
有
の
家
具
等
の
資
産
に
つ
い
て
は
、
家
具
取
得
価
格
の
二
〇
％
が
課
税
所
得
と
な
る
。
 
 

∽
 
借
上
げ
社
宅
 
 
 

借
上
げ
社
宅
の
場
合
は
、
事
業
主
が
支
払
っ
て
い
る
賃
借
料
と
前
述
の
総
年
間
評
価
額
の
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の
額
が
フ
リ
ン
ジ
・
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
し
て
課
税
さ
れ
る
が
、
従
業
員
が
負
担
し
て
い
る
額
が
あ
れ
ば
、
そ
の
額
は
控
除
さ
れ
る
。
な
お
、
次
の
場
合
に
は
、
 
 

（
9
）
 
 

社
宅
の
提
供
が
あ
っ
て
も
課
税
さ
れ
な
い
 

①
 
適
正
な
業
務
の
遂
行
上
、
そ
の
住
宅
に
住
む
必
要
が
あ
る
場
合
 
－
 
例
え
ば
、
警
察
官
な
ど
 
 
 

②
 
特
定
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
従
業
員
が
、
よ
り
良
く
そ
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
慣
習
的
に
住
宅
が
提
供
さ
れ
る
場
合
－
 
 

－
例
え
ば
、
学
校
の
先
生
な
ど
 
 
 

③
 
特
別
の
安
全
保
証
対
策
と
し
て
提
供
さ
れ
る
場
合
 
 
 

な
お
、
ガ
ス
代
、
水
道
代
、
光
熱
費
、
電
話
料
金
を
会
社
が
負
担
し
て
い
る
場
合
ほ
、
課
税
対
象
と
な
る
。
 
 
 

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 

社
宅
の
課
税
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

m
 
自
社
所
有
 
 

一
九
九
二
年
中
の
給
与
が
F
一
四
四
、
〓
一
〇
以
下
の
低
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
（
土
地
及
び
建
物
）
 
の
評
価
額
で
行
 
 

三
六
七
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三
六
人
 
 

（
1
0
）
 
 

ぅ
。
た
だ
し
、
役
員
及
び
低
所
得
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
ほ
、
市
場
価
格
で
評
価
を
行
う
。
な
お
、
警
備
員
、
守
衛
、
校
長
先
生
が
学
 
 

校
に
住
む
場
合
等
、
企
業
建
物
の
中
に
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
評
価
額
は
三
分
の
二
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
 
 

切
 
借
上
げ
社
宅
 
 
 

借
上
げ
社
宅
の
場
合
は
、
市
場
価
格
で
評
価
を
行
う
。
 
 

E
S
t
G
－
冨
∽
∽
0
0
（
N
）
－
「
S
t
R
－
冨
〕
∽
三
貴
∽
）
－
く
e
r
O
r
d
n
u
n
g
（
現
物
給
付
令
）
第
一
条
叫
㈲
。
 
 

「
S
t
R
－
冨
山
∽
u
－
（
寧
 
 

l
n
↓
A
－
∽
0
0
∞
こ
」
㌫
（
こ
．
 
 

i
C
↓
A
－
∽
0
0
∞
、
S
」
㌫
（
N
）
一
 
 

最
後
に
改
定
さ
れ
た
の
が
、
一
九
七
三
年
で
あ
る
。
 
 

E
S
n
 
A
∽
P
 
 

【
n
T
A
－
∽
篭
－
S
∴
島
．
 
 

1
∩
↓
A
－
翌
年
∽
∵
㌫
実
写
（
軍
 
 

l
n
↓
A
－
翌
年
∽
．
－
㌫
（
牟
 
 

n
G
I
 
a
r
t
．
－
会
A
i
－
害
0
0
．
 
 
 



住
宅
取
得
資
金
、
生
活
資
金
等
と
し
て
企
業
が
従
業
員
に
無
償
又
ほ
低
利
で
資
金
を
融
資
し
た
場
合
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
 
 

る
。
 
 
 

1
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

低
利
又
は
無
償
で
の
従
業
員
貸
付
に
つ
い
て
の
基
準
利
率
（
公
定
歩
合
に
連
動
し
て
変
動
す
る
）
は
、
六
％
（
一
九
九
二
年
末
ま
で
五
 
 

・
五
％
）
で
あ
り
、
こ
の
基
準
利
率
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
金
敬
と
実
際
の
貸
付
利
率
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
金
額
と
の
差
額
が
フ
リ
ン
ジ
・
 
 

（
1
）
 
 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
貸
付
金
の
未
返
済
額
が
、
給
与
支
払
期
間
末
に
D
M
五
、
0
0
0
を
超
え
な
け
れ
ば
非
 
 

課
税
で
あ
り
、
こ
れ
を
超
え
た
場
合
に
は
、
超
過
し
た
時
点
か
ら
未
返
済
額
全
額
が
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
 
 

2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 

（
2
）
 
 
 

会
社
が
従
業
員
に
対
し
て
無
償
又
は
低
利
で
資
金
を
融
資
し
た
場
合
に
は
、
実
際
の
利
息
支
払
額
と
公
定
利
率
（
O
f
f
i
n
i
a
－
r
a
t
e
）
に
よ
 
 

（
3
）
 
 

り
算
定
し
た
利
息
額
と
の
差
額
が
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
差
額
が
£
三
〇
〇
以
下
で
あ
れ
 
 

（
4
）
 
 

ば
課
税
さ
れ
な
い
が
、
超
過
し
た
場
合
に
は
全
額
課
税
さ
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
こ
の
取
扱
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
貸
付
だ
け
に
限
ら
ず
、
外
国
で
受
け
て
い
る
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
、
そ
の
現
地
 
 

国
の
通
貨
に
関
係
な
く
イ
ギ
リ
ス
の
公
定
利
率
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
 
 

3
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 

三
六
九
 
 
 

第
六
節
 
金
銭
の
貸
付
 
 



三
七
〇
 
 

企
業
が
従
業
員
に
無
償
又
は
低
利
で
資
金
を
融
資
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
銀
行
融
資
の
利
率
と
の
差
額
に
課
税
さ
れ
る
が
、
 
 

今
の
と
こ
ろ
実
質
的
に
は
課
税
さ
れ
て
い
な
い
し
、
申
告
も
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

「
S
t
R
】
∽
器
∽
巴
（
0
0
）
．
 
 
 

イ
ギ
リ
ス
税
務
当
局
に
よ
り
公
表
さ
れ
る
利
率
で
あ
り
、
市
中
金
利
に
連
動
し
て
変
更
さ
れ
る
。
：
C
↓
A
－
冨
∞
、
S
」
買
∽
）
‥
F
A
－
∽
芦
s
・
 
 

】
記
．
 
 
 

こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
市
中
銀
行
の
ベ
ー
ス
レ
ー
ト
に
一
・
五
％
程
度
を
加
え
た
率
と
な
っ
て
い
る
。
公
定
利
率
に
ょ
る
計
算
方
法
ほ
二
通
り
あ
 
 

り
、
そ
の
レ
ー
ト
の
過
去
の
推
移
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

①
 
平
均
公
定
利
率
に
ょ
る
方
法
 
 

こ
の
方
法
は
、
一
年
中
貸
付
残
高
が
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
 
 

年
 
 
度
 
 

一
九
八
七
－
八
八
年
 
 

一
九
八
八
－
八
九
年
 
 

一
九
八
九
－
九
〇
年
 
 

一
九
九
〇
－
九
一
年
 
 

一
九
九
一
－
九
二
年
 
 

②
 
実
際
の
公
定
利
率
に
よ
る
方
法
 
 

期
 
 

一
九
八
七
・
 
 

t
九
八
七
・
 
 

四
・
六
－
一
九
入
七
・
 
 

六
・
六
－
一
九
入
七
・
 
 

間
 
 

六
・
五
 
 

九
・
五
 
 

平
均
公
定
利
率
（
％
）
 
 

一
〇
・
九
〓
ハ
 
 

一
二
ニ
ー
五
 
 

一
五
・
六
六
 
 

〓
ハ
・
〇
〇
 
 

二
・
八
t
 
 

利
率
（
％
）
 
 

t
一
・
五
 
 

一
〇
・
五
 
 
 



（
3
）
 
I
C
↓
A
－
∽
0
0
0
0
－
S
．
－
害
（
こ
（
N
）
．
 
 
 

一
九
九
一
・
 
 

一
九
九
一
・
 
 

一
九
九
一
・
 
 

一
九
九
一
・
 
 

一
九
九
一
・
 
 

一
九
九
一
・
 
 

一
九
九
二
・
 
 

一
九
九
二
・
 
 

一
九
九
二
・
 
 

一
九
九
二
・
 
 

一
九
九
三
・
 
 

一
九
九
三
・
 
 

一
九
八
九
・
 
 

一
九
八
九
■
 
 

一
九
入
九
・
一
 
 

一
九
九
〇
・
一
 
 

一
九
入
七
・
 
 

一
九
八
七
・
 
 

一
九
八
八
・
 
 

t
九
八
八
・
 
 

一
九
八
八
・
 
 一
〇
二
ハ
ー
一
九
八
九
・
一
・
五
 
 

五
こ
ハ
ー
一
九
九
t
・
七
・
五
 
 

七
・
六
－
一
九
九
一
・
 
八
・
五
 
 

入
・
六
－
一
九
九
一
二
〇
・
五
 
 

一
〇
・
六
－
一
九
九
二
・
三
・
五
 
 

三
二
ハ
ー
一
九
九
二
・
六
・
五
 
 

六
二
ハ
1
一
九
九
二
・
一
一
・
五
 
 

一
一
・
六
－
一
九
九
二
二
二
・
五
 
 

一
二
・
六
－
一
九
九
三
・
一
・
五
 
 

一
⊥
ハ
ー
一
九
九
三
・
三
・
五
 
 
 

三
・
六
－
 
 

九
・
六
－
一
九
八
七
・
 
 

二
・
六
－
⊥
九
八
八
・
 
 

五
・
六
－
一
九
八
八
・
 
 

入
二
ハ
ー
一
九
八
八
■
 
 

一
二
ハ
ー
一
九
入
九
・
七
・
五
 
 

七
二
ハ
ー
一
九
八
九
二
一
・
五
 
 

一
・
六
－
一
九
九
〇
・
一
一
・
五
 
 

一
・
六
－
一
九
九
一
・
三
・
五
 
 

三
二
ハ
ー
一
九
九
一
・
四
・
五
 
 

四
こ
ハ
ー
一
九
九
一
・
 
五
・
左
 
 

一
二
・
五
 
 

五
・
五
 
 

入
・
五
 
 

一
〇
・
五
 
 

一
一
・
五
 
 

一
〇
・
五
 
 

九
・
五
 
 

一
二
■
〇
 
 

一
三
■
五
 
 

t
四
・
五
 
 

一
五
・
五
 
 

〓
ハ
・
五
 
 

一
五
・
五
 
 

一
四
・
五
 
 

一
三
・
五
 
 

一
二
・
七
五
 
 

一
二
ニ
ー
五
 
 

一
一
・
七
五
 
 

t
一
二
t
五
 
 

一
〇
・
七
五
 
 

一
〇
・
五
 
 

九
・
七
五
 
 

九
・
〇
〇
 
 
 

入
ニ
ー
五
 
 

七
・
七
五
 
 



永
年
勤
続
者
又
は
業
績
優
秀
者
に
対
し
、
金
品
を
支
給
し
た
場
合
の
課
税
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
 
 

1
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

業
績
優
秀
者
に
対
す
る
金
品
支
給
は
、
ボ
ー
ナ
ス
等
と
同
様
の
扱
い
で
課
税
さ
れ
る
が
、
永
年
勤
続
者
に
対
し
て
は
、
勤
続
一
〇
年
の
 
 

者
に
つ
い
て
は
D
M
六
〇
〇
、
勤
続
二
五
年
の
者
に
つ
い
て
は
D
M
一
、
二
〇
〇
、
勤
続
四
〇
年
、
五
〇
年
、
六
〇
年
の
者
に
つ
い
て
は
 
 

（
1
）
 
 

D
M
二
、
四
〇
〇
ま
で
、
非
課
税
で
あ
る
。
非
課
税
限
度
額
を
超
過
し
た
場
合
は
課
税
収
入
と
な
り
、
税
金
は
従
業
員
が
負
担
す
る
こ
と
 
 

と
な
る
。
永
年
勤
続
者
に
対
す
る
支
給
は
、
法
人
で
は
全
額
控
除
可
能
で
あ
る
。
 
 
 

支
給
し
た
物
品
は
、
市
価
（
ヨ
a
r
k
e
t
p
r
i
c
e
）
で
評
価
さ
れ
る
が
、
勲
章
、
賞
状
等
ほ
市
価
に
換
算
で
き
な
い
の
で
、
課
税
対
象
と
は
な
 
 

ら
な
い
。
 
 
 

ま
た
、
会
社
の
二
五
、
五
〇
、
七
五
、
一
〇
〇
年
以
上
の
創
業
記
念
に
際
し
て
ほ
、
全
従
業
員
を
対
象
と
す
れ
ば
、
D
M
「
 
二
〇
〇
 
 

ま
で
は
非
課
税
で
あ
る
。
 
 

2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

永
年
勤
続
者
に
対
し
て
金
品
を
支
給
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
が
、
二
〇
年
 
 

以
上
勤
務
の
場
合
（
た
だ
し
、
前
一
〇
年
間
に
提
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
）
は
、
勤
続
期
間
一
年
に
つ
き
£
二
〇
を
超
え
な
い
限
り
非
課
 
 
 

第
七
節
 
永
年
勤
続
者
又
は
業
績
優
秀
者
に
対
す
る
金
品
の
支
給
 
 

（
4
）
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－
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－
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（
2
）
 
税
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
現
物
の
場
合
ほ
、
市
価
（
ヨ
a
r
k
e
t
 
p
r
i
n
e
）
 
で
評
価
す
る
。
 
 

3
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

原
則
と
し
て
、
現
金
で
の
支
給
は
課
税
対
象
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
、
現
物
（
竺
一
〇
〇
～
F
五
〇
〇
）
の
場
合
は
、
非
課
税
扱
い
と
 
 

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
念
品
で
あ
っ
て
も
頻
繁
に
 
（
例
え
ば
、
毎
年
）
贈
与
さ
れ
て
い
た
り
、
金
額
が
常
識
を
逸
脱
し
て
高
 
 

額
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
は
、
課
税
の
対
象
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
業
績
優
秀
者
に
対
す
る
金
品
の
支
給
は
、
例
え
ば
、
メ
ダ
ル
と
金
一
封
を
支
給
し
た
と
し
て
も
、
一
定
額
以
下
は
非
課
税
と
 
 

（
3
）
 
 

な
っ
て
い
る
 

第
八
節
 
教
育
費
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
V
 
）
 
E
S
t
G
－
∽
∽
u
∽
∽
（
∽
N
）
－
「
S
t
D
く
一
芸
∽
∽
∽
（
こ
、
「
S
t
R
－
∽
器
∽
N
U
．
 
 

（
2
）
 
E
S
n
 
A
N
N
．
 
 

（
3
）
 
n
G
H
 
a
r
t
∴
∽
↓
（
箪
 
 

従
業
員
に
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
教
育
費
の
全
部
又
は
一
部
を
企
業
が
負
担
す
る
こ
と
に
よ
る
課
税
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
概
観
 
 

三
七
t
ニ
 
 
 



三
七
四
 
 
 

す
る
。
 
 

1
 
ド
イ
ツ
の
取
扱
い
 
 
 

従
業
員
の
知
見
及
び
技
能
を
維
持
又
は
拡
張
す
る
た
め
の
継
続
教
育
費
又
ほ
再
教
育
費
は
、
必
要
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
、
実
 
 

（
1
）
 
質
的
に
は
非
課
税
で
あ
る
。
 
 
 

現
地
語
習
得
費
用
及
び
子
女
の
教
育
費
は
、
原
則
と
し
て
、
課
税
対
象
と
な
る
が
、
転
居
に
関
連
し
て
発
生
し
た
子
女
の
教
育
費
に
つ
 
 

い
て
ほ
、
D
M
一
、
八
七
三
ま
で
は
非
課
税
で
あ
る
。
 
 
 

日
本
人
学
校
や
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
費
用
を
会
社
が
負
担
す
る
場
合
、
語
学
学
校
と
同
様
に
毎
月
の
給
与
計
算
の
際
 
 

に
課
税
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
州
政
府
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
学
校
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
申
告
の
際
に
、
所
得
税
法
第
一
〇
条
第
一
項
 
 

に
よ
り
、
特
別
経
費
と
し
て
費
用
の
三
〇
％
が
控
除
の
対
象
と
な
る
。
 
 

〟
2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

会
社
が
従
業
員
の
教
育
費
用
を
負
担
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
が
、
次
の
要
 
 

（
2
）
 
 

件
を
満
た
す
場
合
に
は
課
税
さ
れ
な
い
 

①
 
教
育
訓
練
過
程
は
一
般
的
な
教
養
過
程
で
あ
り
、
履
修
時
の
年
齢
が
二
一
歳
以
下
で
あ
る
こ
と
 
 
 

②
 
そ
の
過
程
は
知
識
及
び
技
能
を
習
得
す
る
も
の
で
あ
り
、
職
務
遂
行
上
必
要
で
直
接
的
に
従
業
員
の
現
在
又
は
将
来
の
職
務
に
効
 
 

果
が
あ
る
こ
と
 
 
 

③
 
結
果
と
し
て
従
業
員
に
資
格
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
 
 

3
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 



他
国
か
ら
の
出
向
者
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
場
合
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
人
社
員
が
英
語
を
学
ぶ
場
合
に
会
社
が
費
用
負
担
を
行
っ
た
場
 
 

合
に
は
、
業
務
上
必
要
な
教
育
訓
練
費
と
し
て
非
課
税
扱
い
と
さ
れ
る
。
 
 

会
社
所
有
の
自
動
車
を
従
業
員
に
提
供
し
た
場
合
の
課
税
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
 
 

1
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
私
的
使
用
の
た
め
の
無
償
貸
与
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
一
に
該
当
し
、
そ
の
課
税
対
象
額
は
、
同
型
の
 
 

（
1
）
 
 

自
己
所
有
自
動
車
を
維
持
等
す
る
と
き
に
従
業
員
に
生
ず
る
こ
と
に
な
る
支
出
の
額
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
通
勤
は
私
用
と
み
な
さ
れ
 
 

る
。
 
 
 

∽
 
自
動
草
の
み
の
場
合
 
 

（
2
）
 
 
 

課
税
対
象
額
は
、
次
の
四
つ
の
方
法
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
。
 
 
 

イ
 
走
行
記
録
が
あ
る
場
合
 
 

三
七
五
 
 
 

第
九
節
 
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
「
S
t
R
－
∽
∽
u
∽
∽
史
N
）
．
 
 

（
2
）
 
E
S
n
 
A
の
∽
．
 
 



三
七
六
 
 
 

職
務
及
び
私
用
の
走
行
区
間
は
、
走
行
記
録
書
を
継
続
的
に
管
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
証
明
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
場
 
 

合
、
職
務
上
の
走
行
に
つ
い
て
は
、
最
低
限
、
以
下
の
情
報
が
必
要
と
な
る
。
 
 

①
 
各
個
別
の
外
勤
活
動
（
出
張
、
見
回
り
、
人
員
交
替
活
動
、
運
行
活
動
）
の
開
始
及
び
終
了
の
日
付
並
び
に
総
走
行
距
離
 
 

②
 
目
的
地
及
び
兼
行
ル
ー
ト
 
 

③
 
施
行
日
的
及
び
訪
問
先
の
業
務
相
手
 
 
 

私
用
走
行
の
場
合
は
、
そ
の
都
度
の
総
走
行
距
離
表
示
で
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
勤
の
た
め
の
私
用
走
行
の
場
合
は
、
そ
 
 

の
都
度
、
簡
単
な
メ
モ
を
走
行
記
録
書
に
書
く
だ
け
で
足
り
る
。
そ
の
走
行
記
録
書
の
管
理
は
、
規
則
的
な
一
二
カ
月
間
の
代
表
的
 
 

（
3
）
 
 

な
期
間
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
走
行
記
録
書
の
代
わ
り
に
、
走
行
記
録
計
を
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
 
 
 

具
体
的
な
課
税
対
象
額
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

i
 
原
則
的
方
法
 
 

詳
写
南
適
8
袖
和
恵
謹
（
ぎ
）
 
×
 
D
M
〇
．
∽
N
 
 

ロ
 
走
行
記
録
が
な
い
場
合
 
 

≠
劃
誌
面
血
 
 

（
耳
曽
音
南
襲
－
菊
蚕
帝
蛍
増
穂
ゆ
だ
）
 
 

（
4
）
 
 

‥
1
1
 
簡
便
方
法
 
 

≠
謝
罪
筒
堀
 
 

（
卑
官
音
南
襲
、
萬
扇
添
巻
鳩
吋
ゆ
野
）
 
 

（
5
）
 
（
∽
○
～
∽
∽
）
米
 
 
 

詳
寄
添
適
8
袖
苛
顧
語
 
 

謬
祖
母
帯
鷲
 
 



（
6
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）
 
 
 
‥
1
1
 
繁
劇
添
ン
蚕
滴
 
×
－
浜
 
＋
 
（
年
録
軸
轡
詩
藷
 
×
 
D
M
 
P
∽
N
X
－
∽
Ⅲ
）
 
 

（
卑
官
扇
面
襲
吋
ゆ
貯
）
 
 
 

聞
 
運
転
手
付
自
動
車
の
場
合
 
 

（
8
）
 
 
 

イ
 
通
勤
用
に
提
供
さ
れ
る
場
合
 
 
 

①
 
前
記
∽
イ
1
、
‥
1
1
で
算
出
さ
れ
た
課
税
対
象
額
の
五
〇
％
増
の
額
 
 
 

②
 
前
記
∽
ロ
‖
m
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
D
M
〇
・
七
八
の
走
行
率
に
基
づ
い
て
算
定
 
 

（
9
）
 
 
 

ロ
 
通
勤
用
以
外
の
私
用
走
行
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
場
合
 
 
 

①
 
運
転
手
が
頻
繁
に
運
転
す
る
場
合
ほ
五
〇
％
増
の
額
 
 
 

②
 
従
業
員
自
身
が
し
ば
し
ば
運
転
す
る
場
合
は
四
〇
％
増
の
額
 
 
 

③
 
従
業
員
自
身
が
頻
繁
に
運
転
す
る
場
合
は
二
五
％
増
の
額
 
 
 

ハ
 
安
全
上
の
理
由
か
ら
従
業
員
が
運
転
す
る
の
に
ほ
適
し
て
い
な
い
特
殊
保
護
（
装
甲
）
自
動
車
が
運
転
手
付
で
提
供
さ
れ
る
場
 
 

（
1
0
）
 
 
 

合
、
運
転
手
の
調
達
に
関
し
て
は
税
務
上
問
題
と
は
さ
れ
な
い
 

2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

会
社
所
有
若
し
く
は
リ
ー
ス
を
受
け
て
い
る
自
動
車
あ
る
い
ほ
燃
料
費
を
従
業
員
に
提
供
し
た
場
合
に
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
 
 

M
冊
汎
 
 

ト
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
課
税
対
象
額
ほ
、
ス
ケ
ー
ル
チ
ャ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
。
 
 

（
1
2
）
 
 
 

ス
ケ
ー
ル
チ
ャ
ー
ジ
は
、
毎
年
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
三
／
九
四
年
度
に
お
い
て
は
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
に
つ
 
 

い
て
は
約
八
％
、
燃
料
費
に
つ
い
て
は
約
二
〇
％
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
な
お
、
従
来
は
、
エ
ン
ジ
ン
サ
イ
ズ
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
た
 
 

三
七
七
 
 
 



三
七
八
 
 
 

が
、
一
九
九
四
年
四
月
六
日
以
降
は
、
小
売
価
格
（
備
品
コ
ス
ト
を
含
む
）
の
三
五
％
で
一
律
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

そ
の
場
合
、
課
税
対
象
額
は
、
年
間
業
務
使
用
距
離
が
三
 
五
〇
〇
マ
イ
ル
以
上
の
場
合
に
は
三
分
の
t
相
当
額
が
、
一
入
、
0
0
0
 
 

マ
イ
ル
以
上
の
場
合
に
は
三
分
の
t
一
相
当
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
軽
減
さ
れ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
課
税
年
度
末
に
お
い
て
車
両
年
齢
四
年
以
上
の
場
合
に
は
、
三
分
の
一
相
当
額
が
軽
減
さ
れ
る
。
 
 

3
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
扱
い
 
 
 

カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
を
私
用
に
利
用
し
た
場
合
に
は
、
事
業
主
の
提
供
コ
ス
ト
で
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
課
税
評
価
額
は
、
実
際
 
 

に
支
払
っ
た
自
動
車
の
維
持
費
、
ガ
ソ
リ
ン
代
、
保
険
料
、
及
び
従
業
員
の
個
人
使
用
に
対
応
す
る
減
価
償
却
費
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
 
 

る
。
従
っ
て
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
利
用
者
に
は
、
毎
月
の
利
用
状
況
の
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
利
用
者
ほ
、
 
 

業
務
と
私
用
の
そ
れ
ぞ
れ
の
m
i
－
e
a
g
e
を
申
告
し
、
私
用
部
分
の
使
用
料
を
算
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
従
業
員
に
よ
っ
て
提
供
さ
 
 

れ
る
正
確
な
資
料
が
な
い
場
合
に
は
、
エ
ン
ジ
ン
の
排
気
量
と
走
行
車
ロ
数
を
基
礎
と
し
た
自
動
車
費
用
の
標
準
率
を
参
考
に
し
て
評
価
 
 

す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
1
3
）
 
 
 

具
体
的
に
は
、
左
記
に
掲
げ
る
政
府
検
閲
発
行
の
 
「
距
離
毎
の
減
価
早
見
表
」
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
。
 
 

「
距
離
毎
の
減
価
早
見
表
」
 
 
 



〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
t
九
六
三
年
六
月
ニ
ー
日
付
B
F
H
判
決
－
B
S
t
B
H
第
Ⅲ
部
三
八
七
貢
。
 
 

（
計
算
例
）
 
 
 

五
馬
力
の
亭
で
四
、
0
0
0
キ
ロ
走
行
し
た
場
合
は
、
四
、
0
0
0
×
二
・
五
四
＝
F
一
〇
、
一
六
〇
が
、
同
馬
力
の
亭
で
一
 
 

二
、
0
0
0
キ
ロ
走
行
し
た
場
合
は
、
五
、
入
0
0
＋
〓
二
、
0
0
0
×
一
ニ
ー
t
入
）
＝
ア
ニ
二
、
三
六
〇
が
、
課
税
フ
リ
ン
ジ
 
 

・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
な
る
。
 
 

d  

n  一 ○ 九 人 七 六 五   
走  馬 馬 馬 馬 馬 馬 馬 馬 馬   
行  
距  
離   

六 六 三 三 一 ○ 八 七 五  
九 二 八 一 四 七 四 三 四  

上土セ上土セ六六五 ヽ ヽ、、ヽ ヽ、■ヽ ヽ  

八 八 三 三 0 0 四 二 八         六 六  
六 六 三 三 0 0   ○  
セ 七 三 三 0 0 セ セ ○  
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  
（     （     （     （     （     （     （     （     （  

d d d d d d d d d  
× × × × × × × × ×  

一 ○ 九 八 七 六 五 四 三  

二 五 一 四 五 七 五 入 入    ）     ）     ）     ）     ）   ＼．＿′   ）     ）     ）  

五 四 二 二 一 ○ 入 七 六  
一 四 八 一 ○ ニ セ 九 七  

三
七
九
 
 
 



（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

M
矧
爪
 
 

（
1
2
）
 
 

三
八
〇
 
 

「
S
t
R
－
∽
器
∽
∽
二
」
）
．
 
 
 

た
だ
し
、
利
用
関
係
に
大
き
な
変
動
が
な
い
場
合
で
あ
る
。
 
 
 

「
S
t
R
－
賀
ご
ニ
ー
（
↓
）
N
．
 
 
 

「
S
t
R
－
雲
〕
∽
巴
（
↓
）
u
．
 
 
 

デ
ィ
ー
ラ
ー
で
公
表
さ
れ
て
い
る
新
車
価
額
を
い
い
、
D
M
一
〇
〇
未
満
を
切
り
捨
て
て
計
算
す
る
。
な
お
、
中
古
車
の
場
合
は
、
製
作
年
次
の
 
 

定
価
を
基
準
に
す
る
。
 
 
 

「
S
t
R
－
賀
ご
ニ
ー
（
↓
）
隕
．
 
 
 

L
S
t
R
－
∽
器
切
望
（
↓
a
）
－
．
 
 
 

「
S
t
R
－
∽
∽
u
∽
巴
（
↓
a
）
N
．
 
 
 

L
S
t
R
】
賀
ご
こ
】
（
」
a
）
∽
．
 
 

－
n
T
A
－
∽
琵
、
S
」
∽
↓
」
∽
0
0
．
 
 
 

I
C
T
A
－
慧
声
s
」
∽
↓
（
N
）
二
芦
 
 

一
九
九
三
／
九
四
の
ス
ケ
ー
ル
チ
ャ
ー
ジ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

（
使
用
四
年
未
満
の
場
合
）
 
 

当  
初  
市   

五   場   
○ £  価   
ま   
で  

格  

四   エ  
○   ン′  

ジ   

～ icc  ン′  
サ  
イ  

○ 四   ズ  
0 0   
0 0  

一年  
入間 、   

業   
○務  

四 一  ○使   
九 五   ○用   
五 五 £  以 

上  

七二年 、’  
間  

九五菜  
九○務    九 三   
九 一  九一便   
0 0 £  まか用  

でら   

年  

四 三   

四 四   
八 六   
五 五 £  



（
1
3
）
 
こ
れ
は
、
給
与
所
得
者
が
職
務
上
の
必
要
か
ら
亭
を
購
入
し
た
場
合
に
、
実
際
の
減
価
相
当
額
の
算
定
が
困
難
で
あ
る
と
き
に
使
用
さ
れ
る
も
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

○ 四   エ  
0 0   こ／  

ジ   

～ i   ン′  
サ  
イ  

○ 四   ズ  
0 0   
0 0 cc  

ガ   
ソ  

一 七 六  リ   
三 六 ○   ン′   
0 0 0 £   

フ‾  
七 五 五  イ   
一 五 五   l   

0 0 0 £  ゼ  
′レ  

（
燃
料
費
）
 
 



い
わ
ゆ
る
「
所
得
」
と
は
何
か
、
と
い
う
永
遠
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
の
領
域
に
お
い
て
従
来
か
ら
議
論
さ
れ
て
 
 

い
る
が
、
い
ま
だ
に
明
快
な
結
論
は
導
き
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
が
国
に
お
い
て
は
「
所
得
」
を
課
税
対
象
と
 
 

し
、
「
所
得
金
額
」
を
課
税
標
準
と
し
て
所
得
税
を
課
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ひ
と
り
我
が
国
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
み
て
き
た
諸
外
国
の
 
 

（
1
）
 
法
制
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
現
行
の
所
得
税
法
に
お
い
て
は
「
課
税
所
得
」
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
「
税
法
概
念
と
し
て
の
課
税
所
 
 

得
」
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
は
、
実
定
法
上
判
然
と
し
て
い
な
い
。
し
か
ら
ば
、
「
課
税
所
得
」
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
い
 
 

て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
課
税
所
得
」
は
、
当
然
に
「
所
得
」
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
所
得
」
は
、
経
済
的
概
念
 
 

に
よ
り
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
所
得
」
と
い
う
用
語
が
、
経
済
学
・
財
政
学
か
ら
の
借
用
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
 
 

（
2
）
 
 

き
る
。
そ
れ
で
は
、
「
経
済
的
概
念
と
し
て
の
所
得
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
ほ
、
既
に
多
く
の
所
得
学
 
 

説
、
例
え
ば
、
「
所
得
源
泉
説
」
 
で
あ
る
と
か
 
「
純
資
産
増
加
説
」
等
の
諸
説
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
出
さ
れ
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
 
 

（
3
）
 
 

学
説
上
一
致
し
た
見
解
は
未
だ
に
存
在
し
な
い
 

第
一
節
 
諸
外
国
と
の
所
得
概
念
の
比
較
 
 

第
七
章
 
我
が
国
の
課
税
体
系
の
問
題
点
 
 



従
っ
て
、
現
行
法
に
お
け
る
「
課
税
所
得
」
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
た
場
合
、
ま
ず
「
経
済
概
念
と
し
て
の
所
得
」
を
認
識
し
、
そ
 
 

れ
を
課
税
目
的
又
ほ
政
策
目
的
の
観
点
か
ら
修
正
し
、
「
税
法
概
念
と
し
て
の
課
税
所
得
」
が
導
か
れ
る
よ
う
な
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
 
 

（
4
）
 
 

る
と
い
え
る
 

現
行
の
所
得
税
法
に
お
い
て
は
、
既
に
第
五
章
第
四
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
純
資
産
増
加
説
的
な
概
念
に
基
づ
く
包
括
的
所
得
概
念
を
 
 

採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
十
分
に
そ
の
概
念
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
、
昭
和
二
七
年
以
来
、
 
 

特
別
措
置
が
導
入
さ
れ
、
政
策
的
に
課
税
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
所
得
が
増
加
し
た
こ
と
と
、
利
子
・
配
当
・
山
林
・
退
職
所
得
の
全
部
 
 

（
5
）
 
 

又
は
一
部
が
分
離
課
税
の
対
象
と
さ
れ
、
譲
渡
及
び
一
時
所
得
に
つ
い
て
二
分
の
一
課
税
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
従
っ
て
、
現
行
 
 

所
得
税
法
の
下
に
お
け
る
「
課
税
所
得
の
概
念
」
は
、
実
定
法
上
の
規
定
そ
の
も
の
か
ら
「
税
法
概
念
と
し
て
課
税
所
得
」
を
認
識
す
べ
 
 

き
で
あ
り
、
経
済
学
上
な
い
し
は
財
政
学
上
の
所
得
学
説
若
し
く
は
所
得
概
念
論
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
 
 

は
、
昭
和
三
九
年
九
月
二
三
日
に
大
阪
高
裁
に
お
い
て
「
現
行
所
得
税
法
上
『
所
得
』
の
意
義
は
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
義
に
 
 

つ
い
て
は
控
訴
人
主
張
の
よ
う
な
諸
学
説
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
所
得
税
法
が
原
則
的
に
は
所
得
源
泉
説
に
依
り
な
が
ら
、
 
 

純
資
産
増
加
説
に
接
近
し
っ
つ
あ
る
点
は
、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
学
説
は
、
い
う
ま
で
も
な
 
 

く
実
定
法
上
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
学
説
を
も
っ
て
直
ち
に
税
法
上
の
所
得
の
概
念
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
は
、
 
 

（
6
）
 
所
得
税
法
自
体
の
諸
規
定
よ
り
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
は
か
な
い
。
」
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
首
肯
で
き
よ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
諸
外
国
の
現
行
所
得
税
制
に
関
し
て
み
る
と
、
第
五
章
で
検
討
し
た
と
お
り
、
必
ず
し
も
経
済
学
上
な
い
し
ほ
財
政
学
上
 
 

の
所
得
学
説
論
に
現
在
で
も
固
執
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
く
、
各
国
各
様
の
租
税
政
策
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
各
種
 
 

（
7
）
 
 

の
所
得
理
論
を
折
衷
し
た
上
に
立
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
課
税
所
得
概
念
を
発
展
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
我
が
国
同
様
、
 
 

三
入
三
 
 
 



実
定
法
上
の
規
定
そ
の
も
の
か
ら
「
税
法
概
念
と
し
て
課
税
所
得
」
を
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
所
得
概
念
の
t
般
的
な
定
義
を
断
念
し
て
お
り
、
制
限
的
に
列
挙
さ
れ
た
七
種
類
の
各
所
得
（
E
i
n
k
u
n
f
t
e
）
を
合
計
し
、
 
 
 

そ
の
合
計
額
か
ら
高
齢
者
控
除
、
農
林
業
控
除
を
差
し
引
き
「
所
得
の
総
額
」
を
算
定
し
、
さ
ら
に
特
別
支
出
、
異
常
負
担
を
控
除
し
て
「
課
税
所
 
 
 

得
（
E
i
n
k
O
ヨ
ヨ
e
n
）
」
と
し
て
い
る
。
 
 

イ
ギ
リ
ス
に
お
 

か
ら
必
要
経
費
を
控
除
し
て
法
定
所
得
（
S
t
a
t
u
t
O
r
y
i
n
n
O
m
e
）
を
算
定
し
、
人
的
控
除
を
差
し
引
い
て
課
税
所
得
（
↓
a
琵
b
－
e
i
n
c
O
m
e
）
が
導
か
 
 

れ
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
叫
 
 

フ
ラ
ン
ス
も
同
様
に
、
所
得
に
対
す
る
一
般
的
な
定
義
が
法
律
に
明
定
さ
れ
て
い
な
い
。
課
税
所
得
は
、
七
種
類
に
分
類
さ
れ
た
各
所
得
種
目
ご
 
 
 

と
の
総
収
入
か
ら
、
所
得
の
取
得
及
び
保
全
の
た
め
の
支
出
を
控
除
し
て
算
出
し
た
純
収
益
又
は
純
所
得
を
合
計
し
、
さ
ら
に
諸
経
費
及
び
損
失
 
 
 

を
控
除
し
て
算
定
さ
れ
る
。
 
 

（
2
）
 
吉
良
実
・
前
掲
善
一
九
六
貢
以
下
。
 
 

ア
ダ
ル
ベ
ル
1
「
▼
■
ユ
ー
ル
ナ
ー
、
村
井
正
訳
「
ド
イ
ツ
所
得
税
の
現
状
と
問
題
点
」
 
（
所
得
税
法
の
諸
問
題
、
租
税
法
研
究
第
三
号
）
 
二
三
貢
で
 
 
 

は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
ド
イ
ツ
所
得
税
法
は
、
所
得
概
念
に
関
す
る
無
数
の
学
説
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
も
 
 
 

と
り
こ
ん
で
お
ら
ず
、
純
粋
に
実
際
的
な
観
点
か
ら
固
有
の
税
法
上
の
所
得
概
念
を
規
定
し
て
い
る
。
所
得
計
算
の
基
礎
は
、
次
の
相
対
的
に
限
定
 
 
 

列
挙
さ
れ
た
七
種
の
所
得
類
型
か
ら
成
り
立
つ
ご
 
 

な
お
、
西
ド
イ
ツ
の
一
九
七
五
年
所
得
税
法
草
案
の
理
由
書
（
総
論
）
 
の
三
で
は
、
「
所
得
と
い
う
の
は
、
ま
ず
第
一
に
経
済
的
概
念
で
あ
り
、
 
 
 

第
t
一
次
的
に
初
め
て
そ
れ
は
法
的
概
念
で
あ
る
…
‥
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
所
得
概
念
を
、
課
税
目
的
の
た
め
だ
け
に
、
実
用
的
に
、
現
在
の
所
得
 
 
 

の
種
類
と
一
致
す
る
一
定
の
各
種
所
得
の
結
果
と
し
て
限
定
づ
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
日
本
観
法
学
会
運
営
委
員
会
訳
（
税
法
学
二
八
 
 

六
号
）
一
五
貢
。
 
 
 



第
二
節
 
我
が
国
の
課
税
体
系
に
よ
る
問
題
点
 
 

（
3
）
 
金
子
宏
「
租
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
の
構
成
H
」
入
三
貢
で
は
、
所
得
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
所
得
の
意
義
は
、
一
 
 
 

見
明
白
な
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
…
…
多
く
の
場
合
常
識
に
よ
っ
て
享
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
…
…
所
得
概
念
を
 
 
 

め
ぐ
っ
て
は
、
外
国
に
お
い
て
種
々
の
論
議
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
学
説
上
一
致
し
た
見
解
は
い
ま
だ
に
存
在
し
な
い
。
法
律
家
・
経
済
学
者
・
会
 
 
 

計
学
者
の
間
に
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
で
も
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
問
題
を
眺
め
る
か
に
よ
っ
て
見
解
が
異
 
 

な
る
の
で
あ
る
。
」
 
 

（
4
）
 
吉
良
実
こ
別
掲
書
二
〇
四
貢
。
息
佐
市
「
課
税
所
得
の
概
念
論
・
計
算
諭
」
 
二
三
頁
～
t
六
貢
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
二
…
…
課
税
 
 
 

所
得
の
概
念
を
、
経
済
概
念
と
法
律
概
念
に
分
け
て
、
そ
の
両
者
の
関
係
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
…
…
財
政
 
 
 

学
上
の
所
得
学
説
は
法
律
概
念
の
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
関
係
に
あ
る
。
租
税
法
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
法
律
概
念
と
し
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
 
 
 

と
こ
ろ
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
学
説
に
よ
っ
て
、
直
接
に
そ
れ
の
み
に
上
っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
関
係
に
あ
る
も
 
 
 

の
で
ほ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
」
 
 

（
5
）
 
金
子
宏
「
租
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
の
構
成
臼
」
八
五
頁
。
 
 

（
6
）
 
大
阪
高
裁
、
昭
和
二
大
年
九
月
二
三
日
判
決
（
税
務
訴
訟
資
料
三
七
号
八
四
六
貢
）
。
 
 

（
7
）
 
小
松
芳
明
・
前
掲
善
一
t
頁
。
林
大
造
「
所
得
税
の
基
本
問
題
」
（
税
務
経
理
協
会
、
一
九
六
九
）
一
〇
二
頁
。
 
 

第
一
款
 
法
制
度
に
内
在
す
る
問
題
点
 
 
 



一
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
所
得
性
 
 

所
得
税
法
第
二
八
条
第
一
項
で
は
、
給
与
所
得
を
「
俸
給
、
給
料
、
賃
金
、
歳
費
、
年
金
、
恩
給
及
び
賞
与
並
び
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
 
 

有
す
る
給
与
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
給
与
所
得
の
概
念
に
つ
い
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
積
極
的
に
挙
げ
て
直
接
的
に
定
義
す
る
 
 

こ
と
を
避
け
、
単
に
「
給
与
」
の
内
容
を
例
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
所
得
税
法
第
三
六
条
第
一
項
で
は
、
各
種
所
得
の
収
 
 

入
金
額
に
は
、
金
銭
収
入
の
は
か
「
物
又
は
権
利
そ
の
他
経
済
的
な
利
益
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
は
、
こ
の
規
定
に
よ
り
「
課
税
所
得
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
「
税
法
概
念
と
 
 

し
て
の
課
税
所
得
」
ほ
、
経
済
学
上
な
い
し
は
財
政
学
上
の
所
得
学
説
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
規
定
に
よ
り
導
か
れ
、
認
識
さ
れ
な
け
れ
 
ば
な
 

ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
境
界
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。
具
体
的
に
 
「
経
済
的
な
利
益
」
 
に
は
、
ど
の
よ
う
な
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
 
 

べ
て
い
る
 

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
一
に
つ
い
 

て
の
課
税
根
拠
が
法
律
に
明
文
化
さ
れ
た
も
の
の
、
 
 

「
経
済
的
な
利
益
」
の
概
念
が
明
確
に
定
義
付
け
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
必
然
的
に
給
与
所
得
と
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
上
に
あ
る
フ
リ
ン
 
 

フ
ィ
ッ
ト
が
含
ま
れ
、
「
課
税
所
得
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
は
、
文
理
上
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
 
 

概
念
が
極
め
て
不
明
確
で
あ
る
こ
と
に
基
因
し
て
お
り
、
見
方
を
変
え
れ
ば
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
 
 
 

こ
の
点
に
閲
し
、
吉
良
実
氏
ほ
、
「
経
済
的
利
益
」
を
「
不
確
定
概
念
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
「
不
確
定
概
念
」
 
で
も
っ
て
 
「
課
税
所
 
 

得
」
を
法
定
す
る
こ
と
は
、
租
税
法
律
主
義
＝
課
税
要
件
明
確
主
義
を
基
本
原
則
と
す
る
法
制
の
下
で
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
述
 
 

（
1
）
 
。
 
 

（
2
）
 
 
 

同
様
に
、
松
本
茂
郎
氏
も
、
「
経
済
的
利
益
」
の
概
念
と
し
て
の
不
明
確
性
と
不
安
定
性
を
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
 



一
方
、
判
決
で
は
、
最
高
裁
が
 
「
所
得
税
法
九
条
五
号
は
『
俸
給
、
給
料
、
賃
金
…
…
並
び
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
』
を
す
 
 

べ
て
給
与
所
得
の
収
入
と
し
て
お
り
、
勤
労
者
た
る
地
位
に
も
と
づ
い
て
使
用
者
か
ら
受
け
る
給
与
は
す
べ
て
右
九
条
五
号
に
い
う
給
与
 
 

所
得
を
構
成
す
る
収
入
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て
極
め
て
包
括
的
な
考
え
方
を
示
し
た
上
で
、
「
労
働
協
約
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
 
 

も
の
で
あ
っ
て
も
、
も
し
そ
の
支
給
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
勤
労
者
は
当
然
に
自
ら
そ
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
 
 

か
ら
、
給
与
所
得
に
該
当
す
る
」
と
し
て
、
支
給
の
あ
る
者
と
な
い
者
と
の
間
に
税
負
担
の
相
違
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
判
示
し
て
 
 

（
3
）
 
 

い
る
。
他
の
判
決
で
ほ
、
「
毎
月
労
働
者
に
交
付
せ
ら
れ
た
る
通
勤
定
期
券
若
し
く
は
そ
の
購
入
代
金
相
当
額
の
金
銭
は
、
労
務
の
提
供
を
 
 

前
提
と
し
、
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
、
い
わ
ゆ
る
労
働
条
件
と
し
て
の
内
容
を
有
し
、
労
働
契
約
に
よ
り
使
用
者
に
規
則
的
に
請
求
し
得
 
べ
き
労
働
者
の
権
利
た
る
性
格
を
有
し
、
 

ま
さ
に
労
務
の
等
価
関
係
に
お
い
て
こ
れ
に
準
じ
て
評
価
せ
ら
る
べ
き
給
付
で
あ
る
か
ら
給
与
 
 

（
4
）
 
 

所
得
に
該
当
す
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、
た
と
え
労
働
協
約
や
労
働
条
件
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
給
与
所
得
に
該
当
す
る
と
し
て
、
そ
の
 
 

概
念
を
か
な
り
限
定
的
に
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
フ
リ
ン
ジ
・
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
、
概
念
的
に
不
明
確
で
あ
る
が
故
に
、
現
実
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
通
達
に
よ
り
執
行
さ
れ
て
 
 

き
て
お
り
、
現
在
で
も
そ
の
ス
タ
ン
ス
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
 
 
 

こ
れ
ほ
、
戦
後
の
劣
悪
な
食
料
・
交
通
・
住
宅
事
情
等
の
経
済
的
な
問
題
と
高
額
な
所
得
税
負
担
が
重
な
っ
た
混
乱
期
に
、
現
物
に
よ
 
 

る
給
与
の
支
給
が
相
当
普
遍
的
に
発
生
し
、
そ
れ
に
対
す
る
課
税
上
の
緩
和
措
置
が
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
よ
り
制
定
及
び
改
廃
さ
れ
て
 
 

（
5
）
 
 

き
た
と
い
う
多
分
に
沿
革
的
な
経
緯
に
よ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
 

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
に
お
い
て
 
「
課
税
所
得
」
 
の
意
義
が
世
に
問
わ
れ
た
の
ほ
、
昭
和
三
八
年
一
二
月
の
税
制
調
査
会
の
 
「
所
得
税
法
 
 

三
八
七
 
 
 



三
八
八
 
 
 

及
び
法
人
税
法
の
整
備
に
関
す
る
答
申
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
答
申
で
は
、
「
課
税
所
得
」
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

「
所
得
税
及
び
法
人
税
に
お
け
る
所
得
概
念
に
つ
い
て
は
、
個
別
経
済
転
即
し
た
担
税
力
を
測
定
す
る
見
地
か
ら
み
て
、
基
本
的
に
 
 

は
、
現
行
税
法
に
表
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
純
資
産
増
加
説
（
一
定
期
間
に
お
け
る
純
資
産
の
増
加
－
家
計
費
等
所
得
の
処
分
の
性
質
を
有
 
 

す
る
も
の
に
よ
る
財
産
減
少
は
考
慮
し
な
い
－
を
所
得
と
観
念
す
る
説
）
の
考
え
方
に
立
ち
、
資
産
、
事
業
及
び
勤
労
か
ら
生
ず
る
経
常
 
 

的
な
所
得
の
ほ
か
、
定
型
的
な
所
得
源
泉
に
よ
ら
な
い
一
時
の
所
得
も
課
税
所
得
に
含
め
る
立
場
を
と
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
」
 
 
 

べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
帰
属
所
得
と
し
て
課
税
所
得
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
所
得
概
念
に
帰
属
所
得
の
概
念
ま
で
取
 
 

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
 
「
課
税
所
得
」
を
観
念
し
た
場
合
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
 
 

た
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

い
わ
ゆ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
ほ
、
帰
属
所
得
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
…
…
現
物
給
与
に
 
 

つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
の
性
質
に
お
い
て
は
帰
属
所
得
の
考
え
方
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
（
筆
者
注
 
自
己
所
有
家
屋
等
の
使
用
に
よ
る
 
 

利
益
の
よ
う
な
消
費
さ
れ
た
用
役
の
所
得
な
い
し
消
費
で
き
る
（
あ
る
い
は
消
費
さ
れ
た
）
権
利
の
価
格
を
も
所
得
概
念
に
と
り
い
れ
る
 
 
 

り
入
れ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
対
象
を
包
括
し
過
ぎ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
限
界
が
明
確
を
欠
く
の
み
な
ら
ず
、
税
務
行
政
 
 

の
困
難
に
耐
え
え
な
い
と
認
め
ら
れ
た
め
、
適
当
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
）
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
、
単
に
そ
こ
に
止
ま
ら
ず
、
雇
 
 

用
条
件
の
一
種
と
し
て
社
会
通
念
上
現
金
給
与
の
代
替
な
い
し
追
加
的
給
与
と
観
念
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
範
囲
に
お
い
て
、
こ
れ
を
課
税
 
 

所
得
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
は
果
し
て
こ
の
範
囲
に
入
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
評
価
 
 

額
は
ど
う
か
等
に
つ
き
、
帰
属
所
得
に
お
け
る
議
論
の
場
合
と
同
様
徽
妙
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
総
じ
て
常
識
的
に
無
理
の
な
い
 
 
 



程
度
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
 
 

こ
の
答
申
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
フ
リ
ソ
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
去
「
課
税
所
得
」
と
し
て
捕
捉
し
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
で
 
 

雪
が
故
に
、
「
常
識
的
に
無
理
の
な
い
霊
で
判
断
す
る
必
要
が
塁
と
い
う
考
え
方
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
莞
う
。
こ
の
よ
う
 
（
6
）
 
 

な
考
え
宥
詭
、
我
が
国
の
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
姦
税
に
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
現
誓
で
慧
重
ね
ら
れ
て
 
 

き
た
多
く
の
行
政
上
の
緩
和
措
置
が
そ
の
芸
既
成
事
実
と
な
り
今
日
に
至
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
う
。
 
 

二
∃
1
ロ
リ
パ
先
進
国
の
法
律
構
成
 
 

一
方
、
既
に
み
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
国
は
ど
う
で
雪
う
か
。
そ
れ
ら
の
国
々
で
は
、
過
去
の
歴
史
に
基
づ
く
個
人
主
義
思
想
 
も
影
響
し
て
か
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
、
個
別
・
具
体
的
事
項
ま
で
法
令
等
で
竪
さ
れ
て
い
る
。
 
 

我
が
国
の
所
得
税
法
第
二
入
条
（
給
与
所
得
）
、
同
三
六
条
（
収
入
姦
）
に
該
当
す
る
蓑
は
、
ド
イ
ツ
の
誓
、
そ
れ
ぞ
れ
所
得
税
 
 

法
（
E
S
t
G
）
第
哀
（
非
独
妾
働
）
、
同
入
条
（
収
入
）
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
箪
所
得
琴
法
人
税
法
（
I
n
T
A
）
第
完
 
 

条
、
同
三
一
条
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
誓
は
、
一
覧
税
法
（
n
G
I
）
第
衰
び
同
七
九
条
、
同
入
二
条
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
お
 
 

り
、
我
が
国
と
同
様
に
法
律
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
我
が
国
の
誓
、
具
体
的
な
事
項
（
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
去
範
囲
、
評
価
方
法
、
課
香
判
断
等
）
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
通
達
マ
タ
ー
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
 
 

て
は
所
得
税
法
（
E
S
t
G
）
、
霊
税
指
針
（
1
S
－
R
、
日
本
で
い
え
ば
省
令
に
撃
、
社
会
保
障
法
（
〔
S
G
）
、
現
物
給
与
法
（
S
a
。
h
甲
 
 

e
z
く
）
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
所
得
税
法
・
法
人
税
法
（
I
C
↑
A
）
で
、
そ
し
て
非
課
税
項
目
に
つ
い
て
は
、
内
国
歳
入
 
 

庁
が
大
蔵
大
臣
の
歪
を
得
て
法
定
外
非
課
税
措
置
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
原
則
と
し
て
、
恵
税
法
（
n
G
I
）
に
お
い
て
法
律
事
項
と
 
 

三
入
九
 
 
 



三
九
〇
 
 

し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
我
が
国
と
は
対
照
的
な
規
定
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

三
 
我
が
国
の
法
制
度
に
内
在
す
る
問
題
点
 
 

既
に
紹
介
L
た
税
調
の
昭
和
三
八
年
三
月
の
答
申
で
は
、
所
得
税
法
及
び
法
人
芝
の
構
成
に
つ
い
て
、
「
…
租
税
法
律
主
義
の
 
 

建
前
を
根
本
と
し
つ
つ
、
同
時
に
、
姦
納
誓
に
判
り
や
す
い
誓
体
系
に
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
法
律
と
政
令
、
省
令
等
と
の
間
 
に
規
定
 

の
適
切
な
配
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
納
警
の
負
担
及
び
制
度
の
仕
慧
等
に
関
す
る
基
本
的
責
ほ
す
べ
て
法
 
律
に
裁
定
す
 

る
が
、
他
面
、
課
菖
係
に
多
く
屠
れ
る
と
こ
ろ
の
き
わ
誓
専
門
的
、
技
術
的
な
面
や
手
管
に
わ
た
る
事
項
紅
つ
い
 
 

て
は
、
蓬
で
制
度
の
骨
子
を
規
定
し
た
の
ち
、
そ
の
内
容
の
詳
細
ほ
政
令
以
↑
で
競
走
す
る
こ
と
と
す
る
。
」
と
い
う
宴
が
な
さ
れ
、
 
そ
の
箕
、
昭
 

和
四
〇
年
に
所
得
税
夏
び
法
人
税
法
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
政
省
令
や
通
達
で
定
め
ら
れ
て
い
た
蓑
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）
 
多
 

く
が
、
法
律
の
中
に
移
さ
れ
た
。
 
 

と
こ
ろ
が
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
し
て
ほ
、
第
五
章
第
四
節
で
述
べ
た
と
雷
、
所
得
税
法
第
三
歪
第
〓
甥
の
収
入
金
 
 

額
の
規
定
に
、
「
質
的
利
益
」
な
る
書
が
確
認
的
に
挿
入
さ
れ
た
の
み
で
翠
依
管
し
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
雷
 
 

・
評
価
方
法
・
課
否
判
断
等
は
、
通
達
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 

現
行
の
よ
う
に
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
要
件
嘉
達
で
定
め
、
緩
和
す
る
こ
と
は
、
悪
法
律
主
義
の
下
で
の
課
要
 
 

件
法
定
主
義
（
課
要
件
ほ
法
律
で
定
め
る
こ
と
）
及
び
課
業
件
明
確
主
義
（
課
税
要
件
を
故
律
で
明
確
に
定
軍
」
と
）
並
び
に
合
 
法
性
の
原
則
 

（
苦
の
豊
に
従
い
適
正
に
課
警
る
こ
と
）
の
観
点
か
ら
、
厳
密
に
は
憲
法
律
主
義
に
反
す
る
と
み
れ
な
く
も
な
 
い
。
 
 
 



そ
も
そ
も
「
通
達
」
は
、
国
税
庁
長
官
及
び
所
管
担
当
部
長
等
が
部
内
職
員
に
対
し
て
租
税
法
令
の
解
釈
適
用
の
指
針
を
示
達
し
た
も
 
 

（
1
0
）
 
 

の
で
あ
り
、
法
令
の
よ
う
に
直
接
個
々
の
納
税
者
又
は
裁
判
所
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

フ
リ
ン
ジ
ー
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
概
念
が
不
確
定
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
描
捉
し
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
点
も
さ
る
こ
 
 

と
な
が
ら
、
我
が
国
の
よ
う
に
緩
和
通
達
が
出
さ
れ
る
背
景
に
ほ
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
戦
後
の
特
殊
な
経
済
及
び
社
会
状
況
が
あ
 
 

り
、
そ
の
時
々
の
情
勢
に
応
じ
て
制
定
又
は
改
廃
さ
れ
、
納
税
者
に
認
知
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
 
 

な
い
。
碓
井
光
明
氏
は
、
現
行
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
通
達
の
う
ち
い
く
つ
か
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
通
達
に
ょ
る
規
範
の
創
 
 

造
」
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
す
る
諸
通
達
を
、
田
中
二
郎
氏
の
言
わ
れ
る
「
慣
習
法
と
し
 
 

（
〓
）
 
 

て
の
行
政
先
例
法
」
と
し
て
位
置
付
け
て
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
 

（
1
2
）
 
 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
法
的
安
定
性
及
び
予
測
可
能
性
の
観
点
か
ら
、
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 
 

善
良
実
・
前
掲
書
二
二
三
貢
。
 
 
 

松
本
茂
郎
こ
別
掲
書
二
一
入
貢
。
 
 
 

昭
三
七
・
八
二
〇
最
高
裁
（
二
小
）
三
六
囲
二
九
八
、
税
資
三
六
号
入
六
五
頁
。
 
 
 

昭
三
五
二
二
二
五
大
阪
高
裁
二
豆
由
一
三
、
税
資
三
三
号
t
四
〇
三
頁
。
 
 
 

昭
和
三
五
年
t
二
月
九
日
税
制
調
査
会
「
当
面
実
施
す
べ
き
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
」
。
 
 

碓
井
光
明
氏
は
、
「
『
常
識
的
に
無
理
の
な
い
程
度
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
』
と
い
う
考
え
方
が
、
現
在
の
税
務
執
行
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
 
 

え
る
。
・
…
‥
フ
リ
ソ
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
一
に
対
す
る
立
法
府
（
国
会
）
の
対
応
に
も
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
碓
井
光
明
・
 
 

前
掲
善
一
六
入
貢
。
 
 

三
九
一
 
 
 



三
九
二
 
（
7
）
所
得
髪
び
法
人
税
転
つ
い
て
は
、
真
入
牢
の
所
得
税
法
・
法
人
税
法
（
I
n
c
O
m
e
a
n
d
n
O
r
p
O
－
a
t
i
O
コ
1
打
蒜
∽
b
c
＝
嘗
を
基
本
と
 
 
し
、
葦
の
予
算
を
決
め
る
財
政
法
（
F
i
コ
a
コ
C
e
A
c
－
）
に
よ
り
改
正
を
慧
重
ね
て
い
る
。
 
 
税
法
の
改
正
案
は
、
 

予
墓
（
F
i
n
a
曇
－
）
と
し
て
、
葦
春
に
大
蔵
大
臣
（
↓
h
2
n
h
a
星
2
－
O
f
E
言
u
2
－
）
に
よ
っ
て
国
会
に
上
程
 
 
さ
れ
、
両
院
の
承
認
と
女
王
の
裁
可
を
経
た
後
に
財
政
警
し
て
成
立
す
る
。
 
 

（
8
）
嘉
指
針
と
は
、
賃
金
税
法
を
統
－
的
に
適
用
す
る
た
め
の
署
庁
に
よ
る
所
得
税
夏
び
そ
の
施
行
令
の
解
釈
に
閲
す
え
指
図
で
あ
る
。
 
 
州
雷
財
誓
庁
ほ
、
賃
金
親
指
針
蓋
さ
れ
た
嘉
及
び
概
嘉
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
琴
連
邦
大
蔵
大
臣
の
歪
が
 
 
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
律
痩
斎
若
し
く
ほ
経
済
的
発
展
へ
の
合
致
が
あ
 

る
場
合
症
限
ら
れ
る
。
 
 

（
9
）
金
子
宏
「
租
税
法
に
お
け
る
学
説
と
実
務
1
租
税
立
法
わ
明
確
化
の
た
め
に
去
エ
リ
ス
ト
、
…
…
讐
」
）
八
四
貢
、
入
貢
 
 
岡
谷
申
で
は
、
政
令
翠
璽
雲
デ
こ
て
、
①
聾
詳
細
ま
で
を
掌
る
に
は
余
り
萬
的
、
技
術
的
藁
②
法
律
で
撃
て
い
る
蓑
 
 
を
若
し
て
補
誉
解
釈
的
蓋
、
③
聾
撃
て
い
る
警
を
時
宜
に
応
 

じ
て
実
現
す
る
た
め
に
弾
力
的
な
運
営
を
必
要
と
す
る
事
 
琴
が
挙
げ
ら
れ
た
。
 
 

（
1
0
）
国
家
行
政
曇
第
】
四
嘉
毒
最
高
苛
決
・
昭
和
三
八
年
＝
ニ
月
二
四
自
（
訟
務
月
報
＝
∨
啓
二
号
、
三
入
貢
）
。
に
も
か
か
わ
ら
 
 
ず
、
実
際
問
題
と
L
て
、
誓
の
有
権
解
釈
と
し
て
責
な
役
割
を
誓
い
る
の
ほ
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
碓
井
光
明
氏
も
「
租
税
法
伝
お
け
 
 
る
通
達
の
嘉
と
問
題
点
」
（
税
研
宮
ふ
）
㌻
ハ
貢
に
お
い
て
、
「
納
税
者
の
予
測
可
能
性
の
観
占
蜜
通
達
は
必
要
で
要
と
述
べ
て
お
ら
 
れ
、
機
能
的
な
側
面
か
ら
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。
 
 

（
1
1
）
田
中
二
郎
氏
は
、
「
通
達
に
示
蔓
解
釈
が
長
年
に
わ
た
っ
て
税
務
行
政
庁
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、
相
手
方
で
あ
る
人
民
に
も
そ
の
取
り
扱
い
 
 
が
異
議
な
く
萎
れ
て
、
そ
れ
が
法
の
正
し
い
解
釈
と
し
て
法
的
確
信
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
症
は
、
慣
習
警
し
て
の
行
 
 
莞
例
祭
成
立
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
碓
井
光
明
・
前
掲
二
責
 
 
金
子
誓
 

、
納
税
者
に
有
刺
な
慣
習
法
の
成
立
、
行
政
先
例
法
の
成
立
は
認
め
る
と
い
う
考
え
方
に
た
っ
て
い
る
妻
宏
「
租
税
法
」
（
弘
 
文
堂
、
第
四
版
）
一
〇
三
軍
 
 

（
ほ
）
租
税
法
律
主
義
は
、
課
税
要
件
を
法
律
で
明
確
に
定
め
る
こ
と
（
課
税
要
件
明
確
主
義
）
に
よ
り
予
測
可
鹿
停
芥
確
保
を
図
ろ
う
と
す
る
原
則
で
 
 
ぁ
る
。
中
量
「
T
a
昌
a
s
i
l
i
O
n
と
水
平
的
公
平
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
茅
二
芸
マ
l
〇
二
軍
 
 
 



第
二
款
 
個
別
事
情
に
よ
る
問
題
点
 
 

我
が
国
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
す
る
取
扱
い
は
相
対
的
に
緩
や
か
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
、
終
身
雇
用
及
び
年
功
序
列
等
 
 

を
中
心
と
す
る
日
本
型
経
営
を
基
盤
と
し
た
企
業
社
会
と
も
指
称
さ
れ
る
日
本
の
経
営
風
土
の
反
映
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
他
方
、
 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
ほ
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
志
向
か
ら
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
広
範
囲
に
、
か
つ
、
厳
格
 
 

な
課
税
が
行
わ
れ
て
お
り
、
租
税
立
法
面
に
お
け
る
個
人
主
義
思
想
の
徹
底
化
の
側
面
が
窺
わ
れ
る
。
 
 
 

そ
れ
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
、
、
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
否
判
断
基
準
に
表
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
場
合
、
個
々
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
 
 

（
1
）
 
 

対
す
る
課
税
に
つ
い
て
ほ
、
金
額
基
準
の
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
弾
力
的
運
用
の
妙
と
も
い
う
べ
き
、
「
社
会
通
念
上
相
当
」
 
又
は
 
 

「
通
常
必
要
な
」
等
の
判
断
基
準
も
少
な
く
な
い
。
一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
 

と
す
る
形
式
基
準
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
主
と
し
て
、
第
六
章
で
の
各
国
の
典
型
的
な
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
す
る
取
扱
い
を
比
較
・
検
討
し
、
併
せ
て
課
 
 

税
上
掛
酌
す
べ
き
具
体
的
な
事
情
の
有
無
に
つ
い
て
敷
街
し
、
問
題
の
解
決
に
資
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

一
食
事
の
支
給
 
 

食
事
の
提
供
が
な
さ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
を
簡
単
に
比
較
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 



日
現
在
の
T
T
B
（
ド
イ
ツ
 
六
三
・
九
四
、
イ
ギ
リ
ス
一
六
三
・
〇
二
、
フ
ラ
ン
ス
 
 

右
記
の
各
国
の
金
額
基
準
を
現
在
の
為
替
レ
ー
ト
に
よ
り
邦
貨
換
算
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
仮
に
、
一
九
九
四
年
三
月
二
五
 
 

日  フ   イ   ド  国  
ラ   ギ   
ン′   リ  イ   

本  ス   名  

円  で   ②   （D   
以従  日  あー  に 低り  無   
下業  当  り定  課D料D公償   
で貞  た  、の  税M金M的の  
あが  ′り  か要   社                                   四で四現場   
れ食  F  つ件   ・食・物合  内   
ば事  を   二事二給   食   
非価  五  食満   ○を○付   堂   
課額  ま  事た   と掟で基   で   

税の  で ′  のす   実供課準   の   

（五  は  み限   際す税に   食   
な○  非  の り   の る  よ   
お％  課  利 

事  
負場  り   の   

、以  税  用非   提   
社上  
貞を  で課   担合 一         額   人   

供  

食負  れ（   の  回   
堂担  ばた   
でし  、だ  

差  当  
額  た  

の、  ーし  

食か  営、  ③  ¢   
事つ  業g   合無支  D   
価、  日 琵  D  償払公M   
額事  M でえ的六   
は業  食  

主  が M課物食   
直の  券  
接負  ‾‾‾の   
費担  の  
相が  ソ場  
当月  ス合   支  
額額  ま墜   提 M合   
むこ三  

…   
供 四   給  

て  
評五  ・  

を  
す  二   

価○  る  ○   
）○  場  を  

「
 
上
」
 
ヾ
 
 
 

ヽ
慨
C
ゝ
 
 

D
㌢
A
P
N
 
X
 
の
u
．
芝
 
 
 

匝
O
」
∽
 
 
×
 
－
∽
∽
b
N
 
 
 

一
入
・
九
こ
 
に
よ
り
邦
貨
換
算
す
る
と
、
 
 



と
な
る
。
 
 
 

次
に
、
物
価
水
準
の
差
異
を
加
味
し
て
、
邦
貨
換
算
を
試
み
る
。
民
間
最
終
消
費
支
出
の
購
買
力
平
価
を
現
実
の
為
替
レ
ー
ト
と
比
較
 
 

し
て
み
る
と
、
一
九
八
九
年
一
二
月
に
お
い
て
は
、
日
本
の
物
価
水
準
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
三
四
％
、
一
 
 

2
 
 

（
）
 
 

○
％
程
度
高
く
、
旧
西
ド
イ
ツ
と
ほ
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
 
 

と
仮
定
し
て
我
が
国
の
物
価
水
準
に
調
整
す
る
と
、
 
 

と
な
る
。
 
 
 

こ
こ
で
、
我
が
国
の
一
日
当
た
り
の
事
業
主
補
助
の
非
課
税
限
度
額
を
計
算
す
る
と
、
一
ケ
月
当
た
り
の
平
均
稼
働
日
数
を
二
〇
日
と
 
 

仮
定
す
れ
ば
、
〕
．
∽
0
0
小
N
O
＝
－
詔
コ
と
な
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
絶
対
値
で
あ
る
金
額
に
よ
り
各
国
の
取
扱
い
を
比
較
す
る
と
、
ド
イ
ツ
で
は
、
食
事
を
重
要
な
フ
リ
ン
ジ
㌧
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
ト
 
 

の
一
つ
で
あ
る
と
認
識
し
、
厳
格
な
課
税
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
い
わ
ゆ
る
平
等
待
遇
基
準
（
N
O
n
 
 

D
i
s
c
r
i
ヨ
i
n
a
t
i
O
n
R
u
－
e
）
に
よ
り
一
定
の
要
件
を
満
た
す
限
り
非
課
税
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
一
番
緩
や
か
な
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
も
、
緩
や
か
な
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
我
が
国
の
場
合
は
、
ド
イ
ツ
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
イ
ギ
リ
 
 

ス
、
フ
ラ
ン
ス
よ
り
は
厳
し
い
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

三
九
五
 
 
 

u
∴
W
い
＼
ゝ
 
 
F
N
∽
 
 

「
 
上
「
 
ヾ
 
 
 

ヽ
地
C
ゝ
 
 
 

u
∵
W
い
＼
ゝ
 
 

N
冨
コ
 
×
－
b
 
 

N
陰
コ
 
 
×
－
．
u
料
 
 

ミ
u
コ
 
×
 
〓
 
 

ミ
∽
コ
 
 

×
 
－
∞
．
∽
－
 
＝
 
 

∬
 
N
冨
コ
 
 
 

∬
 
∽
N
コ
 
 
 

∬
 
∽
N
O
コ
 
 

や
や
ラ
フ
で
は
あ
る
が
、
以
上
の
物
価
水
準
の
格
差
が
現
在
も
あ
る
 
 



三
九
六
 
 

も
と
も
と
食
事
の
支
給
に
関
し
て
は
、
戦
後
の
混
乱
期
に
お
け
る
食
糧
事
情
等
か
ら
、
船
舶
乗
組
員
、
ホ
テ
ル
・
旅
館
等
の
住
み
込
み
 
 

の
女
中
そ
の
他
の
使
用
人
、
酒
類
製
造
業
者
の
家
屋
に
住
み
込
む
と
う
氏
、
鉱
山
経
営
者
の
家
屋
に
居
住
す
る
労
務
者
、
紡
蹟
工
場
に
居
 
 

（
3
）
 
 

任
す
る
労
務
者
に
対
し
て
無
償
で
食
事
を
提
供
し
た
場
合
、
食
事
価
額
の
七
割
相
当
額
が
課
税
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
い
く
た
び
か
の
 
 

改
正
を
経
て
、
現
行
の
よ
う
な
二
分
の
一
基
準
に
よ
る
免
税
点
方
式
の
取
扱
い
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ほ
、
食
事
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
事
 
 

業
主
側
か
ら
み
れ
ば
福
利
厚
生
の
面
か
ら
労
務
管
理
に
有
効
で
あ
る
こ
と
、
従
業
員
側
に
お
い
て
は
換
金
性
が
な
い
た
め
担
税
力
が
な
い
 
 

こ
と
、
並
び
に
そ
の
受
益
の
程
度
が
判
然
と
し
な
い
こ
と
に
よ
る
評
価
の
困
難
性
を
考
慮
し
て
、
小
額
不
追
求
の
趣
旨
か
ら
一
定
額
以
下
 
 

の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
諸
外
国
と
我
が
国
の
現
行
の
取
扱
い
を
比
較
し
て
み
る
と
、
金
 
 

額
基
準
に
多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
、
お
お
む
ね
我
が
国
と
同
様
の
趣
旨
で
、
課
税
に
関
し
て
l
定
の
斜
酌
を
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
と
考
え
 
 

て
良
い
の
で
ほ
な
い
か
と
思
う
。
 
 
 

以
上
の
と
お
り
、
フ
リ
ン
ジ
‥
㌧
ヘ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
特
異
性
・
執
行
上
の
問
題
等
の
観
点
か
ら
何
ら
か
の
尉
酌
を
行
い
、
課
税
要
件
を
緩
 
 

和
す
る
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
我
が
国
の
場
合
、
食
堂
を
有
し
て
い
る
企
業
と
有
し
て
い
な
い
企
業
で
同
様
の
 
 

内
容
の
食
事
が
提
供
さ
れ
た
場
合
に
、
食
事
価
額
の
評
価
方
法
の
違
い
か
ら
か
な
り
負
担
額
に
差
が
生
じ
る
て
い
る
点
は
、
問
題
と
し
て
 
 

残
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
船
員
法
入
○
条
（
食
糧
の
支
給
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
食
事
、
通
常
の
勤
務
時
間
外
に
宿
日
直
又
ほ
残
業
し
た
者
 
 

に
対
す
る
食
事
、
「
旅
費
」
中
の
食
事
ほ
、
現
在
課
税
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
来
家
事
費
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
 
 

か
。
本
来
、
食
事
代
は
、
家
事
費
で
あ
っ
て
必
要
経
費
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
一
般
的
に
ほ
、
家
庭
に
お
け
る
通
常
の
食
事
代
に
比
し
割
 
 

高
に
な
る
部
分
が
、
課
税
対
象
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
部
分
の
認
定
に
困
難
が
伴
う
た
め
、
食
事
代
そ
の
も
の
を
業
務
 
 
 



の
性
質
上
な
い
し
は
業
務
の
遂
行
上
必
要
な
も
の
と
し
て
、
「
実
費
弁
償
」
 
の
観
点
か
ら
非
課
税
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
と
思
料
 
 

（
4
）
 
 

さ
れ
る
。
 
 

一
方
、
ド
イ
ツ
で
は
、
「
旅
費
」
に
つ
い
て
は
い
っ
た
ん
収
入
に
加
算
し
、
別
途
旅
行
実
費
を
必
要
経
費
（
食
費
超
過
支
出
）
と
し
て
控
 
 

除
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
正
規
の
勤
務
先
か
ら
二
〇
血
以
上
離
れ
た
地
へ
の
出
張
で
、
旅
行
実
費
か
ら
家
計
費
（
実
 
 

際
の
支
出
の
五
分
の
一
）
を
控
除
し
た
額
が
旅
費
と
し
て
の
食
費
超
過
支
出
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
食
費
超
過
支
出
は
1
日
当
た
り
 
 

（
5
）
 
 

D
M
六
四
 
（
∬
ム
ー
ー
0
0
コ
）
ま
で
認
め
ら
れ
、
個
別
に
証
明
が
で
き
な
い
場
合
は
、
次
の
概
算
額
で
計
上
さ
れ
る
。
 
 
 

①
日
帰
り
旅
行
の
場
合
、
一
日
D
M
三
五
 
（
∬
N
－
N
0
ロ
コ
）
、
②
二
日
以
上
の
旅
行
の
場
合
、
一
日
D
M
四
六
 
（
∬
N
－
害
○
円
）
。
 
 
 

こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
場
合
、
食
事
代
は
本
来
家
事
費
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
今
後
 
 

検
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

所
得
税
法
の
純
粋
理
論
と
「
社
会
通
念
」
 
（
現
実
の
社
会
経
済
の
状
況
を
反
映
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
）
と
が
蔀
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
納
税
 
 

者
に
と
っ
て
租
税
効
果
を
予
測
で
き
な
い
不
透
明
領
域
が
広
く
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
理
論
に
対
し
て
「
社
会
通
念
」
を
優
先
さ
せ
て
．
、
課
税
 
 

を
差
し
控
え
る
こ
と
も
や
む
な
し
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
碓
井
光
明
・
前
掲
書
一
七
九
貢
、
碓
井
光
明
「
租
税
法
に
お
け
る
『
社
会
通
念
』
 
の
検
 
 

討
」
 
（
税
理
、
く
○
－
．
N
A
∠
P
 
N
）
。
 
 
 

平
成
二
年
経
済
白
書
三
六
九
頁
。
 
 
 

所
得
税
法
に
関
す
る
基
本
通
達
（
昭
和
二
六
年
一
月
一
日
付
直
所
一
－
一
）
 
「
二
一
〇
」
 
五
、
注
解
所
得
税
法
研
究
会
・
前
掲
一
二
≡
頁
以
下
。
 
 
 

「
S
t
R
 
l
∽
∽
u
∽
串
な
お
、
公
務
旅
行
が
一
二
時
間
以
上
か
か
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
減
額
さ
れ
る
。
 
 

一
〇
時
間
以
上
（
最
高
額
）
D
M
五
一
（
概
算
額
）
 
①
の
場
合
D
M
二
八
 
 
②
の
場
合
D
M
三
六
 
 

三
九
七
 
 
 



二
 
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
、
従
業
員
に
対
す
る
福
利
厚
生
目
的
で
保
養
所
等
を
有
す
る
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。
娯
 
 

楽
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
に
関
連
し
た
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
提
供
を
企
業
が
積
極
的
に
提
供
す
る
と
い
う
福
利
厚
生
の
形
態
は
、
我
 
 

が
国
の
企
業
だ
け
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
に
お
い
て
は
、
ま
れ
に
保
養
所
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
、
ア
ス
 
 

レ
チ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
、
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
等
の
福
利
厚
生
施
設
を
保
有
し
、
従
業
員
に
提
供
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
す
べ
て
類
似
の
施
設
の
 
 

宿
泊
料
や
利
用
料
等
の
市
場
価
格
で
課
税
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
は
、
単
に
生
活
様
式
や
意
識
の
差
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
企
業
の
労
務
管
理
体
制
や
余
暇
に
対
す
る
考
え
方
の
相
違
が
、
税
制
に
 
 

も
反
映
さ
れ
て
い
る
一
例
と
い
え
る
。
 
 
 

前
者
の
労
務
管
理
体
制
に
関
し
て
言
え
ば
、
福
利
厚
生
施
策
ほ
、
資
金
等
の
補
完
磯
能
だ
け
で
な
く
、
賃
金
で
は
対
応
で
き
な
い
個
人
 
 

の
生
活
面
で
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
企
業
と
個
人
の
共
同
体
意
識
を
醸
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
力
の
確
保
・
維
持
並
び
に
労
働
 
 

意
欲
の
維
持
・
向
上
を
図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
石
三
島
、
四
鳥
を
も
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
終
身
雇
用
な
 
 

い
し
は
年
功
序
列
と
い
う
日
本
的
経
営
を
背
後
か
ら
支
え
る
重
要
な
柱
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

後
者
の
余
暇
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
説
明
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
我
が
国
の
有
給
休
暇
の
実
態
を
み
れ
ば
、
理
解
が
早
ま
る
で
あ
ろ
 
 

ス
ノ
0
 
 
 

D
M
三
二
 
 

D
M
一
九
 
 
〃
 
 

〃
 
 
D
M
t
二
ニ
 
 

D
M
一
七
 
 

〃
 
 
D
M
一
三
 
 

D
M
一
〇
 
 



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
平
均
し
て
四
週
間
か
ら
六
週
間
の
有
給
休
暇
が
あ
り
、
一
般
的
に
勤
続
一
年
の
者
で
も
同
様
の
休
暇
が
認
め
 
 

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
期
間
に
は
、
土
曜
日
、
日
曜
日
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
病
気
の
際
に
は
、
有
給
休
暇
で
は
な
く
病
気
欠
勤
と
し
て
扱
わ
 
 

（
1
）
 
れ
る
。
そ
の
過
ご
し
方
は
、
我
が
国
と
質
的
に
も
量
的
に
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
我
が
国
の
取
扱
い
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
企
業
が
保
養
所
、
理
髪
室
な
ど
の
福
 
 

利
厚
生
施
設
の
運
営
費
等
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
施
設
を
利
用
す
る
者
が
受
け
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
 
 

三
九
九
 
 
 

スイ オイ ドフ フデベオ   
国  

エリ ソリ ツ ソ ンマギス   

】スダア  ス ラ1】ト   
：r  ン′ク  リ   
ソ  ド  ア   

名   

五ニー  三五五五四五  法  
週週五」週週週週週週   
定    間間日  間間間間間間   

五四四四六五五五四五   
週iii週週週週週週   
間五五五開聞間間間間   

週週週（＋  協         ＋   

間間間三勤  勤  約  
○続  （     綻  

）数  数  般   
に  に  的   
応  応  な   
じ  じ  も   
た  た  の   

日  日   ）   
数  数   

資
料
出
所
∴
E
u
r
O
p
e
a
n
－
n
d
u
s
t
r
i
a
－
R
e
－
a
t
i
O
n
S
 
R
e
く
i
e
e
w
－
、
g
a
r
c
h
－
∽
∞
∞
 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
有
給
休
暇
一
覧
 
 



四
〇
〇
 
 
 

は
、
著
し
く
多
額
で
な
く
、
役
員
の
み
を
対
象
と
し
な
い
限
り
、
課
税
さ
れ
な
い
。
 
 
 

こ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
各
人
に
対
す
る
帰
属
な
い
し
ほ
程
度
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
評
価
 
 

の
困
難
性
を
考
慮
し
て
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
、
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
等
の
入
会
金
等
を
企
業
が
負
担
し
た
場
合
に
は
、
通
常
の
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
業
務
遂
行
上
 
 

の
必
要
性
か
ら
支
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
特
定
の
役
員
等
の
た
め
に
支
出
し
た
も
の
で
な
い
限
り
課
税
さ
れ
な
い
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
企
業
が
福
利
厚
生
目
的
で
取
得
し
た
保
養
所
等
を
従
業
員
に
低
額
で
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
ト
が
発
生
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
を
執
行
上
の
理
由
で
非
課
税
と
す
る
こ
と
に
は
合
理
的
な
理
由
が
見
い
出
せ
な
い
。
 
 

参
考
資
料
1
2
及
び
1
3
の
と
お
り
、
保
有
状
況
を
比
べ
る
と
大
企
業
と
中
小
企
業
で
は
か
な
り
の
格
差
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
う
 
 

な
厚
生
施
設
等
を
利
用
す
る
（
で
き
る
）
老
と
利
用
し
な
い
 
（
で
き
な
い
）
老
と
の
間
に
負
担
の
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
一
方
で
は
、
福
利
厚
生
目
的
又
は
業
務
目
的
の
た
め
に
取
得
し
た
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ソ
、
ク
ル
ー
ザ
ー
、
豪
華
保
養
所
、
ゴ
 
 

ル
フ
ク
ラ
ブ
、
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
等
が
、
福
利
厚
生
、
接
待
交
際
等
と
称
し
て
、
特
定
の
者
に
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
ま
ま
見
受
け
ら
れ
 
 

る
。
こ
れ
ほ
、
極
め
て
事
実
認
定
に
係
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
本
稿
で
論
ず
る
由
も
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
よ
う
な
福
利
厚
生
施
 
 

設
等
を
低
額
で
利
用
で
き
る
こ
と
に
よ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
鈴
木
宏
昌
「
海
外
の
福
利
厚
生
ほ
、
今
」
 
（
労
務
研
究
所
、
一
九
八
九
）
一
貫
－
七
貢
。
 
 
 



諸
外
国
と
我
が
国
の
取
扱
い
を
比
較
す
る
と
、
前
記
二
で
説
明
し
た
と
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
は
、
我
が
国
と
は
異
な
り
企
業
が
 
 

積
極
的
に
こ
れ
ら
の
費
用
の
負
担
を
行
い
、
従
業
員
に
報
い
る
習
慣
が
な
い
こ
と
か
ら
、
我
が
国
町
よ
う
に
、
課
税
上
優
遇
的
な
取
扱
い
 
 

を
し
て
い
る
国
は
な
く
、
金
額
等
の
基
準
に
よ
り
課
税
し
て
い
る
。
我
が
国
の
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
少
額
不
追
求
の
観
点
か
ら
、
社
会
通
念
 
 

上
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
ほ
非
課
税
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
族
行
に
関
す
る
昭
和
 
 

四
〇
一
 
 
 

三
 
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
費
用
 
 
 

各
国
と
も
、
原
則
と
し
て
課
税
対
象
で
あ
る
が
、
例
外
と
し
て
次
の
よ
う
な
非
課
税
の
取
扱
い
が
あ
る
。
 
 

日  フ   イ   ド  国  
ラ   ギ   
ン‡   リ  イ   

本  ス   名  

社  企  を  こ り   
通  観  え 業  （ か 常   
念  困 【コ  な 貞  超 つ の          、  
上  主  い が  え 社  

」  た、   
般  の  と 由  場 常 行   
に  族  （ に  合 要 事         、  

行  年  超 参   す （   
わ  
れ  ノヾ   

え 口  る  
非   

て  l  場 き  課 用 な   
し、  テ  合 る  税 （ し   
る  イ   ク   課  

と  l  全リ   行 一   
認  かこ   額 ス   事 日   
め  低  課 マ   税         に 限   
ら  料  ．税 ス   つ り   
れ  金   

○   ノ＼   の   
る  で   l   の        一 も   
行  参   テ   人 の   
事  加   イ   当 で   

し   1   要       た 、  
た   は   り か  
場  Dつ  
A 口  M、  件  

人   二 年  
当   ○ 間  
た   ○ 二  
り   ．什 回  

£   岩 を  
五  

○  
（   

．1l   い  

⊂：⊃  

（．⊂〉 ⊂⊃   ス． ）  
：∃   な で  

い あ  



四
〇
二
 
 

（
1
）
 
 

六
三
年
の
大
阪
高
裁
の
判
決
で
そ
の
合
理
性
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
行
事
は
、
必
ず
し
も
希
望
し
な
い
 
 

ま
ま
参
加
せ
ぎ
る
を
え
な
い
面
が
あ
り
、
選
択
性
及
び
換
金
性
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
利
益
額
が
少
 
 

額
で
あ
り
、
か
つ
、
評
価
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
従
業
員
の
慰
安
の
た
め
に
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
行
事
を
行
う
こ
と
は
一
般
的
で
あ
る
こ
 
 

と
、
あ
え
て
課
税
す
る
こ
と
は
国
民
感
情
か
ら
は
妥
当
で
な
い
こ
と
等
か
ら
社
会
通
念
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
非
課
税
と
す
る
こ
と
に
合
理
 
 

性
が
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
経
済
的
利
益
が
多
額
で
あ
れ
ば
、
非
課
税
の
根
拠
を
失
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
限
界
に
つ
い
て
も
判
 
 

示
し
て
い
る
。
こ
の
判
示
で
ほ
、
フ
リ
ン
ジ
▲
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
有
す
る
特
徴
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
が
、
主
と
し
て
、
少
額
不
追
求
の
 
 

観
点
か
ら
課
税
の
適
否
を
判
断
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
「
社
会
通
念
」
 
の
判
断
ほ
難
し
い
の
で
、
「
少
額
」
の
許
 
 

容
範
囲
が
拡
大
解
釈
さ
れ
る
余
地
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
 
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
企
業
が
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
費
用
の
負
担
を
す
る
こ
と
に
よ
り
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
発
生
す
る
の
は
明
 
 

ら
か
で
あ
り
、
前
記
二
と
同
様
に
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
大
阪
高
裁
昭
六
一
（
行
コ
）
第
三
二
号
、
昭
六
一
（
行
コ
）
第
三
三
号
、
法
人
税
更
正
処
分
等
取
消
請
求
各
控
訴
事
件
、
昭
六
三
二
二
二
三
判
 
 

決
。
 
 

四
 
社
宅
の
貸
与
 
 
 

我
が
国
で
は
、
社
宅
制
度
が
、
福
利
厚
生
施
策
の
中
の
主
要
な
項
目
で
あ
る
こ
と
ほ
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
で
 
 
 



（
1
）
 
は
、
一
般
的
に
社
宅
制
度
は
存
在
し
な
い
。
参
考
資
料
2
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
定
外
福
利
厚
生
費
の
う
ち
住
宅
関
係
の
費
 
 

用
は
み
ら
れ
な
い
。
現
実
に
も
、
社
宅
を
所
有
し
て
い
る
企
業
は
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
の
労
働
者
が
、
個
人
 
 

の
最
も
基
本
的
な
部
分
で
あ
る
住
生
活
の
部
分
で
、
社
宅
の
よ
う
な
規
格
的
な
家
屋
を
好
ま
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
ま
た
、
会
社
を
離
れ
 
 

（
2
）
 
 

て
ま
で
会
社
の
同
僚
と
一
緒
の
場
所
に
住
む
の
を
嫌
が
る
と
い
う
徹
底
的
な
個
人
主
義
の
傾
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
 
 

れ
は
反
面
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
の
住
宅
状
況
が
我
が
国
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
と
は
い
う
 
 

も
の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
に
お
い
て
も
住
宅
関
係
の
施
策
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
警
察
官
、
守
衛
、
校
長
先
生
等
の
よ
 
 

う
に
業
務
遂
行
上
必
要
な
場
合
に
は
、
社
宅
が
提
供
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
我
が
国
で
は
非
課
税
で
あ
 
 

り
、
フ
ラ
ン
ス
で
ほ
評
価
額
が
三
分
の
二
に
減
額
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
、
諸
外
国
と
の
比
較
を
試
み
る
。
 
 
 

検
討
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
無
償
で
社
宅
を
捷
供
し
た
場
合
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
比
較
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 
 

イ   ド  国   
ギ   
リ  

イ  

ス   名    ツ   

起 ／「£固   原   
えた約一定  D則   

、資  Mと   るだ一    場し八○産  五 し  合住、○税  九て   
、   

は宅00の  ○  、   
購Oi総  ×標   

自  

七価i二間  四賃  、  
社  

が六○価  ll料   
所  

○七00×  Mよ   
有  

を、○  －   0 0   
超○円 12  ○  社  
え○）   
る○   宅  

ヽ   （  

に約   （    約   

九二  

七六   
五○   ○  
％○   ○   
を万   ○   
乗円   円   
じ）  

）   

たを   

大の実   実   
き総際   際   
い  に   に   

方間支   借              支   
額価う   う  げ   

額賃   賃  社   
の借   
い料   
ずと   

借  宅    料  

れ上   
か記  



自
社
所
有
社
宅
の
評
価
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
ド
イ
ツ
が
標
準
評
価
方
式
を
導
入
し
て
お
り
、
簡
便
性
の
観
点
か
ら
は
最
も
優
れ
て
 
 

い
る
と
い
え
る
。
評
価
額
に
つ
い
て
は
、
絶
対
値
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
厳
し
い
と
は
い
え
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
我
が
国
 
 

の
評
価
方
法
ほ
、
固
定
資
産
税
評
価
額
を
規
準
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
ほ
同
様
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
評
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価
額
が
実
勢
価
額
と
蔀
離
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
入
四
年
以
降
、
高
額
な
家
屋
（
約
t
六
〇
〇
万
円
超
）
を
貸
与
し
た
場
合
の
課
税
が
強
 
 

化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
役
員
及
び
高
額
所
得
者
に
対
し
て
は
、
市
場
価
額
を
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
 
 

番
厳
し
い
対
応
が
採
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
借
り
上
げ
社
宅
に
関
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
が
実
際
に
支
払
う
賃
借
料
を
課
税
標
準
 
 

に
し
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
の
評
価
方
法
は
優
遇
的
な
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
の
場
合
、
諸
外
国
に
比
べ
か
な
り
き
め
細
か
く
算
定
方
式
を
定
め
て
い
る
も
の
の
、
実
勢
価
額
と
の
蔀
離
は
大
き
 
 

な
額
と
な
っ
て
お
り
、
従
来
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

前
記
の
評
価
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
従
業
員
の
賃
借
料
相
当
額
、
役
員
の
賃
借
料
相
当
額
、
公
営
の
借
家
の
家
賃
、
並
び
に
公
庫
・
公
 
 

団
の
借
家
の
家
賃
を
、
民
間
借
家
の
家
賃
と
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
約
一
〇
％
、
約
四
〇
％
、
約
二
五
～
三
五
％
、
約
六
五
％
程
度
と
 
 

（
3
）
 
 

な
っ
て
お
り
、
か
な
り
の
格
差
が
生
じ
て
い
る
。
従
業
員
の
賃
借
料
相
当
額
と
民
間
借
家
の
家
賃
と
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
格
差
が
生
じ
る
の
 
 

（
4
）
 
 

は
、
昭
和
二
六
年
一
〇
月
に
、
初
め
て
社
宅
の
貸
与
に
よ
る
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
へ
の
課
税
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
以
降
、
従
業
員
 
 

の
評
価
方
式
が
変
更
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
現
在
に
至
る
ま
で
、
当
時
の
地
代
家
賃
統
制
令
に
よ
る
統
制
額
の
計
算
に
準
じ
る
評
 
 

価
方
式
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
格
差
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
役
員
に
つ
い
て
も
、
会
社
役
員
等
の
高
級
住
宅
に
対
す
る
課
税
 
 

（
5
）
 
 

の
甘
さ
が
税
調
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
昭
和
三
七
年
に
は
一
般
従
業
員
と
の
プ
ー
ル
計
算
か
ら
除
外
さ
れ
、
昭
和
四
三
年
八
 
 

（
6
）
 
 

月
一
日
以
降
は
、
現
行
と
同
様
、
一
定
規
模
を
超
え
る
社
宅
に
つ
い
て
評
価
額
が
高
く
な
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
降
変
更
さ
 
 

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
何
故
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
居
住
者
の
住
居
選
択
に
制
約
 
 

が
あ
る
こ
と
や
住
居
と
し
て
の
不
安
定
性
な
ど
の
観
点
か
ら
、
評
価
に
お
い
て
掛
酌
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

我
が
国
の
社
宅
の
歴
史
は
、
明
治
二
〇
年
代
の
女
工
哀
史
で
象
徴
さ
れ
る
繊
維
工
業
で
の
「
女
工
寄
宿
舎
」
、
鉱
山
業
で
の
 
「
監
獄
部
 
 

四
〇
五
 
 
 



四
〇
六
 
 
 

屋
」
で
幕
を
開
け
る
。
こ
れ
ほ
、
現
在
の
よ
う
な
福
利
厚
生
目
的
で
提
供
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
長
時
間
・
低
賃
金
労
働
を
確
保
す
る
 
 

た
め
に
従
業
員
を
拘
束
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
生
産
施
設
的
な
社
宅
」
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
後
、
戦
後
の
早
い
 
 

時
期
ま
で
ほ
、
僻
地
に
お
け
る
工
場
立
地
等
に
よ
る
独
身
寮
の
設
置
が
労
働
力
確
保
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
低
廉
な
家
賃
に
よ
 
 

り
低
賃
金
を
補
完
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
生
産
施
設
的
な
社
宅
」
と
い
う
よ
り
ほ
む
し
ろ
福
利
厚
生
的
な
意
味
合
 
 

い
で
社
宅
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
昭
和
t
一
六
年
一
〇
月
に
、
低
廉
家
賃
の
社
宅
に
対
し
て
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
し
 
 

て
課
税
す
る
と
い
う
通
達
が
世
に
出
る
ま
で
、
評
価
の
困
難
性
及
び
少
額
不
追
求
の
趣
旨
か
ら
、
課
税
上
弊
害
が
な
い
限
り
課
税
さ
れ
て
 
 

い
な
か
っ
た
。
 
 
 

高
度
成
長
期
に
な
る
と
、
膨
大
な
社
宅
需
要
に
企
業
は
応
え
ら
れ
ず
、
社
宅
入
居
基
準
を
設
け
た
り
、
住
宅
手
当
を
支
給
し
て
バ
ラ
ン
 
 

ス
を
囲
っ
て
き
た
が
、
か
え
っ
て
不
公
平
が
生
じ
た
た
め
、
企
業
の
住
宅
対
策
の
焦
点
は
、
持
ち
家
助
成
の
方
向
に
転
換
さ
れ
た
。
そ
の
 
 

よ
う
な
時
期
に
お
け
る
社
宅
の
存
在
意
義
は
、
持
ち
家
の
取
得
ま
で
の
準
備
期
間
に
つ
い
て
資
金
を
蓄
積
す
る
た
め
の
援
助
と
し
て
の
役
 
 

割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
。
こ
の
よ
う
に
、
住
宅
問
題
が
社
会
問
題
化
す
る
中
で
、
国
家
が
積
極
的
に
社
会
資
本
の
整
備
を
し
 
 

（
7
）
 
て
こ
な
か
っ
た
部
分
を
、
企
業
が
肩
代
わ
り
を
す
る
と
い
う
構
図
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
 
 
 

そ
し
て
、
昭
和
六
〇
年
代
か
ら
の
急
激
な
経
済
発
展
に
伴
う
企
業
規
模
の
拡
大
は
、
都
市
へ
の
人
口
集
中
を
加
速
度
的
に
早
め
、
同
時
 
 

に
地
価
の
異
常
な
高
騰
を
生
じ
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
持
ち
家
取
得
は
非
常
に
困
難
と
な
っ
た
。
一
方
で
は
、
地
価
高
騰
に
よ
り
含
み
益
 
 

が
生
じ
る
限
り
、
企
業
に
と
っ
て
も
財
テ
ク
と
し
て
の
投
資
価
値
が
あ
る
と
同
時
に
、
社
宅
の
建
設
費
用
は
減
価
償
却
費
等
と
し
て
費
用
 
 

化
さ
れ
、
節
税
効
果
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
労
働
力
不
足
に
対
す
る
人
材
確
保
・
定
着
策
と
し
て
、
大
企
業
を
中
心
に
 
 

社
宅
の
建
設
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
り
、
現
在
で
は
、
画
一
的
で
低
水
準
の
も
の
か
ら
、
居
住
水
準
の
高
い
豪
華
な
社
宅
の
提
供
が
一
般
的
 
 
 



と
な
っ
て
き
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
と
お
り
、
社
宅
の
機
能
は
、
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
い
る
。
当
初
、
「
生
産
施
設
的
な
」
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
低
賃
金
 
 

の
補
完
及
び
福
利
厚
生
的
な
も
の
」
へ
、
そ
し
て
、
「
住
宅
取
得
の
援
助
的
な
も
の
」
か
ら
、
現
在
で
は
、
生
活
保
障
的
な
意
味
合
い
か
ら
 
 

「
賃
金
的
な
も
の
」
 
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
社
宅
の
榛
能
は
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
の
評
価
方
法
は
、
昭
和
t
一
〇
年
代
の
地
代
家
 
 

賃
統
制
令
時
代
の
統
制
家
賃
に
基
づ
く
評
価
方
法
の
ま
ま
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
評
価
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
額
不
追
求
 
 

と
い
う
趣
旨
で
課
税
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
は
ま
だ
し
も
、
現
代
に
お
い
て
ほ
、
こ
の
評
価
方
式
は
、
社
宅
を
利
用
し
て
い
る
者
と
利
 
 

用
し
て
い
な
い
著
と
の
間
の
不
公
平
、
企
業
規
模
に
よ
る
不
公
平
（
参
考
資
料
8
、
9
参
照
）
を
拡
大
し
て
い
る
。
実
際
に
、
こ
の
評
価
 
 

方
式
を
採
用
し
て
い
る
企
業
は
、
一
〇
数
％
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
非
課
税
限
度
額
と
し
 
 

（
8
）
 
て
社
宅
の
使
用
料
を
下
限
誘
導
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
企
業
の
福
利
厚
生
施
策
の
シ
ち
で
最
も
重
要
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
、
 
 

そ
の
拠
出
額
も
法
定
外
福
利
厚
生
費
の
約
四
〇
％
を
占
め
て
い
る
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
課
税
し
な
い
 
 

こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
負
担
の
格
差
（
不
公
平
）
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

今
日
の
よ
う
に
、
十
分
で
な
い
に
し
て
も
社
会
資
本
が
整
備
さ
れ
て
き
た
状
況
に
お
い
て
は
、
従
来
の
よ
う
な
拘
束
的
な
い
し
は
恩
恵
 
 

（
9
）
 
 

的
な
提
供
で
は
な
く
、
む
し
ろ
労
働
条
件
の
一
部
と
し
て
事
業
主
に
権
利
と
し
て
請
求
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
観
念
す
れ
ば
、
こ
の
社
宅
 
 

提
供
に
よ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
へ
の
課
税
は
、
是
正
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
居
住
者
の
住
居
選
択
の
制
 
 

約
あ
る
い
は
住
居
と
し
て
の
不
安
定
性
な
ど
の
観
点
か
ら
、
評
価
に
お
い
て
掛
酌
さ
れ
う
る
余
地
は
十
分
に
あ
ろ
う
。
 
 
 



五
 
金
銭
の
貸
付
 
 
 

事
業
主
が
従
業
員
に
無
償
で
金
銭
を
貸
し
付
け
た
場
合
の
取
扱
い
を
比
較
を
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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鈴
木
宏
昌
・
前
掲
書
入
貢
。
 
 
 

鈴
木
宏
昌
・
前
掲
善
一
二
頁
。
 
 
 

労
務
研
究
所
「
福
利
厚
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
（
一
九
七
九
）
八
九
頁
、
総
務
庁
統
計
局
「
昭
和
六
三
年
住
宅
統
計
調
査
」
（
一
九
八
九
、
七
）
五
一
 
 

貫
。
 
 
 

昭
和
二
六
年
一
〇
月
四
日
直
所
二
－
一
〇
九
「
社
宅
・
寮
等
の
賃
貸
料
相
当
額
に
対
す
る
所
得
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
通
達
。
 
 
 

税
制
調
査
会
・
前
掲
「
第
一
次
答
申
」
昭
和
三
五
年
一
二
月
九
日
。
 
 
 

そ
の
背
景
に
は
、
役
員
社
宅
と
し
て
大
洗
模
な
邸
宅
や
豪
華
な
マ
ン
シ
ョ
ソ
の
提
供
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
一
般
の
従
業
員
社
宅
と
の
 
 

税
負
担
の
公
平
を
図
る
見
地
か
ら
改
正
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
国
税
速
報
ニ
ー
二
七
号
二
貢
。
 
 
 

平
成
四
年
虔
「
福
利
厚
生
事
情
」
 
（
労
務
行
政
研
究
所
）
 
二
一
貫
1
二
三
頁
。
 
 
 

「
旬
間
福
利
厚
生
」
∠
O
J
u
冨
」
冨
－
」
－
．
 
 
 

「
首
都
圏
に
お
け
る
借
上
げ
社
宅
の
実
態
調
査
」
（
財
団
法
人
日
本
住
宅
総
合
セ
ン
タ
ー
、
t
九
九
二
・
一
一
）
七
三
真
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
 
 

結
果
に
よ
れ
ば
、
会
社
側
、
従
業
員
側
（
特
に
若
い
世
代
）
の
社
宅
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

会
社
側
ほ
、
①
〓
苫
前
の
社
員
は
と
も
か
く
、
最
近
の
社
員
は
社
宅
入
居
を
当
然
の
権
利
と
考
え
、
会
社
が
与
え
る
恩
恵
と
は
考
え
て
い
な
い
、
 
 

②
社
宅
の
整
備
は
社
員
リ
ク
ル
ー
ト
の
手
段
の
〓
ソ
に
す
ぎ
な
い
、
従
業
員
側
は
、
①
社
宅
を
恩
恵
的
な
施
策
と
は
考
え
て
い
な
い
、
②
自
社
保
有
 
 

社
宅
よ
り
周
囲
に
気
兼
ね
の
な
い
借
上
げ
社
宅
の
方
が
好
ま
し
い
、
と
認
識
し
て
い
る
。
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○るで  
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兎  一得％で○税   ○息二   

各
国
と
も
、
金
銭
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て
は
、
課
税
所
得
性
を
認
識
し
て
い
る
。
 
 

四
〇
九
 
 
 



四
一
〇
 
 
 

一
般
の
貸
付
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
を
除
い
て
、
各
国
と
も
一
定
の
利
率
を
設
定
し
、
課
税
を
行
っ
て
い
る
点
は
共
通
し
 
 

て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
年
一
〇
％
と
い
う
固
定
し
た
利
率
に
よ
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
及
び
イ
ギ
リ
ス
が
、
 
 

公
定
歩
合
な
い
し
は
市
中
金
利
に
連
動
す
る
利
率
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
対
照
的
で
あ
る
。
利
息
額
の
非
課
税
限
度
額
 
 

は
、
ド
イ
ツ
が
約
一
九
、
0
0
0
円
、
イ
ギ
リ
ス
が
約
六
五
、
0
0
0
円
、
我
が
国
が
五
、
0
0
0
円
と
な
っ
て
お
り
、
我
が
国
が
一
番
 
 

厳
し
い
取
扱
い
虻
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
各
国
と
も
少
額
不
追
求
の
趣
旨
か
ら
執
行
上
の
便
宜
を
考
慮
し
て
、
非
課
税
と
し
て
い
る
と
 
 

解
さ
れ
る
。
 
 

一
方
、
住
宅
の
貸
付
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
最
も
優
遇
的
な
措
置
を
採
用
し
て
お
り
、
貸
付
金
の
額
が
約
六
五
〇
万
円
ま
で
ほ
非
 
 

課
税
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
次
い
で
、
我
が
国
が
優
遇
的
な
取
扱
い
を
行
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
九
八
八
年
ま
で
は
 
 

優
遇
的
な
取
扱
い
を
行
っ
て
い
た
が
、
一
九
八
九
年
以
降
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
現
在
で
は
一
般
の
貸
付
と
同
等
の
取
扱
い
と
な
っ
て
い
 
 

る
。
 
 
 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
金
銭
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
に
給
与
を
支
給
し
た
と
同
様
の
経
済
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
 
 

う
考
え
方
に
立
っ
て
課
税
さ
れ
て
い
る
。
判
決
で
も
、
「
金
銭
（
元
本
）
は
、
企
業
内
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
生
産
力
を
有
す
る
も
の
 
 

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
保
有
す
る
も
の
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
生
ず
る
通
常
の
果
実
相
当
額
の
利
益
を
も
享
受
し
て
い
る
も
の
と
い
い
う
る
 
 

と
こ
ろ
…
…
こ
れ
を
他
人
に
貸
付
け
た
場
合
に
は
、
借
主
の
方
に
お
い
て
こ
れ
を
利
用
し
う
る
期
間
内
に
お
け
る
右
果
実
相
当
額
の
利
益
 
 

（
1
）
 
 

を
享
受
し
う
る
に
至
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
、
貸
主
か
ら
借
主
へ
の
右
利
益
の
移
転
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
」
 
で
あ
る
と
か
、
 
 

「
貸
付
金
が
無
利
息
の
も
の
で
あ
っ
て
利
息
の
生
ず
る
余
地
が
な
い
と
主
張
し
て
も
、
特
別
の
理
由
も
な
い
の
に
多
額
の
金
員
を
長
期
に
 
 
 



わ
た
り
貸
付
け
た
場
合
に
ほ
、
一
方
は
利
息
相
当
額
の
利
益
を
失
う
の
に
反
し
他
方
は
利
息
相
当
額
の
支
払
を
免
か
れ
、
同
額
の
利
益
を
 
 

（
2
）
 
 

」
と
し
て
、
金
銭
の
無
償
貸
付
に
 
 

得
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
利
息
相
当
額
の
価
値
の
移
転
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
：
…
 
 

つ
い
て
ほ
、
利
益
な
い
し
は
価
値
の
移
転
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
、
そ
の
課
税
所
得
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
は
 
 

言
っ
て
も
担
税
力
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
た
場
合
に
は
、
課
税
上
、
掛
酌
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
。
例
え
ば
、
所
基
通
三
六
－
一
山
で
例
示
 
 

さ
れ
て
い
る
災
害
、
疾
病
等
に
よ
り
臨
時
的
に
多
額
の
生
活
資
金
が
必
要
で
あ
る
老
に
対
す
る
貸
付
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
 
 

は
、
判
決
で
も
、
「
…
…
病
気
、
引
越
、
年
末
年
始
そ
の
他
金
員
の
入
用
の
際
無
利
息
あ
る
い
は
著
し
く
低
利
で
少
額
の
金
員
を
短
期
間
貸
 
 

（
3
）
 
 

t
付
け
た
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
貸
付
金
の
利
息
相
当
額
を
給
与
と
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
：
‥
」
と
判
示
し
て
お
 
 

り
、
課
税
所
得
性
に
一
定
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

次
に
、
課
税
所
得
性
を
肯
定
し
た
上
で
、
利
率
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
 
 
 

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
公
定
歩
合
よ
り
さ
ら
に
一
％
低
い
基
準
利
率
に
よ
っ
て
お
り
、
市
中
金
利
よ
り
か
な
り
低
い
利
率
を
採
用
す
る
 
 

こ
と
で
、
優
遇
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
ほ
、
市
中
銀
行
の
ベ
ー
ス
レ
ー
ト
よ
り
一
・
五
％
高
い
公
定
利
率
を
適
用
し
 
 

て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
七
一
年
九
月
か
ら
金
利
自
由
化
と
な
り
、
交
換
所
加
盟
銀
行
は
各
行
独
自
に
べ
ー
ス
レ
ー
ー
（
B
a
s
e
 
 

R
a
t
e
‥
基
準
金
利
）
を
設
定
し
、
こ
れ
と
一
定
の
格
差
（
必
ず
し
も
固
定
的
で
な
い
）
を
も
っ
て
預
貸
金
金
利
を
弾
力
的
に
決
定
す
る
よ
 
 

（
4
）
 
 

う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
お
お
む
ね
市
中
金
利
に
よ
っ
て
、
公
定
利
率
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
非
課
税
限
度
額
は
約
六
万
円
 
 

（
元
本
で
み
れ
ば
約
八
五
万
円
程
度
）
と
他
の
固
よ
り
高
く
設
定
し
て
お
り
、
少
額
の
貸
付
金
及
び
住
宅
貸
付
に
関
し
て
優
遇
的
な
取
扱
 
 

い
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
一
方
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
市
中
金
利
の
変
動
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
お
む
 
 

ね
年
一
〇
％
と
し
て
い
る
。
現
在
の
よ
う
な
低
金
利
時
代
に
は
、
違
和
感
の
あ
る
利
率
で
あ
る
。
課
税
所
得
性
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
考
 
 

四
一
一
 
 
 



次
に
、
判
決
に
お
い
て
、
金
銭
の
無
償
貸
借
に
つ
い
て
認
定
し
た
利
率
を
比
較
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
 
①
 
銀
行
か
ら
の
借
入
金
の
利
率
に
よ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
判
決
（
四
例
）
 
 

（
6
）
 
 
②
 
市
中
銀
行
の
通
常
の
利
率
に
よ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
判
決
（
三
例
）
 
 

（
7
）
 
 
③
 
商
事
法
定
利
率
に
よ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
判
決
（
一
例
）
 
 

（
る
）
 
④
 
通
常
取
得
す
べ
き
利
率
と
し
て
竺
○
％
の
利
率
が
相
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
判
決
〓
○
例
）
 
 

判
決
を
概
観
す
る
と
、
適
用
利
率
は
、
必
ず
し
も
竺
○
％
の
利
率
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
判
決
で
ほ
、
「
通
常
の
場
 
 

合
、
金
銭
消
費
貸
借
に
お
い
て
は
、
当
該
当
事
者
間
に
お
い
て
利
息
の
割
合
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
貸
借
の
理
由
、
貸
主
と
借
主
と
 
 

の
関
係
、
貸
主
の
貸
付
資
金
捻
出
の
手
段
、
借
主
が
借
金
を
必
要
と
す
る
度
合
等
、
種
々
の
要
素
が
働
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
竺
○
％
 
 
 

四
一
二
 
 

慮
し
て
低
い
利
率
な
り
、
課
税
除
外
す
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
市
場
金
利
等
に
連
動
し
な
い
利
率
に
よ
る
こ
と
ほ
問
題
が
あ
ろ
う
。
参
考
ま
 
 

で
に
、
一
九
八
〇
年
以
降
の
全
国
銀
行
貸
出
約
定
平
均
金
利
を
示
す
と
、
 
 

一
九
八
〇
年
 
 

一
九
八
一
年
 
 

一
九
八
二
年
 
 

一
九
八
三
年
 
 

一
九
入
四
年
 
 

一
九
八
五
年
 
 

一
九
八
六
年
 
 

八
・
〇
一
九
％
 
 

七
ニ
ー
六
四
％
 
 

七
・
一
一
〇
％
 
 

六
・
七
一
三
％
 
 

六
・
五
四
二
％
 
 

六
ニ
ー
六
六
％
 
 

五
ニ
ー
八
六
％
 
 

一
九
入
七
年
 
 

一
九
八
八
年
 
 

一
九
八
九
年
 
 

一
九
九
〇
年
 
 

一
九
九
一
年
 
 

一
九
九
二
年
 
 

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

四
・
九
二
〇
％
 
 

四
・
九
六
二
％
 
 

六
・
四
三
一
％
 
 

七
二
ハ
八
四
％
 
 

六
・
五
〇
二
％
 
 

五
・
二
〇
一
％
 
 



を
も
っ
て
直
ち
に
当
該
無
利
息
貸
付
に
係
る
通
常
あ
り
う
べ
き
利
率
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
適
用
利
率
適
用
に
閲
し
 
 

（
9
）
 
 

て
斜
酌
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
 

さ
ら
に
年
一
〇
％
と
認
定
し
た
事
例
に
つ
い
て
そ
の
認
定
理
由
を
み
る
と
、
社
会
通
念
上
相
当
と
し
て
認
定
し
た
事
例
が
二
例
、
単
に
 
 

相
当
で
あ
る
と
し
た
事
例
が
二
例
、
認
定
時
点
の
金
融
有
情
の
下
で
は
通
例
と
し
た
も
の
が
二
例
、
格
別
不
当
で
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例
 
 

が
二
例
、
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
が
一
例
、
年
一
〇
％
の
利
率
で
計
算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
が
一
例
と
な
っ
て
い
る
 
 

が
、
具
体
的
な
根
拠
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

上
記
の
事
例
が
発
生
し
た
時
代
背
景
を
振
り
返
る
と
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
半
ば
位
ま
で
は
恒
常
的
に
高
金
利
で
あ
り
、
銀
 
 

（
1
0
）
 
 

行
の
約
定
平
均
金
利
は
七
％
か
ら
九
％
の
間
で
推
移
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
れ
ば
、
個
人
に
対
す
る
貸
付
金
利
を
一
〇
％
と
 
 

認
定
す
る
こ
と
に
疑
義
ほ
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
昭
和
四
一
年
当
時
の
個
人
に
対
す
る
担
保
不
敬
収
の
小
口
貸
付
は
、
年
一
〇
％
を
 
 

越
え
る
利
率
が
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
示
か
ら
も
明
ら
か
で
。
ち
な
み
に
、
昭
和
四
一
年
の
銀
行
の
約
定
平
均
金
利
は
、
七
・
三
 
 

二
％
で
あ
る
。
 
 
 

そ
う
す
る
と
、
現
在
の
よ
う
に
低
金
利
時
代
を
向
か
え
た
場
合
、
果
た
し
て
年
一
〇
％
と
い
う
利
率
が
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
 
 

議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
し
、
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
公
定
歩
合
等
の
一
定
の
指
標
に
連
動
さ
せ
て
利
率
を
明
示
す
る
こ
と
は
、
 
 

適
正
・
公
平
な
課
税
の
実
現
の
た
め
に
も
、
ま
た
、
執
行
上
の
効
率
性
の
観
点
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
昭
三
五
・
九
ニ
ー
〇
静
岡
地
裁
三
三
（
行
）
 
二
二
、
税
資
t
三
二
号
一
一
〇
入
貢
。
 
 
 



（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

M
風
洞
 
 

六
 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
に
お
い
て
は
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
が
雇
用
条
件
の
諒
と
し
て
提
供
さ
れ
る
の
が
姦
的
で
あ
り
、
フ
リ
ン
ジ
 
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

昭
三
九
・
七
・
七
神
戸
地
裁
三
四
（
行
）
二
七
、
税
資
三
入
号
四
三
六
零
昭
＝
不
九
・
】
四
名
古
屋
地
裁
三
七
（
行
）
一
六
、
税
資
≡
号
 
 

八
三
四
頁
。
昭
＝
元
二
二
・
二
五
熊
本
地
裁
＝
＝
ハ
（
行
）
七
、
税
資
三
八
号
一
〇
六
〇
考
 
 
 

昭
五
三
二
二
二
ニ
○
大
阪
高
裁
四
七
（
行
コ
）
四
二
、
税
資
九
七
号
〓
六
〇
頁
。
 
 

昭
四
－
・
二
二
＝
界
京
地
裁
三
九
（
特
わ
）
一
〇
〇
、
税
資
七
九
号
…
二
九
貢
㍉
昭
四
二
・
九
二
毛
東
京
地
裁
莞
税
法
違
反
要
事
件
 
 

税
資
五
四
号
六
〇
葺
昭
四
八
・
六
・
五
横
浜
地
裁
四
四
（
行
り
）
七
、
税
資
七
〇
号
ニ
○
葺
昭
五
〇
・
五
・
二
八
東
京
高
裁
四
八
（
行
 
■
 
 

－
 

‥
 

－
 

■
 
 

（
注
）
7
に
同
じ
。
 
 
 

日
本
銀
行
「
経
済
統
計
年
報
」
。
 
 
 

昭
四
人
二
ハ
・
五
横
浜
地
裁
判
決
。
 
 
 

カ
ン
パ
ニ
ー
・
力
－
 
 

四
一
四
 
 

昭
五
三
二
二
二
二
〇
大
阪
高
裁
四
七
（
行
コ
）
四
二
、
税
資
九
七
号
二
六
〇
頁
。
 
 

（
注
）
1
に
同
じ
。
 
 

呉
文
二
・
島
謹
三
「
金
利
自
由
化
」
（
有
斐
閣
ビ
ジ
ネ
ス
、
完
八
七
）
二
四
六
千
二
五
妄
。
 
 

∴
∴
ト
∵
 
 

■
．
－
∴
∵
∴
∴
∴
‥
∴
．
．
－
∵
∴
 
八
、
税
資
一
一
四
号
三
九
九
貢
。
 
 



・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
中
で
も
、
他
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
比
べ
重
要
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
す
べ
て
の
国
で
課
税
さ
れ
て
い
る
。
例
え
 
 

ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
t
九
八
三
／
入
四
年
度
の
フ
リ
ン
ジ
：
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
総
受
領
者
数
一
三
五
万
人
の
う
ち
八
五
万
人
が
、
 
 

（
1
）
 
 

カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
提
供
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
 

そ
の
場
合
、
各
国
と
も
走
行
記
録
を
継
続
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
記
録
に
よ
っ
て
、
私
的
使
用
部
分
と
 
 

業
務
使
用
部
分
を
区
分
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
原
則
的
に
は
、
事
業
主
の
コ
ス
ト
（
自
動
車
の
減
価
償
却
費
、
ガ
ソ
リ
ン
代
、
保
険
料
等
の
維
 
 

持
費
）
に
総
走
行
距
離
に
対
す
る
私
的
走
行
距
離
の
割
合
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
計
算
を
行
う
こ
と
 
 

に
し
て
い
る
が
、
走
行
記
録
が
な
い
場
合
に
は
、
簡
便
方
法
と
し
て
一
定
の
計
算
方
式
に
よ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ス
ケ
ー
ル
チ
ャ
ー
ジ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
業
務
使
用
距
離
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
る
。
な
お
、
燃
料
費
に
 
 

つ
い
て
も
、
別
途
ス
ケ
ー
ル
チ
ャ
ー
ジ
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

t
方
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
取
扱
い
等
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
実
際
の
課
税
に
あ
た
っ
て
 
 

は
私
的
使
用
部
分
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
措
捉
及
び
評
価
の
困
難
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

特
に
、
我
が
国
の
場
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
に
比
べ
て
、
特
定
の
老
（
例
え
ば
、
取
締
役
等
の
高
級
幹
部
）
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
 
 

多
い
こ
と
か
ら
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
私
的
利
用
に
対
し
て
課
税
し
な
い
場
合
に
は
、
公
平
の
原
則
か
ら
し
て
問
題
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

判
決
に
お
い
て
も
、
通
勤
の
た
め
の
タ
ク
シ
ー
乗
車
券
の
交
付
が
給
与
所
得
と
な
る
か
ど
う
か
争
わ
れ
た
事
例
に
お
い
て
、
そ
の
乗
車
 
 

券
の
交
付
が
給
与
所
得
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
「
…
…
自
家
用
自
動
車
に
よ
る
上
級
職
員
の
送
迎
も
現
物
給
与
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
の
に
、
こ
れ
に
課
税
せ
ず
、
タ
ク
シ
ー
乗
車
券
の
交
付
の
み
に
課
税
す
る
の
は
租
税
法
に
お
け
る
公
平
負
担
の
原
則
に
反
す
る
旨
主
 
 

四
一
五
 
 
 



四
〓
ハ
 
 

張
す
る
が
、
通
勤
の
用
に
供
す
る
た
め
特
に
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合
と
自
家
用
自
動
車
に
よ
る
送
迎
を
受
け
る
場
合
と
は
そ
の
態
様
 
 

に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
‥
…
痕
り
に
事
実
上
自
家
用
自
動
車
に
よ
る
送
迎
を
受
け
て
い
る
場
合
に
現
物
給
与
と
し
て
課
 
 

税
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
（
自
家
用
自
動
車
に
よ
る
送
迎
を
し
て
い
る
会
社
に
お
い
て
も
ガ
ソ
リ
ン
代
、
自
動
車
の
走
行
距
離
等
か
ら
 
 

供
与
し
た
金
額
を
明
確
に
し
、
そ
の
額
を
給
与
所
得
と
し
て
源
泉
徴
収
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
）
、
租
税
法
に
お
け
る
公
 
 

平
負
担
の
原
則
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
（
自
家
用
自
動
串
に
よ
っ
て
送
迎
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
通
勤
の
便
宜
を
与
え
ら
れ
て
い
る
場
 
 

合
に
は
そ
の
価
額
の
算
定
ほ
困
難
で
あ
る
が
、
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
場
合
は
そ
の
価
額
ほ
タ
ク
シ
ー
料
金
に
よ
っ
て
明
確
に
な
る
）
」
と
し
 
 

（
2
）
 
て
、
カ
ン
パ
ニ
ー
・
カ
ー
の
課
税
に
お
け
る
評
価
の
困
難
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
問
題
と
し
て
、
同
様
の
経
 
 

済
的
効
果
が
あ
り
な
が
ら
、
給
付
形
態
の
相
違
な
い
し
は
評
価
の
困
難
性
を
理
由
と
し
て
異
な
る
取
扱
い
と
な
る
こ
と
は
、
公
平
負
担
の
 
 

原
則
に
反
す
る
と
い
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
カ
ソ
パ
ニ
ト
・
カ
ー
に
対
す
る
課
税
は
、
我
が
国
に
と
っ
て
は
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
と
な
っ
 
 

て
い
る
こ
と
か
ら
、
描
捉
及
び
評
価
の
困
難
性
を
謄
ま
え
た
上
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
諸
外
国
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
標
準
評
 
 

価
方
式
が
参
考
と
な
る
こ
と
ほ
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
 
 

／‾＼  ′‾■ヽ   「 ヽ  
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昭
四
三
・
四
二
二
ハ
大
阪
地
裁
三
九
（
行
り
）
七
〇
、
税
資
五
二
号
八
〇
〇
頁
。
 
 
 



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
と
の
比
較
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
税
制
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
 
 

が
、
現
在
優
遇
的
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
う
ち
に
は
、
事
業
主
の
便
宜
の
た
め
に
提
供
さ
れ
て
い
る
 
 

等
そ
の
性
質
上
課
税
す
べ
き
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
前
節
第
二
款
で
検
討
し
た
と
お
り
、
税
制
上
は
非
課
税
と
す
る
理
由
が
見
当
た
ら
 
 

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
種
々
の
観
点
か
ら
理
由
付
け
が
な
さ
れ
、
行
政
上
の
取
扱
い
で
非
課
税
と
し
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
た
。
 
 

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
慎
重
に
検
討
す
べ
き
事
項
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
研
究
を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
は
、
従
来
は
、
福
利
厚
生
（
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
ー
の
提
供
）
 
に
対
す
る
企
業
及
び
従
 
 

業
員
双
方
の
意
識
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
（
先
進
国
と
我
が
国
で
ほ
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
が
国
に
お
い
て
生
 
 

成
、
発
展
し
た
 
「
日
本
的
経
営
」
手
法
の
中
で
、
福
利
厚
生
制
度
が
、
終
身
雇
用
な
い
し
は
年
功
序
列
を
補
完
す
る
重
要
な
柱
と
し
て
機
 
 

能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

我
が
国
に
お
け
る
福
利
厚
生
施
策
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
が
法
定
福
利
費
で
あ
る
社
会
保
障
関
連
費
用
を
重
視
し
て
い
る
の
に
比
 
 

べ
、
法
定
外
福
利
厚
生
費
で
あ
る
住
宅
関
連
費
用
を
核
と
し
て
、
娯
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 

日
経
連
の
一
九
九
一
年
度
の
 
「
福
利
厚
生
費
調
査
」
 
に
よ
れ
ば
、
福
利
厚
生
費
総
額
の
伸
び
は
三
・
五
％
で
、
現
金
給
与
総
額
の
伸
び
二
 
 

二
％
を
上
回
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
法
定
外
福
利
厚
生
費
の
伸
び
は
五
二
一
％
と
、
法
定
福
利
費
の
伸
び
二
・
六
％
を
大
き
く
上
回
 
 

り
、
特
に
住
宅
関
連
費
用
の
占
め
る
割
合
は
、
こ
こ
一
〇
年
で
は
最
高
の
五
一
・
六
％
に
も
達
し
て
お
り
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
業
蹟
が
悪
化
 
 

四
一
七
 
 
 

第
三
節
 
ま
と
め
 
 



四
一
入
 
 

（
1
）
 
 

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
ほ
福
利
厚
生
費
を
そ
う
簡
単
に
は
抑
制
で
き
な
い
と
い
う
実
態
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
薬
師
寺
泰
 
 

（
2
）
 
 

造
氏
は
、
社
説
の
中
で
戦
後
急
速
な
経
済
復
興
を
な
し
遂
げ
た
我
が
国
と
ド
イ
ツ
を
比
較
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
少
し
長
く
 
 

な
る
が
、
示
唆
に
富
む
論
説
な
の
で
紹
介
す
る
。
「
ま
ず
、
企
業
や
労
働
風
合
な
ど
の
『
阻
織
』
を
ユ
ニ
ッ
ト
（
単
位
）
と
し
、
そ
こ
へ
国
 
 

家
の
リ
ソ
ー
ス
 
（
資
源
）
を
集
中
的
に
投
下
す
る
。
そ
の
結
果
、
組
織
が
繁
栄
し
「
間
接
的
」
に
こ
れ
ら
の
敵
織
に
属
す
る
国
民
の
「
持
 
 

続
的
な
生
活
」
が
確
保
さ
れ
る
。
：
…
・
と
こ
ろ
が
、
同
じ
敗
戦
国
で
も
ド
イ
ツ
は
全
く
違
っ
た
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
採
用
し
て
い
る
㌔
・
：
 
 

組
織
で
は
な
く
、
「
個
人
」
を
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
彼
ら
の
た
め
の
住
宅
建
設
に
資
源
を
集
中
投
下
し
た
の
だ
。
ド
イ
ツ
人
 
 

は
、
青
か
ら
家
の
確
保
が
『
安
全
』
の
基
本
だ
と
い
う
考
え
方
が
強
い
。
…
…
ド
イ
ツ
は
質
の
高
い
住
宅
や
公
的
な
社
会
福
祉
政
策
を
優
 
 

先
し
、
ま
ず
個
人
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
が
安
心
し
て
働
け
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
企
業
な
ど
の
魁
織
が
繁
栄
し
、
そ
 
 

の
結
果
国
民
経
済
が
栄
え
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
を
探
っ
た
。
…
…
ま
ず
、
ド
イ
ツ
人
は
個
人
の
安
全
を
確
保
す
る
の
は
政
治
の
役
目
だ
と
 
 

思
っ
て
い
る
。
・
こ
：
：
こ
れ
に
比
べ
、
日
本
人
の
大
多
数
に
と
っ
て
…
…
個
人
の
利
益
は
、
直
接
的
に
は
企
業
や
労
働
組
合
な
ど
の
覿
織
が
 
 

保
証
し
て
い
た
か
ら
だ
。
…
…
社
宅
に
住
み
、
会
社
が
経
営
す
る
労
災
病
院
に
入
院
し
、
会
社
の
運
動
場
で
野
球
や
テ
ニ
ス
を
す
る
。
つ
 
 

ま
り
、
国
が
本
来
や
る
べ
き
社
会
福
祉
の
多
く
を
繁
栄
す
る
組
織
が
肩
代
わ
り
し
て
き
た
。
」
こ
の
論
説
で
は
、
『
安
全
』
に
対
す
る
国
民
 
 

の
意
識
が
、
国
家
の
福
祉
政
策
に
影
響
を
与
え
る
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
 
 
 

極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
と
我
が
国
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
税
制
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
の
相
違
 
 

は
、
福
利
厚
生
に
対
す
る
国
民
の
意
識
の
違
い
、
端
的
に
言
え
ば
、
徹
底
し
た
個
人
主
義
思
想
に
基
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
 
 

え
ら
れ
る
。
 
 
 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
福
利
厚
生
費
を
「
労
務
に
対
す
る
対
価
」
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
な
く
、
課
税
の
対
象
と
は
な
 
 
 



ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
債
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
に
お
い
て
は
、
福
利
厚
生
費
は
フ
リ
ン
ジ
∵
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
で
 
 

あ
る
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
、
課
税
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
三
八
年
の
税
制
調
査
会
の
「
総
じ
て
常
識
的
に
無
理
の
な
 
 

い
程
度
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
答
申
に
も
反
映
さ
れ
、
あ
ま
り
に
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
、
 
 

優
遇
的
な
取
扱
い
が
踏
襲
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
に
お
い
て
は
、
戦
後
経
済
的
な
豊
か
さ
を
求
め
て
き
た
国
民
の
意
識
が
、
ゆ
と
り
あ
る
個
人
・
家
族
生
活
、
い
 
 

き
が
い
な
ど
を
求
め
る
も
の
に
大
き
く
変
容
し
っ
つ
あ
る
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
国
民
生
活
審
議
会
は
、
平
成
四
年
一
一
月
二
五
日
に
「
生
産
・
企
業
優
先
の
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
を
個
人
 
 

（
3
）
 
 

生
活
を
重
視
す
る
シ
ス
テ
ム
へ
速
や
か
に
転
換
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
提
言
を
発
表
し
た
。
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
ほ
、
生
産
・
企
 
 

業
優
先
か
ら
個
人
生
活
優
先
の
た
め
に
個
人
の
多
様
な
価
値
感
に
基
づ
く
選
択
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
政
策
や
制
度
を
再
編
成
し
、
さ
ら
 
 

に
個
人
が
尊
重
さ
れ
、
法
人
を
介
し
た
不
公
平
並
び
に
個
人
の
利
益
の
圧
迫
が
な
い
よ
う
な
社
会
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
に
あ
る
と
し
て
 
 

い
る
。
そ
の
答
申
で
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
「
企
業
の
社
宅
制
度
等
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
や
交
際
費
支
 
 

出
な
ど
の
企
業
の
仕
観
み
を
通
じ
て
生
ず
る
目
に
見
え
な
い
個
人
間
の
格
差
を
縮
小
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
賃
金
で
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
労
働
条
件
の
透
明
性
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
」
と
提
言
し
て
お
り
、
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
 
 

る
。
そ
し
て
、
先
頃
発
表
さ
れ
た
平
成
五
年
一
一
月
の
税
制
調
査
会
の
答
申
「
今
後
の
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
－
「
公
正
で
活
 
 

力
あ
る
高
齢
化
社
会
」
を
目
指
し
て
－
」
で
も
、
「
高
す
ぎ
る
限
界
税
率
の
下
で
ほ
、
…
…
給
与
で
は
な
く
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
 
 

し
て
便
益
を
受
け
る
と
い
う
形
で
、
結
果
的
に
個
人
が
会
社
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
面
も
否
定
で
き
な
い
」
と
し
、
給
与
所
得
者
に
 
 

と
っ
て
の
社
内
旅
行
、
社
宅
、
交
際
費
等
が
い
わ
ゆ
る
「
会
社
人
開
化
」
な
い
し
は
「
経
費
社
会
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
 
 

四
一
九
 
 
 



こ
こ
数
年
の
間
に
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
一
に
つ
い
て
の
議
論
が
か
ま
び
す
し
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
問
 
 

題
点
等
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
研
究
部
で
は
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
税
制
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
研
究
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
 
 

あ
り
、
本
稿
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
海
外
税
制
に
関
す
る
部
分
を
整
理
し
、
取
り
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
研
究
の
中
 
 
 

四
二
〇
 
 
 

企
業
依
存
体
質
を
助
長
す
る
誘
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
国
民
の
意
識
が
大
き
く
変
容
し
っ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
 
 

フ
ィ
ッ
一
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
。
今
こ
そ
、
二
一
世
紀
に
向
け
て
、
税
制
に
よ
り
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
 
 

ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
抑
制
し
、
我
が
国
の
古
い
体
質
を
改
善
す
べ
き
と
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
読
売
新
聞
（
一
九
九
三
・
二
・
ニ
五
）
。
 
 

（
2
）
 
薬
師
寺
泰
造
「
日
本
の
リ
ス
土
フ
ー
私
の
設
計
－
」
（
日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
三
・
九
二
一
七
）
。
 
 

（
3
）
 
国
民
生
活
審
議
会
「
ゆ
と
り
、
安
心
、
多
様
性
の
あ
る
国
民
生
活
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
策
に
関
す
る
答
申
」
（
一
九
九
二
ニ
ー
 
 

二
五
）
。
 
 

（
4
）
 
税
制
調
査
会
「
今
後
の
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
－
「
公
正
で
活
力
あ
る
高
齢
化
社
会
」
を
目
指
し
て
－
」
（
一
九
九
三
二
二
）
。
 
 

第
八
草
 
お
わ
り
に
 
 



心
を
我
が
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
と
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
関
す
る
課
税
体
系
の
比
餃
・
考
察
に
置
い
た
た
め
に
、
フ
リ
ン
 
 

ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
課
税
所
得
性
で
あ
る
と
か
、
逆
進
性
の
問
題
、
交
際
費
課
税
と
の
関
係
、
給
与
所
得
控
除
と
の
関
連
性
、
オ
ー
ス
 
 

土
フ
リ
ア
の
事
業
主
課
税
、
執
行
上
の
問
題
点
、
今
後
の
フ
リ
ン
ジ
・
べ
ネ
フ
ィ
ッ
一
課
碗
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
が
で
き
 
 

な
か
っ
た
こ
と
ほ
誠
に
残
念
で
あ
る
が
、
本
稿
が
今
後
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
課
税
に
関
す
る
議
論
の
囁
矢
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
 
 

る
。
な
お
、
海
外
税
制
の
研
究
に
際
し
て
は
、
海
外
出
張
に
よ
り
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
赴
き
実
態
調
査
を
行
う
枚
会
に
 
 

恵
ま
れ
た
。
何
よ
り
も
、
こ
の
実
態
調
査
に
よ
り
各
国
の
実
情
が
理
解
で
き
た
こ
と
は
、
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
至
上
の
喜
び
で
あ
っ
 
 

た
。
 
 
 

最
後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
．
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
調
査
に
閲
し
一
方
な
ら
ぬ
ご
協
力
、
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
在
連
合
王
国
 
 

大
使
館
 
上
野
参
事
官
、
菊
地
二
等
書
記
官
、
在
ド
イ
ツ
大
使
館
 
田
中
参
事
官
、
長
谷
川
二
等
書
記
官
、
在
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
 
新
原
 
 

参
事
官
、
浅
野
二
等
書
記
官
、
川
瀬
専
門
調
査
員
、
並
び
に
O
E
C
D
の
報
告
書
「
T
h
e
 
T
a
臣
t
i
O
n
 
O
f
 
F
r
i
n
g
e
 
B
e
n
e
f
i
t
s
二
〇
E
n
D
－
 
 

－
冨
∞
）
」
の
翻
訳
に
あ
た
り
貴
重
な
ご
助
言
を
賜
っ
た
和
汲
英
雄
氏
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
、
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
、
感
謝
の
意
を
 
 

表
す
る
次
第
で
あ
る
。
 
 
 

今
後
と
も
、
先
輩
諸
兄
賢
し
叱
声
を
賜
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
結
び
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
 
 
 



参考資料1労働車用構成の推移（製造業、全労働者）  

（資料出所） 日  本：労働省「賃金労働時間制度等総合調査」  
アメリカ：72～77年は労働省L’Handbook ofLabor Statistics”  

88年は商務省‘tStatisticalAbstract of theUnited States”  
その他：EC統計局“Labor CostsinIndustry”  

（荘）1．数字は労働費用総額に占める割合  
2．日本は規模30人以上、アメリカは全規模、イギリス、西ドイツ、フランスにつ  

いては1969年が規模50人以上の鉱工建設業、1972年が規模50人以上、1975年、  
78年、84年が規模10人以上  

3，アメリカの88年は3月調査  
4・法定福利費ほ、アメリカが社会保障費（socialsecurity）、労災保険（woker，s  

COmPenSation）、失業保険（unemploymentinsurace）の計、イギリス、西ド  
イツ、フランスがEC統計による社会保障費（soclalsecuritycosts）のうち法  
定社会福祉費は慣習的、契約上ないし自発的に使用者が負担する福祉費用  
（customary，COntraCtualorvoluntarycosts）。退職金等は企業年金を含む。  

その他は現物給与、職業訓練費等を含む。  

四   



参考資料2 国際比較による法定外福利真の内訳別割合（製造業）  

アメリカ  

（1988年）       1978年  1984年  （1984年）  西ドイツ  フランス   

住居に関する費用   43．0  41．3  追加給付  13．0  保  険  2．2   2．5   

医療保険に関する費用  8．8  8．0  保   険  30．3  退職金  97．8  49．4   

食費に関する費用   16．2  15．4  年金・貯蓄  17．8  賃金保障  6．3   

文化・体育・娯楽に閲す  11．3  38．0   
る費用  そ の 他  1．1  そ の他  3．8   

4．3  

1．6  

慶弔見舞金等の費用  2．9  

財形奨励金等の費用  0．5  

その他 11．3   

計   100．0  100．0  計  100．0  計   100．0  100．0   

（資料出所）日本：労働省「賃金労働時間制度等総合調査」  
アメリカ：商務省“StatisticalAbstract of the United States1989”  
西ドイツ、フランス：EC統計局“Labor CostsinIndustry”   

参考資料3 労働者1人1カ月平均の労働費用の推移  

四  

（資料出所） 労働省「賃金労働時間制度等総合調査」（1988年）   



参考資料4 内訳別法定福利責（常用労働者1人1カ月平均）  

労 働 保 険 料    児童手当  石炭年金  船  長  身 体 障害者  法  定  
計  健 康  厚  生                              小 罰・  痙窯管裟  芝鷺鴇    保険料  年 金 保険料     払出金  掛  金  保険料  添付豊  補償費   

実額（円）  

1985年  27，740 10，214 11．鮎4  5．320  2，746  2．574   201   2   261   77  11   

1988  
（12．9）（6．0）（22、4）（8．5）（6．2）（1Q．g）（T．0）（1qO．0）（△89．5）（△6．5）（9．1）  

構成比（％）  

1980年   

1984  100．0   37．0   41．6  19．4  10．0   9．4   0．7   0．8   0．9   （】．3   0．0   

1985  100．0   36．8   42．0  1g．Z   9．9   9．3   0．7   0．0   0．9   0．さ   0．0   

1988  100．0   34．8   45．5  18．4   9．3   g．1   0．7   0．0   0．5   0．2   0．0   

（注）（）は、1985年に対する増減率（％）である。  

（資料出所） 労働省「賃金労働時間制度等総合調査」（1988年）  

参考資料5 法定福利費の規模別格差   

労働保険料  
項目  

年金  
規模   

その他  
福利費   

5，000人以上  100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0   

1，000～4，999人  88．2  86，7  85．9  96．7  85．8 110．8 107．7   

300～ 999人  78．6  76．0  77．6  83．0  76．3  92．0 145．6   

100～ 299人  72．2  68．8  70．0  77．5  66．6  92．5  209．3   

30′－ 99人  70．5  66．0  65．7  93．8  64．0 134．7  56．8   

（資料出所） 労働省「賃金労働時間制度等総合調査」（1988年）   



参考資料6 内訳別法定外福利費（常用労働者1人1カ月平均）  

実   額（円）  
1985年  
1g88   

5，000 人 以 上  
1，000 ～4，gg9人   

300 ～ g99人   
100 ～ 299人  
30 ～  99人  

構 成 比（％）  
1980年  
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（注）（）内は、1985年に対する増減率（％）である。  
（資料出所） 参考資料1に同じ。   

参考資料7 産業別労働費用格差（産業計＝100）  

160  

150  

140  

130  

120  

110  

100  

gO  

80  

70  

× 鉱業  

○ 建設業  
○ 製造業  
0 電気・ガス・熱供給・水道葦  

P 運輸・通信業  

△ 卸売りト完薬、飲食店  

▲ 金融・保険薬  
◇ 不動産業  
◆ サービス葉  

・・－ 1人平均労働穀用  

－1人平均労働焚用のうちの  

現金給与総額   

1975   80  85   88（年）  



参考資料8 企業規模別労働重用格差（企業親模計＝100）  

0 5000人以上  

□1000～4999人  

◇ 300～999人  

△ 100～299人  

×  30－99人  

…‾1人平均労働費用  

‾1人平均労働費用のうちの   

現金給与総額  

（備考）労働省「賃金労働時間制度等総合調査」により作成  

参考資料9 企業規模、内訳別法定外福利費  

住居に関する費用   

医療・保健に関す  
る費用   

食事に関する費用  

文化・体育・娯楽  
に関する費用  

私的保険制度への  
拠出金  

労災付加給付の費  
用  

慶弔見舞等の費用   

財形奨励金等の費  
用  

即
I
 
 
 
0
0
 
れ
 
川
 
 

5，000人以上  
1，000～4，999人   

300～ 999人  
100～ 299人   
30～ 99人  

去汽i ．1）  
き託三  

（資料出所）参考資料3に同じ。  
（注）（）内の数値は、5，000人以上を100・0とした企業親模間格差である。   



参考資料10 企業規模、給与住宅の有無、住宅の種類、  

所有形態別企業数の割合  

（資料出所） 労働省「賃金労働時間制度等総合調査」   

（注）1）1980年、1983年の独身寮の企業数割合は単身赴任老用専用住宅を含む。  
2）（）内の数字は昭和58年の所有企業数の割合である。  
3）本項目については、毎年は調査を行っていない。   

参考資料11持家援助制度の種類別採用企業数の割合  
（単位：タ‘）  

援    助    の    檻    頸  M．A．  

年・企業規模   
持家援助  

転勤従業月  

制度                             住宅資金 融資制度  利子補給 制 度  財形持家 分・法制度  土地家屋 の分鼓  土地家屋 の斡旋  住宅相談   の持家借上 げ借主斡旋  その他   
］  

1g80年  － 18．8  7．0 1．0   3．1  6．4  3．1  

1g83年   －   19．3    9．1   0．8  5．6  12，4  9．2   

1987年   24．1  16．2   4．2   0．1   0．3   6．0    8．1  5．5   1．4   

5．000 人 以 上  97．g   96．5   55．2   1．1   7．5   27．4   47．6    59．2    5．0   

1．000 ～4，999人  82．1  76．0   39．8    0．3    2．5  15．6   21．1   33．8    3．9   

300 ～ g99人  54．g   45．3  18．2   0．5   0．4   8．6  11．9   16．8   2．5   

100 ～ 299人  31．9   21．9   5．7   0．1   0．4   6．g   9．9  8，8   1．9   

30 ～  99人  17．1  ！l．9   1．3   0．1   0．1   5．1   6．T  Z．5   1．1   

（注） 全企業数に対する割合である。  

（資料出所） 労働省「賃金労働時間制度等総合調査」（1987年）   



参考資料12 文化、教義、娯楽、余暇施設の設置状況  

0
 
）
 
 

1
0
％
 
 

0
 
 

0
 
 

0
 
 

0
0
 
 

6
 
 

4
 
 

建
設
企
業
の
割
合
 
 

国内施設 各種クラブ茎 保安所 季節的余暇施設社員クラブ  

（資料出所）労働省「賃金労働時間制度等総合調査」1986年  

参考資料13 体育施設の設置状況  

建
設
企
業
の
割
合
 
 

体育館 その他の屋内施設グランド  

（資料出所）参考資料12に同じ。  

コート  プール   



参考資料14 最も一般的なフリンジ・ベネフィットの課税取扱いの  

各国比較（事業主提供の給付の分類ごと）   

＊は、注書を示ナ．  
資料：TheTa3（ationofFringeBeneEits，（OECD，1988）．pp．49－57．T且bleA；TAXTREATMENTOFTHEMOSTPOPULAR  

FRINGE BENEFITSIN MEMBER COUNTRIES．   



（注 書）   

＊1オースーラリアとこエージーラソドは、独立した公的社会保障掛金制度がない．   

＊2 私的制度のみ。事業主は従業員の負担額を公的医療基金へ支払うことができない。   

＊3 所得に関連する場合、非課税。   

＊4 年A＄ 4，000を超えない♯合。   

＊5 年A＄ 4，000を超えない場合。   

＊6 年A＄4．000を超えない場合。   

＊7 貸付元本額がA8；100，000以下の場合。   

＊8・貸付元本額かA＄100，000以下の場合。   
＊9 若干の例外（例：ビール及びタバコ労働者）   

＊10 若干の例外（例：永年勤続表彰）雇用に関係しないときは贈与税対象。   

＊11職務に関係ない場合ほ課税対象。   

＊12 従業員は同額を課税上控除ナる権利がある。   

＊13 食券ごとに8F44を最低限従業月が支払うことが条件。   

＊14 州行政楓臥州病院、医療介護保険への支払額を除く。   
＊15 保険金額が＄25．000を超えない場合。   

＊16 従業月が食♯費として合理的な金額を支払っていることが条件。   

＊17 従業員が合理的な金額を負担している場合，   

＊18 ホテル及び狩猟小屋を除く。   

＊19 特別及び遠隔の労働場所を除く。   

＊20 特別に準備したものでなく、原価以下でないことが前提。   

＊21事業主の要請により行われる場合を除く。   
＊22 ビール及びタバコ労働者のみ．   

＊23 工）Ⅹ300超のみ。   

＊24 受取人に対して法的拘束力がない場合のみ。   

＊25 しかし、銀行従業員ほ職員割引と同じ条件（通例の合理的な場合）で除かれる。   

＊26 通常の合理的な場合。   

＊27 通常の合理的な場合（贈与の額が従業員給与の1－2週間分以下のとき）。   

＊28 実務上。   

＊2g 実務上。   

＊30 実務上。   

＊31多額の贈与の場合。   

＊32 法定拠出額又lま同等額。   

＊33Ⅰ）M312まで非課税、又強制加入者以外ほ強制加入料金相当額．   

＊34 法定拠出額。   

＊35 非法産地出額はDM312まで非課税。   

＊38 法定拠出額。   

＊37 非法定払出額はDM312まで非課税．   

＊38 DM312まで非課税、又強制加入者以外は強制加入掛金相当額。   

＊391日当たりDMl．50まで非課税。   

＊40 従業員によって調達された貸付金利子を事業主が払い戻すものでない場合。   

＊41利子率が4％以下で、貸付額がDM5，000超の場合。   

＊42 多くの例外あり。   

＊43 ♯業主の利害に関連する場合。   

＊44 適格承認前提。   
＊45 ただし、従業且は支払額について酷税控除の権利がある。   

＊鳩 従業員ほ支払額について部分控除の権利がある。   

＊471日P15以下ほ除外。   

＊48 従業且が業務遂行上必要な居住設備を除く。   

＊49 従業員の唯一又は主たる住居に対し制限された税控除あり。   

＊50 事業主にコストがかからない場合。   

＊51雇用に関連しない場合は、贈与税課税。   

＊52 ♯業主に利益がある場合七除く。   

＊53 法定限度額まで．   

＊54 顔時の贈与で繰り返し発生しないもの。   

＊55 法定限度額以内のもの。   

＊56 月300円を超えて従業員掛金を事業主が支払う場合ほ課税。   



＊57 役員に対する支払の場合。  

＊弘 事業主の費用負担が食事老用の1／2未満の場合は非課税。  

＊59・日本ではまれにしかない。  

＊60 合理的給付でない場合。  
＊61従業月の費用負担が賃貸料の半分未満の場合。ただし、業務遂行上必要な居住設備  

を除く。  
＊62 専業主負担が1／2未満又は市場価格の70％未満の場合。  

＊63 （通常の場合）  

＊64 大学の管理職以外の場合。  
＊65 年金又は保険契約で従業員に確定した受給権が与えられている場合に限る。  

＊66 通常の値引き以上を条件。  
＊671日G⊥D5．20に課税、月給G工一っ吼100超はG工一D7．10に課税。  

＊68 均一課税の基準による。  

＊69 特定の免税がある。  

＊70 均一採税の基準による。  

＊71適格承認基金前提。  

＊72 適格東証基金前提。  
＊73 フリンジ・べネフィッ†税の対象外。非課税でなければ所得税法で課税。  

＊74 フリソジ・ベネフィット税の対象外だが、所得税法の対象。  

＊丁5 事業主のコストより低額で提供している場合。  

＊76・事業主による支払いが金銭報酬で供与されている場合は、所得税法により従業員に  

課税。  

＊77 適格制度を除く。  

＊78 合理的福祉給付を起えない場合．  

＊79 合理的値引きでなく私用の場合。  

＊80 慣習上の従業員賞与は非課税。  

＊81職掛こ関係ある場合は控除可能。  
＊82 事業主は、従業員の強制的社会保障掛金を支払うことが認められていない。  

＊83 適格基金前捷。  

＊84 一定額超の場合．  

＊85 雇用と関連がない場合は贈与税の対象．  

＊る6 職務関連の場合。  

＊87 事業主管理の基金を除く。  

＊88 私的制度のみ。  

＊89 スウェーデソでは、国家制度（例：年金、医療、歯刹、生命保険の制度）への事業  
主の拠出金は、フリンジ・ベネフィッIとして分類されない．  

＊90 年s kェ600を超える場合．  

＊91年s kT600な超える場合。  

＊92 スポーツ施設を除く。  

＊93 給付がskr2．000（1985年）を超え、Sl【r124．800（1985年）を超える所得に補  

足的所得税が課される場合には考慮される。  

＊94 顧客に認められる範囲内の場合。  

＊95 従業月に対する慣習的賞与でない場合（時計等）。  

＊98 スイスでは、年金、医療、歯科及び生命保険の制度への事業主による拠出金、住居  

以外の購入の低利貸付及び従業員の扶養親族への教育費の支払は、課税上、フリソ  
ジ・ベネフィットとみなされない。  

＊97 しかし、贈与税が適用される。  

＊98 患制的従業員掛金以下の場合。  

＊99 労働用建物及び事業主の都合によるもの一家星面積10Dd以下前提，  

＊100訓紆が事業主の要請による場合を除く。  

＊101イギリスで示されている取扱は、「高給管理従業且」に対するもあである。  

＊102適格♯実年金制度への拠出金前提．  

＊103私的制度のみ。  

＊1041日当たり15Pまで非課税。  

讐；；3喜慧登警雪雲謂雫讐芸霊宝£警芸妄。  
＊107短期間の職焉関連コースほ詐称乱  

‾  ＊108保険金50，000ドルまでに限る。  

＊109事業主の建物内にあり、かつ、専ら従業月及びその扶養親族のために使用されるも  
の。  

＊110事業主の便宜に上る事業主提供建物でない場合。  

＊111サービスの場合ほ通常の価格の20％まで、資産の場合は取得価格までが限鼠   



参考資料15 事業主提供の特定フリンジ・ベネフィットコストの  

法人課税所得計算上の控除可能性  

＼ 那  ①退職年金又は  
老齢年金への  
書業主我1出金   医 療  歯 科  生 命  ♯業主   娯 楽  居 住   

、  

食 券  贈 与  従業員    自動車   
公的  
制度   

施 設  設 備  親族   
施設  

（1）オーストラリア   

◆1  ●2   

（2）オーストリア  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  （⊃  ○  ○  （〕   

招）ベルギー   ○  ○  
書3   ■4   ★5   

伍）カナダ   ○   
■6   ◆丁   

（5）デンhマーク   ○  ○  
＋8   

（6）フィンランド  ○  ○  ○  ○  ○  （〕  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○   

（7）フランス   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  〉く  ○  ○  ○  ○  （⊃  

■9  ●10  ◆11  ■12  ◆13  ■14  ■15  ■16  ◆1丁   

（8）ドイツ   ○  ○  
◆18   

（9）ギリシャ   ○  ○  （⊃  （⊃  ○  ○  （〕  ○  ○  ○  ○  ○  ○   

叫 アイルランド  ○  ○  
●1g   書20   

山）イクリー   ○  ○  
■21   ●23   ■24   

旭 日 本   ○  ○  （〕  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○   

摘 ルタセソブル〆  ○  ○  ○  ○  （⊃  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○   

掴 オランダ   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○   

㈹ニ1－プーランド   

■27   ■28   

㈹ ノルウェー   ○  ○  
◆29   

◆3（I   

㈹ ポルトガル   ○  （⊃  

■32   ＊33   ●34   

摘 スベイソ  

拍 スウェーデソ  （〕  ○  
■35   

明スイス   ○  ○  ○  ○  ○  （⊃  ○  ○  ○  〉く  ○  （〕  ○   

糾 トルコ   ○  ○  ○  ○  ○  
■36   

◆3丁   

物 イギリス   ○  ○  
◆38   

倒 アメリカ   ○  ○  
書3g   

■40   叫1   

（凡例）○：損金男入、×：損金不算入、－：該当なし。なお、＊ほ、注舎を示す。   
資料：TheT眼且tionofFTingeBenefits・（OECD・1988）・pp■58－6l．TableB；DEDUCTBILITYUNDERTHECORPORATIONTAX   

OFTHECOSTOFCERTAINFRINGEBENEFITSPRO＼1DEDBYTHEEMPLOYER．  



（百三 書）  

＊1 オーストラリアとこエージーランドでは、独立した公共部門社会保障掛金制度を有  

していない。そして商品やサービスの値引きは、多くの場合、控除される。   

＊2雇用関連前提。   

＊3 一定条件あり。   

＊4 減価償却費及び運営費。  

＊5 支払地代、減価破却費及び関連芦用。   

＊6 一定条件適合が前提。   

＊7 従業員が贈与について課税されることが前挺。   

＊8 適格事業経費前提。   

＊9 合理的費用は控除。   

＊10 合理的費用前提。   

＊11合理的費用前提。   

＊12 合理的費用前提。   

＊13 合理的費用前提。   

＊14 一定限度以内。   

＊15 合理的費用前提。   

＊16 合ヨ翼的費用前提。   

＊17 合理的費用前提。一部減価償却費控除。   

＊18 特定の条件で若干の制限。   

＊19 適格制度を前提。   

＊20 限度の対象、   

＊21法律に裁定されている場合、共同協定又は制定規則による場合を除く。   

＊22 特定限度内。   

＊23 特定限度内。   

＊24 全従業員実施の場合。   

＊25 （貸金の最高5％）  

＊26 事業主による支払い給与合計額の5％の限度内．   

＊27 ニュージーランドでは、コストの一部は、従業員が株主の場合、会社提供の給付の  

10％の範局内とされ、それ以上は控除されない。   

＊28 適格制度の場合。   

＊29 一定限度内。   

＊30 少額限度内のみ。   

＊31海外教育コースに制限。   

＊32 （適格制度を前提）   

＊33 従業員が給付に課税される場合に限る。   

＊34 限度付。  

＊35 特定の規定適用。  

＊36 強制的従業員掛金を超える場合。  
＊37 事業主によって要請された場合は除かれる。  

＊38 適格制度を前提。   

＊39 特定要件適合の場合。   

＊40 限度付。   

＊41限度付。  

四
三
三
 
 
 



参考資料16 特定のフリンジ・ベネフィットの評価方法   

①  
請品等  

医療  の従業  

年金′、の   
先般  提供   

（llオースーラリア   CE  lV  

1  】V   SV   肌   
はIナースlリア  CE  CE  CE  5V  椚  父Y  CE  SV   

（l†〕  

131ベルギー   CE  げ  CE  CE  lV  】V  CE  SY  Pll  PJl  】V  CE  SY   

抑カナダ  1－  ⊥V  rR  γR  Cl三  XY  CE  CE  
I†   

t5l・≠ソマーク  化  CE  CE  SV  SV  じE  SY  SY  α  ぐE  SY   

（6Iフィンラソド  SV  SY  XY  SV   

lY   ▲V   

17】フヲソス   CE  CE  CE  CE  CE  SV  CE  CE  

2  
⊥V   SV   

細ドイツ   CE  CE  CE  CE  1V  SY  lY  】V  CE  

1V  

（別 ザック十  

冊7イルランド  CE  CE  CE  CE  CE  Ct  lV  門  P履  G亡さl亡l  

lY．CE   

8カ イダリー  CE  CE  CE  CE  CE  CE  CE  CE  CE  CE   

択〉‡】：事   CE  （E  CE  CE  CE  CE  脚  SV  CE  t†   

αV）   

拍 ルタセソナルダ  CE  LY  I†  CE  l†  ll  l†  賞V  lY  ■V  LV  】V  CE  CE  】Y   

伽 オランダ  rV  】Y  ll  VE  SY  P」】  八一    CE  SV   

鵬lこリーブーランド   1V    XV  ⊥V  PR  帽  LV  

ユ  CE  CE   

吼β ノルウ上－  CE  l王  CE  CE    YE  lV  ⊥V  lY  CE  CE  圧  
SV   

舶lポルトガル   

●4  

拍1ペイン   CE  【王  CE  CE  肌  CE  CE  
■l   L【   

個スウよ－づ㌧  l†  lV  l†  SV  

αV）   

伽 スイス  】V  】Y  l†              】Y   

1和 一ルン   CE  α  CE  CE  I†  椚  lⅣ  】Y  P且  PR  CE  CE  CE  CE  

わイギリス   CE  （E  CE  α  C£  CE  SY  

●S  Ct   l†   

¢lアメリカ  lV    】V  PR  P8          ■V  
SV  

（凡例） CE：事業主の提供コスI 】V：市場価掛こよる評価  SY：照準価格に上る評価  
PR：実葬制串と標準利串との差に上る評価  SV（椚）：市場価掛こ遵勤した楔準価掛こ上る評価  
YE：従業員の受益額に上る評価  …：非探祝   

賀料：TheTaxalion01FringE・BE・ne（iLs．（OECD．1988），PP，62－64，TabZe C：VALUATJON OF CERTAIN FRINGE BENEFITSIN  
MEMBER COUNTfuES，  

（注 督）  

＊1 オースーラリアの情組は、フリソジ・ベネフィット税法に関ナるものである．  

＊2 フラソスでは、低所得の従業員で現金給与が社会保障掛金の最高額を超えないものの場合、現物に上る給付の評価は、例えば、食ヰや  

居住設備などは社会保障規則にある標準評価によることとなる．  
＊3 こ1－ジーーランドの情報はフリンジ・ベネフィット税法に関ナるものであるが、所得税法の適用される居住設備、生命保険料、教育突  

用は除か九る．  

＊4 ポルトガルにおける価値の評附土、市場価格、事業主の捜供コストあるいは課税当局が納税者に上って申告された頑に満足しないたら  

If，その状況次第で従業員の受益謂の評価を基礎にすろこととなる．  
＊5 英日においては、従業員が取締役又は高塀所得従業員でなく、かつ．ベネフィットが課税さ九る場合には、中古価格あるいは支払うべ  

き債務が課税評価訊こなる．   
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